
 

 

 

自己評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

 

総合科学技術研究科 

 



総合科学技術研究科 

目    次 

 

Ⅰ 総合科学技術研究科の現況及び特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 

Ⅱ 目的     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

 

Ⅲ 基準ごとの自己評価 

＜総合科学技術研究科＞ 

  基準１  組織の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

＜情報学専攻＞ 

  基準２  教育研究組織構成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7 

  基準３  教員及び教育支援者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

  基準４  学生の受入  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  20 

  基準５  教育内容及び方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  28 

  基準６  学習成果   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  48 

  基準７  施設・設備及び学生支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  61 

  基準８  内部質保証システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  70 

  基準９  財政基盤及び管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  75 

  基準１０ 教育情報等の公表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  80 

  基準１１ 研究活動の状況及び成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  85 

  基準１２ 地域貢献活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110 

  基準１３ 国際化の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 

＜理学専攻＞ 

  基準２  教育研究組織構成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131 

  基準３  教員及び教育支援者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134 

  基準４  学生の受入  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138 

  基準５  教育内容及び方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141 

  基準６  学習成果   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154 

  基準７  施設・設備及び学生支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163 

  基準８  内部質保証システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176 

  基準９  財政基盤及び管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195 



総合科学技術研究科 

  基準１０ 教育情報等の公表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197 

  基準１１ 研究活動の状況及び成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199 

  基準１２ 地域貢献活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207 

  基準１３ 国際化の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212 

＜工学専攻＞ 

  基準２  教育研究組織構成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223 

  基準３  教員及び教育支援者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 229 

  基準４  学生の受入  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 234 

  基準５  教育内容及び方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238 

  基準６  学習成果   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 257 

  基準７  施設・設備及び学生支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 266 

  基準８  内部質保証システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280 

  基準９  財政基盤及び管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283 

  基準１０ 教育情報等の公表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 287 

  基準１１ 研究活動の状況及び成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290 

  基準１２ 地域貢献活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299 

  基準１３ 国際化の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307 

＜農学専攻＞ 

  基準２  教育研究組織構成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 323 

  基準３  教員及び教育支援者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 325 

  基準４  学生の受入  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 329 

  基準５  教育内容及び方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 332 

  基準６  学習成果   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

  基準７  施設・設備及び学生支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 344 

  基準８  内部質保証システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 349 

  基準９  財政基盤及び管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351 

  基準１０ 教育情報等の公表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 354 

  基準１１ 研究活動の状況及び成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 356 

  基準１２ 地域貢献活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 360 

  基準１３ 国際化の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 363 



総合科学技術研究科 

Ⅰ 総合科学技術研究科の現況及び特徴 

１． 現 況  

（１）学 部 等 名 総合科学技術研究科

（３）学部等の構成

研究科：情報学専攻、理学専攻、工学専攻、農学専攻 

（４）学生数及び教員数（平成 30 年 5月 1日現在）

学 生 数：  情報学専攻 144 人 

理学専攻 161 人 

工学専攻 700 人 

農学専攻 170 人 

専任教員数： 情報学専攻 教授 35人、准教授21人、

講師 6人、助教 4人 

理学専攻 教授 32 人、准教授 28 人、

講師 13 人、助教 3人 

工学専攻 教授 78 人、准教授 82 人、

講師 5人、助教 16 人 

農学専攻 教授 30 人、准教授 33 人、

講師 0人、助教 9人 

２． 特 徴 

静岡大学の前身は、静岡師範学校、静岡県浜松師範学校、

静岡高等学校、浜松高等工業学校、静岡県立農業補習学校

である。昭和 24 年の学制改革の際に、静岡大学として文

理学部、教育学部、工学部の 3学部で発足した。一方、大

学院の歴史は昭和 39 年 4 月の静岡大学大学院の設置に始

まる。平成 18 年度の創造科学技術大学院（博士課程）の

発足に伴い、修士課程のみの情報学、理学、工学、農学研

究科となった。平成 27 年にこれら 4 研究科を統合した総

合科学技術研究科（修士課程）を設置した。 

本研究科は従来の理工系４研究科 15 専攻を、1 研究科

に統合し、４専攻 16 コースからなる新たな研究科を設置

することによって、これまでの研究科や専攻の枠を越えた

分野横断的な教育プログラムの提供を可能とする教育体

制を構築している。 

カリキュラムの面では、(1)「研究科共通科目」や副専攻

制度を設けることによる基礎科学と応用工学との教育上

の連携や農工融合、情工融合、理農融合等の教育プログラ

ムに基づくより広い視野での「俯瞰する能力」の育成、(2)

学会発表や英語論文の執筆に求められる英語運用能力の

向上に資する科目、日本における科学技術の在り方や地域

企業の海外展開の現状と課題に関する英語による科目、各

専攻での英語対応科目の拡充、英語のみでの学位取得を通

じた留学生の受入れ拡大等による「国際化対応能力」の育

成、(3) 研究科共通の博士キャリア科目やダブルディグリ

ープログラム等の国際連携を生かしたより高度なインタ

ーンシップ等の「博士進学支援科目」の導入による博士キ

ャリア人材の育成を行うことを理念としている。 

 開学以来、本研究科に所属する専攻は、静岡県及び愛知

県東部地区在住の理科系高校生の地元進学先高等教育機

関として大きな役割を果たしてきた。これまで世に送り出

した約 4万人の卒業生・修了生は、静岡県、愛知県をはじ

め日本および世界の各地で活躍し、日本の産業界の発展に

多大な貢献をしている。例えば、その活躍ぶりは、NHK の

ドキュメンタリー番組「プロジェクトＸ」でも数多くとり

上げられた(参考資料１)。本研究科が人材育成を通して今

後もさらなる貢献をしていくためには、「ものづくり」を

中心に据えた実学重視の教育が不可欠である。このため本

研究科では、より広い融合的学際的分野について「俯瞰す

る能力」、外国語で自らの専門分野及び関連する諸分野に 

ついて理解し，発表し，議論する「国際化対応能力」及び

博士課程段階でのより高度な自立的研究能力の基礎とな

る能力を習得させることを目標としている。また、「高校

生がものづくりを通して、工学・科学・技術の楽しさや重

要性を理解する」ことを目的として、地域の高等学校との

連携を活発に行っている。 

本研究科の教育の特徴として、副専攻制度と産業イノベ

ーション人材育成プログラム、山岳科学教育プログラム、

放射科学教育プログラムがある。副専攻制度は、副専攻を

希望するコースまたは専攻の単位を一定数取得すると、副

専攻修了証が学位授与式で授与される。産業イノベーショ

ン人材育成プログラムは、「もの・ことづくり」に優れた

人材育成を目指した履修プログラムであり、山岳科学教育

プログラムは地域特性を生かしたフィールド科学を推進

している。また、放射科学教育プログラムは基礎科学の専

門性と放射科学の幅広い知識を併せ持つ人材を育成する。 

参考資料 

1. ＮＨＫ番組「プロジェクトＸに登場した静大卒業生」
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総合科学技術研究科 

Ⅱ 目的 

 

 静岡大学は、平成 28 年度から 33 年度の第 3 期中期目標・計画(参考資料２)において、教育に関する目標、研究に関す

る目標、社会との連携に関する目標、国際交流に関する目標を掲げている。また総合科学技術研究科の作成した措置 (参

考資料３) においては、修士課程での教養教育・専門教育を通じて達成すべき具体的目標、修士課程での教育を通じて達

成すべき具体的目標、研究水準及び研究の成果等に関する目標、社会との連携、国際交流等に関する目標を定めている。 

 

教育に関する目標 

 大学の中期目標においては、「１．国際感覚と高い専門性を有し、チャレンジ精神にあふれ、豊かな人間性を有する教

養人を育成する。２．教職員と学生が相互に潜在能力を引き出し、知と文化を未来に継承・発展させる。」ことを目標に

掲げている。この目標達成のため中期計画において、アドミッションポリシーに基づく入学者選抜、学習意欲を育てる初

年度教育、教養教育と専門教育の有機的な連携、キャリアデザイン教育、教育の国際化、GPA 制度等による教育の質の

保証、多角的な評価法による教育成果の検証・改善などの措置を定めている。さらに大学院では、これらに加えて「課題

探求･解決能力を有し、高度の専門的職業に必要な高い能力を育成する教育を行う」ことを定めている。 

 本研究科は、以上の本学の基本的目標及び目的を踏まえ、国際的な通用性をふまえた教育課程により、広い視野ともの

づくりの基礎力と実践力を備えた基礎科学系・農学系・工学系・情報系の人材を育成し、東海地方を始め、わが国の各産

業分野でグローバルに活躍する研究者、高度専門技術者を輩出することを目標としている。 

 

研究に関する目標 

 大学の中期目標・計画では、「１．知の蓄積を図り、世界をリードする基礎的・独創的な研究を推進する。２．地域の

学術文化の向上に寄与するとともに、地域産業の特色を活かし、産業振興に資する研究を推進する。」ことを目標に掲げ

ている。 

 本研究科は、本学の基本的目標を踏まえ、我が国の基礎科学の発展につながる研究と、機械産業、電気電子機器産業、

化学産業、輸送機器産業、光関連産業、航空宇宙産業、情報産業、農業などの分野における最先端の研究開発を行い、そ

の成果を基に静岡県内を中心とした企業や愛知県東部の産業界・研究機関・自治体と連携し、地域の活性化や新産業の創

出に貢献することを目標としている。 

 

社会との連携、国際交流に関する目標 

 大学の中期目標・計画では、「現代の諸課題に真摯に向き合い、地域社会と協働し、その繁栄に貢献する」ことを社会

との連携の目標として掲げている。また「創造的な教育研究を通して、国際性豊かな大学を目指す。」ことを国際交流に

関する目標に掲げている。 

本研究科では、本学の基本的目標を踏まえ、静岡県における知的創造と、次世代ものづくり人材育成の拠点として地域

の企業・教育機関・自治体との密接な連携のもとで義務教育段階から社会人まで多様な科学技術人材の養成プログラムを

提供すること、NIFEE(National Interfacing Engineers Education Program)、アジアブリッジプログラムやインターア

カデミア（中東欧協定大学との国際会議）およびダブルディグリー特別プログラムなど特色ある国際化の取り組みを展開

すること、を目標としている。 
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総合科学技術研究科 

なお本研究科では、人類の豊かな未来と学術の発展に貢献することを理念とし、知的創造や産業イノベーション、社会

的技術的課題の解決のために個別的な専門分野を越えて柔軟に対応することができ、ますます進展するグローバル社会化

の中で、国際的な場面で活躍できる理・農・工・情報系人材の育成を通して、教育、研究および社会貢献を達成するため、

つぎの目標を掲げている。 

 

・教育目標 

豊かな教養と感性および国際的な感覚を身につけ、多様化する社会に主体性を持って柔軟に対応し、独創性に富んだ科学

技術を創造する人材として活躍できるための素地を培う教育を行う。 

・研究目標 

人類の豊かな未来を切り拓くため、知の源泉となり世界をリードする創造的な基盤研究と、時代の要請に応え科学技術の

発展に寄与する独創的な研究開発を推進する。 

・社会貢献の目標 

社会に開かれた「知」の拠点として、創造的な知恵と質の高い情報集積及び発信の源泉となるとともに、社会・地域から

のさまざまな要請に積極的に応える。 

また上記の目標を簡潔にした、下記の表現がしばしば用いられる。 

 

ものづくりを基盤とした 

■ 基礎力と実践力を備えた人材育成 

■ 地域とともに世界へはばたく研究 

■ 地域社会・産業への貢献 

を通し、「社会から期待される研究科」を目指す。 

 

 

 

参考資料 

２．「静岡大学第 3 期中期目標・計画」 

３．「静岡大学第 3 期中期計画と平成 30 年度の総合科学技術研究科の措置」 
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総合科学技術研究科 基準１ 

Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 組織の目的 

 

（１） 観点ごとの分析 

観点１－１－① （学士課程）学部等の目的（学科又は課程等の目的を含む。）が、学部規則等に明確

に定められ、その目的が、学校教育法第 83 条に規定された、大学一般に求められる目

的に適合しているか。 

 

該当なし 

 

観点１－１－②  （大学院課程）研究科等の目的（専攻等の目的を含む。）が、研究科規則等に明確

に定められ、その目的が、学校教育法第 99 条に規定された、大学院一般に求められる

目的に適合しているか。 

 

【観点に係わる状況】 

本学は、静岡大学大学院総合科学技術研究科における教育その他必要な事項に関する総合科学技術研

究科規則を制定しており、その中で教育活動を行うにあたっての基本的な方針が示されている（資料

1-1-1）。 

 

資料 1-1-1 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則における本研究科の目的 

（目的） 

第 2 条 

研究科は、イノベーションや社会的技術的課題の解決のために個別的な専門分野を越えて柔軟に

対応することができ、ますます進展するグローバル社会化の中で、国際的な場面で活躍できる理

工系人材の育成を目的とする。 

 

また、大学法人化に際して定めた工学部中期計画において、教育の成果に関する目標を達成するため

の措置として、育成する人材像が示されている（資料 1-1-2）。さらに、平成 27 年に総合科学技術研究

科のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの 3 つのポリシーが制定さ

れている（資料 1-1-3）。 

 

資料 1-1-2 静岡大学大学院中期目標・中期計画より 

中期目標：人材養成像を明確にし、それぞれの目的に適合したコースワークを中核とする体系的

な教育課程の編成の下で、文理融合を含む専門分野を越えた教育及び教育の国際化を推し進め、

高度な専門性と社 会性を備えた理工系人材、地域の求める人材、グローバル人材を育成する。 

中期計画：「理工系人材育成戦略」を踏まえた広い視野から物事を俯瞰する能力や国際的な舞台で

活躍できる能力を持った理工系イノベーショ ン人材等の育成に取り組むため、文理融合を含む専

門分野を越えた 教育プログラムを整備する。 
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総合科学技術研究科 基準１ 

資料 1-1-3 総合科学技術研究科「アドミッションポリシー、ディプロマポリシー（抜粋）」 

 

資料 1-1-2、1-1-3 に示したように、本研究科の目的は、学校教育法第 99 条「大学院は、学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及

び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」の求めているところと合致してい

る。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

総合科学技術研究科の目的が、総合科学技術研究科規則、総合科学技術研究科中期計画、学生便覧等、

種々の文書で明確に定められて、これらは学校教育法第 83 条および第 99 条の求めているところと合致

している。 

 

【改善を要する点】 

特になし。 

 

個性輝く静岡大学大学院総合科学技術研究科を目指して 

基本理念 

“人類の豊かな未来と学術の発展に貢献すること”を理念とし、教育、研究および社会貢献に対

してつぎのアドミッションポリシー、ディプロマポリシーを掲げています。 

■育てる人間像  

進展するグローバル化社会のなかで、社会的ニーズや科学技術の課題の解決のために、個別の専門

分野を越えて柔軟に対応することができ、研究・開発や企業の海外展開における国際交流に貢献で

きる理工系人材の育成を目指す。また博士課程でのより高度な研究に取り組むことのできる人材の

育成を目指す。 

■目指す教育 

個別的な専門的基礎の上に立って、関連する専攻や自らの有する知識の社会的位置づけをも含めた、

より広い融合的な学際分野について俯瞰する能力、外国語で自らの専門分野及び関連する諸分野に

ついて理解し、発表し、議論することのできる国際的な対応能力、および博士課程でのより高度な

自立的研究の基礎となる能力を修得させる。 

■学位授与の方針 

1. 各専攻における高度な専門知識を有し、物事の本質を捉え、自由かつ独創的な発想で社会的・

科学技術的ニーズに基づく課題を解決できる能力を有する。 

2. 各専門分野を越えて、柔軟な発想力と実践力によって社会に貢献できる能力を身につけている。 

3. 国際的かつ多様化する社会に対応できるコミュニケーション能力を有するとともに、社会の中

でグローバルな視点でリーダーシップを発揮できる能力を有する。 
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情報学専攻 基準２

【基準２】 教育研究組織構成 

（１） 観点ごとの分析

観点２－１－① （学士課程）学科の構成（学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、学

士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

該当しない。 

観点２-１-②（大学院課程）専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、大学

院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

【観点に係る状況】 

1995(平成7)年に設置された、情報学部の第1期生が進学する2000(平成12)年に設置された情報学研究

科（修士課程）は、2015(平成27)年に総合科学技術研究科に統合され、総合科学技術研究科情報学専攻

となった。

情報学専攻は、静岡大学大学院及び総合科学技術研究科の目的をふまえ（静岡大学大学院規則第１

条：資料2-1-1、静岡大学大学院総合科学技術研究科規則第２条：資料2-1-2）、「情報科学と情報社会

学を融合させた情報学についての幅広く豊かな識見と、専攻分野についての高度な専門知識及び研究能

力を基盤として、応用・実践に優れた職業適応力とコミュニケーション能力を備え、望ましい高度情報

社会の構築に積極的に貢献しうる人材の育成を目的」としている（静岡大学大学院総合科学技術研究科

規則第3条：資料2-1-2） 

 
 
 
 
 

 

 
 

情報学専攻は、情報科学と情報社会学を融合させる文工融合の教育研究の目的を達成するために、1

コース（情報学コース）で構成され、学部の３プログラム制を踏襲した３つの教育プログラムおよび社

静岡大学大学院規則  

第 1 条 静岡大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め

て、文化の進展に寄与することを目的とする。 

2 大学院は、研究科等又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科

等規則に定め、公表するものとする。 

静岡大学大学院総合科学技術研究科規則 

 第 2 条 研究科は、イノベーションや社会的技術的課題の解決のために個別的な専門分野を越えて柔軟

に対応することができ、ますます進展するグローバル社会化の中で、国際的な場面で活躍できる理工系人

材の育成を目的とする。 
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情報学専攻 基準２

会人の再教育を目的とした特別プログラムを有している。 

計算機科学プログラム（CS プログラム）は「モデル化、抽象化、仮想化など情報科学に関する系統

化された高度な知識体系を学び、新しい価値観を創造できる人材を育てる」ことを教育目標としてい

る。

情報システムプログラム（IS プログラム）は「さまざまな社会の組織を多面的に分析し、情報システ

ムの計画、設計、開発、運用、評価、改善ができる人材を育てる」ことを教育目標としている。

情報社会デザインプログラム（ID プログラム）は「ガバナンスを基本的なコンセプトとしながら、

新しい価値を創造するために、現実社会の問題を発見・分析し、解決策を提言できる人材を育てる」こ

とを教育目標としている。

そして社会人再教育のための特別プログラムは、「急速に発展するＩＴ関連分野の動向について社会

人が学び直す場を提供し、情報分野に関連する技術や社会問題について体系的な最先端知識を持つ社会

人人材を育てる」ことを教育目標としている。

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻は、静岡大学、静岡大学大学院総合科学技術研究科の目的をふまえ、文工融合の情報学を

めざし、幅広く豊かな識見と高度な専門知識、及び研究能力、そして応用・実践に優れた職業適応力と

コミュニケーション能力を備えた人材養成を目的としている。

この目的を達成するために、本専攻は、３つの教育プログラムおよび社会人の再教育を目的とした特

別プログラムを有しつつも、１専攻・1 コースとなっている。これは、総合科学技術研究科の教育目的

に合致するとともに、本専攻の教育目的を達成する上でも適切なものとなっていると判断する。

観点２－１－③ 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

該当しない。 

観点２－２－① 教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っている

か。また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動 

を行っているか。 

【観点に係る状況】 

情報学専攻では、本専攻を主担当とする助教以上のすべての教員で構成される専攻会議を設置してい

る（資料 2-2-1：静岡大学大学院総合科学技術研究科専攻会議規則）。定例の専攻会議は、月１回開催さ

れ、必要に応じて臨時専攻会議が開催される（資料 2-2-2：2017(平成 29)年度 総務委員会・教授会等の

開催予定（情報学部と同一））。専攻会議は、総合科学技術研究科教授会規則第９条の範囲内で、また総合

科学技術研究科専攻会議規則第３条の規定にしたがい、専攻の教育目標・計画、基本方針および教育活動
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情報学専攻 基準２

に関する重要事項を審議している（資料 2-2-3：静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則）。また

専攻の教育に関わる諸委員会からの提案を審議し、またその報告を受ける。専攻会議（情報学部教授会）

は、inf-fm（専攻会議メンバーのみ）と inf-all（専攻会議メンバーに加えて事務関係者等）の２つのメー

リングリストをもち、日常的に情報交換を行うとともに、対応すべき教育・研究上の事項について迅速に

対応している。

 

 

 

 

 

本専攻の教務委員会は、学部教務委員会のサブグループとして、３つの教育プログラムから推薦され

た委員１名ずつと正副委員長の計５名で構成されている。教務委員会は、月１回の割合で定例委員会、必

要に応じて臨時委員会を開き、時間割作成、ガイダンス、単位認定、修了判定など教務上の重要事項およ

び諸問題に対応している。教務委員会も固有のメーリングリストを有しており、日常的に問題を共有し

迅速な対応を行っている（資料 2-2-4：2017（平成 29)年度情報学部委員名簿（学部内）） 

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻は、専攻を主担当とするすべての教員で構成される専攻会議を設置しており、月１回の定

例の専攻会議を開催し、教育活動に関する重要事項を審議している。また２つのメーリングリストをも

ち、対応すべき教育・研究上の事項について迅速に対応している。

また本専攻の教務委員会では、時間割作成、ガイダンス、単位認定、修了判定など教務上の重要事項お

よび諸問題を検討・処理しており、メーリングリストを用い、日常的に問題を共有し迅速に対応してい

る。

よって、情報学専攻では、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っており、ま

た、教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動を行っていると判断する。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１． 情報学専攻は、文工融合の理念により、1 コース（情報学コース）で構成され、また、学部の３プロ

グラム制を踏襲した３つの教育プログラムおよび社会人の再教育を目的とした特別プログラムから

静岡大学大学院総合科学技術研究科専攻会議規則 

第 2条 専攻会議は、当該専攻を主担当とする教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。 

2 専攻会議は、当該専攻を副担当とする教授、准教授、講師及び助教を構成員に加えることができ

る。 

3  専攻会議が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、構

成員以外の者については、議決権を有しない。 

第 3条 専攻会議は、教授会規則第９条第２項の定めるところにより、同規則第３条に規定する事項のう

ち、当該専攻に係る事項について審議を行う 
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情報学専攻 基準２

構成されており、それぞれ教育体制の充実に努め教育効果を上げている。

２．情報学専攻会議は、研究科教授会と連携を取り、月１回の定例の専攻会議と必要に応じて臨時専攻

会議を開催している。また２つのメーリングリストを用い、日常的に情報交換を行うなど、教育・研

究上の事項について迅速に対応している。

３．専攻教務委員会は、時間割作成、ガイダンス、単位認定、修了判定など教務上の重要事項を所掌して

おり、メーリングリストを用い、日常的に問題を共有し迅速に対応している。

【改善を要する点】  特になし。 
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情報学専攻 基準３

【基準３】 教員及び教育支援者等 

（１） 観点ごとの分析

観点３－１－① 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在

が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

【観点に係る状況】 

本専攻の教育組織は、教員組織の学術院情報学領域および融合・グローバル領域に所属する教授、准教

授、講師、助教から構成されている。

なお、学術院における任用にあっては、原則として公募制をとり海外を含めて広く募集したうえで、選

考会議が教育、研究、社会貢献、管理運営の業績、資質と将来性などを審査し、最終的には領域会議に諮

って決定している。

情報学専攻の教員組織の責任体制については、最高責任者は情報学専攻長であり、情報学専攻の３つ

のプログラム（情報科学プログラム、情報システムプログラム、情報社会デザインプログラム）に配置

された教員については、それぞれの系列長が統括している。副専攻長がおかれ、専攻長を補佐してい

る。さらに、教務委員会、学生委員会など教育研究活動の領域別に委員会が組織され、その所掌事項に

ついての責任を明確にするとともに、それぞれの活動については専攻会議やメールで報告をしている。

また専攻長や副専攻長、系列長、教務委員長などが一堂に会し情報交換を行うとともに、方針を決める

拡大総務委員会が月に１度開かれている。

教授会についての必要事項は教授会規則に定められており（資料3-1-1：静岡大学情報学部教授会規

則）、各委員会の所掌事項については年度末の引継ぎを通して毎年、正確に引き継がれており、組織的

な連携体制が確保されている。また拡大総務委員会の報告もメール報告で専攻会議の全構成員に共有さ

れている。

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻では、学部・専攻に提供する３つのプログラムに対応した３組織（系列）に教員が組織化

されており、それぞれに系列長がおかれ、専攻長のもとで組織的な運営体制をとっている。また

教育研究活動の領域別に教務委員会、学生委員会などが組織され、所掌事項についての責任を果たして

いる。したがって、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされているといえる。

観点３－１－② 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。また、教育上

主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

該当しない 
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情報学専攻 基準３

観点３－１－③ 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。 

【観点に係る状況】 

本専攻は、情報学部を担当する教員により構成されている。本専攻を主担当とする専任教員は 65 人、

本専攻を副担当とする専任教員は１人であり、学生の収容定員 120 人に対して必要な教員を確保してい

る。これらの教員はすべて博士学位かそれに準じた資格を有しており、教育指導資格を満たしている。

教育指導プログラム担当別・職階別専任教員数を表 3-1-1 に示す。 

表 3-1-1 情報学専攻のプログラム担当別・職階別専任教員数（2018(平成 30)年 5 月 1 日現在） 

情報科学プログラムを担当する教員は 28 人、情報システムプログラムを担当する教員は 16 人、情報

社会デザインプログラムを担当する教員は 22 人で、いずれも授業を担当している。 

研究指導資格を有する研究指導教員数を表 3-1-2 に示す。 

表 3-1-2 プログラム担当別・職階別 研究指導教員数（2018(平成 30)年 5 月 1 日現在） 

情報科学プログラムを担当する教員のうち 21 人（教授 15 人）、情報システムプログラムを担当する教

員のうち 13 人（教授 5 人）、情報社会デザインプログラムを担当する教員のうち 16 人（うち教授 99 人）

が研究指導資格を有しており、研究指導にあたり、また授業を担当している。

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻において授業を担当する教員は66人であり、大学院設置基準を満たしている。また研究指

導は、専門領域での博士学位またはそれに準じた資格を持つ教員50人が担当しており、３つのプログラ

ムを適切に担当している。よって教育活動を展開するために必要な教員が確保されていると判断する。
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観点３－１－④ 学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じら

れているか。 

【観点に係る状況】 

専攻では、教員組織の活動をより活性化するため、学術院情報学領域における教員の採用･昇任にかか

る選考審査基準（資料3-1-2）を制定し、原則として公募とし、厳正な選考を行っている。なお、公募に

あたっては男女共同参画を推進する静岡大学の「理念と目標」を重視し、評価が同等の場合は、女性の研

究者を優先している。また外国籍教員や学位を海外で取得した教員の採用についても同様である。

表3-1-3に専任教員の男女別構成を示す。 

表3-1-3 情報学専攻専任教員における男女別構成（2018（平成30）年５月１日現在） 

表 3-1-3 によれば、2018（平成 30）年 5 月 1 日現在で女性教員は８名（12.1％）であり、これは前回

の自己評価の時点（2014（平成 26）年 5 月 1 日）より 1.8 ポイント高い（前回：10.3％）。しかしプログ

ラム別でみると、情報社会デザインプログラムで高く(22.7％)、情報科学プログラムで低くなっている

(3.6％)。また職階別にみると、若手層で女性教員の比率がやや高くなっている。

表3-1-4に専任教員における外国籍教員および海外で学位を取得した教員の比率を示す(次頁)。 
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表3-1-4 情報学専攻専任教員における外国籍教員および海外で学位を取得した教員の比率 

（2018（平成30）年５月１日現在）

表 3-1-4 によれば、2018（平成 30）年 5 月 1 日現在で外国籍教員および学位を海外で取得した教員は

10 人（15.2％）であり、これは前回の自己評価の時点（2014（平成 26）年 5 月 1 日）より 7.8 ポイント

高い（前回：7.4％）。プログラム別でみると、情報社会デザインプログラムで高く（31.8％）、情報科学

プログラムで低くなっている（3.6％）。職階別ではバランスよく配置されている。 

表3-1-5に専任教員の年齢別構成を示す。 

表3-1-5 情報学専攻専任教員の年齢別構成（2018（平成30）年５月１日現在） 
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表 3-1-5 によれば、2018（平成 30）年 5 月 1 日現在で、情報学専攻専任教員の年齢別構成は、34 歳以

下が 3.0％、35～44 歳が 36.4％、45～54 歳が 33.3％、55～64 歳が 27.3％となっている。35 歳以上は

比較的バランスがいい構成となっているが、34 歳未満は少ない。プログラム別にみると、情報科学プロ

グラムを担当する教員で 35～44 歳が多く、また情報社会デザインプログラムを担当する教員で 55～64

歳が多くなっている。

情報学専攻では、公募に際して、助教、講師、准教授といった若手層を中心に採用しているが、博士

取得直後の34歳未満層は、その少し上の年齢層に比べ、研究業績、教育歴などがやや低くなりがちで、

業績を重視した選考では採用されにくい状況にある。

静岡大学の第３期中期計画では、第２期に引き続き、「テニュアトラック制度を活用し、若手研究者

を育成するとともに、40歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大し、教育研究を活性化する

ため、若手教員の雇用に関する計画に基づき、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員として

の雇用を16.7％となるよう促進する」（第３期中期計画【56】）とある。情報学専攻においても、意欲

的で能力の高いテニュアトラック教員の採用を進めるため、2011（平成23）年度に、テニュアトラック

審査委員会細則や審査基準を定め、テニュアトラック制度を用い、2012(平成24)年度に若手教員１人を

採用している（資料3-1-3:国立大学法人静岡大学情報学領域テニュアトラック審査委員会細則、資料3-

1-4：国立大学法人静岡大学情報学領域テニュアトラック教員の中間評価及びテニュア審査の審査基

準）。2018(平成30)年度にもテニュアトラック審査委員会が立ち上げられ、2019(平成31)年度に１人の

採用が予定されている。

【分析結果とその根拠理由】 

本専攻では、学術院との組織的な連携により適切な教員組織編制がなされている。学術院情報学領域

においては、教員の採用･昇任にかかる選考審査基準を制定し、昇任に際しても採用時と同等の成果を

求めている。また採用にあたっては、公募制を活用し、厳正な選考を行っており、評価が同等の場合

は、女性、外国籍、学位を海外で取得した教員の採用をすすめるなど、教員組織の多様化による活性化

に努めている。その結果、女性教員が前回の自己評価の時点（2014（平成26）年5月1日）から1.8ポイ

ント高くなっており（10.3％→12.1％）、また外国籍教員および学位を海外で取得した教員の比率も前

回の自己評価の時点より7.8ポイント高くなっている（7.4％→15.2％）。またテニュアトラック審査委員

会細則や審査基準を定め、テニュアトラック制度を用い、若い優秀な研究者を採用している。若手の積

極的な採用により、教員の年齢別構成も比較的バランスがいいものになっており、教員組織の活動を活

性化するための措置を講じられているといえる。

観点３－２－① 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学士

課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指導能力の評価が行

われているか。 
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【観点に係る状況】

本専攻にかかわる教員の採用・昇格は、学術院情報学領域会議が定めた「教員の採用･昇任にかかる

選考審査基準」（前掲、資料3-1-2）にもとづき実施している。 

採用にあたっては、公募を行い、応募者の教育研究能力、国際・社会貢献、管理運営能力全般を評価

しているが、特にシラバスの作成やそれを用いた授業プレゼンテーションを課し、面接を行うなど教育

研究上の指導能力を重視した選考を行っている。

昇格にあたっても、先にあげた選考審査基準に従い、教育実績、研究業績、国際・社会貢献、管理運

営能力など全般を評価しているが、特に教育研究上の指導能力は、それまでの実績を踏まえた評価を行

っている。

また大学院における教育研究上の指導能力の評価については、 静岡大学大学院総合科学技術研究科

情報学専攻担当教員資格審査基準（資料3-2-1）を制定し、情報学専攻会議で可否を決定している。 

なお、学術院融合・グローバル領域に所属する教員についても、情報学専攻を主担当とする教員につい

ては、当該領域からの付託を受け、教育研究上の指導能力をふまえた評価をしている。

【分析結果とその根拠】 

教員の採用基準や昇格基準については、学術院情報学領域会議として「教員の採用･昇任にかかる選

考審査基準」を明確に定めており、採用・昇任にあたっては教育研究上の指導能力を重視した選考を行

うなど適切に運用がなされている。また教育研究上の指導能力を評価するために、静岡大学大学院総合

科学技術研究科情報学専攻担当教員資格審査基準を制定し、専攻会議で可否を決定するなど、適切に運

用されていると判断できる。 

観点３－２－② 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果 

把握された事項に対して適切な取組がなされているか。 

【観点に係る状況】 

 教務委員会は教育課程や教育方法の検討などの専攻の教育全般について検討している。委員会は３種

類の教育プログラムから推薦された委員 13 名で構成され、月１回の割合で定例委員会、必要に応じて臨

時委員会を開き、教務上の諸問題を検討・処理している。

教員は、毎学期、すべての授業科目について全学共通の授業アンケートの実施を課されている（基準

６、基準８で詳述）。授業アンケートは毎学期授業終了時に無記名で実施され、全学の大学教育センター

で集計された上で、その結果は各教員に戻される。

教員は、各期末に、学生による授業アンケートの結果を参照して、授業報告書（後掲、資料 5-2-2）を

内部質保証委員会(2018（平成 30）年 9 月までは FD 委員会、以降も同様)に報告している。内部質保証
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委員会はそれらを点検・評価して専攻会議に報告すると共に学生にも開示している（後掲、資料 6-1-2）。

そのため、教員と学生は全教員の授業報告書の結果を参考にして授業改善に役立てることができる。

さらに内部質保証委員会は、授業アンケートの結果（数値、自由記述）と授業報告書とを点検して、何

らかの問題が認められる科目については、事情を調査して改善を図っている。また、教員同士が相互に参

観する公開授業を実施し、その後で授業改善のための意見交換を行っている。

静岡大学では、個々の教員の教育、研究、社会・産学官連携、国際交流等における活動状況を、教員

データベースにおいて公表している。情報学専攻では、このデータを基に、情報学部・総合科学技術研

究科情報学専攻を主担当・副担当とする教員の教育、研究等の諸活動の状況をまとめ、年度ごとに公表

している（資料3-2-2：情報学部・総合科学技術研究科情報学専攻 主担当・副教員の教育、研究等活動

状況について）。

また全学の方針にもとづき、情報学専攻においても、教員の教育及び研究活動等の評価を用いた人事

評価が行われている（資料3-2-3：教員の処遇（昇給・勤勉手当）決定に係る指針）。個々の教員は、各

期末と年度末に領域長が指定した期日までに、教育、研究、社会・国際連携及び管理運営の４分野につ

いての活動状況報告書（資料3-2-4）を提出する。それを領域長が評価し、期末手当、特別昇給等などの

処遇に反映している。その際、エビデンスとして当該教員のデータベースが参照される。

【分析結果とその根拠理由】 

 教員の教育及び研究活動等に関する評価は、専攻に設置された教務委員会により、また学生による授

業アンケートを参考に後に教員自身によってなされており、内部質保証委員会によっても点検・評価さ

れ、専攻会議に報告されている。また教員同士の授業参観も行われており、継続的な評価が行われてい

る。またこれに基づき、授業改善が継続的になされており、適切な取組がなされているといえる。 

また全学の方針にもとづき、情報学専攻においても、「活動状況報告書」を用いた、教員の教育及び

研究活動等を含む人事評価が行われており、それが期末手当、特別昇給等などの処遇に反映されてい

る。 

観点３－３－① 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されて

いるか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

【観点に係る状況】 

事務系職員、教室系職員、技術系職員、および実験・実習などの授業の準備を補助する大学院生の TA

を配置している（次頁、表 3-3-1）。 
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表 3-3-1 事務系職員、技術職員、TA の状況

事務系職員 教室系職員* 技術職員 TA 

26（19） 6（6） 6（2） 32（32） 

*学術研究員、研究補佐員、特任教授の人数。ただし、学生パートは含まない。

 （ ）内は非常勤職員数  （2018（平成 30）年 5 月 1 日現在） 

表 3-3-1 の事務職員 26 人（うち非常勤 19 人）は総務系の仕事をしている職員を含むもので、このう

ち、教務に係る常勤の事務職員は情報学部教務係に４人配置され、教育支援にあたっている(非常勤２人

を含む)。学部と専攻の両方の教務を扱い、相当の業務量を抱えていることから、非常勤を雇用して支援

にあたっているが、十分とはいえない。また教員が科研費や委任経理金などで雇用している学術研究員、

研究補佐員も研究業務を中心に研究教育の支援を行っている。技術職員は、静岡大学技術部で統括され

ており、責任者である技長（理事）が各部署に配置している。情報学専攻には、６人の技術職員が配属さ

れ、教育研究支援にあたっている（うち２人が非常勤）。TA については学部については大学院生の TA を

雇用しているが、大学院の授業については雇用していない。

【分析結果とその根拠理由】 

事務系職員数は十分とは言えないものの、不足分は非常勤の職員を雇用して補い、適切に配置してい

る。技術職員も教育研究支援業務についている。また専攻には TA は配置していないが、これを非常勤を

含む技術職員や教室系職員などが補い、授業に支障ないように適切に対応している。

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．情報学専攻の提供する、３つのプログラムに対応した３つの教員組織（系列）を編制しており、専

攻長のもとで組織的な運営体制がとられている。教員数も大学院設置基準を満たし、研究指導資格も適

切に認定している。また学術院情報学領域においては、教員の採用･昇任にかかる選考審査基準を制定

し適切に運用しており、公募制をとり、教育研究上の指導能力を重視した選考を行っている。

２．女性、外国籍、学位を海外で取得した教員の採用も順調に進み、前回の評価時よりもそれぞれの比

率が高くなっており、多様性に富む教員構成になっている。またテニュアトラック制度を用い、優秀な

若手教員を採用している。年齢別構もバランスがいいものになっており、静岡大学の第三期中期目標・

中期計画にかなったものとなっている。 

３．教員の教育及び研究活動等に関する評価も、教員自身のほか、教務委員会、内部質保証委員会などに

より組織的に行われており、継続的な改善措置がとられている。またこれが人事評価にもいかされてお

り、優れた取組みを行った教員が評価される仕組みができている。 
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【改善を要する点】 

１．女性教員、外国籍教員および学位を海外で取得した教員の比率は前回の自己評価時点より上昇して

いるが、よりいっそうの増加がのぞまれる。またプログラム間での差が大きく、情報科学プログラムにお

いてこれらの教員の比率を高める取組みが必要と考えられる。とはいえ、公募にあたっては、すでに、評

価が同等の場合は、女性、外国籍、学位を海外で取得した研究者を優先しており、研究分野・領域におけ

るジェンダーバランスなど不可抗力の部分もある。公募領域の設定など工夫が必要である。

２．教育支援業務にあたる職員数は十分とは言えず、不足分を非常勤の職員を雇用するなど乗り切って

いることから、業務のいっそうの効率化と増員を全学に働きかけるなどの措置をとる必要がある。

静岡大学 第三期中期計画 

「大学のグローバル化を一層進めるため、外国人教員及び外国の大学等の学位を取得した教員の比

率を全教員の13％まで拡大する。また、第２期中期目標期間に引き続き、テニュアトラック制度を

活用し、若手研究者を育成するとともに、40歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大

し、教育研究を活性化するため、若手教員の雇用に関する計画に基づき、退職金に係る運営費交付

金の積算対象となる教員としての雇用を16.7％となるよう促進する。」【計画番号56】 
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【基準４】 学生の受入 

（１）観点ごとの分析

観点４－１－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

【観点に係る状況】 

本専攻では、総合科学技術研究科のアドミッション・ポリシー（ＡＰ、以下ＡＰ）にそった、教育目標、

求める学生像等を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合科学技術研究科 アドミッション・ポリシー 

［共通] 

（育てる人間像）進展するグローバル化社会のなかで、社会的ニーズや科学技術の課題の解決のために、個別の

専門分野を越えて柔軟に対応することができ、研究・開発や企業の海外展開における国際交流に貢献できる理工

系人材の育成を目指します。また博士課程でのより高度な研究に取り組むことのできる人材の育成を目指します。 

（目指す教育） 

個別的な専門的基礎の上に立って、関連する専攻や自らの有する知識の社会的位置づけをも含めた、より広い融

合的な学際分野について俯瞰する能力、外国語で自らの専門分野及び関連する諸分野について理解し、発表し、

議論することのできる国際的な対応能力、および博士課程でのより高度な自立的研究の基礎となる能力を修得さ

せます。 

（入学を期待する学生像） 

現在の様々な社会的・科学技術的な諸問題に対して強い関心があり、研究や科学技術の発展を通じて社会に貢

献する強い意欲を持っている学生を求めます。さらに国際的な感覚を有し、海外の学生や研究者と協働して学習

および研究や開発を遂行できる学生を求めます。 

（入学に必要とされる資質・能力） 

学士課程の個別的な専門分野で形成されるべき基礎的な知識と能力が必要です。またこれらの知識と能力を応

用できる思考力、判断力および表現力が必要です。さらに国際的なコミュニケーション能力と共に、多様な人々と

協働して学ぶことのできる意欲が必要です。 
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情報学専攻のＡＰは、総合科学技術研究科共通のＤＰである「基礎科学における深い学識と学問領域

の融合による幅広い視野を持ち、グローバルに活躍できる資質・能力を身につけていることを修士の学

位授与の方針とする」に適合する。また、情報学専攻のＤＰである「情報科学と情報社会学を融合させた

情報学（文工融合）についての幅広く豊かな識見と、専攻分野についての高度な専門知識及び研究能力を

基盤として、次の能力を身につけていることを修士（情報学）の学位授与の条件とする」及び下記の３点

についても適合するものである。

1.情報科学と情報社会学を連携・融合させた複眼的アプローチによって課題に取り組み、それを解決

する能力を身につけている。

2.情報学の教育・研究を通じて応用・実践に優れた職業適応力を身につけている。

3.論理的な思考能力、理解力、表現力、問題発想能力、および問題解決に向けての総合的な研究力と高

度な実践力を身につけている。

情報学専攻 アドミッション･ポリシー 

（育てる人間像）本専攻は、情報技術と人間・社会の整合的な発展、及び新たな情報文化の創造を目標に、

日々変化する情報技術と情報社会について豊かな専門的知識と問題解決能力を備えた、望ましい情報社会

の構築に貢献しうる高度専門職業人の育成を目指します。 

（目指す教育） 

情報科学と情報社会学とが連携・融合した情報学の教育・研究とともに、それぞれに体系的な専門教育を実現

するため、3 プログラム制（計算機科学、情報システム、情報社会デザイン）を導入しています。 

（入学を期待する学生像） 

今日の社会の高度情報化に関心をもち、情報科学と情報社会学を連携・融合させる観点から人間と情報技術

が調和した情報社会の構築に積極的に貢献する強い意欲、及びそれを裏付ける豊かな専門的知識と技術を

備えた人の入学を期待します。 

（入学に必要とされる資質・能力） 

情報学専攻が行う入学者選抜試験は、今日の情報社会が直面する諸問題の解決に寄与できる人材となるた

めに必要な能力、学力、適性などを受験者が有しているかを判断するために行われます。社会人受験者に対し

ては、実務経験を通して培った問題意識を基礎として、情報技術と情報社会への複眼的な視野をもつ高度職業

人となるために必要な能力、学力、適性を有しているかを判断します。 
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また情報学専攻のＡＰは、大学の Web ページ、本専攻の Web ページおよび「募集要項と入試案内」（資

料 4-1-1）に掲載して公表し、関連する学校等で配布するなど、周知を図っている。 

【分析結果とその根拠理由】

情報学専攻では、総合科学技術研究科共通のＡＰにそったＡＰを明確に定めており、それは総合科学

技術研究科共通のＤＰや情報学専攻のＤＰにも合致している。また Web ページ、募集要項、入試案内な

どに記載し、周知を図っている。

観点４－１－② 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。 

【観点に係る状況】 

情報学専攻では、ＡＰに沿い、一般入試、飛び入学特別入試、推薦入試、社会人リフレッシュ教育入試、

社会人入試、外国人留学生入試、外国人留学生英語コース特別入試、外国人留学生英語コース特別入試ア

ジアブリッジ（ABP）の方法で選抜を行っている（表 4-1-1）（ABP については基準 13 でも記述）。また

この他に、一般入試、社会人入試、外国人留学生入試については、10 月入学制度も採用しており、多様

な入試方法をとっている。

表 4-1-1 入試制度・定員・入試科目 （情報学専攻） 

一般入試、飛び入学特別入試では、英語と専門分野で必要となる基礎学力を確かめている。社会人入

試、社会人リフレッシュ教育入試では、提出された研究計画に関する口頭試問を行い、その具体性と研究

成果という観点から評価を行っている。また、外国人留学生入試では、専門分野で必要とされる基礎学力
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を確かめるとともに、面接で日本語能力の確認等も行っている。

推薦入試では、調査書・推薦書・志願理由書の提出をもとめ、面接試験では専攻のＡＰにあげられた目

的意識、熱意・意欲、表現力、コミュニケーション能力をもつ院生を選抜している。また、プログラム単

位での選抜となるため、プログラム間での GPA 分布の差異を調整する本研究科独自の方法（資料 4-1-2）

を開発し、選抜における有利不利が生じないよう配慮している。

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻では、ＡＰに沿って、一般入試、飛び入学特別入試、推薦入試、社会人リフレッシュ教育

入試、社会人入試、外国人留学生入試、外国人留学生英語コース特別入試、外国人留学生英語コース特

別入試アジアブリッジ（ABP）など、多様な入試方法で学生を受け入れている。よって、入学者受入方

針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されていると判断する。 

観点４－１－③ 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

全学組織の下に、大学院入試 WG が組織されており、公正な試験が実施される体制を整えている。WG

では、一般入試、飛び入学特別入試、推薦入試、社会人リフレッシュ教育入試、社会人入試、外国人留学

生入試、一般入試（10 月入学）、社会人入試（10 月入学）、外国人留学生入試（10 月入学）に関する業務

を円滑に行っており、全学の入学試験委員会と緊密に連携しながらすべての入学試験に関する業務を行

っている。また外国人留学生英語コース特別入試アジアブリッジ（ABP）などは、ABP 入試委員会がそ

の業務を担っている。

学力検査の問題（資料 4-1-3）作成は、専攻から選出された十分な専門的知識と教育研究経験を持つ教

員が当たるとともに、試験問題、解答用紙及びそれらの印刷に不備がないように作成委員が相互に協力

してミスを防いでいる。表 4-1-2 は、教育プログラムごとの出題科目数と担当教員数を示したものであ

る。プログラムごと基礎が１〜３科目、専門が１～４科目であり、その出題には専攻の複数の教員が当た

っている。 

表 4-1-2 学力検査出題科目数と出題者数 
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学力検査と面接試験の実施については、大学院入試 WG が総合科学技術研究科情報学専攻修士課程入

学試験実施要領（資料 4-1-4）にもとづいて、試験場本部の設置、試験場の準備・管理、監督者心得、

監督要領、不測の事態への対応を明示して試験を実施している。試験当日は、所要箇所に要員を配置し

試験場の適切な環境を確保している。 

試験の採点では、複数の教員により採点することで公正と正確さを期している。また学力検査の得点

集計作業も複数の教員で確認し合いミスを防いでいる。 

大学院入試 WG は、入学者選抜試験の結果に基づいて合格者判定資料を作成する。その案は副専攻長、

系列長、教務委員会、入試委員会関係者で構成される下選考委員会で検討した後、専攻会議に提案され、

専攻会議はその資料に基づき審議して合否判定を行っている。 

【分析結果とその根拠理由】 

全学組織の下に大学院入試 WG をおき、専攻としての入試体制を整え、公正な入試を実施している。

学力検査の内容についても、選出された十分な専門的知識と教育研究経験を持つ教員が当たり、試験問

題等の作成・印刷なども不備がないように相互に協力しあいミスを防いでいる。学力検査と面接試験も、

情報学専攻修士課程入学試験実施要領にもとづいて適切に実施している。採点も複数教員があたり公正

と正確さを期すとともに、得点集計作業も複数の教員で確認しミスを防いでいる。また試験結果に基づ

いて大学院入試 WG が作成した合格者判定資料は、下選考委員会で検討した後、専攻会議で審議され合

否判定を行うなど一貫して公正な手続きが保証されている。よって、入学者選抜が適切な実施体制によ

り、公正に実施されていると判断する。 

観点４－１－④ 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が

行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

【観点に係る状況】 

入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかの検証については、大学院入学者

の具体的な成績（GPA）の分析や修士論文、学会発表の状況等個々の具体的な状況等の検証を行いなが

らプログラムごとに、また大学院入試ＷＧと大学院将来構想委員会がこれと連携しながら進めている。

専攻学生が特に CS プログラムに多いことから、CS 担当教員の会議（系列会議）でも議論されており、

これらの検証結果は、入試改革に活かされている。

図 4-1-1 は、2010（平成 22）年～2014（平成 26）年入学者の GPA（４年間全成績）分布を進路・プ

ログラム別に比較したものである。CS、IS、ID 全てのプログラムにおいて、進学者が就職者を上回って

いる。特に、CS については進学者の GPA 分布が大きく上回っており、学部で高い成績を得た者が進学

していることがわかる。
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図 4-1-1 進路別・プログラム別の GPA 分布 

また図4-1-2は、CS大学院進学者の学部4年間のGPA分布を示したものである。年度ごとある程度分

布にずれはあるものの、中央値は 良～優の範囲と言える GPA2.5 をほぼ上回っており、安定した成績

以上の学生が進学していることがわかる。

図 4-1-2  CS 大学院進学者の GPA 分布の変化 

【分析結果とその根拠理由】 

入学者受入方針（ＡＰ）に沿った学生の受入が実際に行われているかは、入試改革とあわせて、大学院

入試ＷＧと大学院将来構想委員会が連携し検討している。具体的には、専攻への入学者の GPA（４年間

全成績）分布を進路・プログラム別に比較検討し、進学者が就職者を上回っていることを確認し、学部時

代に上位の成績を得た者が進学していることを検証している。またこれらの検討結果は入試改革にいか

されており、大学院入試ＷＧにより提案される入試改革案は専攻会議で議論されている。よって、入学者

受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が行われており、そ

の結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。しかし専攻の大学院生は 2019(平成 31)年 3 月に

２期生が修了したばかりであり、さらなる検証が必要である。

観点４－２－① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、そ
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の場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られ

ているか。 

【観点に係る状況】 

2014（平成 26）年度から 2018（平成 30）年度までの院生の現員数を表 4-2-1 に示す(次頁)。2011（平

成 23）年に確認した「定員を守る」という方針を維持し、過去 5 年において定員に対する入学者の比率

が大幅に超えている、あるいは下回っている年度はない。

表 4-2-1 情報学研究科・情報学専攻の定員と現員 

表 4-2-2 は、2015(平成 27)年度から 2018(平成 30)年度の ABP（修士）の出願者数・合格者数・入学者

数を示したものである。ABP（修士）入試は、2015(平成 27)年度に開始され、若干名の募集に対して、

これまで平均７名の入学者数となっている。

表 4-2-2 ABP（修士課程）の出願者・合格者・入学者 

【分析結果とその根拠理由】 

2011（平成23）年に採用した「定員を守る」方針を維持し、実際、2014（平成26）年度から2018（平

成30）年度までの入学者の入学定員に占める比率は、92％～120％となっており、定員管理の枠に収まっ

ている。よって実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないと判断す

る。 
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ABP（修士課程）入試についても、これまでのところ適正な入学者数を保持しているが、今後は定員管

理枠内でカウントすることが想定されており、適正な入学者数を維持していくことができるようにいっ

そうの取組みが必要である。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．情報学専攻では、ＡＰを明確に定めており、総合科学技術研究科および情報学専攻のＤＰに合致して

いる。またＡＰに沿って、一般入試、飛び入学特別入試、推薦入試、社会人リフレッシュ教育入試、社会

人入試、外国人留学生入試、外国人留学生英語コース特別入試、外国人留学生英語コース特別入試アジア

ブリッジ（ABP）など、多様な入試方法で学生を受け入れている。

２．入試体制を整備するために、専攻に大学院入試 WG をおき、公正な入試を実施しており、出題、採

点、得点集計作業も複数教員体制で行うなど、公正さと正確さを期している(ABP 入試については ABP

入試委員会が所掌)。学力検査と面接試験も実施要領にもとづいて適切に実施している。合否判定までの

プロセスも一貫して公正な手続きが保証されている。

３．定員管理についても、2014（平成 26）年度から 2018（平成 30）年度までの入学者の入学定員に占

める比率は、92％～120％となっており、定員管理の枠に収まっており、実入学者数が、入学定員を大幅

に超える、又は大幅に下回る状況にはない。

【改善を要する点】 

１．入学者受入方針（ＡＰ）に沿った学生の受入が実際に行われているかの検証は、情報学研究科におい

ては、教員、大学院入試ＷＧ、大学院将来構想委員会が連携する中で行ってきたが、専攻の修了生は２期

生が 2019 年 3 月に修了したばかりであり、どのように検証するかは今後の課題である。 
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【基準５】 教育内容及び方法 

観点５－１－①から観点５－４－④ 

該当しない 

観点５－５－① （大学院課程）教育課程方針が、学位授与方針と整合性を持っており、教育課程の編成の方

針、当該教育課程における学習方法、学習課程、学習成果の評価の方針を具体的に示しているか。 

【観点に係る状況】 

静岡大学の基本理念である「教職員、学生の主体性の尊重と相互啓発の上に立ち、平和で幸福な

未来社会の建設への貢献をめざす『自由啓発・未来創成』のもとで、全学の学位授与方針（ディプロ

マ・ポリシー、ＤＰ）である、「国際感覚と高い専門性を有し、チャレンジ精神にあふれ、豊かな人

間性を有する教養人を育成すること」のもと、静岡大学大学院総合科学技術研究科では、「基礎科学

における深い学識と学問領域の融合による幅広い視野を持ち、グローバルに活躍できる資質・能力

を身につけていること」を修士のＤＰとしている。

情報学専攻では、これらを前提に、専攻のＤＰを策定し、静岡大学 Web ページに公表している。 

静岡大学トップ > 大学紹介 > 理念と目標・ポリシー > ディプロマ・ポリシー（大学院） 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/dip/index_g.html 

この学位授与方針に沿う、情報学専攻のカリキュラム・ポリシー（ＣＰ）を策定し、静岡大学 Web

ページにおいて公表している。 

情報学専攻  学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

情報学専攻にあっては、情報科学と情報社会学を融合させた情報学（文工融合）についての幅広く

豊かな識見と、専攻分野についての高度な専門知識及び研究能力を基盤として、次の能力を身につけ

ていることを修士（情報学）の学位授与の条件とする。 

1. 情報科学と情報社会学を連携・融合させた複眼的アプローチによって課題に取り組み、それを解決

する能力を身につけている。

2. 情報学の教育・研究を通じて応用・実践に優れた職業適応力を身につけている。

3. 論理的な思考能力、理解力、表現力、問題発想能力、および問題解決に向けての総合的な研究

力と高度な実践力を身につけている。
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静岡大学トップ＞大学紹介＞理念と目標・ポリシー＞教育課程編成・実施の方針（ カリキュラム・ポリシー）（大

学院）＞総合科学技術研究科 教育課程編成・実施の方針（ カリキュラム・ポリシー） 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/cur/index_g.html 

【分析結果とその根拠理由】 

専攻のディプロマ・ポリシー（ＤＰ）とカリキュラム・ポリシー（ＣＰ）が策定され、静岡大学 Web

ページにおいて公表しており、明確に定められている。また、ＣＰはＤＰをより具体的に述べたものであ

る。よって、ＣＰ（教育課程方針）が、DP(学位授与方針)と整合性を持っており、教育課程の編成の方

針、当該教育課程における学習方法、学習課程、学習成果の評価の方針を具体的に示していると判断す

る。

観点５－６－①（大学院課程） 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

【観点に係わる状況】 

 観点５－５－①に示したとおり教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が定められて

おり、Webで広く公開されている。

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー、ＣＰ）は明確に定められていると判断する。 

観点５－６－② （大学院課程）教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、

その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

【観点に関わる状況】 

情報学専攻情報学コースは１専攻１コースとなっており、教育課程は、計算機科学プログラム、情報シス

テムプログラム、情報社会デザインプログラムから成り、さらに社会人再教育のための特別プログラムを擁

情報学専攻  教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

１．秒進分歩のスピードで革新を続ける情報技術と、それがもたらす社会の高度情報化の双方について 

の豊かな専門的知識を備えた、望ましい情報社会の構築に貢献しうる問題解決能力をもった高度 

  専門職業人の育成を教育課程の基本的目標とする。 

２．情報科学と情報社会学とを連携・融合させた複眼的アプローチによって、解決する能力を獲得でき 

る教育を行うため、文工融合を教育の基礎にしたカリキュラムを設置する。 

３．さらに、系統的な専門教育も実現するため、３分野からなる教育プログラムをおき、授業と研究指導 

  を行う。 
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している。 

１．計算機科学プログラム、情報システムプログラム、情報社会デザインプログラム 

これら ３つのプログラムは、2014（平成 26)年度までに実施されていた、学部の３つのプログラムに

対してそれぞれ積み上げられたプログラムである(平成 27（2015)年度からは学部は３学科制に移行)。そ

れぞれのカリキュラムは、学部４年間と合わせた６年間を一体的に考えた上で構成されている。モデル化、抽

象化、仮想化など情報科学に関する系統化された高度な知識体系を学び、新しい価値を創造できる人材

を育てる「計算機科学プログラム」、さまざまな社会の組織を多面的に分析し、情報システムの計画、設

計、開発、運用、評価、改善ができる人材を育てる「情報システムプログラム」、ガバナンスを基本的なコン

セプトとしながら、新しい価値を創造するために、現実社会の問題を発見・分析し、解決策を提言できる人材

を育てる「情報社会デザイン」プログラムである（ カリキュラム・ポリシー第３項）。授業科目は、コース

必修科目（必修）、研究科共通科目（選択必修）とコース選択科目（選択）、プログラム外科目（選択）か

ら編成されている。

修了要件としては、以下の①～③の 30 単位が必要とされる。 

① コース必修科目 修士論文研究に関わる情報学研究 I、II、情報学演習 I、II の 12 単位を修得して

いること

② 研究科共通科目 「システム・ネットワーク論」「コミュニケーション論」「情報資源総論」「情報社会

セキュリティ論」のうち２ 科目を含む４ 単位以上を修得していること。

③ コース選択科目から 14 単位以上を修得していること。ただし研究科共通科目の単位を４単位を超

えて修得した場合、超過単位は４単位まで計算機科学プログラムの選択科目の単位に算入できる。

また指導教員の許可を得て、他大学院、他研究科、他専攻、他プログラム（「社会人再教育のため

の特別プログラム」を除く）、プログラム外科目群から 10 単位まで、コース選択科目の単位に算

入できる。

このうち、①は指導教員が２年間にわたって一貫して指導し、教育効果を高めている。また②は社会系・

科学系双方から教員 1 名以上が出動する複数名の担当となっており、情報技術に関するスペシャリスト

として必要な技術動向、情報発信に対する法律的視点ならびに情報社会の情報資源基盤について、それぞ

れの観点から講義をしている。プログラム科目は、専攻する教育プログラムに関わらずに選択でき、複数

プログラム間に亘る内容を扱う科目である (大学院生用「(GS) README」（学生便覧）「履修の手引き」)。 

２．社会人再教育のための特別プログラム（社会人リフレッシュ教育特別コース） 

情報化が進んだ現代では、全ての社会人に対して高度なＩＴ活用能力の修得が求められている。しかし、  

ＩＴ関連分野の技術展開は急速なので、一度身につけた知識やスキルも短期間で陳腐化してしまう。高度情

報化社会の第一線で活躍し続けるためには、新しい技術を系統的に学び直す必要がある。このような背景か
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ら、社会人の再教育（リフレッシュ教育）の必要性が指摘されてきた。 

この要請に応えるために、本専攻に、社会人の再教育を目的としたコースを設けている（次頁、図 5-

6-1）。最先端の情報科学と情報社会に対する複眼的な視野をもつ高度職業人を志向する企業等の組織人、

及び一般社会人に対して、再教育と研究の場を広く提供している。また、在職のままの職業人を受け入

れ、「働きながら学ぶ」、「職業上の問題意識を研究テーマとする」、「大学院での学習・研究成果を職業の場に

フィードバックする」ことをねらいとしている。 

このような大学院生を受け入れるために、次のような工夫をしている。 

●各人の都合に合わせた柔軟な授業開講や演習、そして研究の指導ができるように、夜間・休日開講や集中

講義などの柔軟な開講形態をとり、さらに研究指導においてはインターネットを積極的に活用する。 

●夜間・休日開講や集中講義に伴う事務連絡や学生指導等については、可能なかぎりインターネットを

利用して行う。 

●業務の都合等により２年間での修了見込みが立たない場合、あらかじめ申請することで２年分の授業料で最

長４年かけて修了することのできる「長期履修制度」を設けている（基準 5-4-③の１ の(6) を参照）。

●社会人学生を対象にした実学的な科目を設けている（「情報組織化論」「情報システム設計論」「実践マネ

ジメント特論」「ｅコマース特論」「グローバルコミュニケーション特論」）

●社会人学生に必要な知識をオンデマンドでデザインできる、「社会人再教育のための情報学特別講義Ⅰ」

「社会人再教育のための情報学特別講義Ⅱ」「社会人再教育のための情報学特別講義Ⅲ」を設けており、

修士論文作成に必要な、あるいは専門分野に特化した講義を受講することができる

修了要件としては、以下の①～③の 30 単位が必要とされる。 

① コース必修科目 修士論文研究に関わる情報学研究 I、II、情報学演習 I、II の 12 単位を修得して

いること

② コース選択科目から 18 単位以上を修得していること。この場合において、当該 18 単位には、「情

報組織化論」「情報システム設計論」「実践マネジメント特論」「ｅコマース特論」「グローバルコミ

ュニケーション特論」「社会人再教育のための情報学特別講義Ⅰ」「社会人再教育のための情報学特

別講義Ⅱ」「社会人再教育のための情報学特別講義Ⅲ」「情報教育カリキュラム設計論」「情報科教

育法特論」のうちから修得した６単位を含んでいなければならない。また、研究科共通科目の「シ

ステム・ネットワーク論」「コミュニケーション論」「情報資源総論」「情報社会セキュリティ論」

の単位を修得した場合、コース選択科目の単位に算入できる。さらに上記４科目以外の研究科共通

科目の単位を修得した場合、４単位までコース選択科目の単位に算入できる。また指導教員の許可

を得て、他大学院、他研究科、他専攻から 10 単位までコース選択科目の単位に算入できる。修士

論文研究にあたる必修科目を２年間を通して開講し、教育効果を高めている。
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  図5-6-1 社会人再教育のための特別プログラム 

（社会人リフレッシュ教育特別コース）の概要 

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程の編成・実施方針は明確に定められており公開されている。また、これに基づいて、学部から

の積み上げ型カリキュラムが３つのプログラムにおいて編成されている。 

社会人再教育のための特別プログラム（社会人リフレッシュ教育特別コース）においては、個々の社会

人学生の要請に合うように授業科目や指導方法を工夫し、最先端の情報科学と情報社会に対する複眼的な

視野をもつ高度職業人を志向する企業等の組織人、及び一般社会人に対して、在職のままで再教育と研

究の場を広く提供している。大学院生が受験および受講、そして修了しやすいように、長期履修制度等

の導入ほか、各種の工夫がなされている。 

ITスペシャリストも認定しており、総合科学技術研究科改組後も２人の認定を行っている。

以上のことから、教育課程の編成・実施方針が明確に定められ、それに基づいて教育課程が体系的に

編成されており、その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっていると判断する。 

観点５－６－③（大学院課程） 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の

発展動向、社会からの養成に配慮しているか。 

【観点に係わる状況】 

１）学生の多様なニーズに対する対応

（１）副専攻

総合科学技術研究科では、副専攻制度を導入している。修了要件単位（30 単位）以外に、副専攻を希

望する専攻・コースの対象科目の中から８単位以上履修した場合、申請により副専攻修了証が授与され
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るというものである。 

副専攻としては、コース専門科目及び研究科共通科目のなかに指定された分野（各専攻・コースに対応

した分野及び「防災」「環境リーダー」「生物情報科学」「アジアブリッジプログラム」の専攻横断的分野）

の副専攻科目群を置き、８単位以上の履修をそれぞれの分野の副専攻認定の条件としている。

（２）他研究科・他専攻科目の履修

他研究科科目の履修については、指導教員が必要と認めるときは、研究科長の許可を得て履修するこ

とができる（大学院規則第 13 条、総合科学技術研究科規則第 13 条、資料 2-1-1、資料 2-1-2）。また他

の大学院(外国の大学院を含む)の授業科目を、10 単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位とし

て認めている（大学院規則第 14 条、総合科学技術研究科規則第 14 条、資料 2-1-1、資料 2-1-2）。

他専攻科目も履修できることになっており、副専攻の一環としてということもあり、特に近年、隣接領

域である工学専攻の科目を履修している学生が多い（総合科学技術研究科規則第 12 条、資料 2-1-2）。他

専攻についての履修状況を表 5-6-1 に示す。 

表 5-6-1 他専攻科目の履修状況 

（３）他大学院との単位互換

該当する単位互換はなかった。 

（４）留学プログラム

学生が外国の大学院(これに相当する研究教育機関を含む)において学修し、大学院の単位として換算

できる単位を修得しようとするときは、研究科長等を経て学長に願い出て留学の許可を受けることがで

き、またその期間を修業年限に含めることができると定められている（大学院規則第32条、資料 2-1-

1）。 

静岡大学の交換協定校である、ヴッパタール大学（ドイツ）に、2016（平成28）年度に修士学生１人

が留学している。
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（５）インターンシップ

授業科目としてのインターンシップは、研修期間が１週間程度（40 時間程度）の場合に修了要件単位

として２単位が認められる。インターンシップについてはキャリア支援室が中心となり、ガイダンスを行

っている（資料5-6-1、5-6-2）ほか、ガイドブックを作成するなど手厚い体制になっている（資料5-6-3）。

単位を取得するにあたっては、派遣前の企業研究および事前報告会、また派遣後の事後報告会の準備や報

告などを行い、大学設置基準の標準学習時間 60 時間に相当する時間をかけている。またインターンシッ

プに参加する学生は単位取得に関係なく、実習参加計画届（資料5-6-4）を提出するとともに、実習後には

インターンシップ報告書を提出している（資料5-6-5）。またインターンシップ先企業にも実習学生の評価

を行ってもらっている（資料5-6-6）。事前報告会、また事後報告会において、学生はPPTを用い、企業研

究や自身の経験、課題などを報告している。派遣先は、大学が開拓して準備した企業・自治体等、学生が自

ら探して応募・採用の２通りがある。表 5-6-2 （次頁）に、近年の参加者実績を示した。

表 5-6-2 インターンシップ実施人数 

海外へのインターンシップについては、修士論文執筆にあたってなど研究面において、指導教員の共

同研究先への海外研究機関への派遣が多い。表 5-6-3 に、ここ３年間の実績を示す。近年はやや少ない

傾向にあるが、実際は学会発表、研究会等で海外に渡航する大学院生は少なくない。

  表 5-6-3 海外インターンシップ参加人数（2 週間～3 ヶ月・主に夏休み期間）

（６）キャリア教育

授業科目としてのキャリア教育は実施していないが、入学時の研修において外部講師を招いて、ある

いは本学教員が講演を行うことによってキャリア教育を実施している。
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大学院生の新入生研修は、2013（平成 25)年度までは合宿方式で行っていたが、2014（平成 26)年度か

らは、キャリア支援室が主催し半日をかけて大学で開催している。毎年、学外からキャリアを考えられる

ようなゲストを迎え、また新入生がグループワークを通してキャリアを展望できるようなプログラムと

なっている。

2015（平成 27)年度は、4 月 17 日に情報学専攻の第 1 期生に対する新入生研修が行われ、外部講師と

して、株式会社 ANSeeN 代表取締役 CEO の小池昭史氏（情報学研究科修了生）が「修士（マスター）

の意味」と題した講演を行った。また 2016（平成 28）年 4 月 7 日には、第 2 期生に対する新入生研修

が行われ、ヤマハ株式会社情報システム部の小山雄介氏（情報学研究科修了生）が「大学院で何しよう～

この大切な２年間で築くもの」と題した講演を行った。

（７）長期履修制度

社会人再教育のための特別プログラムにおいて、業務の都合により２年間での修了が見込めない場

合、あらかじめ申請することで、２年間の授業料で最長４年をかけて修了できる制度がある（静岡大学大

学院規則第 11 条の 2：資料 2-1-1）。近年の利用実績を表 5-6-4 に示す。 

表 5-6-4 社会人再教育のための特別プログラム入学・修了者実績 

２）学術の発展動向、社会からの要請への対応

（１）カリキュラムの継続的な見直し

学術の発展や社会からの要請に対応するため、学部カリキュラムが３～６年程度で継続的に見直されて

いることに連動して、大学院のカリキュラムも継続的に見直している。最近では、2015（平成27)年度に総

合科学技術研究科に改組するにあたり、カリキュラムを改定している。2016（平成28)年度に行動情報

学科が増設され、学部を３学科制に改組したことから、大学院将来構想委員会を中心に議論をすすめて

おり、卒業生が進学する2020年度にも改定を行う予定である。 

（２）社会人再教育のための特別プログラム

高度情報化社会の第一線で活躍し続けるためには、新しい技術を系統的に学び直す必要がある。この

ため、本専攻では、社会人の再教育（リフレッシュ教育）を設けている。このプログラムは、在職のま

まの職業人を受け入れ、「働きながら学ぶ」、「職業上の問題意識を研究テーマとする」、「大学院での学
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習・研究成果を職業の場にフィードバックする」ことをねらいとしている。  

（３）「ＩＴスペシャリスト」認定

情報学専攻では、「IT スペシャリスト」の認定を行っている。「IT スペシャリスト」とは、計算機科学

及び情報通信の基礎の上にソフトウェア工学を系統的に修め、最先端ソフトウェア技術に柔軟に適応し、

その応用及び技能への転化を可能にする人材のことである。ソフトウェア工学をメタ技術の観点からも

俯瞰し、それを実際のソフトウェア開発へ適用するメタ技術展開力を、PBL(Project Based Learning)と

OJT(On the Job Training)※１の融合概念と位置付ける OJL（On the Job Learning）※２により習得し

た学生に対して認定している。

「IT スペシャリスト」は、情報科学プログラムまたは情報システムプログラムを修了し、「ソフトウェ

ア工学」「ソフトウェア設計技術」「アーキテクチャ設計論」の３科目を履修したうえで、演習科目（PBL）

「ソフトウェア工学応用演習」を習得し、また OJL を実施していることによって認定される

（IT スペシャリスト認定について：大学院生用「(GS) READ ME 2018」（学生便覧）：資料 5-6-7）。 

※１ OJL とは、企業から与えられたテーマもしくはそれに準ずるテーマの

ソフトウェア開発について、次の学習目的のために実施する演習を指す。

・ 製品レベルの実システム開発の体験

・ 開発や管理に関するスキルの習得

・ 開発課題の特徴に応じた適用技術の取捨選択能力の獲得

※２ OJL は「情報学演習 I」、「情報学演習 II」、「情報学研究 I」、「情報学研究

II」の少なくとも１科目（４単位）を上記「OJL」として実施し、その成果報告で

ある「OJL 報告書」を提出することによって認定される。なお、「OJL 報告書」

は修士論文に含めることができるものとする。

「IT スペシャリスト」に認定された学生の修士論文テーマを表 5-6-5 に示す。 

表 5-6-5 「ＩＴスペシャリスト」に認定された学生の修士論文テーマ 

36



情報学専攻 基準５

この「IT スペシャリスト」は、情報学専攻の前身である、情報学研究科が、2006（平成 18） 年度に

文部科学省「先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」に応募し採択された折に導入されたもので

ある（拠点大学は名古屋大、南山大、愛知県立大。静岡大学はリモート拠点として参画。

http://www.ocean.is.nagoya-u.ac.jp 

このプログラムは、複数の地元民間企業と連携し、IT 分野における高度な専門性を有するソフトウェ

ア技術者等の人材を育成し、座学だけでなく実践を重んじ、特に企業における現実的な課題・制約だけに

影響されることなく、技術の本質を見きわめる応用力を養うものであった。そのため、教育課題では企業が

抱える現実の開発プロジェクトを活用して、大学院における研究成果の応用を重視した実践教育を推進し

ていた。連携企業は、トヨタ自動車、デンソー、ブラザー工業、富士電機リテイルシステムズ、東京エレ

クトロン、オートネットワークなど中部地区の地元企業であり、地元企業から解決すべき課題とプロジェ

クトマネージャを提供してもらい、このプログラムに所属する大学院生に、そのプロジェクトへの参加

を求めるものであった。開発プロジェクトを活用するので、納期、予算などといった実社会の制約も真摯

に受け止めながら、技術面では大学での研究成果の応用を重視するものであった。 

カリキュラムの特徴は、計算機科学及び情報通信の基礎の上にソフトウェア工学を系統的に修め、最

先端ソフトウェア技術に柔軟に適応し、その応用及び技能への転化を可能にする人材を教育することに

あった。ソフトウェア工学をメタ技術の観点から教授し、それを実際のソフトウェア開発へ適用するメ

タ技術展開力を、PBL(Project Based Learning)と OJT(On the Job Training)の融合概念と位置付ける

OJL（On the Job Learning）により涵養するものであった。

（４）研究生・科目等履修生・特別聴講院生

研究生・科目等履修生・特別聴講院生の履修状況を表 5-6-6 に示す。

表 5-6-6 研究生・科目等履修生・特別聴講院生の履修状況 

研究生とは、「大学院において、特別の事項について研究しようとする者」であり、「修士課程にあっては

修士の学位を有する者」とされ、研究期間は１年以内である（更新が可能）（静岡大学大学院規則第 44 条、

前掲資料 2-1-1）。また科目等履修生とは、「大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修しよう
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とする者」のことであり（静岡大学大学院規則第 45 条、前掲資料 2-1-1）、「特別聴講院生」とは、「他の

大学院に在学する学生で、大学院において研究指導を受けようとする者」である。

このうち本専攻における科目等履修生には、「制御系組み込みシステムアーキテクト養成プログラム」

を受講した社会人が含まれている。

（５）交流協定に基づく留学生の受入れ

この間、交流協定に基づく留学生の受け入れはない。

（６） ＩＴ ソルーション室運営

情報学部ならびに情報学専攻の学生が主体的に取り組んでいる活動のひとつに、IT ソルーション室の運

営がある。その目的は、ICT に関する実践的能力を身につけることであり、また学生が自ら組織を運営する

スキルを実践的に養成することにある。

具体的には、次のような活動を行っている。

• (学部生をはじめとする)PCトラブル相談（毎週木曜昼休み）

• 研究室横断学生研究プロジェクト（PCトラブル相談履歴検索システム構築など）

• 互いの研究内容の紹介

• 研究上で抱えている問題点の紹介と、他の研究室からの観点を入れた解決方法の議論

• 学部及び専攻のWebコンテンツ作成（学部長紹介、教員紹介、サークル紹介などの各種企画・ビ

デオ撮影・編集）

【分析結果とその根拠理由】 

副専攻、他研究科や他専攻で取得した単位の認定、留学プログラム、インターンシップ、社会人学生の

長期履修制度を組織的に行っていること、新入生研修をはじめ、その後の定期的なキャリア教育を行って

いることなどから院生からの要請への対応がなされていると判断する。 

また、学術発展や社会変化に対応するためカリキュラムの継続的な見直しを継続的に行っていること、

社会からの要請に応えた、研究生・科目等履修生などの受け入れを組織的に行っていること、IT スペシ

ャリスト認定を実施していることなどから学術の発展動向や社会からの要請に応えることができていると判断

する。 
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観点５－７－①（大学院課程） 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組み合わせ・バランスが適

切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

【観点に関わる状況】 

１．計算機科学プログラム、情報システムプログラム、情報社会デザインプログラム 

修士論文作成指導にあたっては、２年間４期を通じて「情報学演習Ⅰ、Ⅱ」と「情報学研究Ⅰ、Ⅱ」を配置

して個別の指導を行っている。どのプログラムに属する大学院生にとっても必要な、「情報科学技術と情

報社会学とを連携・融合させた複眼的アプローチ」に基づく研究科共通４科目は、前期・後期にそれぞれ２ 

科目ずつを配置し、２科目４単位以上を選択必修としている。 

各プログラムのコース選択科目は、前期・後期におよそ半分ずつが配置されている。大学院生はこれらの

中から自分の所属プログラムの専門科目７科目 14 単位以上を取得することになるが、指導教員と相談のう

え、他プログラムの科目を５科目 10 単位まで修了要件単位として取得することが認められている。14 単

位中 10 単位まで許すのは他専攻ではあまり例をみないが、「文工融合」の基本理念のもとで、理工系から

文系まで多様なタイプの研究が行われていることもあり、境界領域の研究テーマを選んだ学生が学びや

すいカリキュラムとなっている。このように、単位取得にあたっては、修士学生が主体的な学習を進める

ことができるようになっている。

各専門科目は、講義によるもの（アーキテクチャ設計論など）、演習によるもの（ソフトウェア工学応

用演習、デジタルコンテンツ特論など）、講義と演習を組み合わせたもの（データ工学、情報システム設

計論など）、講義と文献輪講によるもの（音声情報処理論など）、専攻所属教員と外部講師の講義の組み合

わせによるもの（情報セキュリティ論など）、様々な形態のものがある。また１科目を複数教員で協力し

て開講するなど、視点が偏らないよう配慮もしている。 

２．社会人再教育のための特別プログラム（社会人リフレッシュ教育特別コース） 

本プログラムは、職を持った社会人のためのプログラムである。基準５－１－②で述べたように、この

ような大学院生を受け入れるためにさまざまな工夫をして適切な指導をしている。

３．海外インターンシップの活用 

基準１３－１－②で述べるように、海外インターンシップを活用して、国外の研究者や学生と交流し、

研究する機会が提供されている。 

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程は３種の教育プログラムと１種の特別プログラムからなり、それぞれのプログラムの特徴に応

じた授業形態がとられている。また学生が偏った履修のしかたをしなくて済むように、バランスよく編成
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している。本専攻の基本理念である「文工融合」を実現するために、学生は自身が所属するプログラム以

外から５科目 10 単位までを修了要件単位とすることができる制度としている。社会人学生に対しては、柔

軟な開講曜日・時間としたり、社会人学生を対象にした実学的な科目を用意したり、長期履修制度を設ける

などきめ細かく対応している。

以上から、教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞ

れの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されていると判断する。

観点５－７－②（大学院課程）単位の実質化への配慮なされているか。 

【観点に係る状況】 

１． 授業期間・授業回数 

学年暦は前年度専攻会議で承認され、半期 15 週プラス試験期間が保証されている（資料 5-7-1）。祝日

等による休日を振り替える日、補講期間も学年暦上で決まっている。また、出張等による休講に対しては、

できる限り直近の木曜日午後に補講を行う取り決めがあり、木曜日 14 時 30 分以降の時間帯に定例授業は

配置していない。各教員はその期の授業報告書の提出が義務付けられており、そこには授業回数、休講数、補講

数を書く欄が設けてある（資料  5-7-2）。報告書は、学部内部質保証委員会がチェックしている（基準 ８

－２－②参照）。

２． 組織的な履修指導 

毎学期のはじめに専攻教務委員会が中心となり、必修科目、選択科目、修士論文などのガイダンスを実

施し、院生が適切に履修計画を立案できるように指導している。

また毎年５月と 10 月の２度、それぞれ２週間にわたって、学生と指導教員が個別に向きあう「学生相談週

間」が設けられている（基準７-２-④参照）。この期間中、学生個々に対して、それまでの単位取得状況に基

づいた履修上、学習上の相談を受け、履修指導を行っている。

３． 授業時間外の学習時間の確保 

指導教員は、指導する院生の登録授業と時間割を、Web 上の全学教務システムから確認することができ

る。「情報学演習Ⅰ、Ⅱ」「情報学研究Ⅰ、Ⅱ」での学習・研究時間は、指導教員がこれを見て院生と相談

の上で決定する。また、各授業シラバスに「予習と復習」の欄を設定し、予習と復習に必要な時間数、参

考書、資料、課される演習課題などを記載し、効率的に予習と復習ができるように配慮している（資料 5-

7-3）。

４． 履修科目の登録の上限設定 

履修科目の登録の上限は設定していないが、各学期はじめの教務ガイダンス、指導教員による指導を
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通して、単位取得数が適切になるように指導している。 

５． 早期履修制度の活用 

情報学専攻では、早期履修制度を擁しており、総合科学技術研究科入学試験に合格している情報学部

４年生、または総合科学技術研究科への入学を志望している情報学部４年生は、指導教員の承認を得て、

所定の手続きを経ることにより、総合科学技術研究科（研究科共通科目）の授業科目を受講することがで

きる。

受講できる授業科目は総合科学技術研究科で開講されている「システム・ネットワーク論」「コミュニ

ケーション論」「情報資源総論」「情報社会セキュリティ論」の４科目のうち、３科目または５単位以内と

なっている（「静岡大学学部学生の大学院授業科目の受講に関する申合せ」：資料 5-7-4）。

受講した授業科目に合格した場合、学部在籍期間中には、その授業科目の単位の認定は行われず、総合

科学技術研究科に入学後入学年度の単位として認定される。例年 20 人以上の学生がこの制度を活用して

おり、学士―修士の６年一貫教育にも資するものである。  

【分析結果とその根拠理由】 

１年間の授業期間が確保されている。毎学期に授業科目の履修登録をする際に、専攻教務委員会、指導

教員による履修指導、授業時間外の学習時間の指導を行う。これらのことによって、単位の実質化へ配慮

していると判断できる。 

観点５－７－③（大学院課程）適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

【観点に係る状況】 

シラバス記載項目は、①授業についての基本事項（「授業科目名」、「担当教員名・所属・研究室」、「分担教

員名」、「オフィスアワー」、「必修選択区分」、「対象学年」、「開講学期」、「開講曜日と時限」、「単位数」）、②授

業内容と進め方（「キーワード」、「授業の目標」、「学習内容」、「授業計画」、「予習と復習内容」）、③成績評価

（「成績評価の基準と方法」）、④テキスト・参考書など（「テキスト」、「参考書」）、⑤「受講要件」、⑥「関連

授業」である（次頁、表 5-7-1）。シラバスは、全学的に Web ページに掲載し、学内外からアクセス可能に

してある。下記 Web ページ、前掲資料 5-7-3）。毎学期当初、シラバスを用いて授業内容のガイダンスを実施

するとともに、毎学期末の授業評価ではシラバスに沿った授業が実施されたかも問われることになっている。 
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表 5-7-1 シラバスの記載事項 

静岡大学学務情報システム シラバス検索 

http://syllabus.shizuoka.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on 

【分析結果とその根拠理由】 

本専攻のシラバスは、院生の授業選択に必要な項目を満たし、授業内容を学習するための適切な指針

となっている。シラバスは授業内容と授業方法を確認し学習を確実なものにする役割を果たし、教育課

程編成の趣旨に沿って適切に活用されていると判断する。 

観点５－７－④（大学院課程）夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）をおいて

いる場合は、その過程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われてい

るか。 

該当しない。 

観点５－７－⑤（大学院課程）大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果※を含む。）

に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。 

【観点に係わる状況】 

修士論文の指導では、学会の研究動向を踏まえ、先端的研究水準に到達すべく創意工夫した研究を院

生に求め、そのために各院生の研究指導の主担当教員が履修計画の策定から修士論文の完成まで責任を

持って個別に指導している。また、各院生には副指導教員がつき、専攻の文工融合の理念にそった境界領域

の研究テーマにおいては、理工系指導教員と文系指導教員がそれぞれの立場から助言・指導する例も少なく

ない。 
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適切な研究計画を立て、その実行を担保するために、４月専攻会議においてその年度の修士論文最終審査

までのスケジュールを決定し、学生に公表している。その中で、構想発表会（１年次末、半年前倒しする

ことも可）、中間発表会（２年次夏）、最終発表会（２年次２月）を義務付けている。これらは専攻教務委員

会が主催し、発表の有無等について記録している。

また、最終発表会には、学外から招いた客員教員が参加し、自由に質問・助言ができるようになっている。

客員教員からの意見聴取は「アドバイザリー会議」においてなされ、学生や指導教員にフィードバックさ

れており（資料 5-7-7）、修士論文の質及び指導の質を上げるために役立っている。 

これら３回の学内発表に加え、最低１回の学会発表が義務付けられ、本専攻外の研究者・企業人から評価

を受ける機会を設定している（ただし、特許申請等のため秘密保持が必要とされる研究においてはその限り

ではない）。外部からの批判に耐えうる、修士論文として適切なレベルの研究を行うことをねらってのもの

で、いわば修士論文の質保証を行っているということになる。国際学会や海外の研究機関・大学で発表を行

っている学生も少なくない。

修士論文の最終審査は１名の主査と２名以上の副査教員によって行っている。なお、これらのスケジュール

と専攻としてのねらいについては、入学時のガイダンス、2 年次開始時のガイダンスにおいて、院生全員に周

知している。

社会人再教育のための特別プログラムに所属する院生に関しても、原則として一般院生と同じ指導体

制であるが、院生の業務の都合に合わせて、土曜・日曜・休日の指導やインターネットによる指導も行わ

れている。また、２年間での修了が難しい場合には長期履修制度を利用することもでき、その場合には指

導教員と相談の上で研究スケジュールを先送りすることが可能である。 

【分析結果とその根拠理由】 

院生の研究指導に関しては複数指導体制になっており、また学会発表が可能なレベルの研究であること

を担保する組織的な体制となっている。また客員教員からの指摘をふまえ、また海外を含む学外での学会発

表などにより、研究科外、専攻外の組織において研究指導を受ける機会を提供している。 

以上のことから、研究指導に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われていると判

断する。 

観点５－８－①（大学院課程）学位授与方針が明確に定められているか。 

【観点に係わる状況】 

 観点５－５－①に示したとおり、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が定められている。これは

静岡大学 Web ページおよび学生便覧に公開している。
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【分析結果とその根拠理由】 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）が策定され、静岡大学 Web ページおよび学生便覧に公表して

おり、明確に定められていると判断する。 

観点５－８－② （大学院課程）成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従っ

て、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

修了認定基準は、単位修得によるものと修士論文によるものとがある。

単位修得に係る基準については、静岡大学単位認定等に関する規程（資料 5-8-1）に明記され、成績の

評価は５段階となっている。すなわち、秀（100 点満点中 90 点以上）、優（80 点以上 90 点未満）、

良（70 点以上 80 点未満）、可（60 点以上 70 点未満）、不可（60 点未満）となっており、不可以外

は合格、不可は不合格である。

これらは全院生に配布される履修要項（大学院生用「GS READ ME」履修の手引きの章）等に記載し、

入学時と学期はじめの教務ガイダンスで周知している。各授業における成績判定の基準に関しては、各

授業シラバスに記載されている（資料 5-7-3）。 

修士論文に係る基準については、学内発表会スケジュールと学外発表の義務付けに関して年度初めの

教務ガイダンスで周知しており、また研究室のゼミを通しても周知している。

【分析結果とその根拠理由】 

修了認定基準は「静岡大学単位認定等に関する規程」にもとづき履修要項等に記載し、入学時や学期当

初のガイダンスにおいて院生に周知していること、成績評価基準については履修要項等に記載し、ガイダ

ンス時やシラバス上で院生に周知していることから、教育の目的に応じた卒業認定基準と成績評価基準が

組織として策定され、院生に周知され、実施されていると判断する。 

観点５－８－③ （大学院課程）成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられている

か。 

【観点に係る状況】 

個々の授業科目の成績評価基準はシラバスに明記されている。担当教員はその基準に基づいて院生の成

績評価を実施する。院生は個別の科目の成績について異議がある場合は、担当教員に直接に、あるいは

専攻教務委員会に相談することができる。またハラスメント等の場合にはハラスメント相談員に相談した

り、またハラスメント防止対策委員会に申立てを行ったりすることができる。担当教員は院生の申立てに

基づき成績を確認し、その結果を院生に伝えるとともに、成績の訂正がある場合には教務係に通知する。ハ
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ラスメント対策防止委員会に申立てがあった場合には、委員会が担当教員に申立てがあったことを伝え

て事情聴取し、成績評価の妥当性を検討して、必要に応じて成績評価の訂正を求める。 

また担当教員は、答案・レポート等の資料を一定期間保存し、成績評価等の客観性、厳格性を検証で

きるようにしている。 

修士の研究に関しては、構想発表、中間発表、最終発表のマイルストーンを設け、論文審査は主査１名

と副査２名以上で行い、２年間で最低１度の学会発表を課す等、修士としての研究レベルが適切であることを

保証する体制となっている。 

【分析結果とその根拠理由】 

授業科目の成績基準がシラバスに明記されていること、院生は異議がある場合には教員らに相談したり、

ハラスメントがあった際にはハラスメント対策防止委員会に申立てをしたりすることができること、修士

論文の審査を複数人で行う体制をとり、研究レベルを担保するための学会発表を課すなどしていることか

ら、成績評価等の客観性、厳格性を担保するための措置が講じられていると判断する。 

観点５－８－④ （大学院課程）学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生

に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されているか。 

【観点に係る状況】 

通常の修士の合否１次判定は、院生ごとに設置される審査委員会が担う。審査委員会は、例年１月の専攻会

議において設置され、１名の主査と２名以上の副査によって構成される。主査を務めることができるのは、

専攻会議においてあらかじめ研究指導資格を認められている教員のみであり、３名の審査員のうち少なくと

も１名は教授である必要がある。また学外有識者を審査委員に加えることもできる。なお、早期修了制度（１ 

年半の在学で修了できる）を利用する院生に対しては、もう１名審査員を追加し４名以上の体制となる。 

合否の１次判定は修士論文最終発表会直後に開催する審査委員会が行う。審査委員会では、発表会の

１週間程度前に審査員に提出される修士論文草稿の内容と発表会における質疑応答をもとに、学会発表の有

無（あるいは特許申請予定）の確認と研究レベルの確認を行う。早期修了制度を利用する院生の合格基準

は、査読付き国際会議での発表、もしくは査読付き論文誌への掲載（または掲載決定）が１件以上あること

である。審査の結果、草稿に不十分な点があれば加筆・訂正を、発表内容が不十分であれば再発表を求め

る。時に、論文の体裁や研究内容とタイトルの整合性に関して修正を求めることもある。 

合否判定の２次判定は、授業科目の修得単位数確認を含み、学則に則って専攻会議で行う。これら合否

の判定基準に関しては、年度初めの教務ガイダンスにおいて学生に周知している。 

【分析結果とその根拠理由】 

修士論文の合否に係る判定に関しては、主査１名・副査２名以上の計３名以上の審査体制であり、公平
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かつ客観的な体制となっている。また、学内において、構想発表会・中間発表会・最終発表会の 3度の発

表会を課し、かつ学外発表したことの確認（もしくは特許申請予定）を教務委員会が組織的に行うなど研

究の質保証に努めている。またこれらは、年度当初の教務ガイダンス時に学生に周知している。  

以上のことから、学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知

されており、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されていると判断する。 

観点５－９－①（大学院課程）学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生のニーズに即した履修指

導や学習相談の体制が整備されているか。また特別な支援を行うことが必要と考えられる学生を受け入れてい

る場合の適切な学習支援が実施されているか。 

【観点に係る状況】 

入学時および４月に教務ガイダンスが実施され、そこでは毎回、情報学専 

攻の「GS READ ME」（学生便覧）に記載されている学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を確認し

ている。履修に関する相談は、指導教員、あるいは毎期始めに教務委員がヘルプデスクを開設して行って

いる。 

障害等の特別な支援を行うことが必要な学生に関しては、修学上必要な配慮や支援の調整を学生支援

センター障害学生支援部門の修学サポート室「こみさぽ」が行っており、新入生へのガイダンスや指導教

員を通して周知しているほか、学内にはポスターが貼られている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 入学時および４月に教務ガイダンスが実施され、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の確認、履

修指導を行っていることから、体制が整備されていると判断する。また、特別な支援が必要な学生に対

しては組織的に支援が実施されていることから、適切な学習支援が行われていると判断する。 

観点５－10－①（大学院課程）教育課程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知しており、その基準に従

って成績評価、単位認定を実施しているか。また厳格かつ客観的な成績評価を実施するため、成績評価の適切

性の確認や異議申し立ての仕組みを組織的に設けているか。 

【観点に係る状況】 

 各科目のシラバスに評価基準が記載されている。担当教員はその基準に基づいて院生の成績評価を実

施する。大学生は個別の科目の成績について異議がある場合は、担当教員に直接に、あるいは専攻教務委

員会に相談することができる。またハラスメント等の場合にはハラスメント相談員に相談したり、また

ハラスメント防止対策委員会に申立てを行ったりすることができる。担当教員は大学院生の申立てに基
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づき成績を確認し、その結果を本人に伝えるとともに、成績の訂正がある場合には教務係に通知する。ハ

ラスメント対策防止委員会に申立てがあった場合には、委員会が担当教員に申立てがあったことを伝え

て事情聴取し、成績評価の妥当性を検討して、必要に応じて成績評価の訂正を求める。 

 特に、学位審査に関する疑義については、別途学生便覧に明示されており、ガイダンスにおいて確認し

ている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価基準は、各科目についてシラバスを通して周知し実施されている。成績に関する疑義がある場

合の手続きが定められており、学生便覧およびガイダンス時に周知している。以上から、本項について満

たされていると判断する。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．情報学専攻の特徴である、情報科学と情報社会学（工学系と文系）を連携・融合させた複眼的なも

のの見方および実践を学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程編成・実施の方針（カリキュ

ラム・ポリシー）に謳い、これを実現するため、両系の教員が出動する融合科目４科目を選択必修と

し、うち２科目以上を修得するようにカリキュラムを設定している点が優れている。

２．社会からの要請として、OJL（On the Job Learning）を通して、計算機科学及び情報通信の基礎

の上にソフトウェア工学を系統的に修め、最先端ソフトウェア技術に柔軟に適応できる人材を育てるこ

とを目的とした「ITスペシャリスト」認定プログラムを実施している点が優れている。 

３．ITソルーション室運営を通して、ICT実践能力をつけるため学生が主体的に取り組んでいる活動

を、組織として支援している点が優れている。

４．学外から招いた客員教員による「アドバイザリー会議」メンバーが修士論文発表会等に参加する機

会を設けることで、また、特別な事情がない限りは修了までに最低１回、学外の学会や研究会等で学生

が発表することを課すことで、学生が教員以外の学外者から意見をもらって修士論文をより良いものに

することができる機会を組織的に作り出している点が優れている。 

【改善を要する点】 

１．副専攻プログラムの制度を整えたものの、通常修了の要件に「加えて」さらに８単位以上の修得を必

要とする制度のため、チャレンジする学生が少ない点について改善を要する。 

12. 学位審査に関わる通報・相談窓口ついて 学位審査に関わる通報・相談窓口ついて

学位の審査や取得に関して疑義が生じた際には、その通報・相談窓口として、教務委員がその通報

相談を受けつけます。また、相談箱への投書による通報も受け付けます。詳しくは、掲示、メール、ガ

イダンス等を通じて周知します。

大学院生用「(GS) READ ME」（ （学生便覧）2018 p.28 より） 
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【基準６】 学習成果 

（１） 観点ごとの分析

観点６－１－① 各学年や修了時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、単位修得、進

級、修了の状況、資格取得の状況等から、あるいは修士論文等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっ

ているか。 

【観点に係る状況】 

１． 単位取得状況 

学年の進行に伴う大学院生の単位取得状況を表 6-1-1 に示す。 

表 6-1-1 大学院生単位取得状況(平均) 

各年度とも１年次に 23～25 単位、２年次に７～８単位前後を取得している。これは、１年次の時点で、２ 

年次の必修科目を除く修了要件をほぼ満たしていることを意味する。すなわち２年次には修士論文に集中的

に取り組んでいるともいえる。各年次における単位取得状況は良好であることがわかる。

２． 修了状況 

大学院の標準修業年限内修了率を表 6-1-2 に示す。 

表 6-1-2 大学院生標準修業年限内修了率 

情報学専攻の学生の９割以上の学生が標準修業年限（２年）で修了しており、順調に学習が進んでいる。 

３． 学位論文等の内容・水準 

大学院生の受賞・表彰状況を表 6-1-3 ①②に示す（次頁以降）。全国区学会等における大学院生の受賞・

表彰状況は、大学院生の修士論文等の内容・水準が全国レベルで高く評価されていることを示している。
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表 6-1-3① 大学院生の受賞・表彰状況(2015(平成 27)年度～2016(平成 28)年度 
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表 6-1-3② 大学院生の受賞・表彰状況(2017(平成 29)年度～2018(平成 30)年度 
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【分析結果とその根拠理由】 

１年次のうちに、修了に必要な 30 単位のうち、２年次必修の「情報学演習Ⅱ」「情報学研究Ⅱ」の計

６単位を除く、ほぼすべての単位を修得しており、２年次は修士論文に専念している。標準修了年限での

修了生は９割を超えている。修士論文をまとめる前の対外発表における受賞・表彰状況から、修士論文等

の内容・水準が全国レベルで高く評価されていることを示している。以上から、大学院生の学習の成果は

上がっていると判断する。

観点 ６－１－② 学習の達成度や満足度に関する学生からのアンケートの結果等から判断して、学習成果が上

がっているか。 

【観点にかかる状況】 

１． 学習の達成度 

大学院生から見た学習の達成度に関する指標として、内部質保証委員会が実施している、授業アンケ

ートのデータを用いる。このうち、問９（「この授業の内容を理解することができた」）と問 10（「この授

業を受けて、新しい知識や考え方、技術が身に付いた」）を用いて、学習の達成度を確認しておくことに

したい（次頁、表 6-1-4①②、資料 6-1-1、6-1-2）。 

「この授業の内容を理解することができた」(問９)について受講者（回答者）の平均値をみると、前期

では 2016（平成 28）年度～2018（平成 30)年度の平均は 3.9（100 点換算で 77.6 点）、後期では 2016

（平成 28）年度～2017（平成 29)年度の平均は 3.8（100 点換算で 76.6 点）で、わずかに４を下回って

いることから、一定程度は理解しているもののまだ改善の余地があることがわかる。

また「この授業を受けて、新しい知識や考え方、技術が身に付いた」(問 10）についても、前期では、 

2016（平成 28）年度～2018（平成 30)年度の平均は 3.9(78.2 点）であり、後期では 2016（平成 28）年

度～2017（平成 29)年度の平均は 4.0(80.9 点)である。知識や技術が身についたと感じている学生は増加

傾向にあり、理解度があがっているが、まだ改善の余地がある。
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表 6-1-4① 2016（平成 28）年度～2018（平成 30)年度授業アンケート(前期) 

「とてもそう思う」５、「少しそう思う」４、「どちらともいえない」３、「あまりそう思わない」２、 

「全くそう思わない」１の平均点 

表 6-1-4② 2016（平成 28）年度～2017（平成 29)年度授業アンケート(後期) 
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２．学習の満足度 

大学院生から見た学習の満足度に関する指標として、前項と同様、授業アンケート項目中の「総合的に

判断して、この授業は満足できる授業であった」（問 15）に対する学生の評価を参照する（表 6-1-5）。 

前期では、2016（平成 28）年～2018（平成 30)年度の平均は 3.9（78.0 点）であり、また後期では 2016 

(平成 28）年度～2017(平成 29)年度の平均は 4.0(80.1 点)であり、満足度はおおむね達成されていると考

えられる。

表 6-1-5 大学院生から見た学習の満足度 

【分析結果とその根拠理由】 

 内部質保証委員会が実施している、授業アンケートのデータでは、達成度に係る項目、満足度に係る項

目はおおむね（100 点換算で）70～80 点であり、学生自身は学習成果を実感している。よって、学習の

達成度や満足度に関する学生からのアンケートの結果等から判断して、学習成果が上がっていると判断

する。 
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観点６－１－④ 国際学会での研究発表等の実績から判断して、学習成果が上がっているか。 

【観点にかかる状況】 

平成29（2017）年度に修士学生が国際学会で発表した件数は38件、国際ジャーナルへの掲載（指導

教員との連名を含む）は7件であった。この年度の総修士学生数は141名（観点４－２－①の表4-2-1）

であるので、約27％が国際学会で発表し、5％が国際ジャーナルへの掲載を果たしたことになる。 

【分析結果とその根拠理由】

上記の数字から、学習成果が上がっていると判断する。

観点６－２－① 就職や進学といった修了後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上がっているか。 

【観点に係る状況】 

情報学専攻修了後の進路状況を表 6-2-1 に示す（情報学研究科時代に入学した学生を含む）。 

就職希望者就職率は 2016（平成 28)年度には 100％、2017（平成 29)年度も 96.7％の就職率となっており、

希望者はほぼ就職できている。就職先も表 6-2-2（次頁）に示すように、製造業や IT 業界のトップクラス・

中堅クラスの企業が多い。博士課程への進学者は、2015(平成 27)年度は１人、2016（平成 28)年度は４人、

2017（平成 29)年度は１人となっており、コンスタントに進学者を輩出している。 

表 6-2-1  情報学専攻の就職率(内定率)  
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表 6-2-2 情報学専攻修了生の主な就職先（2015(平成 27)～2017〔平成 29〕年度修了） 

    （情報学研究科を含む） 

【分析結果とその根拠理由】 

 情報学専攻の就職状況は極めて良好であり、修了生の学習成果が高く評価されているといえる。また、数

は少ないものの、コンスタントに博士課程進学者を輩出しており、このことからも修了生の学習成果が評価

される。 

観点６－２－② 修了生や、就職先等の関係者からのアンケートの結果から判断して、学習成果が上がっている

か。 

【観点に係わる状況】 

情報学専攻の修了生は、2018(平成 29)年３月修了生が第一期生であり就職先からの意見聴取はまだ行

っていない。情報学専攻のカリキュラムは基本的には情報学研究科時代のものを踏襲しているため、以

前の修了生（情報学研究科）についてのデータで代替することにしたい。まず修了生が身につけることが

できた能力についての回答を示す(次頁、表 6-2-3、図 6-2-1)。 

アイシン·エイ·ダブリュ  アマゾンウェブサービスジャパン  ＳＣＳＫ  ＮＥＣ

ＮＴＴ ＮＴＴドコモ  オムロン 京セラ  ＫＤＤＩ  ＪＲ東海  スズキ ＳＵＢＡＲＵ 

ソニーネットワークコミュニケーションズ ソフトバンク 大日本印刷 ダイフク

デンソー 東芝  東洋エンジニアリング トヨタ自動車 浜松ホトニクス 

日立製作所 富士通  富士通エフサス みずほ情報総研 三菱電機 

矢崎総業 ヤフー ヤマハ  ヤマハ発動機 

55



情報学専攻 基準６

表 6-2-3 学生生活を通じて、身につけることができたと思う能力 

情報学研究科（n=20）（修了生自身の評価） 

図 6-2-1 学生生活を通じて、身につけることができたと思う能力  

   ＜とても身についた＋やや身についた＞情報学研究科（n=20）（修了生自身の評価） 
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14 項目中７項目（「2.幅広い教養と基礎学力」「5.問題発見／分析／解決能力」、「8.コミュニケーション

能力」「9.ICT（情報通信技術）活用能力」「12.チームワーク（他の人と協力して物事を遂行する力）」「13.

高度な専門的知識と研究能力」「14.専門的職業人に必要な高い能力」）で、８割から９割以上の修了生が

肯定的な評価をしている。

残る７項目のうち４項目（「1.専門分野に関する知識・技術」「3.市民としての見識」「6.文章読解・表現

能力」「7.プレゼンテーション能力」）で半数以上の修了生が肯定的な評価をしている。これらに対し、残

りの 3 項目（「4.外国語の能力」「10.国際的視野（異文化理解・グローバルな問題の理解」「11.リーダー

シップ」）は、身に付いたと感じている修了生は 25～45％といずれも低くなっており、いずれもが本専攻

の課題であることがわかる。

次に就職先企業の評価を表 6-2-4、図 6-2-2(次頁)に示す 

表 6-2-4  研究科修了生が学生生活を通じて、身につけることができたと思う能力 

  （修了生の就職先企業の評価）（n=37） 
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図 6-2-2 修了生が学生生活を通じて、身につけることができたと思う能力  

＜とても身についた＋やや身についた＞情報学研究科（n=37）（修了生就職企業の評価） 

14 項目中８項目（「1.専門分野に関する知識・技術」「2.幅広い教養と基礎学力」「5.問題発見／分析／

解決能力」、「6.文章読解・表現能力」「8.コミュニケーション能力」「9.ICT（情報通信技術）活用能力」

「12.チームワーク（他の人と協力して物事を遂行する力）」「13.高度な専門的知識と研究能力」）で、修

了生の就職先企業の８割から９割が、肯定的な評価をしている。特に評価が高いのは、「2.幅広い教養と基

礎学力」と「12.チームワーク（他の人と協力して物事を遂行する力）」でそれぞれ 94%以上の企業が本

専攻の教育を高く評価している。ついで「14.専門的職業人に必要な高い能力」も８割弱の企業が評価し

ている。残りの 5 項目のうち 3 項目（「3.市民としての見識」「7.プレゼンテーション能力」「11.リーダー

シップ」については修了生の就職先企業の約 6 割が肯定的な評価している。あと２つの項目（「4.外国語

の能力」と「10.国際的視野（異文化理解・グローバルな問題の理解」）については、修了生が身に付けて

きたと感じている企業は３～４割といずれも低くなっており、修了生の実感と一致する。この点を強化する

ことが本専攻の課題であると考えられる。

全体的に企業の評価の方が高いものが多く、特に「1.専門分野に関する知識・技術」については約 32 ポ

イントも、また「6.文章読解・表現能力」については 22 ポイントも企業の評価が高かった。修了生が自

覚していないところも企業から評価されていることがわかる。

【分析結果とその根拠理由】 

 修了生、就職先を対象とした調査でおおむね肯定的な評価を得られており、学習成果が上がっていると判

断する。ただし、「プレゼンテーション能力」「国際的視野」、「リーダーシップ」については、改善を要す

る。
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観点６－２－③ 教育の目的及び学位授与方針に即して、適切な学習成果が得られているか。 

【観点に係わる状況】 

情報学専攻の学位授与方針（ディプロマポリシー）および教育課程編成・実施の方針（カリキュラム

ポリシー）を観点５－５－①に示した。これらの方針に則って、教育課程を編成し、その教育課程を習

得した学生への学位授与を行っている。

大学院生自身が感じている達成度および満足度は、観点６－１－②に示したとおりであり、一方就職

先企業における評価は観点６－２－②に示したとおりである。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）である「情報科学と情報社会学を連携・融合させた複眼的ア

プローチ」を測るための評価項目として、アンケート項目中に適切なものはないので判断は難しい。残

る「情報学の教育・研究を通じて応用・実践に優れた職業適応力を身につけている」「論理的な思考能

力、理解力、表現力、問題発想能力、および問題解決に向けての総合的な研究力と高度な実践力」につ

いては、アンケート項目の「５．問題発見／分析／解決能力」「７．プレゼンテーション能力」「８．

コミュニケーション能力」「１４．専門的職業人に必要な高い能力」が該当すると考えられる。このう

ち５と８については大学院生自身の評価と就職先企業の評価がほぼ一致している。一方で７と１４につ

いては若干の開きがある。

【分析結果とその根拠理由】 

アンケート項目の５と８については学生自身の評価と就職先企業の評価が高いレベルでほぼ一致して

おり、適切な学習成果が得られていると判断する。一方で、アンケート項目の７と１４については若干

の開きがあり、大学院生自身は十分と考えていても、企業の求めるレベルまでの実践ができているわけ

ではないと考えられる。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１． 単位取得の状況は良好であり、標準年限での修了が９割を超えている。 

２． 大学院生の受賞・表彰の実績から、学位論文の内容についても全国レベルで高く評価されていると

考えられる。 

３． 授業アンケートの結果から、大学院生自身が判断する達成度と満足度は良好である。 

４． 国際学会において３割弱の学生が発表したという実績、就職の状況から、学習成果が上がっている

と判断できる。 

【改善を要する点】 

１．ディプロマ・ポリシーに関わる項目のうち、大学院生自身の評価と就職先企業の評価が一致してい
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ないアンケート項目として「プレゼンテーション能力」と「専門的職業人に必要な高い能力」がある。

大学院生自身は十分と考えていても、企業の求めるレベルまでの実践ができているわけではないと考え

られ、この点は改善を要する。 
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【基準７】 施設・設備及び学生支援 

（１）観点ごとの分析

観点７−１−① 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。また、施

設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について，それぞれ配慮がなされているか。 

【観点に係る分析】 

情報学部・情報学専攻は、以下の設備からなっている

（浜松キャンパス建物配置図：資料 7-1-1、情報学部棟配置図：資料 7-1-2）。 

① 情報学部１号館 ６階建て、教員研究室、講義室、実験室等から成っている。車椅子使用者の使用

に配慮したエレベーター１基が設置してあり、点字も完備している。身障者用トイレも設置してあ

り、スロープも整備してある。

② 情報学部２号館 ８階建て、技術室、会議室、教員研究室、講義室、実験室等から成っている。車

椅子使用者の使用に配慮したエレベーターが２基設置してある。スロープも整備してある。身障者

用トイレも設置してあり、車椅子使用者の入室に配慮した自動扉も設置してある。

③ 共通講義棟（2017〔平成 29〕年 10 月完成）５階建て

経年劣化により耐震性能に難があった旧講義棟を取り壊し、新たに建設した建物である。

５室（１階 63 席、２階 283 席、３階 165 席、４階 135 席、５階 63 席）を設置（資料 7-1-3、資料

7-1-4）。固定机教室には車椅子使用者用の席が容易されている、建物入り口にはスロープが整備さ

れている。建物外側の階段には転落防止も意図した防鳥ネットが設置されている。

また、すべての教室、実験室等に空調設備を完備し、快適な学習環境を整えている。また、建物への出

入りは学生が所持している学生カードで行うため、いつでも自由に出入りが可能であるとともに、部外

者の侵入を防ぐ安全・安心に配慮した設備になっている。

共通講義棟には、これまでの浜松キャンパスにはない特色をもった教室がいくつか設置されている。第

一に、近年注目されている学習教育手法である「アクティブ・ラーニング」を効果的に実践できる教室

（AL 教室）である。１階と５階に配置された AL 教室には、可動式の机・椅子やホワイトボード兼用の

61



情報学専攻 基準７

パーティションが置かれ、さらに壁全体をホワイトボードにするなどグループディスカッションに適し

たデザインとなっている。特に１階教室は、放課後を含む授業時間外に学生が自由に自習やグループ学

習をできるスペース（ラーニングコモンズ）として試行的に開放されている（2018（平成 30）年現在）。

第二に、収容人数 280 人という浜松キャンパスで最大規模の教室である。２階にあるこの教室は、多人

数講義のみならず各種講演会・イベントへの活用を視野に入れて作られており、教室内のどの席からで

も見やすいメインスクリーンおよび２枚のサブスクリーンと、十分な輝度を持った最高水準のプロジェ

クタが設置されている。また棟内全体に多人数での利用に対応した高速無線 LAN 設備が配置され、受講

者各自の PC・スマートフォンなどから自由に情報収集・情報発信を行うことができる。さらに屋上全体

に大型の太陽光発電パネルが多数設置されるなど、環境に配慮した、また災害時にも対応した設計とな

っている。

教室設備については情報学部専門科目における使用と、工学部専門教育および共通教育における使用

を各部局および共通教育の事務担当者と教務委員により調整し、効率的に使用している。

研究スペースについては情報学部経理施設マネジメント WG の管理のもと、研究の専門性と必要設備、

卒業研究指導学生数、大学院生数などに配慮した柔軟な割り当てを行い、有効活用をはかっている。

【分析結果とその根拠理由】 

上述のように授業演習等を実施する上で十分な教室設備が整備されており、研究スペースについては

昨今の全学共通スペースへの供出などの影響で慢性的に不足気味ではあるものの、柔軟なマネジメント

により有効に活用されている。 

耐震化については情報学部２号館・共通講義棟については比較的新しく建設されたため問題ないが、情

報学部１号館はキャンパス全体の施設改善プランの中で耐震化工事を進めるべく大学本部施設課を通じ

て国に予算要求を行うことになっている。 

バリアフリー化については上述のようにスロープ、エレベーターなどの移動用設備、車椅子用教室スペ

ースや出入り口、車椅子用トイレ、点字案内などが設置されており十分な水準にあると思われるが、在学

中の車椅子使用学生およびその保護者との面談を通じて問題点や要望などを聴取し、さらなる改善につ

とめている。 

安全・防犯面についてはカードキーによる入室管理、トイレなどに設置された防犯ブザー、共通講義棟

外階段における防鳥ネットによる転落防止など、さまざまな面から配慮している。 
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観点７−１−② 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されているか。 

【観点に係る分析】 

浜松キャンパス内では、全学の情報基盤センターの管理する高速ネットワーク、無線LANが整備され

ており、情報学専攻においても教育研究活動に利用している。すべての教室、談話室、リフレッシュス

ペースにおいて、授業中、放課後、休日など24時間利用可能になっている。また情報基盤センターと連

携し、ネットワークやセキュリティの整備と更新を図っている。

具体的には以下の設備を有している。

・Ｃ＆Ｃ室：51 台のＣＡＤ用液晶ディスプレイ、プリンタ、スキャナ等

主に CS プログラムの実験科目、IS プログラムのシステム系科目の演習において利用

・ＭＭ室（マルチメディア室）：10 台の Macintosh 等

主に IS プログラムのコンテンツ系科目の演習において利用 

・簡易スタジオ：撮影装置等

主に IS プログラム、ID プログラムのコンテンツ系科目の演習において利用、 

学部 Web の映像コンテンツ作成にも使用（学生ボランティアによる） 

・演習用 Web サーバ

主に１年生の演習で使用

・学部ファイルサーバ

授業用コンテンツ配布、レポート提出などに使用

【分析結果とその根拠理由】 

 有線・無線ネットワーク、電子メールやファイルサーバなどの基本インフラに加え、特徴ある情報学

部の専門科目のためのさまざまな固有設備を有しており、整備状況、活用状況ともに十分な水準にあ

る。

観点７−１−③ 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

【観点に係る分析】 

１．自習室・自習スペースの設置 
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すべての教室、談話室、廊下の一隅に設定されたリフレッシュスペース（15 カ所 収容人数 142 名）

で授業、放課後、休日など 24 時間利用可能な自習のためのスペースを設置してある（基準５－２―②

参照）。

 また共通講義棟１階教室は、放課後を含む授業時間外に学生が自由に自習やグループ学習をできるス

ペース（ラーニングコモンズ）として開放されている。 

２．図書の整備 

本専攻で開講している科目に関連した図書（145 冊）を揃え、学生の閲覧、コピーが可能である（以

前獲得した「特色ある大学教育支援プログラム（教育 GP）」予算で整備）。また図書館と連携し、個々

の授業内容に即した教科書、参考書を指定して予習・復習の便宜を図っている。

３．  ＩＴソルーション室の設置 

学生が所持するノート PC のトラブル・使い方支援のため、教員の指導の下で学生ボランティアによ

る IT ソルーション室を設置している。

【分析結果とその根拠理由】 

教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、自習室、学習用図書、ICT 環境も十分に

整備してあり、自主的学習環境は十分に整備されていると判断する。 

観点７−２−① 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

【観点に係る分析】 

教務委員会が中心となり、学年のはじめに各学年に対して大学院ガイダンスを実施し、学生が適切に履

修計画を立案できるように指導している。さらに学期の始めには教務委員が履修相談窓口を開き、個別

の相談を受け付けている。 

また指導教員が個々の指導学生の履修計画書を点検するとともに、新入生セミナー、半期に１度行う学

生相談週間、研究室ゼミなどを通じて、随時学生の相談にのることができる機会を設けている。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 以上のように全体ガイダンスと個別相談の体制が多面的に整備されており、授業科目、専門、専攻の選

択の際のガイダンスが適切に実施されていると判断する。 

観点７−２−② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切 

に行われているか。また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うこ 

とのできる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

【観点に係る分析】 

毎年度、新入生、修了生を対象にアンケート調査を実施し、学習支援、生活支援、進路支援、相談体制

などに関するニーズや意見を聴取しており、内部質保証委員会が問題点を整理し、改善策を提案してい

る。学習支援については観点７－２－①で述べたように教務委員・指導教員を通じた支援体制が確立さ

れている。生活支援については指導教員による支援が随時行われるとともに、学生委員会主導で半期に

１度の学生相談週間が設けられており、全学生と指導教員が面談することになっている。進路支援につ

いてはキャリア支援室が各種就職イベントの開催や企業とのマッチングなどの支援を活発に行っている。 

特に留学生については、静岡大学国際連携推進機構が本専攻の教務委員会と連携して留学生の学習支

援を実施している。また、留学生の指導教員と共に大学院の学生をチューターに配置して、留学生の教

育・研究について個別に課外指導を行っている。さらに留学生のための特別の相談日を設定し、カウンセ

ラーが留学生の心理、生活、勉学上の問題の相談にあたっている。日本語の修得に関しては、全ての留学

生のため 15 週間の日本語プログラム（資料 7-2-1）が用意されている。学習内容は、日常的コミュニケ

ーションのほか、研究活動に必要な口頭発表やレポート執筆の技能などである。日本語を初めて勉強す

る人の入門科目（日本語１）、初級科目（日本語２）、中級前半科目（日本語３）などのレベルがあり、プ

レイスメント・テストの結果によってレベルを決定し、指導をする。

全学の「学生支援センター」（https://wwp.shizuoka.ac.jp/gakuseishien/）と連携して、障害のある学生の

修学上必要な配慮や支援の調整を行っている。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 学生のニーズの把握、多面的な学生支援、留学生や障害のある学生など特別な支援を行うことが必要

と考えられる学生への支援体制は上述のように組織として対応する体制が整っており、必要に応じた学

習支援が行われていると考えられる。 

観点７−２−③ 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われている

か。 

【観点に係る分析】  

１．浜松キャンパスには、体育館、グラウンド、テニスコート、プール、武道場、弓道場等の課外活動施

設があり、これらは情報学部・工学部共通の体制で管理し、以下のような支援を行っている。課外活動支

援として、各施設の使用状況を常に把握し、補修・整備が必要な場合には早急に対応するように努めてい

る。また、施設内の運動器具についても事故の無いように定期的に点検し、修理または更新をしている。

また、課外活動施設担当の用務員を配置し、施設の掃除・整備を行い、常に学生が快適な状況で施設を使

用できるように努めている。なお、部活動等の一環として大会等に参加するために講義を欠席する際に

は、事前に欠席届等の書類を提出することにより、欠席扱いにしないこととしている。 

２．情報学部では入学時に全学生にノート PC の購入を推奨し、授業や研究に積極的に活用して習熟させ

ている。PC の扱いに不慣れな学生や、PC の不具合、故障等に対処するために、情報学部棟の１階に IT

ソルーション室を設け、コンピュータやネットワークに精通している学生ボランティアグループ（大学

院生を含む）がよろず相談に応じている。この学生の活動に対し、教員、技術部の職員がアドバイザーと

して支援を行っている。 

３．本専攻では 2017（平成 29）年度までは、キャリア支援室主催で、毎年４月に新入生研修を実施して

きたが、2018（平成 30）年からは 10 月に行うようになった。この研修には、修士２年生が自主的に参

加している。

４．情報学部学生会の主催で、学部新入生から大学院生までの情報学部生が一堂に会し交流を深めるた

めの懇親会（通称「全 Jコンパ」）が開催されている。その企画・運営の打ち合わせ会議に教室を提供し

ている。また、この懇親会には教員も多数参加し、学生たちとの交流を深めている。 

５．年間を通して、学生のサークル活動や、自主ゼミ、クラスの交流会といった課外活動に対し、本学部・

専攻の施設の利用を認めている。また、これらの活動に対しては学生福利厚生会から補助金が支出され
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るが、この管理・運営は、浜松事務部の学生支援課が担当している。 

【分析結果とその根拠理由】 

 以上のように工学部と連携したキャンパス単位での支援と、情報学部における支援の両面が整ってお

り、両学部の学生交流を含む学生の部活動や自治会活動に対して適切な支援がなされていると考えられ

る。 

観点７−２−④ 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種ハ

ラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。また、特別な支援を行うことが必要と

考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われてい

るか。 

【観点に係る分析】 

指導教員は日常的に学生のニーズ把握と相談・助言を行っているが、年に２度の学生相談週間が設けら

れており、指導教員が生活、健康、進路等様々な相談にのり、その結果を学生委員会に報告する制度を有

している。また毎年、修了生に対して「修了生アンケート」を実施、生活支援に関する学生側からのニー

ズを把握し、計画を立てて改善を図っている。 

ハラスメントについては情報学部内にハラスメント相談員を置き、学生がいつでも相談できる体制を

整えている。さらにハラスメントの訴えを行うためのメッセージボックスが設置されている。加えて全

学にハラスメント防止対策委員会があり、各種ハラスメントを訴えることができる体制が整っている。 

留学生に対する生活支援としては、工学部と共同で西部キャンパス留学生委員会を設置し、事務職員や

留学生センター教職員と連携しつつこれを行う体制が整っている。生活や学習に必要な物品の貸し出し、

実地見学旅行費の補助、課外補講等の特別支援などの制度が運用されている。 

障害のある学生に対しては、全学の「学生支援センター」と連携して修学上必要な配慮や支援の調整を

行っている。 

学習支援センターWeb ページ 

（https://wwp.shizuoka.ac.jp/gakuseishien/） 
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学生が大学生活を送る上で必要となる住居として、工学部と共同で学生寮（あかつき寮・あけぼの寮）

および浜松国際交流会館（１号館・２号館）を用意している（学生便覧 2018 p.21）。入寮選考は家計（所

得証明書の金額）より審査している。しかし学生寮入居者数は 150 名程度であり、入居希望者数に対し

て不足している。

【分析結果とその根拠理由】 

 以上のように生活支援等に関する学生のニーズ調査、各種相談・助言のための体制、特別な支援が必

要な学生への支援体制が整備されており、必要な生活支援が行われていると考えられる。 

観点７−２−⑤ 学生に対する経済面への援助が適切に行われているか。 

【観点に係る分析】 

日本学生支援機構の奨学金貸与者は、専攻の学生では、第一種・第二種・併用を合わせて、2016(平成

28)年度では 49 人、2017(平成 29)年度では 53 人、2018（平成 30）年度では 54 人となっており、申請

者の多くが採用されている（資料 7-2-2）。 

また民間団体による奨学金を受けている学生もおり、2016(平成 28)年度では 5 人、2017(平成 29)年度

では 5 人、2018（平成 30）年度では 9 人と年々増加しつつある（資料 7-2-3）。 

日本学生支援機構への申請は、全学学生委員会が提出書類と面接を実施し、公正に審査後に推薦してお

り、学生の経済面の援助は適正に行われているといえる。

 本学部に固有の支援制度としては福利厚生会による新入生への支援金貸与制度がある。これは留学生

など、入学時に大学指定のノートＰＣを購入する上で経済的に困難がある学生を中心に一定の金額を貸

与するものである。

【分析結果とその根拠理由】 

上に挙げたものは伝統的に行われてきた経済的支援である。しかし近年経済的な理由で休学もしくは

退学する学生の例もあり、ますます厳しい経済情勢の中にあって保護者からの学費の支弁が難しい傾向

にあることから、現代においては上記の支援は必ずしも十分ではないと認識している。運営交付金の使

途の制約と近年の減額状況から、学部の予算にて直接的な支援を行うことは難しいと思われるが、ティ

ーチングアシスタントや留学生チューターとしての雇用など、大学運営に学生の労働力を適切に取り入
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れることによって、学生の経済的問題の低減をはかることを模索している。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．アクティブラーニングに最適化された教室設備やラーニングコモンズの設置など、最新の学習科学

に基づく学習環境の設計を行っている（観点７−１−①）。 

２．情報学部教職員のＩＣＴに関する専門知識および大学から配分される教育用計算機予算を背景とし

て、当学部のＩＣＴ関連設備はインフラの面からも専門教育に固有のハードウェア・ソフトウェアの面

からも非常に充実したものとなっている（観点７−１−②）。 

３．学生相談週間制度を設け、全学生が指導教員と面談すること、その結果を教員が学生委員会に報告

することを義務付けている。特に履修上・生活上の問題がある学生を早期に発見すること、保護者と情

報共有を行うことに効果を挙げている（観点７−２−①）。 

４．学生が抱える諸問題について、指導教員のみが対応したり、他の教員が場当たり的に対応したりす

るのではなく、支援の分野毎に組織的に対応する体制が確立している（観点７−２−②、観点７−２−

④）。

【改善を要する点】 

１．研究スペースについては学部全体でマネジメントして効果的な活用をはかっているものの、全体的

に不足傾向にあることは否めない。ミーティングスペースの共有化、学外設備の使用やそのための予算

の確保などの対策を講じる必要がある（観点７−１−①）。 

２．学生に対する経済面への援助については従来の方法だけでは不十分なケースもみられるようになっ

ており、大学による学生の雇用など、支援策を拡大する必要があると考えている。 
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【基準８】 内部質保証システム 

（１） 観点ごとの分析

観点８－１－① 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証に係る体制が明確に規定されて

いること。 

【観点に係わる状況】 

情報学専攻には内部質保証委員会、教務委員会、点検評価委員会がおかれ、教育の質の向上、改善への

取り組みをシステム化している（ただし、委員は情報学部の同委員会委員と兼任）。それぞれの委員会は、

内部質保証という観点では次の役割を担っている。 

内部質保証委員会は、専攻全体の内部質保証に係る活動を統括し、次の役割を担う。 

 ディプロマ、カリキュラム、アドミッションの３ポリシーを定期的に点検し、学生からの要望、社会

からの要請をその中に反映させ、公開すること。

 教育の質保証を行うための評価内容・項目とその方法や基準、それらの点検のための各種ガイドライ

ンを制定し、そのガイドラインそのものも定期的に見直すこと。

 カリキュラムの体系化に関して、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーの作成やナンバリングを

行い、学生に公開すること。

 学生に対して各種アンケートを行うこと、その結果を分析し専攻会議メンバーに報告すること。

 教務委員会が担う役割は、単位の実質化を考慮した上で講義科目・演習科目の配置と教室割り当てを

時間割上で調整することにある。 

 点検評価委員会は、毎年の学習成果を表すものとして、大学院生の学会発表・新聞報道等の情報を集め

分析する。 

【分析結果とその根拠理由】 

 それぞれの役割が明確な委員会と、それらを統括する内部質保証委員会が組織され、継続して評価・改

善のサイクルをまわす体制が整っている。よって、大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部

質保証に係る体制が明確に規定されていると判断する。 
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観点８－１－② 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証のための手順が明確に規定さ

れていること。 

【観点に係わる状況】 

 「静岡大学全学内部質保証規則」が定められ、この規則にしたがって活動が行われている。これを実

施するため、情報学専攻では観点８－１－①に示した各委員会が、各年度の計画に従ってそれぞれの役

割を果たしている。

 また、過去の自己評価ならびに外部評価の報告書、そして改善状況報告書は、Web上に公開されてい

る。 

「IV 評価及び監査に関する情報」のうち「組織評価」欄 

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/index.html 

静岡大学全学内部質保証規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000609.htm 

【分析結果とその根拠理由】 

 全学規則として内部質保証活動が定められている。その実施のために情報学専攻内に各種委員会が設

置されて年度計画に従って活動している。以上から、内部質保証のための手順が明確に規定されている

と判断する。

なお、過去の自己評価および外部評価報告書、改善状況報告書がWeb上で公開され、今回の自己評価

に対する外部評価が2019年度に予定されている。 

観点８－１－③ 内部質保証が有効に機能していること。 

【観点に係わる状況】 

 個々の授業に対しては、学生による授業アンケートが実施され、統計データと自由記述欄のコピーが

各教員にフィードバックされる。教員はその結果にもとづいて授業報告書（前掲資料、5-7-2）を作成し

内部質保証委員会（2018（平成30)年度前期まではFD委員会）に提出する。内部質保証委員会は、授業
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報告書と自由記述欄のコピーをもとに問題点がないかを点検し、問題を発見した場合には、教務委員

会、専攻長等に報告する。授業報告書は原則として学生に開示される。なお、指導する大学院生の修了

時に、各教員は指導学生に関する「「情報学研究Ⅰ、Ⅱ」指導報告書」（資料 8-1-1）を提出する。 

 各期の授業全体、また各学年の傾向等については、内部質保証委員会が全授業の統計データを分析

し、結果を専攻会議に報告して教員間で共有している。これにより、次年度の演習科目の進め方をどう

するか等を議論するきっかけとなっている。

大学院生は、入学時に「新入生アンケート」を、修了時には「修了生アンケート」（資料 8-1-2）を

提出する。新入生アンケートのデータは、広報委員会や入試委員会の活動の参考にもなっている。アン

ケートの回収率をあげるため、修了生アンケートは、修士論文の最終稿提出の際に回収している。これ

らのアンケートの実施と分析は内部質保証委員会が行い、結果を専攻会議で報告するとともに、改善策

を提案している。

また、専攻会議構成員に向けて毎年１回のFD研修会を開催している。研修会講師として、FD活動に

関して名の知れた大学の担当教員をお招きしたり、学内の大学教育センターFD担当教員にお願いした

りしている。出席率確保のため、専攻会議冒頭の１時間を使って実施している。

 その他の取り組みとして、教員相互の授業参観、関係する講義・演習科目担当者グループによる情報

共有（上記の「演習科目の進め方をどうするか…」を議論する主体）、オピニオンボックスの設置、な

どがある。

【分析結果とその根拠理由】 

 各種アンケートが実施され、各教員が学生の意見や提案を授業活動にフィードバックする道を確保す

るとともに、各種報告書を通して内部質保証委員会が授業実施上の問題点を発見することのできる手段

を確保している。 

 これらのアンケートに係る統計データの分析が行われ、その情報を専攻会議を通して共有するととも

に、次期の授業展開に活かす手段を用意している。 

以上から、内部質保証が有効に機能していると判断できる。 
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観点８－２－① 教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての適 

切性等に関する検証が行われる仕組みを有していること。 

【観点に係る状況】 

情報学専攻には、９名からなる常設の大学院将来構想委員会（副学部長２名、情報科学（CSプログラ

ム）系教員４名、行動情報学（ISプログラム）系教員１名、情報社会学（IDプログラム）系教員２名）

が設置されている。そこでは主に、次世代の情報学のあり方、すなわち学位授与方針（ディプロマ・ポ

リシー）と緊密に関係する議論が行われている。

その下の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）と関係する部分に関して言えば、カ

リキュラムの大きな改訂を行う場合に、期間限定でカリキュラム検討WGを立ち上げて議論し、カリキ

ュラムを設計する体制をとる。

カリキュラム設計が終わった後、毎年の検証・改善は、常設の内部質保証委員会が担う。

【分析結果とその根拠理由】

 常設の大学院将来構想委員会が設置されており、教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直し

を行うにあたり、大学としての適切性等に関する検証が行われる仕組みができている。情報学専攻とし

て実際にカリキュラム改訂を行うと判断したら、WG を立ち上げて作業する。このような体制となって

いるので、適切な仕組みができていると判断する。

観点８－２－② 組織的に、教員及び教育研究活動を支援または補助するものの質を確保し、更にその維持、

向上を図っていること。 

【観点に係る状況】

 全学主導の研修等は、大学教育センターが行っている。新任教員研修（授業改善活動に関する紹介を

含む）が４月に、FD研修会が夏休み期間中に、FD講演会が年１回行われている。

 情報学専攻における活動としては、観点８－１－③に述べたとおりである。また、情報学専攻に関係

する技術職員および事務職員の研修については、後述する観点９－２－①において述べる。 
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【分析結果とその根拠理由】 

教員、技術職員、事務職員のための研修会・講演会が定期的に開催されるシステムが出来上がってお

り、質を確保し能力の維持、向上を図っていると判断する。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．質保証に係る活動が整理され、それぞれの担当委員会において適切に実施されている。 

２．学生による授業アンケート結果に関して、個々の教員にフィードバックするだけでなく、内部質保

証委員会が専攻全体の傾向や学年毎の傾向を分析し、専攻会議メンバーと共有することによって授業担

当者グループの議論を活性化している。 

【改善を要する点】 

１、全学組織としての内部質保証の体制が平成30（2018年）10月に発足したばかりであり、これまで

の情報学専攻としてのFD活動とのすり合わせがまだ完了していない。 
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【基準９】 財政基盤及び管理運営 

（１） 観点ごとの分析

観点９－１－① 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、危機管理

等に係わる体制が整備されているか。 

【観点に係る状況】 

情報学部・情報学専攻にかかわる事務組織は 2017（平成 29)年度以前と以降では異なっている。2017

（平成 29)年度までは、本学部・本専攻には、事務長がおかれ、その元に、総務係（係長 1、主任 1、係

員 1、パート事務職員 1）、学務係（係長 1、主任 1、係員 1、パート事務職員 1）がおかれていた。業務

集中化の名の下に本部に人員を集めてきたため、学部職員は減る一方であり、当時においても、各係に必

要な職員が十分に配置されているとは言いがたい状態であり、不足分は、パート事務職員や派遣職員を

学部経費で採用して対処している状況であった。

2017（平成 29)年度には、浜松キャンパスにおける事務組織を再編し、浜松キャンパス事務部が新たに

設置され、それまで工学部、情報学部、電子工学研究所等各部局の事務部で所掌していた事務処理をそれ

ぞれ浜松総務課、浜松教務課及び浜松学生支援課で対応することになった（次頁、図 9-1-1)。 

情報学部及び専攻の事務についても、庶務等は、2016（平成 28)年度までは、情報学部事務部のもとに

おかれた「総務係」が担当していたが、2017（平成 29)年度から浜松キャンパス事務部浜松総務課のもと

におかれた情報学部総務係が担当することになった。また事務長が廃止され、浜松総務課の２人の副課

長が分担して、情報学部、工学部、そして電子工学研究所を担当することになり、それまで事務長が果た

していた庶務系の職務を果たしている。その他、教務課におかれた情報学部教務係が教務系の仕事を所

掌し、学生生活の支援等は学生支援課が担うようになっており、浜松キャンパス事務部として機能的な

分担がなされるようになった。
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図 9-1-1  浜松キャンパスにおける事務部組織再編図（2017（平成 29)年度） 

この再編により、浜松キャンパスでは、事務部長が総務、学務系業務の全般を俯瞰し、適切な業務命令

が可能になった。また同一課内に複数部局の事務が所属するため、ワークシェアや連携が容易になった

りするなど、類似業務の一部については効率化が進んでいる。とはいえ、学部運営やカリキュラム等につ

いては、学部独自のものも少なくなく、すべての業務について分担し補助しあうことは難しいため、相変

わらず業務量の多さに関係者が悩まされている現状は変えがたい。特に情報学部においては、2015（平

成 27)年度から行動情報学科が新設されたため、１年毎に 40 人の定員増が生じており、完成年度の 2019

（平成 31）年度は、2014（平成 26)年度に比べ、160 人もの学生増となる予定である。その点を考える

と、情報学部及び専攻の教務の担当者数は十分とはいえない状況にあり、情報学部および専攻としても

これについては、担当者増を全学に働きかける必要があると認識している。

また、技術部は 2012（平成 24)年度から全学に統合され、静岡大学技術部として整備されている。現

在はその情報支援部門が情報学部・専攻を始め、浜松キャンパス全体の各種サーバの運用管理、ネットワ
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ークなどの情報基盤システム運用管理に関する業務支援、学生実験補助などを行っている。情報学専攻

においても、学部・専攻独自のサーバ管理など多くの業務があり、技術部が果たしている役割は非常に大

きい。

危機管理に関しては「静岡大学における危機管理ガイドライン」（資料 9-1-1）および「事象別危機管

理マニュアル」（資料 9-1-2）に準じた取り扱いとし、専攻としても、自主防災隊を組織している（資料 

9-1-3）。

【分析結果とその根拠理由】 

浜松キャンパスにおける事務組織再編による業務の効率化が行われ、より適切な規模と機能をもつ組

織となった。しかしながら情報学部学生定員 40 名増による事務作業の増大を考えると人員が不足してい

ることは否めない。

危機管理体制についてはガイドライン・マニュアルが整備されており、また自主防衛隊も組織されてい

ることから、十分な体制となっていると判断する。

観点９－１－② 学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見や

ニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。

【観点に係る状況】

在校生への「学びの実態調査」のアンケートを実施している（資料9-1-4）。全学の評価会議と協力し

て卒業生および企業関係者に対してアンケート調査を実施しそのニーズなどを把握している。また、保

護者の意見を聞くため、テクノフェスタの開催日（11月第２土曜日）に保護者懇談会を行い、学生の意

見は学内にオピニオンボックスを常時設置して吸い上げるようにしている。

学生については、毎年、内部質保証委員会（2018（平成 30）年９月までは FD 委員会）や学生委員会

などが在校生・卒業生を対象に各種アンケートを実施して、その集計結果に基づき、できるだけ速やかに

改善を図っている。

 新入生アンケートや新入生合宿・研修についてのアンケート、前後期の授業アンケート、コメントペー

パー、また投書箱を設けるなどして学生の意見に耳を傾けている。
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教員の意見は教授会において聴取しており、意見があった場合には丁寧な回答や議論を行うなどして

いる（基準８参照）。  

職員の意見は事務組織については学部総務委員会・教授会などに主要な職員が出席しており、報告や意

見を述べる機会が与えられている。技術職員については技術部長に対して意見を述べることができる。

また学外有識者からの意見を取り入れる体制として、情報学研究推進室に客員教員を置き、研究面での

社会のニーズを取り込んでいる（後述、資料 11-1-6）。そしてこの客員教員で構成するアドバイザリー会

議を毎年開催し、教育プログラムや管理運営について社会のニーズを聴取し、教育研究、また管理運営面

にいかしている（前述、資料 5-7-5）。 

【分析結果とその根拠理由】 

以上のように、在校生、卒業生、教職員、学外有識者などの意見を大学の管理運営に多角的に取り入れ

る体制が整っており、適切な形で管理運営に反映されていると判断する。 

観点９－２－① 機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる教職員が，適切に役割分担し，

その連携体制が確保され，能力を向上させる取組が実施されているか否か。 

【観点に係る状況】 

 学部としての全体的な意思決定機関として教授会が置かれ、全ての教員がメンバーとなっている。教

授会メンバーは教務・入試・学生・広報など明確な役割分担を持つ委員会に所属し、委員会毎に会議を

開催するなどして、同僚と連携しつつ業務を進める体制が確保されている。なお、本学に置かれる教職

員の区分とその分担は静岡大学学則（資料9-2-1）に定められている。 

事務組織については、2017（平成 29)年度の改編により、より効率的で適切な役割分担および連携体制

が実現している。

教職員の能力向上のための取り組みとしては，FD 活動およびSD 活動を実施しており，その種々の

活動現況は大学教育センターで示されている（資料9-2-2）。工学部を含む職員の能力向上の一環とし

て，職員を一定期間海外に派遣し諸外国における大学の教育・研究の支援体制、事務組織等について研

修を行う，職員海外研修を実施している（資料9-2-3）。 
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【分析結果とその根拠理由】

 役割分担された教職員が自由に意見交換しつつ業務を進める体制が整っており、また教職員の能力向

上のためのFD・SD活動の実績も示されている。以上から、本観点については十分に満足していると考

えられる。よって、機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる教職員が，適切に役

割分担し，その連携体制が確保され，能力を向上させる取組が実施されていると判断する。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．情報学部発足以来20年以上にわたり工学部と独立した事務組織を運営していたところ、浜松キャン

パス全体の効率化のためにドラスティックに体制の改革を行い、事務作業の改善をもたらした点（観点

９－１－①）。

２．当初は文科省大学院教育GP(Good Practice)事業の一環として開始したアドバイザリー会議を、事

業終了後も学部運営交付金により10年あまりにわたって継続し、学外有識者の意見を積極的に取り入れ

た大学運営を行っている点（観点９－１－②）。

【改善を要する点】 

１．浜松キャンパス事務再編により事務体制は改善されたが、行動情報学科の設置による学生定員増お

よびますます増大・多様化する大学事務を円滑に進めるためには人員の不足は明らかである点（観点９

－１－①）。 
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【基準１０】 教育情報等の公表 

（１）観点ごとの分析

観点１０－１－① 学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科又は課程等ごと、大学院課程であれば専攻

等ごとを含む）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

【観点に係る状況】 

１．社会一般に対する公表 

2015（平成 27）年４月に情報学・理学・工学・農学研究科を統合し総合科学技術研究科（修士課程）

を設置した。

総合科学技術研究科の教育研究上の目的は静岡大学総合科学技術研究科規則第１条の２において定め

られており、同規則は静岡大学公式 Web ページにおいて広く公表されており、学外の誰もが閲覧可能で

ある（前掲、資料 2-1-2） 

 静岡大学＞静岡大学規則集 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp 

静岡大学総合科学技術大学院研究科規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000512.htm 

情報学専攻の教育プログラムである CS プログラム、IS プログラム、ID プログラム、社会人再教育の

ための特別プログラムの教育目標は情報学部公式 Web ページにおいて広く公表されており、学外の誰も

が閲覧可能である。 

静岡大学情報学部 HOME » 大学院 » 情報学専攻の教育 

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/graduate/education.html 

以上のように、情報学専攻および３プログラム、そして社会人再教育のための特別プログラムの目的は

広く社会一般に対して公表されている。 
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２．構成員に対する周知 

静岡大学大学院総合科学技術研究科規則と情報学専攻のプログラムの目的は、情報学専攻の「(GS) 

READ ME」（学生便覧）に記載されている。「(GS) READ ME」は学部・専攻プライベートネットワー

ク内に電子ファイルが保管されているとともに、学生が参照可能な学情システムにもアップロードされ

ており、ネットワークを介してすべての教職員、学生に提供されている。 

また情報学専攻においては、入学試験の時点においてもプログラム選択をするため、学生募集要項に専

攻３プログラムの教育目標を記載し、周知を図っている。また新入生ガイダンスにおいても３プログラ

ムの説明を行っている。

社会人再教育のための特別プログラムについては一般入試とは別の入試を行っており、予め指導教員

の了解を得る必要があるため、指導教員(候補者)を通し、また広報の時点においても、十分に説明を行っ

ている。 

【分析結果とその根拠理由】 

総合科学技術研究科の目的ならびに情報学専攻のプログラムの教育目標は、Web ページにおいて広く

公表され、また、情報学専攻の「(GS) READ ME」（学生便覧）にきちんと記載されており、対外的にも、

構成員（教職員及び学生）に対しても、適切に周知されていると判断する。

観点１０－１－② 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知されて

いるか。 

【観点に係る状況】 

１．大学内の関係者に対する周知 

総合科学技術研究科および情報学専攻の アドミッション・ポリシー（ＡＰ）、 カリキュラム・ポリシ

ー（ＣＰ）、 ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）は専攻会議での説明を通して学内関係者に周知が図られてい

る。 

81



情報学専攻 基準１０

２．大学外の関係者に対する周知 

総合科学技術研究科及び情報学専攻ＡＰ、ＣＰ、ＤＰは、静岡大学公式 Web ページにおいて広く公表

されており、学外の誰もが閲覧可能である。特にＡＰはこれまでにも学生募集要項の配布等を通じて広

く周知を図ってきている。 

総合科学技術研究科・情報学専攻  アドミッション・ポリシー 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/adm/index_g.html 

総合科学技術研究科・情報学専攻  カリキュラム・ポリシー 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/cur/index_g.html 

総合科学技術研究科・情報学専攻  ディプロマ・ポリシー 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/dip/index_g.html 

【分析結果とその根拠理由】 

１．大学内の関係者に対する周知 

総合科学技術研究科および情報学専攻のＡＰ、ＣＰ、ＤＰは、静岡大学公式 Web ページにおいて広く

公表されており、学内、学外の誰もが閲覧可能である。特にＡＰは学生募集要項の配布等を通じて広く周

知している。よって、入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知

されていると判断する。 

観点１０－１－③ 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第172 条の2 に規定される事項を含

む。）が公表されているか。 

【観点に係わる状況】 

１．自己点検・評価等の結果の公表 

情報学専攻では自己評価報告書（本報告書）と外部評価報告書を刊行すると同時に、それらを情報学部

公式 Web ページにおいて広く一般に公開している

情報学部公式 Web ページ＞学部の取り組み» 情報公開 
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http://www.inf.shizuoka.ac.jp/ＡＰproach/evaluation.html 

２．その他の教育研究活動等の情報発信 

情報学専攻では情報学部公式 Web サイトのトップページに、「お知らせ」や「イベント」といった新着

情報を掲載している。「お知らせ」では、学会等における学生・教員の受賞等を、「イベント」では情報学

部・専攻関連の各種イベント（ワークショップ、研究会、フォーラム等）などを掲載している。これらの

履歴は専用のページに年ごとにまとめられており、時間が経過しても随時閲覧可能になっている。 

また学生有志による情報学部教員へのインタビュー記事など、さまざまな教育研究活動に関する情報

を随時発信している。また、各教員のより詳細な研究活動等は全学の教員データベースを通して、広く一

般に公開されている。 

情報学部・専攻 Web ページ http://www.inf.shizuoka.ac.jp 

HOME > 社会連携 > 産官学連携 > 教員データベース 

https://www.shizuoka.ac.jp/lifelong/db/index.html 

３．外国語による教育研究活動等の情報発信 

情報学専攻では学部公式 Web ページを通して、専攻の基本的な情報を英語で発信している。英語の

ページでは、情報学専攻の概要や理念等が掲載されている。 

情報学部・情報学専攻 Web ページ（英語版） 

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/english/index.html 

【分析結果とその根拠理由】 

総合科学技術研究科および情報学専攻の教育研究活動等についての情報は適切に公表されており、十

分に説明責任が果たされていると判断する。 

（１）情報学専攻の目的は Web ページ等を通じて広く一般に公表されている。

（２）情報学専攻の目的は、刊行物、ガイダンス等を通じて学生を含む構成員に周知されている。

（３）教育研究活動等の情報は刊行物、Web ページ、教員データベースを通じて広く一般に公表されて

いる。 
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（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．総合科学技術研究科の目的ならびに情報学専攻のプログラムの教育目標は、Web ページにおいて広

く公表されており、対外的にも、構成員（教職員及び学生）に対しても適切に周知されている。 

２．総合科学技術研究科および情報学専攻のＡＰ、ＣＰ、ＤＰは、静岡大学公式 Web ページにおいて

広く公表されており、適切に周知されている。 

３．総合科学技術研究科および情報学専攻の教育研究活動等についての情報は Web ページ等を通じて、 

刊行物、ガイダンス等を通じて、また教員データベースを通じて適切に公表されており、十分に説明責

任が果たされていると言える。 

【改善を要する点】 

特になし 
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【基準１１】 研究活動の状況及び成果 

（１） 観点ごとの分析

観点１１－１－① 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能しているか。 

【観点に係る状況】 

１． 専攻の目的 

情報学専攻は、現在急速な勢いで展開しつつある高度情報社会において、日本及び国際社会が直面する

種々の課題を、情報科学技術と情報社会学を融合した立場から解決するため、情報学の学問的高度化を推進

するとともに、高度情報社会が求める専門的な職業人を養成することを目的としている。 

２． 情報学専攻の使命と解決すべき課題 

2002（平成14）年3月に、情報学専攻の前身である情報学研究科の第１期生が専門職業人として、あるいは若

手研究者として巣立っていった。情報学部は情報化という変化の波に洗われている現代社会に職業人を送り出

すインキュベータ（孵卵器）として機能することで、その社会的役割は果たされる。しかし、リアルタイムで進行しつ

つある情報科学技術における革新、ならびに現代における社会変容に眼を向けるとき、解決しなければならない

課題は増大し、それによって高度情報社会の望ましい発展が制約されかねないような状況が生じている。これに

は二つの主要な側面がある。 

第１は、情報技術と人間や社会との不整合である。ユーザー層の拡大にともなう人との親和性の良いインター

フェースの必要性、情報弱者の発生の危険、情報洪水の中での主体性の喪失、疎外感など、個人のレベルでの

問題も深刻化している。一方、ソフト化に伴う産業構造の変化、電子商取引の実用化に伴う安全性、大規模情報

システムやネットワークのセキュリティ、インターネットと既存の法律との関係、マルチメディアの著作権、事務・出

版・マスコミ・図書館・教育等の役割や環境の変化、人間のネットワーク構造の変化など、社会のレベルにおいて

も多くの問題が解決を急がれている。プライバシーや人権の侵害、情報管理社会を招く危険性、世代間・民族間

における文化的・社会的摩擦などの問題も懸念されている。これらの問題の研究・解決は急務であるが、情報技

術の進展の速度の方がはるかに大きく、完全に後追いの対応策に追われているのが現状である。 
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第２は、情報そのものの蓄積と活用、さらには新しい情報文化の創造である。従来の情報科学技術での教育研

究は情報の容れ物や道具に関する教育研究であり、中味の情報をどうすべきかに関しては、大規模データベー

スの構築以外には取り組まれてこなかった。今後は、インターネットによりあらゆる人が情報を発信できるようにな

り、膨大な情報が世界中で流通することによって、これまで以上に深刻な情報爆発が起こると考えられる。それゆ

え、良質な情報をどのようにして蓄積し、万人に活用可能にするか、それによりいかにして望ましい情報社会、情

報文化を築いていくかという課題に直面している。情報の生成・供給・流通・活用に関するより優れた技術と社会

体制を研究し、構築し、実際に良質の情報文化を創造していく必要がある。 

これら二つの課題は、一つの問題の両面であり、いずれも情報科学技術の側からの教育研究だけでは解決し

ない。情報科学からの学問的要請と、情報社会からの現実的要請に対して複眼的視点から応えていかなければ

ならない課題であり、既存の学問領域の枠組みを越えた、情報科学と情報社会学との融合型の大学院レベルの

教育研究組織が必要となる。 

このように本研究科の情報学専攻は、まさに学問的かつ社会的要請による情報学研究の学問的高度化の場を

実現するものであるといえる。 

３． 専攻の目的・使命・解決すべき課題の周知 

上述した専攻の目的・使命等は、本学部・専攻のWebページに掲載し、公表している。このページは頻繁にア

クセスされており、公表方法として妥当であり、十分に周知されているといえる。

情報学専攻（修士課程）のねらい・情報学専攻の設置目的

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/graduate/target.html

４． 研究の特徴 

上述の研究目的を達成するため、情報学部・情報学専攻における研究活動の特徴は、以下のようになっている。 

（１） 既存の情報科学・情報工学とさまざまな文系の学問とを融合させた研究を行っている。ただし、全ての研究が理

工系と文系の要素を同程度に持っているということではない。実際、理工系よりから文系よりまで、多様なタイプ

の研究が行われている。そして、それらは何らかの形で融合を示しており、それぞれが新しい情報学を構成して

いる（図 11-1-1）。たとえば、文工融合によって、単なる情報技術ではなく、人間や社会を見据えた情報技術
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の開発が可能となる。また、情報技術をふまえた社会のデザインが可能となるのである。

（２） 研究者が個々ばらばらに活動するのではなく、組織としてまとまった研究活動を行っている。情報学部・情報

学専攻では、組織としてまとまって新しい情報学を創造していくため、後述する情報学研究推進室を、学部措

置として設置し、文工融合のプロジェクト研究を推進している。

（３） 研究成果を現実の地域社会や国際社会に還元できる実学を基軸としている。情報学部・情報学専攻では、

この還元のため、産業界や地域社会との連携に力を注いでいる。

（４） 融合や実学の土台としての基礎研究にも十分な力を注いでいる。実学を支えるためには、しっかりとした土台が

必要である。情報学部・情報学専攻では、基礎研究や若手の研究支援も盛んに行っている。

５．研究に対する社会的要請 

現代社会を特徴づけるキーワードは、「情報化」と「グローバル化」である。先進諸国における社会の高度情報

化はコンピュータとコンピュータ・ネットワークによって推進されている。そしてインターネットに代表されるネットワ

ークは、社会のグローバル化を必然的に伴う。このような環境下にあって、本専攻への社会的要請は、次の3要素

に分けて考えることができる。 

第1に、情報科学技術の高度化 

第2に、情報社会研究の高度化 

第3に、文工融合の視点の高度化 

第1の情報科学技術の高度化は、情報化とグローバル化に対して科学技術的に応えるものである。計算機から

発達したコンピュータは、メディア機器として人間情報のあらゆる側面をカバーしつつある。マルチメディアやバー

チャルリアリティはコンピュータと人間とのハードルを低くして、コンピュータの応用面を拡大した。このような情報

社会を支えているコンピュータやコンピュータ・ネットワークの科学技術的研究の高度化は、基礎研究からヒュー

マン・インタフェースなど応用研究に至るあらゆる面で社会から期待され要請されている。

第2の情報社会研究の高度化は、情報化とグローバル化に対して人文・社会科学的に応えるものである。生

産・流通・金融システムばかりではなく、政治・行政・教育・文化のあらゆる局面でコミュニケーションにコンピュータ

とコンピュータ・ネットワークが利用されている。そして、このような情報化とそれにともなう社会のグローバル化は、

近代の産業社会・工業社会において実現されてきた生活様式やモラルに変化をもたらしている。 産業社会から

高度情報社会への移行によって生じるであろうさまざまな問題についての理解力・分析力を備えた情報社会研
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究の高度化が社会から求められている。 

第3の文工融合の視点の高度化は、情報科学技術の研究者も情報社会の研究者もひとしく科学技術と現実社

会についての共通の知識と技能と認識を備えることを意味する。情報学専攻では、情報科学と情報社会学との共

通基礎となる総合領域を設けるが、ここでの教育研究は文工融合の視点を身につけることで、明日の高度情報

社会において活躍できる研究者・大学教員や高度専門職業人のリテラシーの形成が可能となる。情報社会への

移行にともなって既存の社会通念が見直されている今日、現実社会に対する文工融合からの複眼的アプローチ

こそ社会が緊急に要請しているものである。 

６．期待される研究成果 

情報学専攻では、その使命・解決すべき課題・社会的要請をふまえ、以下の研究成果の創出を目指している（図

11-1-1、図中の番号参照）。 

（１） 情報を切り口とした人間や社会のあり方の解明、

（２） 情報と人間・社会のインタラクションの解明

（３） 情報を活用する技術・方法の基礎的過程の解明

（４） 情報活用技術・方法の開発

（５） 情報活用技術・方法を基にした人間社会システムのあり方の提案

図11-1-1．情報学部・情報学専攻の文工融合のグラデーション．

図中の番号は、「６．期待される研究成果」で記載した 5 つの研究成果を指している。

理工系と文系の融合比は違っていても、すべて文工融 

(3) (4) (5) (2) (1)

文
系
の
極

理
工
系
の
極
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７．研究の実施体制： 情報学部・情報学専攻の構成 

上述の目的、特に文工融合の情報学を創成するために、情報学部では、1995〔平成 7〕年の創設当初から

設置されている情報科学科と情報社会学科に加え、2016（平成28）年には行動情報学科を設置し、３学科構

成となっている。情報学部及び情報学専攻は、学術院情報学領域および融合・グローバル領域に所属する66

人の教員が担当している。すなわち理工系の情報科学・情報工学の研究者が担当する情報科学科、および国

際、文化、地域、社会、人間、メディアに関するさまざまな文系の学問の研究者が担当する情報社会学科に加

え、学習科学や認知科学・心理学・マーケティング・マネジメント・FinTech(情報技術による金融革新)・人

工知能(AI)・データマイニング・統計学などのデータサイエンスなど多様な研究者が担当する行動情報学科

からなる（次頁、図 11-1-2）。 

３学科構成をとることで、それぞれの分野での専門領域を深めるとともに、それらの連携によって新しい

文工融合の情報学研究を創造していくことを企図している。図 11-1-1 で示したような、さまざまな融合比

の文工融合を創出するためには、さまざまな要素を混ぜ合わせることで、より豊かなグラデーションを作り

出すことが重要である。そして、研究に重点が移される情報学専攻においては同じ１つの専攻として融合を

はかっている。現時点では、情報科学科、情報社会学科の二学科の卒業生が進学しているが、2020年度には

行動情報学科の卒業生が専攻に進学するため、３つの学科を担当する研究者の専門は、理工系と文系が分離

するという形ではなく、情報科学科と情報社会学科、行動情報学科のすべてに、共通する専門領域（認知科

学）や融合領域（ヒューマン・インタフェース、メディア情報学、教育工学など）の研究者が配置されてい

る。 
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図 11-1-2 情報学部・情報学専攻の構成 （2018（平成 30） 年 5 月） 

１． 支援・推進体制：情報学研究推進室 

情報学部・情報学専攻では、文工融合の新しい情報学の研究創造を組織として推進するために、学部措

置として、2004（平成 16）年度に学部内に情報学研究推進室を設置している。推進室には室長、室員が

おかれているのに加え、学外の企業や自治体に籍を置く各方面のスタッフが客員教員として研究に対す

るアドバイスや研究活動への協力をしている。情報学研究推進室では、地域社会に目を向けた実践的取

り組みと大学を拠点とした地域コミュニティ・自治体及び産業界との連帯を重視している。 

情報学部・情報学専攻 研究推進室ＨＰ 

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/approach/science.html 

表 11-1-1 に、情報学研究推進室の概要を示す(次頁) 
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  表 11-1-1 情報学研究推進室の概要 

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻の研究組織は、情報科学、情報社会学、行動情報学を専門とする教員で構成されており、既

存の情報科学・情報工学とさまざまな文系の学問とを融合させた研究を行い、理工系から文系寄りまで、

多様なタイプの研究テーマに取り組んでいる。それらは何らかの文工融合という形で結実しており、そ

れぞれが新しい情報学を構成している。文工融合の新しい情報学の研究創造を組織として推進するため、

学部内に情報学研究推進室が設置され、推進室には室長、室員がおかれているのに加え、学外の企業や自

治体に籍を置く各方面のスタッフが客員教員として研究に対するアドバイスや研究活動への協力をして

いる。このように、研究の実施体制及び支援・推進体制は適切に整備され、機能していると判断する。 

観点１１－１－② 研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されているか。 

【観点に係る状況】 

１． 情報学部・情報学専攻の研究プロジェクトの支援 

情報学研究推進室では、学部横断型大型プロジェクト研究（Ｘプロジェクト）の推進を行っており、年間70～130万

円ほどを2年半～３年半の期間に助成している。 
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2017（平成29）年度に実施した学部横断型プロジェクト研究（Ｘプロジェクト）の実施要領（資料11-1-1）、X プロジ

ェクト提案書兼終了報告書のフォーム（資料11-1-2）とＸプロジェクト提案書（兼終了報告書） 計画調書を資料として

示す。

この研究プロジェクトは、学長裁量経費を財源とする学部内競争的研究費による研究として、以下のように実施し

ている。情報学部・情報学専攻の教員によるチーム型の研究で、情報学の新たな展開につながる研究、国際水準の

成果を生み出す先端研究、地域の産業・社会をリードするとともに学術的にも注目される研究など、情報学部の発展

に寄与することが期待される複数年の研究を対象とする。

（ａ）数名の教員から構成されるＸプロジェクト審査委員会を設置し、教員から提案された研究テーマの採否を決定す

るだけでなく、年度ごとに実施計画書と実績報告書を審査し、次年度継続の可否と支援額を決定する権限をもた

せている。

（ｂ）プロジェクトごとに、プロジェクトメンバーに外部有識者と情報学研究推進室員のコーディネータを加えた推進委

員会を設置し、外部有識者は高い立場から助言し、コーディネータはプロジェクトの円滑な推進をサポートしてい

る。

（ｃ）どのプロジェクトも大型の外部資金獲得を目標の一つとしており、プロジェクト終了後も情報学研究推進室がフォ

ローする。

この10年間で15件の研究プロジェクトを助成しており、これらの研究プロジェクトの全てが、研究代表者もしくは分

担研究者が科研費等の外部資金の獲得に至っている。そのうち、このX型の研究プロジェクトの助成金額を上回る

外部資金を獲得したもの (科研費基盤 (A)、(B)、JSTさきがけ) について、現在進行中の研究の課題名は下記の

通りである。

【科研費基盤研究 (A)】 

１. アクティブラーニング※の形成的評価ツールの開発と検証 [2016～2019 年度]

(研究代表者) → 下記 (X2) 研究分担者、および (X4) 研究代表者

２. 変動性判断の神経機序―変動ある環境を克服する脳の仕組みの探究― [2016～2019 年度]

(研究代表者) → (X2) 研究分担者
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【科研費基盤研究 (B)】 

１． 地域型高精度測位インフラストラクチャの構築  [2017～2020 年度] (研究代表者) → (X1) 研究代表者 

２． 深層強化学習を用いたモバイルデータ 3D オフローディングの研究 [2017～2020 年度]  

(研究代表者) → (X1) 研究分担者 

３．多元的音情報に基づく口腔機能・摂食嚥下機能評価システムの開発と検証[2018～2021 年度]  

(研究代表者) → (X3) 研究代表者 

【科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究事業 さきがけ】 

１.多様な環境に自律順応できる水分ストレス高精度予測基盤技術の確立 [2015～2018 年度] (研究代表者)

→ (X1) 研究分担者

【上記外部資金の代表者が参加していた X 型研究プロジェクト】 

(X1)車車間通信ネットワークを用いた携帯電話網のトラフィックオフローディングに関する研究 

 [2013 年 10 月～2016 年 3 月]  

(X2)専門性に応じた協調学習マネジメント力の育成と評価手法の開発 [2014 年 10 月～2018 年 3 月]  

(X3)人・環境インターラクション※の徹底モニタリング [2015 年 10 月～2019 年 3 月]  

(X4)協調スキルを促進するアクティブラーニング※の設計と評価 [2017 年 10 月～2020 年 3 月]  

※いずれも、それぞれの研究者による固有の表記であるため、他と統一していない。

３． 科学研究費申請の促進

情報学部・情報学専攻では、科学研究費獲得額の増加のために、科研費をすでに取得している研究者以

外の研究者に、新規科研費の申請計画書の提出を義務づけている（資料 11-1-4）。 

４． 科学研究費補助金の獲得支援 

情報学研究推進室では、毎年 、情報学部・専攻構成員に向けて、科研費採択実績の豊富な教員による

コツの伝授や前年度に新たに採択された教員の体験談からなる科研費申請対策会を開催し、科学研究費の
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獲得を推進している（資料 11-1-5）。2017（平成 29）年、2018（平成 30）年に開催された対策会は下記

のように開催されている。教授会前に開催しているため、情報学専攻の教員が多く参加している。

【2017（平成 29）年】 

7 月 28 日 「科研費改革説明会」（西日本会場、於 関西学院大学 6 月 15 日開催）ダイジェスト（情

報学研究推進室 宮崎真室長）

9 月 28 日 科研費研究計画調書の作成のコツセミナー

① 「科研費申請のポイント」 （狩野芳伸教員）

② 「国際共同加速基金（国際共同研究強化）獲得のための参考情報」（金明美教員）

【2018（平成 30）年】 

7 月 26 日 「科研費研究計画調書の作成のコツセミナー」 （李皓教員） 

５． 情報学研究交流会の開催 

情報学研究推進室では、情報学研究交流会を開催している。この研究交流会は、情報学研究の活性化、他

の教員の研究の理解あるいは学生や関係者の啓蒙を目的とし、イブニングセミナーや情報学フォーラムなど

毎年開催されている。毎回、タイムリーなテーマを選定し、情報学部教員の研究発表、学外の専門家や実務

家による講演、聴衆を含む討論を組み合わせた形で実施している。情報学研究交流会は、2016（平成 28）年

度には 5 回、2017（平成 29）年度、2018（平成 30）年度には１回ずつ開催されている。またイブニングセ

ミナーは 2016（平成 28）年度には 8 回、2017（平成 29）年度、2018（平成 30）年度には１回ずつ開催さ

れている。

表 11-1-2 に情報学研究交流会の一覧を、表 11-1-3 にイブニングセミナーの一覧（次頁）を示す。 
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   表 11-1-2 情報学研究交流会  2016（平成 28）年度～2018（平成 30）年度 

表 11-1-3 情報学イブニングセミナー  2016（平成 28）年度～2018（平成 30）年度 
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５． 産学連携共同研究のコーディネート 

地域の有力企業との共同研究では、必要に応じて情報学研究推進室が調整機能を果たしている。近年では、

地元の製造業企業との間に包括教育提携を行い、情報学専攻を担当する教員が出前授業を行うコーディネート

を研究推進室が果たしている。これは将来的には共同研究につながる可能性があるものである。 

６．客員教員の任用 

情報学研究推進室では、産業界や地域との連携を深めて研究のテーマ発掘と方向づけを図り、また成果の社

会還元を促進するために、学外の有識者を客員教員として招聘する制度を設けている。この制度は研究ネットワ

ーク作りに大いに役立っている。

資料に客員教員活動計画・報告書を示す（資料 11-1-6）。客員教員はＩＴ 企業を中心に、政界、行政、大学

等の研究機関など幅広い領域から任用している。 

７. 情報学ワークショップ(WiNF)の共催

東海地域の情報学関係学部、研究科などの協力を得て、情報学部・情報学専攻が2003（平成 15） 年度に開始し

た情報学ワークショップ（WiNF)は、東海地区7大学（静岡大学、愛知県立大学、名古屋大学、名古屋工業大学、

豊橋技術科学大学、名城大学、中部大学）の共催イベントに発展し毎年開催されている（資料 11-1-7）。情報学

専攻では、第１回（2003(平成15)年度）、第２回（2004(平成16)年度）に続き、第12回(平成26(2014)年度)にも幹

事校を引き受けており、毎年、このワークショップにおいて大学院生が発表を行うなどしている。本ワークショップは、

学内外の各種研究機関とのネットワークを作り、情報学をより発展させることに寄与している。

【分析結果とその根拠理由】 

１．上述のように、情報学専攻では研究推進室の以下の７つの施策を中心に研究活動に関する施策が適

切に定められ、適切に実施されていると判断する。 

「１．情報学部・情報学専攻の研究プロジェクトの支援」

「２．科学研究費申請の促進」

「３．科学研究費補助金の獲得支援」

「４．情報学研究交流会の開催」

「５．産学連携共同研究のコーディネート」
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「６．客員教員の任用」

「７．情報学ワークショップ(WiNF)の共催」 

２．「５．産学連携共同研究のコーディネート」を除けば、いずれも数年来実施している施策内容であり、

教員間でも定着している。「５．産学連携共同研究のコーディネート」については新規に立ち上がった事

業であり、現在その内容整備が順調に執り行われている。 

観点１１－１－③ 研究活動の質向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するための取組が行

われているか。 

【観点に係る状況】 

基準 11-1-②で記述したように、情報学部・情報学専攻では、情報学研究推進室を中心として、研究活

動の質の向上のために、様々な取り組みを行っている。その取り組み自体が、過去の点検結果を踏まえた

ものであり、さらに取り組みの中には、研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するための施策が含ま

れている。

１．点検評価委員会等の取り組み 

（１）情報学部・情報学専攻では、点検評価委員会、自己評価 WG・外部評価 WG では、平成 20(2008)年

度、平成 25(2013)年度には自己評価報告書を作成し、外部評価を行った。自己評価報告書と外部評価報告書

は、情報学部・情報学専攻の公式 Web ページにアップロードしている。このほか、点検評価委員会は、毎年、

「情報学部・情報学研究科（情報学専攻）の教育、研究等における教員の活動状況」についての点検を行って

おり、同ページで公表している。

情報学部・情報学専攻情報学部・情報学専攻 Web ページ

情報公開 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/approach/evaluation.html 

（２）静岡大学評価会議では、自己啓発を目的として、教育・研究・運営・社会連携に関する個人評価を
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行っている。これを受けて、情報学部・情報学専攻点検評価委員会では、全学一律の研究評価基準を改定

し、情報学部・情報学専攻独自の評価基準を作った（前掲、資料 3-1-1）。 

２．情報学研究推進室の取り組み 

（１）学部重点研究プロジェクト（Ｘプロジェクト）のスキームは、研究の質を向上させるため、特に工

夫したものとなっている。これらは、上記の点検評価の結果を反映させている。 

（ａ）プロジェクトの採否だけでなく、各年度末、終了時に厳正な審査を行う審査委員会を設置し

ている 

（ｂ）プロジェクトごとに外部有識者とコーディネータを含む推進委員会を設置している 

（ｃ）情報学研究交流会も、第一級の講師を招待するとともに討論の時間を十分にとることにより研究

活動の質の向上をめざしている。 

（ｄ）科学研究費補助金をはじめとする競争的外部資金獲得状況を点検し、次年度の獲得を増加させるた

めの方策を立てている。 

【分析結果とその根拠理由】 

１.「文工融合の新しい情報学の確立・推進」という本学部・専攻の目的を推進するために、情報学部・

情報学専攻の組織構成は、十分に機能しているといえる。またその状況も、適宜公開されている。

（１）情報科学科、行動情報学科、情報社会学科の３学科構成を取り、文工融合のグラデーションを実現し

ている 

（２）理工系、文科系双方の研究者が３プログラムの授業を担当することで、文工融合が推進しやすい体

制になっている 

（３）学科構成にとどまらず、情報学研究推進室を設けることで、本学部・専攻の目的達成を、よりいっ

そう推進している。 

以上に関する情報は、学部の Web ページや学部の広報誌を通じて、公開している。

２．情報学研究推進室を中心とした情報学部・情報学専攻の取り組みは、「文工融合の新しい情報学の確

立・推進」という本学部・専攻の目的を推進するために、十分に機能しているといえる。また、その活動は、
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情報学部・専攻 Web ページの情報学研究推進室のサイトで、適宜公開されている。

３．点検評価委員会等が研究活動の状況を把握し、その結果をもとに、研究推進室が質の向上や改善に結

びつける継続的な取り組みを実施するというシステムは、有効に機能してきたと言える。なお、平成

25(2013)年度から、全学的に教員データベースが構築され、外部からも、また学部の評価担当委員会から

も閲覧可能になり、より実効性のある PDCA サイクルを実施されるようになった。 

よって、本専攻においては、研究活動の質向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善す

るための取組は適切に行われていると判断する。 

観点１１－２－① 研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われているか。 

【観点に係わる状況】 

１． 研究の実施状況 

2015（平成 27）～2017（平成 29）年度の研究業績数について、学部全体の件数と、教員ひとり当

たりに換算した数値を業績の種別にまとめて、表 11-2-1 に示す。 

表 11-2-1 2015（平成 27）-2017（平成 29）年度の研究業績数 
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（１）研究論文の発表状況

情報学部・情報学専攻の教員の 2015（平成 27）～2017（平成 29）年度の研究論文（査読付）の本数

を図 11-2-1 に示す。

査読付の研究論文数をみると、2015（平成 27）年度では、所属教員ベースで合計 54 本の研究論文（査

読付）を発表している（教員一人当たり平均 0.7 本）。論文１～２本を発表した教員は 22 人で、３本以上

の論文を発表した教員も４人いた。また 2016(平成 28)年度では合計 96 本の研究論文（査読付）を発表

している（教員一人あたり平均 1.4 本）。論文１～２本を発表した教員は 23 人で、３本以上の論文を発

表した教員は 13 人いた。2017（平成 29）年度では、合計 108 本の研究論文（査読付）を発表した（教

員一人当たり平均 1.5 本）。論文１～２本を発表した教員は 21 人で、３本以上の論文を発表した教員も

17 人いた。 

図 11-2-1 研究論文（査読付）の本数（2015（平成 27）-2017（平成 29）年度） 

2015(平成 27)年    2016(平成 28)年

2017(平成 29)年 
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情報学部・情報学専攻の教員の 2015（平成 27）～2017（平成 29）年度の研究論文（査読なし）の本

数を図 11-2-2 に示す。  

査読なしの研究論文をみると、2015（平成 27）年度では 18 本（教員一人当たり平均 0.2 本）、2016(平

成 28)年度では 24 本（教員一人当たり平均 0.3 本）であるが、2017（平成 29）年度では 33 本（教員一

人当たり平均 0.5 本）を発表している。 

これらを合わせると、2015（平成 27）年度では、教員一人当たり 0.9 本の論文を発表し、2016(平成

28)年度では教員一人当たり 1.7 本、2017（平成 29）年度では教員一人当たり 2.0 本の論文を発表してお

り、年々増加している。

図 11-2-2 研究論文（査読なし）の本数（2015（平成 27）-2017（平成 29）年度） 

2015(平成 27)年   2016(平成 28)年

2017(平成 29)年 
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（２）学会発表・研究発表の状況

学会発表・研究発表をみると、2015（平成 27）年度では所属教員ベースで合計 217 回（教員一人当た

り平均 3 回）であるが、2016(平成 28)年度では合計 311 回（教員一人当たり平均 4.4 回）、2017（平成

29）年度では 414 回（教員一人当たり平均 5 回）となっており、年々発表回数が増加していることがわ

かる（前掲、表 11-2-1）。 

（３） 単著・共著・編著など著作の状況

単著・共著・編著など著作の状況をみると、2016(平成 28)年度では 2 人、2017（平成 29）年度では 3

人が単著を発表している。また共著では、2015（平成 27）年度では 6 人、2016(平成 28)年は 10 人、2017

（平成 29）年度では 12 人となっており増加傾向にある。また編著も毎年３人ずつある（前掲、表 11-2-

1）。 

（４）特許・出願等の状況

特許も、2016(平成 28)年度には 4 人、2017（平成 29）年度には 1 人が出願しており、2016 年に出願

したうちの１人については登録済となっている（前掲、表 11-2-1）。 

【分析結果とその根拠理由】

１． 過去３年間（2015（平成27）－2017（平成29）年度）の研究業績数は次の各指標において毎年増加

している（表11-2-1） 

・査読付き論文数： 0.74（2015年度）→1.37（2016年度）→1.52（2017年度）

・査読なし論文数： 0.25（2015年度）→0.34（2016年度）→0.46（2017年度）

・学会発表 数： 2.97（2015年度）→4.44（2016年度）→5.83（2017年度） 

・単著 数： 0.00（2015年度）→0.03（2016年度）→0.04（2017年度） 

・共著 数： 0.08（2015年度）→0.14（2016年度）→0.17（2017年度） 

・受賞 数： 0.07（2015年度）→0.13（2016年度）→0.24（2017年度） 

・研究助成 数： 0.05（2015年度）→0.13（2016年度）→0.20（2017年度） 

注）いずれも教員一人当たり平均数（／年）
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２．業績が伸びていることは、他の業績についてもほぼすべてについていえることであり（表11-2-1）、

全般的に見て、研究活動が活発に行われていることが数値データとしても明確に確認することができる。 

よって、研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われていると判断する。 

観点１１－２－② 研究活動の成果の質を示す実績から判断して、研究の質が確保されているか。 

【観点に係わる状況】 

１．受賞等の研究成果 

研究成果としての学術受賞数、招待講演数、記事報道数について、学部全体の件数と、教員一人当

たりに換算した数値を、表 11-2-2 に示す。 

表 11-2-2 研究成果としての学術受賞数、招待講演数、記事報道数 

（2015（平成 27）-2017（平成 29）年度） 

学術賞受賞については 2015(平成 27)年～2017(平成 29)年まで、コンスタントにあり、特に 2017（平

成 29）年については 17 件と非常に多い。また招待講演も 2016(平成 28)年と 2017 年（平成 29 年）

は 60 回を超えており、おおよそ教員１人につき年１回は実施していることになる。また記事・報道数

も 2017（平成 29）年は 71 本と教員１人につき年１回は研究結果等が報道されていることになる。 

２．外部資金獲得状況 

2015（平成 27）～2017（平成 29）年度の外部資金（科学研究費、共同研究、受託研究、寄付金）の受

け入れ件数と金額の全体数と、教員ひとり当たりに換算した数値を、表 11-2-3 に示す(次頁)。 
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表 11-2-3 外部資金（科学研究費、共同研究、受託研究、寄付金）の受け入れ件数と金額 

2015（平成 27）～2017（平成 29）年度 

これをみると、科学研究費、共同研究、受託研究等の合計額が 2015（平成 27）年度では 1億 8984 万円

（教員一人当たり 260 万円）であったものが、2017（平成 29）年度では 2億 8881 万円（教員一人当たり

407 万円）となっており、順調に増加していることがわかる。 

以上の現況は、外部資金の獲得状況が、文工融合の情報学研究を支えるにふさわしい状況になっている

ことを示している。  

科学研究費助成事業の採択状況を表 11-2-4 に示す（次頁）。 
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表 11-2-4 科学研究費助成事業の採択状況（2015（平成 27）～2017（平成 29）年度） 

表 11-2-4 を見ると、2015（平成 27）～2017（平成 29）年度にかけて、本専攻においては 52～55 件の

科研費を獲得しており、教員１人あたり１本までには満たないものの、これに近い数値となっている。特に

基盤（A）、基盤（B）といった大型予算が毎年５～６件も採択されていることは小規模の専攻としては特筆

に値するものといえる。また 2017(平成 29)年度に新設された「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）」

についても３件が採択されていることも特筆に値する。さらに若手（A）若手（B）といった若手研究者向け

の科研費も各年とも 12～15 件ほど通っており、若手の教員のほぼ全員が研究費を獲得していると考えられ

る。

以上の高い科研費の獲得状況からも、情報学研究推進室を中心とした取り組みが、確実な成果をあげて

いるといえる。

２． 学術的に優れた研究・取り組み等 

表 11-2-5 に、平成 27(2015)年以降の、本専攻においての学術的に優れた業績を示した(次頁)。選定に
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は、第１期中期計画の法人評価における選定基準を用いた。選定基準は以下の通りである。

学術面の選定基準： 定評のあるレフリー制のある論文，掲載時のレフリーによる評価，定評のある学 

会誌・専門学術雑誌，新聞等での引用・書評・紹介，定評のある学術雑誌の文献目録

（参考文献目録），定評のある雑誌及び雑誌の Impact factor，Cituation index による言

及，研究業績により得られた定評のある論文賞，学会賞， 国際賞，研究業績の内容の

招待講演を行った主要な国際会議等。 

表 11-2-5 学術的に優れた研究や取り組み（平成 27(2015)年以降） 
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表11-2-5にあげたのは、インパクトファクタ－4.5、5.2というきわめて評価が高い雑誌に掲載された論文

と、経営情報学会の論文賞、また情報処理学会のフェローを受けたという業績である。いずれも極めて高い

レベルの研究であり、これらから情報学専攻において優れた研究成果が生み出されていることがわかる。

【分析結果とその根拠理由】 

１．研究の質を特に表す指標として、学術受賞数、招待講演数、記事・報道数が挙げられるが、いずれも

その平均値は年々増加している（表11-2-2） 

・学術受賞数： 0.07（2015年度）→0.13（2016年度）→0.24（2017年度）

・招待講演数： 0.38（2015年度）→0.99（2016年度）→0.89（2017年度）

・記事・報道数： 0.38（2015年度）→0.44（2016年度）→1.00（2017年度）

注）いずれも教員一人当たり平均数（／年）

２．質の高い研究を推進するための外部資金（科学研究費、共同研究、受託研究、寄付金）の受け入れ件

数と金額がいずれも高い水準にあり、かつ毎年増加している（表11-2-3） 

・研究助成金額： 2,600,546（2015年度）→3,695,259（2016年度）→4,067,734（2017年度）

注）いずれも教員一人当たり平均数（／年）

以上の現況は、外部資金の獲得状況が、文工融合の情報学研究を支えるにふさわしい状況になっている

ことを示しており、また、特に基盤（A）、基盤（B）といった大型予算が毎年５～６件も採択されてい

ること、「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）」についても３件が採択されていることも特筆に

値する。以上より、研究活動の実績から判断して、研究の質が十分確保されていると判断する。

観点１１－２－③ 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等から判

断して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 

【観点に係わる状況】 

表 11-2-6 に社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等を示す

(次頁)。選定には、第１期中期計画の法人評価における選定基準に準じた。基準は以下の通りである。

社会・経済・文化的意義：社会、経済、文化において、具体的に役立てられている研究業績。教科書に取り上

げられた。発明が商品化され広く社会に流布した、書籍が新聞の書評欄に取り上げられた、啓蒙

書として評価が高い等。  
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表 11-2-6 社会・経済・文化の領域における優れた研究業績（平成 27(2015)年以降） 
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【分析結果とその根拠理由】 

社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等を総合的に判断

して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているといえる。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】

１．情報学専攻の研究組織は、情報科学、情報社会学、行動情報学を専門とする教員で構成されており、

既存の情報科学・情報工学とさまざまな文系の学問とを融合させた研究を行い、理工系から文系寄りま

で、多様なタイプの研究テーマに取り組んでいる。それらは何らかの文工融合という形で研究推進され

ており、それぞれが新しくユニークな情報学を展開しているのが特徴である。

２．文工融合の新しい情報学の研究創造は学部内に設置される情報学研究推進室が全面的にサポートし

ており、研究をより促進するため、情報学専攻内において「１．情報学部・情報学専攻の研究プロジェク

トの支援」「２．科学研究費申請の促進」「３．科学研究費補助金の獲得支援」「４．情報学研究交流会

の開催」「５．産学連携共同研究のコーディネート」「６．客員教員の任用」「７．情報学ワークショッ

プ(WiNF)の共催」の７施策を掲げ、同時並行的に実施している。 

３．これらの結実として、研究業績を表す各指標の数値はここ3年でいずれも右肩上がりにある。また、

これは特に研究の質を表す指標としての、学術受賞数、招待講演数、記事・報道数についても同様で、研

究の高い水準を維持するのに成功している。

【改善を要する点】

１．学部内ではさまざまな分野，深度，人数による文工融合研究プロジェクトが立ち上がっており，それ

らを俯瞰するシステムの構築がより共同研究を加速させ，レパートリーを拡げる潜在性を持つと考えら

れる．

２．必要に応じて部局外・学外ともネットワークをつなぐ態様を持つ研究SNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）などは有用と考えられる．
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【基準１２】 地域貢献活動の状況 

（１） 観点ごとの分析

観点１２－１－① 大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具

体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されているか。 

【観点に係わる状況】 

 静岡大学「地域志向大学」宣言に掲げられている、「学生が地域づくりの一員として、自由闊達に地域

の人々と交流し、学びあい、地域課題の解決に向け連携・協働する取組を進め」る、「地域イノベーショ

ンをリードする人材の育成や産官学金連携による共同研究、ベンチャー企業の活動支援等を通して、 地

域の新産業・雇用の創出や学術文化の発展に貢献」するという理念に基づき、情報学専攻では、地域連携

推進室を設け、地域貢献活動の目的を定め、また実行している。 

１. 地域連携推進室の設置

情報学部・情報学専攻の地域連携活動を担う組織として、2006(平成 18)年に設置された地域連携推進

室がある。本室は、「情報学部・（情報学専攻）で行われる教育研究の成果を広く社会に提供することに

より、社会の発展に寄与することを目的とする」ものである。地域連携推進室の具体的なミッションは

図 12-1-1 に示すとおりである。 

図 12-1-1 
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また地域連携室は下記のような取り組みを行っている。

(1) ＩＴ教育支援ボランティア活動

学生が市内の公立小中学校に出向いて小中学生にパソコンの使い方を教える活動で、2002(平成 14)年

度より続いている。なお、小中学校へ出向く学生は全員が麻疹の予防接種を受けたうえで活動に臨んで

いる。

(2) ＩＴ講師補佐ボランティア活動

 幼稚園及び小中学校の先生方・職員の方々を対象としたパソコン講習会において学生が講師の補佐を

するものである。この活動は 2009(平成 21)年度から始められている。 

(3) 自己発見教育に向けての公開講座の運営・モニタリング活動

情報学部の公開講座の運営、ビデオ撮影による DVD 教材の開発、そしてその視聴を学生が体験し、

自己啓発意識を先鋭化していこうとするものである。

(4) 浜松商工会議所 Web ページ作成連携事業活動

浜松商工会議所の Web ページの一部を情報学部の学生が制作している。

(5) アイデアソン、ハッカソン

静岡県からの要請を受け、アイデアを競うアイデアソンとアイデアのプログラミングを競うハッカソ

ンによるアプリを開発するためのマラソンを、地域連携推進室と静岡県が共同で企画・実施した。

(6)その他の活動

(1) (3) (4) は 2008(平成 20)年度から 2011(平成 23)年度まで行われた静岡大学の特別教育研究事業「多

角的社会連携による自己発見教育の推進」の一環として、情報学部がオリジナルに発案・構想し、そして

今日に至っているものである。

さらに、2009(平成 21)年度から静岡大学は「浜松まちなかにぎわい協議会」の特別会員として、2015(平

成 27)年度からは「浜松ＩＴキッズプロジェクト」を後援するなどしている。また、静岡大学教育学部附

属島田中学校とは全国的にもユニークな学内連携を行い、情報学部の学生が附属島田中学校の Web ペー

ジ制作に協力した。

111



情報学専攻 基準１２

2. 公表と周知

教職員に対しては地域連携推進室の会議報告や教授会報告によって周知している。また学生に対して

は、IT 教育支援ボランティア活動の説明会などにおいて周知を図っている。さらに、毎年、『情報学部地

域連携活動報告書』を発行しているほか、情報学部・専攻 Web の地域連携室のページに、毎年の取り組

みを報告することで、その目的と計画、活動内容を公表している（資料 12-1-1,12-2-2）。 

【分析結果とその根拠理由】 

 情報学専攻では、静岡大学「地域志向大学」宣言に掲げられている理念に基づき、地域連携推進室を設

置して、地域貢献活動の目的を定め、また実行している。 

本専攻の社会連携活動の目的や、達成しようとする基本的な成果等も明確に定めており、本専攻にかか

わる構成員（教職員及び学生）に、広く周知している。 

よって専攻の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が

定められており、これらの目的と計画が適切に公表・周知されていると判断する。 

観点１２－１－② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

【観点に係わる状況】 

情報学専攻では、地域連携推室の以下の活動を通して、地域連携の取り組みを実施している。 

1. ＩＴ教育支援ボランティア活動

地域連携推進室が 2001(平成 13)年度から取り組んできたこのボランティア活動は、学生を主軸として、

2008(平成 20)年度から 2010(平成 23)年度までの期間にわたって行われた静岡大学の「多角的社会連携に

よる自己発見教育推進事業」の取り組みを契機にさらに深化するようになった。その結果、情報学部・専

攻の学生が情報学教育の特性を活かし、浜松市内の公立小中学校で、児童・生徒のコンピュータ学習をサ

ポートするだけでなく、学生自らが「ボランティア活動を通して学び、成長する」体験学習という意味合

いも色濃くなっている。

2017(平成 29)年度前期、地域連携推進室は浜松市立追分小学校からの依頼で、5 年生と 6 年生を対象

にしたプログラミングの授業を実施した。授業に先立ち、教員向けの趣旨説明を実施し、6 月から 7 月に
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かけて４回の授業を行った。プログラミング環境は Scratch を用い、授業は、地域連携推進室の専門のス

タッフが行った。また事前講習を受けた学生が授業の補助を行った。2018(平成 30)年度前期には、６月

に２回、授業ではなく、昼休み（12:50-13:30）に子どもたち 20 人程度に対して Scratch のプログラミン

グ体験を提供した。延べ 12 人の学生（うち 1 人が院生）が参加して、提供内容も学生が考えた。このよ

うな取り組みを通じて、各学校のＩＴ教育を支援した。

2.  ＩＴ講師補佐ボランティア活動

このボランティア活動は、前述した、ＩＴ教育支援ボランティア活動の実績を踏まえ、2009(平成 21)

年度から始められている。この活動は、浜松市教育センターが主催する幼稚園及び小中学校の教職員を

対象とした教育工学研修会で、情報学部の学生が講師の補佐をするものである。これは演習形式の研修

会で、ワープロソフトの他、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトの使い方について受講生である

教職員をサポートしている。

2017（平成 29）年度は、浜松市教育委員会の後援により、小学校教員を対象としたプログラミング研

修を８月と１月に実施し、学生がボランティアとして参加した。研修は、プログラミング教育について、 

2020 年度より全面施行される次期学習指導要領の考え方や国際的な動向を紹介する一方で、小学校の授

業でも実現可能性の高いプログラミング教育を体験してもらうことを目的とするものであった。

3. 公開講座『情報学アラカルト講座』の開講

情報学部・専攻の文工融合教育の理念を学生の保護者や地域の人々に広く知ってもらうため、地域連

携推進室は、毎年 11 月開催のテクノフェスタ・情報学部保護者懇談会にあわせて、「情報学アラカルト

講座」を開講している。公開講座は、学部・専攻の研究と教育の一端を社会へ還元するものであるが、こ

の時間帯が情報学部の保護者懇談会の直前であることもあり、保護者に向けて情報学部・専攻の研究と

教育を説明する内容も含んでいる。90 分程度の講座であるが、静岡大学公開講座としては単位時間あた

りの受講生数が毎年トップクラスである。2016(平成 28)年度の講座は以下の通りである。 

・講座１「身体情報化、ポスト・ヒューマンの思想〜管理と自由をめぐって〜」

（情報社会学科教授 吉田寛） 
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・講座２「根拠に基づく医学への数理統計学の挑戦〜QOL の向上のために〜」

（行動情報学科准教授 荒木由布子） 

・講座３「健康を〇〇する情報学」（情報科学科准教授 桐山伸也）

これらの講座は「医療・健康・身体」をテーマにしたもので、参加者の 92.7％が再び参加したいと回

答するなど好評であった。また、平成 29（2017)年度も 11 月のテクノフェスタ・保護者懇談会の日に、

「人工知能」をテーマとして、以下の内容で開催した。

・講座１「これからの高度交通システムと高精度測位社会」（情報科学科准教授 木谷友哉）

・講座２「人間と協調する知的システムの仕組み」（行動情報学科准教授 狩野芳伸）

・講座３「オンライン議論システムを用いた対立的状況解決の支援」（情報社会学科准教授 中澤高師）

4. 浜松商工会議所 Web ページ作成連携事業活動

この活動は、学生に実践的な教育の場を提供するとともに、地域からの要請を視野に入れた、浜松商工

会議所の Web ページの一部の作成を通して地域貢献を図ろうとするものである。 

杉山岳弘研究室は浜松市商工会議所から紹介された中小企業等の Web ページ制作を地域連携推進室の

活動の一環として実施している。2009(平成 21)年度と 2010(平成 22)年度は中小企業の Web ページを作

り、2011(平成 23)年度には静大教育学部附属島田中学校の要請で同校の Web ページをリニューアルして

いる。地域連携室としても、2013(平成 25)年度には浜松市立北部中学校からの依頼を受けて、また 2015(平

成 27)年度前期には浜松市立追分小学校からの依頼により、学生を募集して、同校の Web ページを制作

している。

5. アイデアソン、ハッカソン

静岡県からの要請を受け、2017(平成 29)年度には、地域連携推進室と静岡県が共同でアイデアソン、

ハッカソンを企画・実施した。これは優れたアプリを開発するためのマラソンで、アイデアを競うのがア

イデアソン、アイデアのプログラミングを競うのがハッカソンである。テーマを、「観光に関連するデー

タでアプリを作ろう 〜 静岡県オープンデータ〜の利活用〜」に設定し、主催は情報学部（・情報学専攻）
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と静岡県であり、浜松市が共催した。この企画によって、静岡県は県のオープンデータの利活用を促進

し、情報学部は学生のオープンデータ利活用能力とプログラミング能力を高めることができた。情報学

部の学生だけではなく、理学部 5 名を含む、36 名の応募があった。 

まずアイデアソンを 2017(平成 29)年 10 月 28 日(土)13:00～17:00 に実施した。学外者 2 名を含む 3 名

の審査委員会が最優秀のチームにナイスアイデア賞を授与した。またハッカソンを同年 12 月 2 日（土）

10:00～16:00 に実施した。ハッカソンでも学外者 2 名を含む 3 名の審査委員会を新たに立ち上げ、最も

優れた成果物である「インスタ映えくん（仮）」を発表したチームに最優秀賞を授与した。この「インス

タ映えくん（仮）」は、静岡県と川根本町に注目され、川根本町の申し出により、開発した学生のうち 2

人と峰野博史研究室が川根本町の担当者と意見交換しながら、2018(平成 30)年度中の実用化を目指して

いる。

6. 地域連携室のその他の活動

地域連携室では、2013(平成 26)年度から、毎年８月に、情報オリンピック日本委員会が主催する地域

密着型の学習支援講習会「レギオ」（Regional Training Center の略称）を行なっている。レギオでは、

情報オリンピック予選参加を目指す生徒に対して、プログラミングとアルゴリズムの基礎的なトレーニ

ングを行っている。実践的なトレーニングを通じて、プログラミングやアルゴリズムの効果的な独習方

法を身につけさせるという効果がある。

また地域連携室では、2016(平成 28)年に小学校から始めるプログラミング教育について考えるシンポ

ジウムを開催している。文部科学省が 2020 年度からの施行を予定している新学習指導要領において、

小学校には「プログラミング教育」が導入されることになっている。この「プログラミング教育」の目

的は、プログラム言語を用いてプログラムの書き方（コーディング）を覚えることではなく、論理的・

創造的に思考して課題を発見して解決する普遍的な力（プログラミング的思考）を育成することであ

る。プログラミング教育＝コーディング能力の育成という誤解を解消して、あるべきプログラミング教

育に対する市民の理解を深めるために、情報学部・専攻は市民向けのシンポジウムを、2016(平成 28)年

10 月 23 日に実施した。シンポジウムは、浜松市、浜松市教育委員会、静岡県教育委員会に後援を受け

ており、また静岡大学工学振興基金の協賛と浜松ＩＴキッズプロジェクト推進会議の協力により開催さ
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れたものである。シンポジウムには 95 人という多くの市民が参加した。 

 この他にも、静岡県教育委員会と連携して、アカデミックな雰囲気の中で研究活動を体験させる高校

生アカデミックチャレンジ（工業）、通称“チャレンジラボ”を開催している。毎年夏休みを利用して行わ

れ、毎回 10 時から 16 時まで、計 4 回の指導が行われている。 

7. ICT・AI 研修会

地域連携室の取組みとは別の取組みもある。

2018(平成 30)年情報学部情報科学科の峰野博史教授により、静岡県の試験研究機関の研究員を対象と

して、ICT・AI の導入を支援し、産業の生産性向上を図ることを目的とした ICT・AI 研修会が開催され

ている。研究員が ICT・AI に関する知識を習得するとともに、試験研究への活用課題を各研究所の研究

員同士が情報を共有し、連携した研究課題の創造につなげることがねらいである。2018(平成 30)年 9 月

11 日に第１回 ICT・AI 講演会を開催（75 名参加）し、峰野教員による講演（「生産性向上における ICT・

AI の活用」）の後、研究所の事例紹介、意見交換などが行われた（資料 12-1-3）。また、2018(平成 30)年

12 月 6 日に第 2 回研修会（29 名参加）、2019(平成 31)年 3 月 1 日に第 3 回研修会（29 名参加）が開催

され、Raspberry Pi を用いた体験演習やディスカッションなどが行われた（資料 12-1-4、資料 12-1-5、

資料 12-1-6）。なお、これらの研修会には、体験演習のサポート役として学部生や大学院生も参加した。 

8. システムアーキテクト養成プログラム

自動車等における制御系組込みシステム技術は、今後の浜松の産業を支える柱の一つとなると期待さ

れており、地元で活躍し、地域活性化に貢献しうる組込み技術者の育成が求められている。静岡大学で

は、情報技術の教育力を特色 GP やＩＴスペシャリスト育成プログラム等で培ってきた。この成果を活

かし、情報学部・専攻に「組込みシステムアーキテクト研究所」を設置し、浜松市と連携して、組込み

技術者育成拠点の形成を目指している。

 この研究所では、制御技術とソフトウェア工学を総合的に学ぶ教育プログラムを設計し、合宿形式で

の教育訓練を実施している。これは、浜松市の地域再生計画に組み込まれ、また「はままつ産業創造セ

ンター」を中心に地域の産学官が連携して取り組んでいる「体系的人財育成プログラム」の一部に位置
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付けて、人材育成における企業連携の促進、企業間の技術交流や協業の促進にも貢献するものである。

システムアーキテクト養成プログラム事業のねらいと目標を図 12-1-2 に、システムアーキテクト養成

プログラムの概要を図 12-1-3 に示す。 

図 12-1-2 システムアーキテクト養成プログラム事業のねらいと目標 

図 12-1-3 システムアーキテクト養成プログラムの概要 
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【分析結果とその根拠理由】 

地域連携推進室はＩＴ教育支援ボランティア活動、ＩＴ講師補佐ボランティア活動、公開講座、外部機

関からの要請にもとづく Web ページ作成連携事業活動等多くの活動を学生（大学院生を含む）の参加の

もとで行っている。よって、計画に基づいた活動が適切に実施されていると判断する。 

観点１２－１－③ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上がっている

か。 

【観点に係わる状況】 

地域連携推進室が毎年発行している「情報学部地域連携活動報告書」や情報学部・専攻の Web 上に

公開している活動報告によれば、各取り組みにおいて参加者等のアンケートや聞き取りが実施されてお

り、参加者等の満足度は高く、活動の成果が上がっている（前掲、資料 12-1-1、12-1-2）。 

【分析結果とその根拠理由】 

 「情報学部公開講座」における会場アンケートでは、回答者の約 9割が再び参加したいと答えたこと

やその他のアンケートの結果から判断して、活動の成果が上がっていると判断できる。 

観点１２－１－④ 改善のための取組が行われているか。 

【観点に係わる状況】 

情報学専攻では、静岡大学「地域志向大学」宣言の理念に基づき、地域連携推進室を設け、地域貢献

活動の目的を定め、また実行している。 

地域連携推進室の活動は、同室の定例会議等で計画され、また適宜、専攻会議メンバーに協力要請が

なされている。また同会議で活動を振り返り反省点をあげ改善措置がはかられるとともに、メール報告

や委員会報告の形で専攻会議にも改善点が示され、共有されている（資料 12-1-6）。学生ボランティア

の募集や地域連携のために教職員、学生（大学院生を含む）が協力し、また改善のための取り組みにも

参加している。 
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【分析結果とその根拠理由】 

各事業等は地域連携推進室の定例会議報告の形で、専攻会議のメンバーに共有され。改善策がとられ

ている。本学部・専攻の目的・基本的方針に照らして、教育サービス面における社会連携活動が、非常

に活発に行われ、成果を挙げているとともに、適切な改善措置がとられているといえる。よって、本専

攻において、改善のための取組が行われていると判断する。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．多様な地域課題への対応、一つの課題に対する多様な観点からの対応など、文系から工学系まで幅広

い専門分野をカバーする教員と学生が一つの学部を構成する情報学部の特性を生かした取り組みになる

ように工夫している。 

２．学生を巻き込み、学生の成長につながる取り組みを行っている。 

【改善を要する点】 

１．地域連携活動は継続性が重要であり、地域連携推進室が主体となって関わっている事業は組織的に

継続性を維持する仕組みがあるといえる。しかし、各教員や研究室で行なわれている活動はそれを担う

学生の流動性によって継続が難しくなる場合が多く、改善を要する。

この解決策として、地域連携推進室は、2018 年度に既存の規程を改正し、以下のように業務を整理す

るとともに、これに基づく、学部内の地域連携に関わる活動の調査・掘り起こしを行い、活動報告書に掲

載するようにした。学部内での情報共有を促進し、複数の教員や研究室が協力・連携して事業の発展・継

続を図れるように支援していくことが今後の地域連携支援質の役割である。 

(1) 教員や学生が行う地域課題に取り組む活動の奨励と支援

(2) 地域連携に関わる活動の情報収集、および教員・学生への情報提供
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【基準１３】 国際化の状況 

（１）観点ごとの分析

観点１３－１－① 学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的

方針が定められているか。また、これらの目的と計画等が広く公表されているか。 

【観点に関わる状況】 

１． 国際化に関する目的・計画 

国際化については、静岡大学全体の方針が「静岡大学の理念と目標」にまとめられている（資料 13-1-

1）。そこでは、国際連携の目標として以下が掲げられている。 

情報学専攻においては、上記の戦略および中期計画措置事項を全学と共有しており、これらが情報学部、

情報学専攻の教育における国際化の目的・計画ともなっている。

 

２． 国際化に関する目的・計画の公表 

「静岡大学の理念と目標」および静岡大学の中期計画は静岡大学公式 Web ページにおいて広く一般

国際連携の目標 

○諸外国と学生・教職員の幅広い交流や留学生の積極的な受入れを通して、グローバルに活躍できる人材を

育成し、大学の国際化を推進する。 

○地域社会に根ざした国際連携を推進し、地域と手を携えながら、地域社会とアジア、そして世界とをつなぐ、人

や文化・産業の橋渡しの役目を果たす 

１． 外国語教育、国際関連の授業を通した教育を行うとともに、実用英語教育をさらに充実させ、教育の国際化を 

促進する。（中期計画 I-1-(1)-⑤） 

２． 大学院教育の国際化を推進するために、英語による講義、外国人研究者の講演、国際学会での研究発表

等の取り組みを強化する。（中期計画 I-1-(1)-⑩） 

３． チューター制度、奨学制度等の充実により、留学生支援を促進する。 

（中期計画 I-1-(3)-④） 
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に公表されている。 

理念と目標・ポリシー http://www.shizuoka.ac.jp/outline/index.html 

中期計画 http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/index.html 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の国際化については「静岡大学の理念と目標」および静岡大学の中期計画で説かれており、静岡大

学公式 Web ページで広く公開している。情報学部、情報学専攻の教育における国際化の目的・計画はこ

れに沿うものであり、その一環としてABP プログラムを開始している。これらの活動はWebで広く公開し

ている。よって、専攻の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的

方針が定められており、これらの目的と計画等が広く公表されていると判断する。 

観点１３－１－② 計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。 

【観点に関わる状況】 

１． 国際的な教育環境の構築 

上記の計画を実施するための教育環境を構築するにあたっては、外国人教員や海外での教育研究活動実績

等を有する日本人教員が配置されている必要がある。情報学部・情報学専攻においてこれに該当する教員の

人数を表 13-1-1 に示す。 

表 13-1-1 外国人教員および海外での教育研究活動実績等を有する教員 

外国人教員 ６ 

海外の大学で学位を取得した教員 ４ 

長期在外研究（海外）派遣教員 ２ 

2019（平成 31）.3.1 現在 
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情報学専攻では、外国人教員と海外での教育研究活動実績を有する日本人教員を配置するとともに、実

用英語を重視したカリキュラム編成がなされている。ネイティブスピーカーの教員が担当する科目とし

て、研究科共通科目として、「Science and Technology in Japan 」「Shizuoka Enterprises in South and 

Southeast Asia」「Professional Presentations in English」「English Thesis Writing」の４科目があり、

このうち、「Professional Presentations in English」「English Thesis Writing」の２科目は特に情報学

専攻の学生向けのものとなっている（資料 13-1-2）。また専攻独自の英語科目として「Discussion and 

Report in English on General Systems Theory」がある（資料 13-1-3）。 

またＡＢＰの大学院生の受け入れやＡＢＰ副専攻のために英語対応科目を増やしている。

表 13-1-2 に、情報学専攻で行われている、英語での授業の一覧を示す。なお、各授業の英語レベルは

次のようになっている(次頁)。 

L5：資料も講義も英語で実施する 

L4：資料は日本語と英語の併記、講義は英語で実施する 

L3：資料は日本語と英語の併記、講義は英語主体で、日本語を補足して実施する 

L2：資料は日本語と英語の併記、講義は英語と日本語を半々で実施する（L2’：資料は英語） 

L1：資料は日本語と英語の併記、講義は日本語で実施する（L1’：資料は英語） 

L0：講義の主旨からして英語対応は困難 
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表 13-1-2 情報学専攻の科目の英語対応レベル(2018（平成 30）年) 

表 13-1-5 をみると、Ｌ５～Ｌ３レベルの授業（講義は英語が主体）が８科目、Ｌ２レベルの講義（英

語と日本語が半々）が 16 科目であり、状況によってはＬ５を実施するという科目も４科目ある。 

学部学生、大学院生の国際交流を推進するため、情報学専攻では 2016（平成 27）年 6 月にオンタリオ工

科大学（ＵＯＩＴ、カナダ）と協定を結んでおり（資料 13-1-4）、後述するように、早速、同年に大学

院生が１人留学している。

２．外国人学生の受け入れ・支援 

大学院生の国際交流を促進する制度を組織的に整えている。
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情報学専攻では４月入学と 10 月入学の２ 種類の外国人留学生入試を実施している（資料 13-1-5,13-

1-6）ほか、全学と足並みをそろえ、ABP 入試を行っている。諸外国では学年が秋に始まり夏に終了する

場合が多いため、10 月入学の入試実施は外国人学生の受け入れ促進に資すると期待される。 

情報学専攻の外国人学生の受け入れ実績を表 13-1-3 に示す。 

表 13-1-3 外国人学生受け入れ実績（情報学専攻） 

情報学専攻では、外国人学生（正規生）についてはコンスタントに概ね 10 人ほどを受け入れており、

良好であると判断される。また４－２－①で述べたように、ＡＢＰプログラムの大学院生も例年 7 名程

度入学している（前掲、表 4-2-2）。 

学習面に加えて日本での学生生活全般を支援するためにチューター制度を設けている

（資料 13-1-7）。 

チューター制度の実施状況を表 13-1-4 に示す。

表 13-1-4 チューター実績 
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チューターは外国人学生本人の希望に基づいて配置されるため、学生本人が希望しない場合には配置

されない。各年度とも、希望者にはチューターが配置されており、特に来日直後の１年生にチューターを

希望することが多い。直近の２年間については、外国人学生の約３分の１にチューターが配置されてお

り、実施状況は良好であると判断される。  

またキャリア支援室は、平成 28(2016)年度に、工学専攻と共同で、ＡＢＰ修士学生向けの英語インタ

ーンシッププログラムを準備すると共にマッチングイベントの提供に取り組み、留学生の就職支援を行

っている（キャリア支援室会議議事録：資料 13-1-8）。寄附企業リストに対してＡＢＰ修士学生の英語イ

ンターンシップ先のローリング開拓（テレアポイント、訪問依頼、プログラム提案、実習への同行）を行

い、7 社・30 人弱分の受け入れ規模を確保することに成功した。平成 29(2017)年度においても、工学専

攻と連携してＡＢＰ修士学生向けのインターンシップガイダンスを実施したほか、国際連携推進機構、

工学専攻とともに、静岡県国際経済振興会（ＳＩＢＡ）と連携した留学生向けの企業交流イベントを実施

した。情報学専攻学生 11 人を含む静大学生（45 人）と文芸大の学生など計 72 人が参加し、留学生の採

用に積極的な静岡県内企業 30 社とのマッチングをおこなった。ＡＢＰ修士学生にインターンシップ先を

紹介する組織的対応として評価できるものと考えられる。

２． 国内学生の海外派遣 

国内学生の海外派遣については、学部生、大学院生ともに一定数以上の学生の継続的に海外に派遣され

ている。派遣学生の支援についても、情報学部国際交流委員会による説明会の開催や海外インターンシ

ップ派遣先担当教員の配置を通して支援が行われている。 

また全学からの財政的支援を受けて、大学院生の海外インターンシップも実施している（海外インター

ンシップについては、基準 5-1-③の 1（4）および表 5-1-3 を参照）。

【分析結果とその根拠理由】 

表13-1-1からもわかるように、外国籍の教員や海外での教育研究活動実績等を有する日本人教員の学

部内比率は18.2％と全学的にも高い割合を示している（特に母数66名に対し、外国籍の教員が６人［約１

割］在籍しているというのは相対的に多い）。それに伴い、ネイティブスピーカーの教員が担当する科目
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として５科目が開設されており、英語学習の機会を学生に多く与えている。ABPプログラムなどにより

留学生受け入れに積極的な姿勢も、専攻内の英語対応科目が増加していることからも裏付けられている

（表13-1-5から多くの科目が「講義は英語が主体」あるいは「英語と日本語が半々」で実施されているこ

とがわかる）。

学生の国際交流は良好に促進しており、外国人学生（正規生）を例年10人ほど、ABPプログラムの大

学院生も例年7名程度受け入れており、また留学生活全般を支援するためのチューター制度も定着してき

ている。加えて留学生の就職支援の一環として、キャリア支援室が英語インターンシッププログラムの

運営やマッチングイベントの提供に過去に取り組んでいる。国内学生の海外派遣についても、海外イン

ターンシップなどのプログラムのために派遣先担当教員の配置を行い、一定数以上の学生を継続的に海

外に派遣している。

以上、本専攻においては、計画等に基づいた活動が適切に実施されていると判断する。 

観点１３－１－③ 活動の実績や学生の満足度等から判断して活動の成果が上がっているか。 

【観点に関わる状況】 

情報学専攻では、外国人教員と海外での教育研究活動実績を有する日本人教員を配置するとともに、実

用英語を重視したカリキュラム編成がなされている。加えて、学生、大学院生の国際交流を促進する制度

を組織的に整えている。外国人学生の受け入れについては、一定数以上の外国人学生を毎年度、着実に受

け入れてきている。外国人学生の支援についても、日本語によるレポート・論文作成を支援する授業科目

が開講されると同時に、外国人学生の希望に応じてチューターが配置されている。国内学生の海外派遣

については、人数としてはそう多いとはいえないものの、コンスタントに海外に派遣している。派遣学生

の支援についても、情報学部国際交流委員会や海外インターンシップ派遣先担当教員と連携した支援が

行われている。以上の実績から、活動の成果が上がっていると判断される。 

学生の満足度については、海外インターンシップを経験した大学院生の報告から、派遣学生の満足度は

高いと判断される。 
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【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻では、外国人教員と海外での教育研究活動実績を有する日本人教員の比率が高く、実用英語

を重視したカリキュラム編成も有効に行われている。また、学生、大学院生の国際交流を促進する制度を

組織的に整え、受け入れ／派遣のどちらについても、コンスタントに安定して実施されている。特に、希

望する外国人留学生にはほぼ漏れなくチューターを配置してきており、派遣学生の支援についても、情

報学部国際交流委員会や海外インターンシップ派遣先担当教員と連携した支援を行っている。これらの

実績から、活動の成果が着実に上がっていると判断される。 

観点１３－１－④ 改善のための取組が行われているか。 

【観点に関わる状況】 

国際化に関する目的や計画は、専攻の総務委員会、国際交流委員会のほか、教務委員会、大学院入試ＷＧ、

ＡＢＰ入試委員会、研究推進室等で共有し、それぞれの所掌の取組にいかしており、その中で改善措置がとられ

ている。

特に外国人教員や海外の大学で学位を取得した教員の増加の必要性については人事を進める際に総務委員

会、系列、そして選考会儀で共有しており、人事の進行中においても常に確認している。また選考結果を受けて、

改善の余地を検討するとともに、全学から示されたクロス・アポイントメント制度の利用などについても情報収集に

努めるとともに、導入を探っている。 

また外国人学生の受け入れについては、私費外国人入試やＡＢＰ入試などにおいて入試が公平・公正なもの

になっていることを確認しており、また実入学者の実態をふまえ、改善策も検討している。チューターについても、

西部キャンパス留学生委員会や国際連携推進機構と連携をとりながら、留学生が履修、生活上の困難を抱えない

ように、指導教員が同研究室の日本人学生に依頼している。海外インターンシップはキャリア支援室が支援にあた

っており、成果報告を受けて、改善策も検討している。 

【分析結果とその根拠理由】 

情報学専攻の目的に照らして、教育の国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げていると言え

る。 
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（１）教育の国際化に関しては「静岡大学の理念と目標」に、国際連携の目標として明確に掲げられてお

り（資料 13-1-1）、目的達成のための計画が中期計画において明確に定められるとともに、これらの目的・

計画が広く一般に公表されている。 

（２）外国人教員と海外での教育研究活動実績を有する教員の配置、実用英語を重視したカリキュラム

編成、学生の国際交流を促進するための組織的制度の整備といった観点から、国際的な教育環境が適切に

構築されていると言える。 

（３）毎年、一定数以上の外国人学生を受け入れるとともに、その支援体制が整備され実績を上げてい

る。 

（４）海外派遣を継続しているが、海外インターンシップによる派遣学生はやや少なくなっており、課題

のひとつとなっている。 

以上、本専攻においては、一部課題は残るものの、改善のための取組が適切に行われている。 

（２）優れた点及び改善を要する点

【優れた点】 

１．全学的にも高い割合を示す、外国籍の教員や海外での教育研究活動実績等を有する日本人教員の学

部内比率を踏まえたカリキュラム編成が特徴的で、ネイティブスピーカーの教員が担当する５科目や専

攻内の英語対応科目が増加していることからも、実用英語を重視した講義体系になっている。 

２．留学生受け入れも例年コンスタントに受け入れていることも相まって、日本人学生は海外に派遣さ

れる者だけでなく、キャンパス内に居ながらにして英語の授業を留学生とともに英語で受講する「学内

留学」環境という恩恵も受けている。 

３．学生、大学院生の国際交流を促進する制度を組織的に整え、受け入れ／派遣のいずれについても、安

定して実施されていることは評価に値する。特に、希望する外国人留学生にはほぼ漏れなくチューター

を配置してきており、派遣学生の支援についても、情報学部国際交流委員会や海外インターンシップ派

遣先担当教員と連携した支援を行うことに成功しており、教員－学生間で良好な関係が築かれている。 

【改善を要する点】 

１．一部の教員だけではなく、組織全体で実用英語のカリキュラム体系や留学生を支える取り組みがさ
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らに促進すればより望ましいと考える。留学生のサポートは学業のみならず生活、経済支弁、言葉、各種

事務処理など多岐にわたり、指導教員ならびにチューターだけでなく、支援チームを結成したりするこ

とで、複数の関係者（指導教員ならびにチューターや事務職員）が複数の留学生を一括してサポートする

ような体制がより効率的な運営を後押しするものと考える。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

基準２ 教育研究組織構成 

（１） 観点ごとの分析 

 

[２－１] 教育研究に係る基本的な組織構成（学科、専攻、その他の組織の実施体制）が、学部・研究科等の目的

に照らして適切なものであること。 

 

観点２－１－② 専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、大学院課程にお

ける教育研究の目的を達成する上で必要なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学学則第５条と研究科規則に基づき総合科学技術研究科理学専攻が設置され、そ

の構成は図表２－1－②－１に示された通りである。理学専攻の５コースの分野に対応して編成されている。また

学部同様に専攻横断的に放射科学教育プログラムが展開され、理学専攻の教育研究と緊密な協力体制をとって

いる。 

 

図表２－1－②－１ 理学専攻の組織図 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の教育研究組織は、理学部の教育研究組織とともに、理学部専門科目と

大学院理学専攻科目の企画・実施等に関する責任及び理学部生・大学院生に対する総合的教育責任を負って

いる。上述のような理学専攻の構成は、理学部教育との一貫性を目指したもので教育研究の目的を達成する上

で適切なものとなっていると判断する。 

 

観点２－１－③ 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター（以下、放射科学センター）は、放射

科学の幅広い知識を併せ持つ人材の育成を目的とし、放射科学センター規則（資料編 資料１）に則り、理学部
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の各学科（数学科を除く）と理学専攻の各コース（数学コースを除く）を横断した放射科学の教育を行なっている。 

また同研究センターの教員には静岡大学創造科学技術大学院（以下「創造大学院」という。）の教育研究に参

加する者もいる。更にラジオアイソトープを使った教育・研究を行う施設として放射科学実験棟を有しており、理学

部のラジオアイソトープを使う教育・研究活動の基盤のひとつを提供している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上から、放射科学センターは理学部及び理学専攻における学科・専攻を横断し

た放射科学教育を実施している。また、創造科学技術大学院の院生を多く引き受けている。また客員研究者を招

聘することによって放射科学の研究分野を広げている。これらの教育・研究活動は、教育研究の目的達成のため

の適切なものと判断される。 

 

[２－２] 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 

 

観点２－２－① 教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。

また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必

要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学教授会通則に基づき、理学専攻会議(教授会に相当)規則が定められている。理学

専攻会議は原則として毎月１回、必要に応じて臨時会議が開催される。教育課程に関する事項、学部長及び教

員の選考に関する事項等、理学専攻の教育活動に関する重要事項が審議される（資料編 資料２）。理学専攻

会議は助教以上の全ての教員によって構成される。 

 理学専攻の各種委員会の構成表を図表２－２－②－１に示す。理学専攻各コースからコース長及び放射科学

センターのセンター長からなる運営委員会を設置し、原則として月１回、即応が必要な場合には臨時に開催し、

理学専攻運営全般にわたる重要事項を審議する。また、各コース及び放射科学センターから１名ずつの教員か

らなる教務委員会が設置され、原則として月１回、即応が必要な場合には臨時に開催される。この委員会は大学

院の教育カリキュラムの編成、授業の実施、教育改善等の教育課程の立案・実施・点検等の事項の具体的な問

題を検討し、理学専攻委員会（運営委員会）及び教授会に報告している。この他入試に関しては、理学専攻につ

いては理学専攻委員会（運営委員会）が所掌し、学生生活支援に関しては学生委員会、学生の就職支援に関し

てはコース長からなる学生就職委員会が置かれ、いずれの委員会も定例会議を開催し、コースと連携して所掌業

務の円滑な遂行に当たっている。教育方法などのＦＤ活動及び学生による授業アンケートはＦＤ委員会が所掌し

ている。また、必要に応じて理学専攻長直属の補佐を置き学部運営体制の強化を図っている。 

 

図表２－２－②－１ 理学専攻各種委員会の委員構成 

委 員 会 等  役職指定 数 物 化 生 地 放 

運営委員会 専攻長、副専攻長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内入試委員   ○ ○ ○ ○ ○ ― 

専攻内教務委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内学生委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ― 

専攻内経理委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内自己評価委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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専攻内広報委員会 副専攻長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

放射科学センター運営協議会 専攻長、センター長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

放射線障害防止委員会 

センター長、主任者衛生管

理者、管理担当者、安全管

理要員、３実験区域責任

者、事務長 

― ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内国際交流委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内図書委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ― 

天城フィールド・セミナーハウス運営委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内計測機器委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内ＦＤ委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ― 

理学専攻同窓会連絡委員会   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

専攻内情報化ＷＧ   ○ ○ ○ ○ ○ ― 

専攻内施設マネジメントＷＧ 専攻長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

【分析結果とその根拠理由】 毎月開催される理学専攻会議(教授会に相当)において、全学の主要な会議である

教育研究評議会や企画戦略会議、全学教育基盤機構会議等の大学運営に係る重要事項が報告され、構成員と

大学執行部との意思疎通が図られている。また、運営委員会をはじめとする各種委員会では、所掌事項につい

て実質的な審議が行われる。それらの委員会は、５コース及び放射科学センターの各々から基本的には1名ずつ

選出された教員で構成されているので、理学専攻全体の構成員の意見が反映、保障されている体制であるとい

える。以上のことから、理学専攻会議を中核として、理学専攻全体として統一のとれた組織運営がなれていると判

断する。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 理学の基礎的な全領域を網羅する研究組織であり、バランスの取れた教育が行われている。これに

より、社会の多様なニーズに応えるための高い能力と幅広い学識をもった人材を育成している。 

 

【改善を要する点】 特になし。 

（注）数、物、化、生、地、及び放は、数学コース、物理学コース、化学コース、生物科学コース、地球科学コース、及び放射科学センタ

ーを、○は１名の委員を示す。 
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基準３ 教員及び教育支援者等 

（１） 観点ごとの分析 

 

[３－１] 教育活動を展開するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

観点３－１－① 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が

明確にされた教員組織編制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻は、理学の主要５分野である数学、物理学、化学、生物科学、地球科学の５つのコ

ースを持ち、これに「ビキニ海域における水爆実験による第五福竜丸の被災事件」を契機として設立された放射

科学研究施設を前身とする放射科学教育研究推進センターを含めた６つの柱を持つ教育研究実施体制をとって

いる。教員は主に理学領域に所属し、各コースの学生に対し、密度の高い教育を行っている。理学専攻を主担

当とする教員の一部は、創造科学技術大学院教育部・研究部の教授会構成員であり、博士課程の教育研究にも

参画している。理学専攻では、放射科学教育研究推進センターと物理学、化学、生物科学、地球科学の４コース

との密接な連携の下、放射線取扱主任者免状取得や放射科学の幅広い知識を併せもつ高度専門職業人の養

成を目的とした放射科学プログラムが展開されている。 

理学専攻における教育研究の責任体制として、理学専攻長（理学領域長が兼務）が中心となり、更に各コース

にコース長を配置し、構成教員と密接な連携をとりながら教育研究を推進している。更に、構成教員の連絡・審議

の場として、理学専攻会議等を置いている。  

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の教員は、主に理学領域に所属し、創造科学技術大学院等を主担当部

局とする教員と密な連携を取りながら教育研究を展開している。理学専攻長（理学領域長が兼務）をトップに、各

コースにコース長を置く責任体制をとっている。 

 

観点３－１－③ 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の目標に沿った教育課程を遂行するために、教授、准教授、講師、助教を配置し

ている。理学専攻における、大学院設置基準第9条各号にある資格を有する教員（研究指導教員）数及び研究指

導補助教員数が図表３－１－③－１にまとめられている。 

図表３－１－③－１ 理学専攻における所属領域別研究指導教員・研究指導補助教員数 

 
研究指導教員数 研究指導補助教員数 

教授 准教授 講師 助教 計 教授 准教授 計 

数学コース 5 3 4(1)  0 12(1) 0 0 0 

物理学コース 8 5 1 1 15 0 0 0 

化学コース 7 8 3  0 18 0 0 0 

生物科学コース 7 7(1) 3  0 17(1) 1(1) 0 1(1) 

地球科学コース 5 5(1) 2 2 14(1) 0 1(1) 1(1) 

計 32 28(2) 13(1) 3 76(3) 1(1) 1(1) 2(2) 

※基本的には理学領域所属教員となり（ ）書きは融合・グローバル領域所属教員で内数となる。 
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文部省告示第175号にある大学院に専攻ごとに置くべき教員数は、理学関係の場合、「原則として、研究指導教

員数と研究指導補助教員数を合わせて七以上とする」であるので、理学専攻の場合、この基準を十分満たしてい

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻における専任教員（研究指導教員）数は、文部省告示第175号にある大

学院の専攻ごとに置くべき教員数を上回って、適切に配置されている。これらから、大学院課程において、教育

活動を展開するために必要な教員数は確保されていると判断できる。 

 

観点３－１－④ 学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じら

れているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻においては、40歳未満の若手教員が他の年齢層に比較して少なく、若手教員の

安定的なポストを拡大する必要があり、教員採用の際には、准教授、専任講師または助手の職階を指定した公募

が行われている。 

本学では、平成33年度における女性教員比率の目標値を16％以上としている。本専攻の女性教員の割合は

専任教員全体の約12％であり、目標値より低い。女性教員の採用方針について検討が行われ、この方針は理学

専攻会議でも周知されている。静岡大学男女共同憲章に基づく行動計画に沿い、教員採用計画を申請する際

には必ず、女性教員採用加速制度の適用が可能かについて検討し、平成31年度４月採用に向けた採用計画に

おいて、同制度を適用した。 

教員の教育研究活動をより活性化する措置として、①運営費交付金の均等配分、②専攻長裁量経費による論

文投稿費の補助、③学会賞受賞等の自己申告に基づく、期末手当及び昇給への配慮などがある。更に、静岡大

学教員特別研修制度に基づいて、本期間中に５名の教員が外国で研究に従事した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 年齢や性別構成のバランスに配慮した公募制の導入、女性教員採用加速制度の

適用、基盤校費の配分・専攻長裁量経費の措置の導入などが行われていることから、教員組織の活動をより活性

化するための適切な措置が講じられていると判断するが、40歳未満の若手教員の安定的なポスト拡大、女性教

員比率の増加を促進すべきと思われる。 

 

[３－２] 教員の採用及び昇格等に当たって、明確な基準が定められ、適切に運用されていること。また、教員の

教育及び研究活動に関する評価が継続的に実施され、教員の資質が適切に維持されていること。 

 

観点３－２－① 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学士

課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指導

能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 各コースの採用や昇格基準は、大学・大学院設置基準に規定される教授、准教授、講師、

助教の資格基準及び静岡大学教員資格審査基準を踏まえ定められている。 
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本学では人件費ポイントにより各領域の教員数が管理されている。本専攻に教員の選考が生じた際には、人

事管理委員会（運営委員会と同じ構成員）が調整を行い、毎年0.5％減の人件費ポイントを適正に利用し、教員を

効率的に配置できるように努めている。教員人事計画を全学人事管理委員会へ発議、承認されれば、教育研究

の実績審査を行う人事選考委員会を設け、各コース等の基準により選考を行う。人事選考委員会には他領域の

教員１名を含めることが定められている。 

教員の採用は公募が原則であり、応募者が提出する書類は、教育・研究指導についての抱負、従来の研究の

概要と将来の研究計画、研究業績及び経歴等である。これらにより、担当すべき科目の研究及び教育の適性の

有無や程度を面接や紹介者への連絡を含めて判断し、修士課程における教育上の指導能力の評価を行ってい

る。昇任は、担当授業科目や学士課程指導学生数、修士課程研究指導学生数などの教育業績と研究業績に基

づく教育研究指導能力、管理運営への貢献度を配慮して行っている。このような運用により、理学専攻の教育研

究機能を担うにふさわしい教員スタッフの質の確保を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員の採用基準や昇格基準は明確かつ適切に定められている。教員採用は原則

公募であり、応募者に教育・研究指導についての抱負、将来の研究計画及び研究業績等の提出を求め、担当す

べき科目の教育研究の適性を判断するための面接を課す等により、大学院修士課程における教育研究上の指

導能力の評価が行われている。 

 

観点３－２－② 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果把握さ

れた事項に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 教員は前期、後期及び年間の活動状況の報告として、教育、研究、社会・国際連携及び管

理運営にかかわる活動について特記すべき事項を記載した「活動状況報告書」を理学専攻長（理学領域長が兼

務）へ提出している。また、教員は年度ごとに教育研究の業績等を教員データベースに入力している。理学領域

長、副領域長、理学部副学部長と事務長から構成される人事評価委員会は、教員から提出された「活動状況報

告書」と理学領域・研究所等からの推薦に基づいて、教員の活動について半期ごとに評価を行っている。評価の

際に、教員データベースも参考にされ、評価結果は処遇（昇給、勤勉手当）に反映されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員の教育及び研究活動等に関する評価は、定期的な「教員データベース」への

登録や「活動状況報告書」の提出、それらを人事評価委員会が評価する仕組みで継続的に行われている。その

結果把握された事項は、教員の処遇へ反映されており、適切な取組がなされていると判断する。 

 

[３－３] 教育活動を展開するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われていること。 

 

観点３－３－① 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されてい

るか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教育課程を展開するに必要な業務処理と厚生補導等の学生支援を行う事務職

員の人数と分類を図表３－３－①－１に示す。対象となる理学専攻学生は161人である（平成30年度）。この教務
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系事務職員は、理学部の学生963人及び創造科学技術大学院（博士課程）静岡キャンパスの学生71人の教務と

学生支援業務も行っている。 また、教育研究活動の支援等を行う技術職員は、全学組織である技術部（静岡分

室）に所属し、本専攻には配置されていない。技術職員の支援を受けながら、実験材料の提供と実習補助、岩石

加工の技術指導及び実験装置及び器具の設計、製作、修理等が行われている。 

 

図表３－３－①－１ 教務系職員の人数と分類（平成30年５月１日現在） 

  職員 非常勤職員 派遣職員 計 

教務系職員数 3 2 0 5 

教室付職員等 0 6 0 6 

     計 3 8 0 11 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の教育課程を展開するために必要な最低限の教務系事務職員は配置さ

れているが、大学組織が年々複雑化する傾向にあり、学生に対するよりきめ細やかな教育活動の実施には増員

が望ましい。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】  

 人件費ポイントの適正な利用と公募制を基本とした教員の適切かつ効率的な配置 

 人事評価委員会による教員評価とその評価結果を教員の処遇へ反映させる仕組み 

 客員教授、特任教員等の配置による教育研究の充実さ 

 

【改善を要する点】  

 40歳未満の若手教員の安定的なポスト拡大、女性教員比率の増加の促進 

 教務系の事務職員の増員 
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基準４ 学生の受入 

（１） 観点ごとの分析 

 

[４－１] 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ、それに沿って、適切な学生の受入が実施

されていること。 

 

観点４－１－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）を踏まえ、「大学院総合科学技術研究

科修士課程理学専攻学生募集要項」（資料編 資料３）に理学専攻の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

を明示している。同様に、「10月入学外国人留学生英語コース特別入試学生募集要項」（資料編 資料３）におい

ても「育てる人間像」、「目指す教育」を明示している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、理学専攻が掲げる教育の目的に適合した入学者受入方針が明確

に定められていると判断する。 

 

観点４－１－② 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 入学者受入方針に明示されている学生像に沿った学生を受け入れるため、理学専攻では一

般入試、自己推薦型入試、外国人留学生入試、10月入学外国人留学生英語コース特別入試試及び学部３年次

学生を対象とする入試（飛び入学）を実施している。一般入試、学部３年次学生を対象とする入試及び外国人留

学生入試では、筆記試験（各コースの専門科目の試験と外国語の試験）を課し、大学院教育を受けるのにふさわ

しい基礎学力等を判定している。H31年度入試から外国語の試験の代わりに、数学コース以外はTOEICテストの

スコアを利用し、数学コースでは専門科目の試験に英語による解答を求める問題を出題している。また、口述試

験において各コースの教育目標や求める学生像に沿った各専門分野で必要とされる基礎的・応用的能力や適

性、読解力、論理的思考力、表現力等を判定している。自己推薦型入試では、一般的な学力試験だけでは把握

できないような意欲、適性、コミュニケーション能力等をみるために、各コース等の特性に応じ、自己推薦書及び

学部の成績証明書を元に一次選考を行い、その合格者に対して複数の教員による面接試験を実施している。英

語コース特別入試では、書類審査に加え、オンラインビデオ通話ソフトを用いた複数の教員による面接試験を行

い、意欲、研究能力、適性、コミュニケーション能力等を判断している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、入学者受入方針に沿って多様で適切な学生の受入方法が採用さ

れており、実質的に機能していると判断する。 

 

観点４－１－③ 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 大学院総合科学技術研究科理学専攻の入学者選抜は、専攻長を入試責任者とし各コース

長からなる運営委員会の下で、委員長及び実施上の責任者を定めるなど「実施要領」にある適切な実施体制が
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築かれている（資料編 資料４）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、入学者選抜は適切な体制のもと公平に実施されていると判断す

る。 

 

観点４－１－④ 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組が

行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】 多様な能力を持つ学生を受け入れるために、理学専攻では自己推薦型入試を導入している。

このような多様な入試を行うことで、学部４年次の卒業研究等に対する意欲、関心、及びそのプレゼンテーション

能力、更に関連する口述試験によって基礎学力を評価する入試を展開してきている。自己推薦型入試による入

学者の割合は、過去4年間入学者数の37～43％を推移している (図表４－１－④－１)。また、入学者に占める学

外からの受験者で合格した人の割合は、過去4年間の平均で13%程度である(図表４－１－④－１)。自己推薦型

入試の導入によって、多様な学生のニーズに応えると共に、学際的な学問分野の開拓が図られている。静岡大

学出身者以外の入学者が前回自己評価時の平均7%から総合研理学専攻に改組後に13%程度に改善しているの

は、英語コース特別入試による外国人留学生の増加が寄与している。より多様な学生を受け入れるためにも、入

学者に占める学外出身者の割合を伸ばす取組を引き続き続けてゆく必要がある。 

 

図表４－１－④－１ 入学者に占める自己推薦入試及び学外から受験し入学した人の割合 

  
平成 27 年

度 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

入学者数（A） 84 人 74 人 79 人 87 人 

自己推薦入試による入学者数（B）  31 人 28 人 34 人 33 人 

B/A （％） 37% 38% 43% 38% 

学外受験者の入学者数（C） 13 人 9 人 10 人 9 人 

C/A （％） 15% 12% 13% 10% 

 

【分析結果とその根拠理由】 これらのことから、入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかど

うかを検証するための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。 

 

[４－２] 実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっていること。 

 

観点４－２－① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、そ

の場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の適

正化が図られているか。 
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【観点に係る状況】 平成27～30年度入試では、定員70名に対して入学者74～87名で、定員充足率は1.06～1.2

4倍であり、過去４年間の定員充足率の平均は1.16倍であった（図表４－２－①－１）。一方、入学者定員の充足

率については、0.7倍以上1.3倍未満とされている。 

 

図表４－２－①－１ 平成25年度から平成30年度の定員充足率 

  数学コース 物理学コース 化学コース 生物科学コース 地球科学コース 合計 

募集人数 12 14 18 13 13 70 

平成 25 年度 

入学者数 9 10 29 17 9 74 

充足率 75% 71% 161% 131% 69% 106% 

平成 26 年度 

入学者数 12 11 29 14 9 75 

充足率 100% 79% 161% 108% 69% 107% 

平成 27 年度 

入学者数 10 9(1) 27 22(7) 16 84(8) 

充足率 83% 64% 150% 169% 123% 120% 

平成 28 年度 

入学者数 7 12(1) 30(2) 16(1) 9 74(4) 

充足率 58% 86% 167% 123% 69% 106% 

平成 29 年度 

入学者数 8 14(1) 23 24(5) 10 79(6) 

充足率 67% 1 128% 185% 77% 113% 

平成 30 年度 

入学者数 12 11 31(1) 21(6) 12(1) 87(8) 

充足率 100% 79% 172% 162% 92% 124% 

※括弧内は ABP 学生数(10 月入学)で内数 

※平成 25、26 年度は理学研究科の定員充足率 

 

【分析結果とその根拠理由】 コースによっては、必ずしも適正の範囲に収まっていない年度もあるが、理学専攻

全体としての定員充足率は0.7倍以上、1.3倍未満の範囲内である。この点では、入学定員と実入学者数の関係

は、概ね適正であると判断する。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 教育の目的に沿って、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ、適切な学生の

受入が実施され、機能していること。特に、英語コース特別入試による外国人留学生の増加によって、国際性と

共に多様な学生の受け入れが進んでいること。 

 

【改善を要する点】 理学専攻全体としては、入学定員と実入学者数の関係は概ね適正であるが、年度によって

は適正と判断しにくいコースもあるので、この点については、引き続き改善への努力が必要である。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１） 観点ごとの分析 

 

[５－５] 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること。 

 

観点５－５－① 教育課程方針が、学位授与方針と整合性をもっており、教育課程の編成の方針、当該教育課

程における学習方法、学習過程、学習成果の評価の方針を具体的に示しているか。 

 

【観点に係る状況】 以下の観点５−６と５−８に示されている理学専攻の教育課程方針（カリキュラム・ポリシー； 図

表５－６－①－１ 理学専攻の教育の基本方針）は学位授与方針（ディプロマ・ポリシー； 図表５－８－①−１学位

授与の基本方針）に合致する内容となるよう構築されており、高い整合性が見られる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 このことから、教育課程方針と学位授与方針は整合的であると判断する。 

 

[５－６] 教育課程の編成・実施方針が明確に定められ、それに基づいて教育課程が体系的に編成されており、

その内容、水準が授与される学位名において適切であること。 

 

観点５－６－① 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行っており、授業の内容は、総

合科学技術研究科規則第２条にある研究科全体の人材育成の目的及び、第３条の２に明記されている理学専攻

の教育研究の目的を達成するために、各コースにおいて授業科目の内容、単位数及び履修方法を定めている

（学生便：資料編 資料５）。更に、理学専攻の教育の基本方針をホームページ上で公表している（図表５－６－

①－１）。 

 

図表５－６－①－１ 理学専攻の教育の基本方針 

1. 高い専門知識と独創的な研究能力を持つ人材の育成を目指します。 

2. 特論、演習、特別研究の有機的な関連を重視し、複数の指導教員によるきめ細かい教育・研究の指導を行います。 

3. 基本原理を重視した教育、および複数の専攻にわたる共通授業によって、複眼的な視野を養い、個々の専門的問

題の解決能力を高める教育を行います。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、教育課程が体系的に編成されており、目的とする学問分野や職業

分野における期待に応えるものになっていると判断する。 

 

観点５－６－② 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、水準

が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教育課程は総合科学技術研究科規則に基づき、理学専攻において目的及び
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授与する学位（修士（理学））を定め、５つのコースに関連する学問分野や職業分野における期待に応えられるよ

う教育課程を編成している。理学専攻各コースの授業科目における修了に必要な必修科目は16単位、選択科目

は10～12単位以上で研究科共通科目を含めて各コース30単位以上となっており（図表５－６－②－１）、学生便

覧に明記されている（資料編 資料５）。また、理学専攻では、理学部附属放射科学教育研究推進センターを有

効活用して修士課程の学生に対して放射科学の幅広い知識を持つ高度な専門知識を持つ人材育成を目指して

「放射科学教育プログラム」を物理学、化学、生物科学、地球科学のコース横断的に展開している。その場合の

授業科目における必修科目、選択必修科目、選択科目の開講単位は、必修19単位、放射科学教育プログラム

指定の選択科目７単位以上と研究科共通科目４単位を含むこととしている（図表５－６－②－２）。 

 

図表５－６－②－１ 必修科目と選択科目の配当 

修 了 に 必 要 な 履 修 科 目 単 位 数  

コース 研究科共通科目 コース必修科目 コース選択科目 合計 

数学 2単位 16単位 12単位以上 30単位以上 

物理学 4単位 16単位 10単位以上 30単位以上 

化学 4単位 16単位 10単位以上 30単位以上 

生物科学 4単位 16単位 10単位以上 30単位以上 

地球科学 4単位 16単位 10単位以上 30単位以上 

 

 

図表５－６－②－２ 必修科目と選択科目の配当（放射科学プログラムを履修した場合） 

修 了 に 必 要 な 履 修 科 目 単 位 数 

コース 
研究科 

共通科目 

コース 

必修科目 

コース 

選択科目※ 
合計 

物理学 

（放射科学教育プログラム） 
4単位 19単位 

7単位 

以上 

30単位 

以上 

化学 

（放射科学教育プログラム） 
4単位 19単位 

7単位 

以上 

30単位 

以上 

生物科学 

（放射科学教育プログラム） 
4単位 19単位 

7単位 

以上 

30単位 

以上 

地球科学 

（放射科学教育プログラム） 
4単位 19単位 

7単位 

以上 

30単位 

以上 

※ 放射科学教育プログラム指定の選択科目 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、教育課程が体系的に編成されており、目的とする学問分野や職業

分野における期待に応えるものになっていると判断する。 
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観点５－６－③ 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会

からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の特色ある授業の例として、農学専攻と共同して研究科共通科目として開講して

いる「先端機器分析科学I」及び「先端機器分析科学II」がある。先端機器分析科学I・IIでは、授業科目の「特別演

習」及び「特別研究」に直接つながる機器の操作原理・応用について各教員が得意とする分野を解説し、学生の

学習意欲の向上を目指している。図表５－６－③－１に「先端機器分析科学I」のシラバスの例を示す。 

 また、研究者を志向する大学院生向けに理学専攻が主体となって「創造科学技術入門セミナーII」、「創造科学

技術先端機器分析演習II」を開講し、博士課程進学への意欲向上を促している。図表５－６－③－２に「創造科

学技術入門セミナーII」の受講実績を示す。本講義は総合科学技術研究科共通科目であり、農学専攻の学生も

受講している。 

 一方、近隣の静岡県立大学大学院及び東海大学大学院と単位互換の協定を締結している。この３大学大学院

で交互に主催する連携集中講義を毎年９月・１２月の二回開講している（図表５－６－③－３）。 

 キャリア形成については、同窓会と協力して、理学部卒業生及び理学研究科修了生による大学院生を対象とし

たキャリアデザインのための寄付講義を開講している。「理学同窓会寄付講義I」のシラバス（図表５－６－③－４）

を示す。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、授業の内容が、学術の発展動向、研究の成果や学生の多様なニ

ーズを反映したものとなっていると判断する。 
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図表５－６－③－１ 「先端機器分析科学I」のシラバス 

（平成29年度シラバスより抜粋） 

 

 

図表５－６－③－２ 創造科学技術入門セミナーⅡの履修者数 

専攻 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

理学専攻 6人 16人 8人 

農学専攻 1人 2人 1人 

計 7人 18人 9人 

 

業科⽬名 先端機器分析科学Ⅰ 
(Advance Instrumental Analysis Ⅰ)  

担当教員名 藤原 健智 
(FUJIWARA Taketomo) 

所属等 創造科学技術研究部 

研究室 総 614 

分担教員名  

クラス 総研共通 学期 前期 必修選択区分 － 

対象学年 1 年 単位数 2 曜⽇・時限 ⽕ 9･10 

キーワード バイオ技術、分⼦、遺伝⼦、細胞機能、タンパク質、抗体 

授業の⽬標 先端分析機器の原理を学習し，⾃らの研究に⽣かそう。 

学習内容 本講義は，⽣命科学分野で必須の機器および⼿法の原理・応⽤について農学と理学の教員によ
る連続講義である。 

授業計画 

1（4/12）講義の紹介 
2（4/19）遺伝⼦解析の基礎（農徳⼭真治） 
3（4/26）微⽣物群集構造の解析法（農鮫島玲⼦） 
4（5/10）質量分析計を⽤いた⽣体分⼦のメタボローム解析（農⼤⻄利幸） 
5（5/17）動物ゲノムサイエンスの最先端（理鈴⽊雅⼀） 
6（5/24）植物ウイルスベクターの利⽤法（農平⽥久笑） 
7（5/31）蛋⽩質︓精製と構造・機能分析（理藤原健智） 
8（6/7）光合成⽣物の遺伝⼦改変技術（理粟井光⼀郎） 
9（6/14）プロテオーム解析から何がわかるか（理道羅英夫） 
10（6/21）タンパク質⼯学によるタンパク質の分⼦改変（理天野豊⼰） 
11（6/28）リアルタム PCR の原理と活⽤（理⼭内清志） 
12（7/5）⾼等動物における遺伝⼦導⼊法とその応⽤（理徳元俊伸） 
13（7/12）組織切⽚上での mRNA の発現解析（insituhybridization）（理塩尻信義） 
14（7/19）リアルタイムで細胞内の分⼦を⾒る（理丑丸敬史） 
15（7/26）昆⾍のバイオテクノロジー（農朴⿓洙） 

受講要件 なし。 

テキスト 適時プリントを配布する。 

参考書 必要に応じて随時紹介する。 

予習・復習について  

成績評価の⽅法･基準 レポートの提出を課す。また出席回数が 10 回以下の場合、成績評価の対象とならないことが
ある。 

オフィスアワー 特にもうけない。 

担当教員からのメッセ
ージ 実際の技術については，直接担当の先⽣に気楽に相談してください。 
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図表５－６－③－３ 三大学院連携講義（平成30年９月開講） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 フロンティア科学特論I 1単位

「サカナの生物学」
平成30年9⽉26〜27⽇

9⽉26⽇
「⽔棲動物の感覚と⾏動」
静岡⼤学 竹内浩昭
「神経葉ホルモン、受容体、アクアポリンの分⼦系統と⽣理機能」
静岡⼤学 鈴木雅一
「性決定・分化のメカニズムと性的可塑性−環境要因との関わり」
静岡県⽴⼤学 小林亨

9⽉27⽇
「卵成熟と排卵‐ステロイドホルモン作⽤の研究モデル」
静岡⼤学 徳元俊伸
「広塩性⿂類の浸透圧調整メカニズム」
静岡⼤学 日下部誠
「適応進化の分⼦遺伝メカニズム」
国⽴遺伝学研究所 石川麻乃
「⿂類における種分化のメカニズム」
国⽴遺伝学研究所 北野潤

この講義は静岡⼤学、静岡県⽴⼤学、東海⼤学の三⼤学
連携事業の⼀つとして夏季、冬季に実施しております⼤学
院修⼠学⽣向けの集中講義（フロンティア科学特論I）です。
今回は静岡県下で進められているサカナを⽤いた研究、教
育について国⽴遺伝学研究所の先⽣⽅も招待して講義して
いただきます。多くの学⽣の参加を期待しています。

問い合わせ： tokumoto.toshinobu@shizuoka.ac.jp（静⼤ 徳元）

場所：ビネスト
静岡市産学交流センター
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図表５－６－③－４ 「理学同窓会寄付講義」のシラバス 

（平成29年度シラバスより抜粋） 

 

 

 

授業科⽬名 理学同窓会寄付講義 
(SpecialLecturebyScienceAlumni) 

担当教員名 ⼩池亨 
(KOIKEToru) 

所属等 学術院理学領域 

研究室 理学部 A 棟 6 階 610 室 

分担教員名  

クラス 理学⼤学院科⽬ 学期 前期 必修選択区分 選択 

対象学 1 年 単位数 1 曜⽇・時限 ⽊ 9･10 

キーワード キャリアデザイン、⼤学院での学び、科学技術、物質科学、⽣命科学、環境科学、研究・開
発、理科教育、理学同窓会 

授業の⽬標 
社会で活躍する理学部卒業⽣及び理学研究科・理⼯学研究科修了⽣の経験談を聞き、現代社会
の動向に加え、⼤学院で習得する専⾨知識・技術が、社会（企業・教育研究機関等）でどう活
かせるかを学ぶ。また、⾃らのキャリアを考え、⾏動する⼈材になることを⽬標とする。 

学習内容 

理学部同窓会による科学技術および教育分野の寄付講義として、研究機関や企業・中⾼校等で
活躍中の理学部卒業⽣あるいは理学研究科・理⼯学研究科修了⽣を講師に招き、実施する。講
師は、⾃⾝の仕事内容をふくめ、企業や研究所、教育現場等でどのような⼈材が望まれている
かや、⼤学院でどのようなことを学ぶべきか、経験をふまえ講義する。各講義より、受講⽣は
⼤学・⼤学院での学習を振り返り、各⾃のキャリアを考える。また講師とのデイスカッション
を通し、情報収集と⾃⾝のコミュニケーション能⼒を⾼める。 

授業計画 

1.キャリアデザイン理論の系譜から、現代に求められる意味を考える  
2.同窓⽣による話とキャリアデザイン① 
3.同窓⽣による話とキャリアデザイン② 
4.同窓⽣による話とキャリアデザイン③ 
5.同窓⽣による話とキャリアデザイン④ 
6.同窓⽣による話とキャリアデザイン⑤ 
7.同窓⽣による話とキャリアデザイン⑥ 
8.まとめとレポート提出 
（講師の都合により、順序が変更する場合があります） 

受講要件 特になし。 

テキスト なし。 

参考書 参考資料は随時紹介する。 

予習・復習について 復習はよくしてください。 

成績評価の⽅法･基準 毎回の講義で課すレポートなどに基づいて評価する。 

オフィスアワー 特に設けませんが、質問等のある⽅は研究室をのぞいて下さい。 

担当教員からのメッセ
ージ 

静岡⼤学理学部出⾝の卒業⽣は、実によく各界で活躍しています。皆さんも是⾮、後に続いて
ほしいと思います。 
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[５－７] 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等（研究・論文指導を含む。）が整備されてい

ること。 

 

観点５－７－① 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれの

教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の授業科目は、必修科目と選択科目から構成され、修了には30単位を必要とする

（資料編 資料５）。必修科目（16単位）には特別研究と演習が含まれ、修士学生としての主体的な研究活動、及

び最先端の学術情報に関する議論を行う。選択科目としては、各教員の専門分野を網羅した特論が多数開講さ

れ（24～41単位）、その中から各自選択し履修することで更に知識の幅を広げる。また他コースおよび他専攻の

講義を選択科目として履修することも可能であり、学際的・横断的な研究が推奨されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、授業科目が適切に配置され、教育課程が効果的に編成されてい

ると判断する。 

 

観点５－７－② 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 各授業の科目の単位は、総合科学技術研究科規則第10条（資料編 資料５）に「１単位の授

業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成すること」が明示されている。また、必要とする学修の時間

を、(1)講義については、１時間の授業に対して授業時間外２時間、(2)演習については、授業の内容により、１時

間の授業に対しての授業時間外0.5～２時間、(3)実験、実習及び実技については、授業の内容により、１時間の

授業に対しての授業時間外0～0.5時間、(4)講義、演習、実験、実習又は実技のうち、複数の方法の併用により

授業を行う場合は、その組み合わせに応じ、総学修時間数が45時間となるよう規定している。理学専攻の授業時

間割（図表５－７－②－１）に示すように、講義の主体となる特論は、十二分な予復習時間を取れるよう余裕を持

って配置されている。 

 単位の厳格化に対応するために、「静岡大学単位認定等に関する規程」の改正に従い、総合科学技術研究科

規則の第14条３で、理学専攻の成績の評価は５段階評価（秀、優、良、可及び不可）と定めている（資料編 資料

５）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 
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図表５－７－②－１平成29年度理学専攻授業時間割 
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観点５－７－③ 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

【観点に係る状況】授業の目標、授業目標への達成法、授業目標への到達度で成績評価をすると明記することを

基本としたシラバスが作成され、大学ウェブサイト（http://syllabus.shizuoka.ac.jp/）での検索システムにより学生

に周知されている。学生は、記載事項を参考に受講科目を選択するなどシラバスを活用している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用

されていると判断する。 

 

観点５－７－④ 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合には、

その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 該当なし。 

【分析結果とその根拠理由】 該当なし。 

 

観点５－７－⑤ 研究指導、学位論文（特定課題研究の成果）を含む。）に係る指導の体制が整備され、適切な

計画に基づいて指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 各学生は指導教員の研究指導の元、学位論文の執筆を念頭に置いたテーマ設定に従い、

着実に成果を挙げている。学位論文については指導教員の他、２名を合わせた計３名で審査を行い、修士号の

成果にふさわしい内容となるよう指導を進めている。学生の学会への参加を大いに推奨しており、例年多くの学

生が国内外での学会発表を行っている（図表５－７－⑤－１）。 

 

図表５－７－⑤－１ 理学専攻学生の行った学会での発表件数 

 国内での学会発表 外国での学会発表 

平成27年度 36 1 

平成28年度 70 4 

平成29年度 50 2 

 

理学専攻では、学会受賞者を輩出している（図表５－７－⑤－２）。修士課程の段階で学会賞を受けている学

生が存在することは、教育の効果が上がっている根拠の一つである。 

 

図表５－７－⑤－２ 理学専攻学生の学会受賞件数 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

学会受賞件数 6 13 8 

 

化学コース以外の学生が放射科学教育プログラムを選択した場合、より密な研究指導ができるように、放射科
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学教育プログラム担当教員が副指導教員になるよう総合科学技術研究科規則の第８条３項に明記し、学生便覧

（資料編 資料５）にも載せている。 

例年、修士学生の多くをティーチング・アシスタント（TA）として採用し、学生の処遇の改善に資するとともに、大

学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会を提供している（図表５－７－⑤―３）。これは、研究活動の

効果的推進、及び研究補助業務を通じた若手研究者としての研究遂行能力の育成を目的とするものである。 

 

図表５－７－⑤―３ ティーチング・アシスタント（TA）の選考に関する内規 

（平成29年３月２日総合科学技術研究科理学専攻会議承認） 

国立大学法人静岡大学ティーチング・アシスタント職務規程第５条に基づき、総合科学技術研究科理学専攻の大

学院学生をティーチング・アシスタント（以下｢TA｣という。）に採用する場合の選考基準等を次のとおり定める。 

１．選考基準について 

①学業成績が優秀で研究に対する取組並びに実験・実習指導能力に優れ、指導教員が推薦する大学院学生 

②現職教員又は日本学術振興会特別研究員、社会人、国費外国人留学生、その他勤務先等から給与を受け 

て派遣される大学院学生は採用しない。 

２．選考方法について 

①TA候補者について、各コースにおいて上記基準に照らして選考し、総合科学技術研究科理学専攻会議で 

承認する。 

 

【分析結果とその根拠理由】 これらのことから、研究指導に対する適切な取組が行われていると判断する。 

 

[５－８] 学位授与方針が明確に定められ、それに照らして、成績評価や単位認定、修了認定が適切に実施され、

有効なものになっていること。 

 

観点５－８－① 学位授与方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針は、大学の

理念・教育目標に沿って、総合科学技術研究科規則第２条に専攻の目的を、学生便覧（資料編 資料５）に理学

専攻の教育研究の目的を、学生募集要項に専攻の理念・基本方針が明示されている。更に、理学専攻における

学位授与の基本方針（ディプロマ・ポリシー）を図表５－８－①−１のとおり定めている。 
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図表５－８－①−１学位授与の基本方針（ディプロマ・ポリシー） [理学専攻] 

 総合科学技術研究科理学専攻にあっては、真理を探究する理学の精神を身につけ、基礎科学における深い学

識とそれに基づいてさまざまの基礎ならびに応用分野における問題解決能力を有する人材の育成を目指す。さら

に社会の多様なニーズに応えるための洞察力、適応力、行動力を養うことを目的として、それぞれの専門分野なら

びに学際的分野で高度な教育研究を行う。この目的に沿って設定された授業科目を履修し、必要単位数を取得

することによって、下記に示す資質・能力を身につけたものに修士(理学)の学位を授与する。 

 １．理学の各分野における深い学識を有し、専門的な立場から現代社会の諸問題の解決に指導的に 

   取り組むことができる。 

 ２．健全な批判精神と高い倫理観を備え、社会人としての自らの行動に責任を負うことができる。 

 ３．コミュニケーション能力と国際感覚を持ち、グローバルな観点からリーダーシップを発揮し活躍できる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に

ついての方針が明らかにされていると判断する。 

 

観点５－８－② 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評価、

単位認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻における成績評価及び単位認定は、授業形態の特性に応じて、教員個人の判断

によって、試験、小テスト、レポート及び授業への出席状況や参加態度等を総合して、秀、優、良、可及び不可の

５段階で行っている。専攻の修了認定は、修了に必要な単位数（図表５－６－②－１、図表５－６－②－２）をもと

に、専攻ならびに研究科教授会あるいは代議員会における審議によって実施されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、成績評価、単位認定、修了認定が適切に実施されていると判断す

る。 

 

観点５－８－③ 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 「成績評価の方法・基準」がシラバスに明記されている。また、学生からの成績に関する意見

申立てについては、基本的に指導教員が対応することとしている。図表５－８－③－１に平成29年度の各コース

の授業科目の単位取得割合を示す。各コースとも必修科目で平均96%の単位取得率、選択科目でも平均97%の

単位取得率であり、学生の成績評価は、厳密にかつ適正に行われている。 

 

図表５－８－③－１各コースの授業科目の単位取得者割合（平成30年度3月現在） 

コース 
必修科目 選択科目 

履修単位数（A) 取得単位数（B) B/A（％） 履修単位数（C) 取得単位数（D) D/C（％） 

数学 116 104 90 146 143 98 

物理学 200 200 100 216 212 98 
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化学 442 440 99 366 356 97 

生物科学 334 320 96 327 311 95 

地球科学 157 145 92 173 168 97 

研究科全体 1249 1209 97 1228 1190 97 

（注）表中の数値は、複数ある必修科目、選択科目の履修者及び単位取得者数の総計を示している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判

断する。 

 

観点５－８－④ 学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されてお

り、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 成績評価基準は、総合科学技術研究科規則第14条に示しており、それを学生便覧（資料編

 資料５）に載せて学生への周知を図っている。試験、レポート及び平素の学習状況等から総合的に判断して、秀、

優、良、可及び不可の５段階を設定し、秀、優、良、可を合格としている。また、シラバスに「成績評価の方法・基

準」の項目を設け、各授業の評価の方法・基準を明示する様になっている。修了認定基準は、総合科学技術研

究科規則第17条に基づき、修業年限（２年）以上在学し、所定の単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、修士論文又は特定の課題について研究成果の審査及び最終試験に合格した者に行うとしている。理学専

攻では、各コースに応じた修了に必要な単位数を学生便覧に記し（図表５－６－②－１、図表５－６－②－２）、学

生に周知を図っている。更に入学時、２年次進級時のガイダンスにおいても学生に周知している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 これらのことから、成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周

知されていると判断する。 

 

[５－９] 学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること。 

 

観点５－９－① 学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生のニーズに則した履修指導や学習相

談の体制が整備されているか。また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生を受け入れ

ている場合の適切な学習支援が実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 指導教員について学生便覧「履修と就学について」（資料編 資料５）に明記し、年度当初の

ガイダンス時に学生に周知させている。各コースとも複数指導教員制をとっており、副指導教員は主指導教員と

は異なる観点からの研究指導と助言を適宜行っている。更にコースによっては 1 年次終盤に中間発表会を行うこ

とで各学生の研究の進行状況を教員全員が把握・評価し、２年次学生に対して全教員が助言できる体制を作っ

ている。一方、研究以外のことについても指導教員は日常的に学生の相談にのる他、副指導教員も学生の求め

に応じて研究上の悩みなど相談に応じる体制をとっている。平成 28 年度に全学に設置された「障がい学生支援

室」の主導のもと、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生が入学する場合には学生の状況と適切な学習

支援に向けた対応法について指導教員等、直接指導に当たる教員に情報が共有され、適切な指導となるよう工
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夫されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 これらのことから、学生のニーズに則した履修指導や学習相談の体制が整備され

ていると判断する。 

 

[５－10] 教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること。 

 

観点５－10－① 教育課程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知しており、その基準に従って成績評価、

単位認定を実施しているか。また、厳格かつ客観的な成績評価を実施するため、成績評価の

適切性の確認や異議申し立ての仕組みを組織的に設けているか。 

 

【観点に係る状況】 各科目についての秀、優、良、可及び不可の５段階の成績分布についてはガイドラインが設

けられており、各コース間で極端な平均 GPA のバラツキが出ないように工夫されている。この点は奨学金受給者

や成績優秀者の表彰に関する審査等でもチェックされている。また、成績評価の確認や異議申し立ての期間を

設けて学生に周知しており、成績評価の適切性を担保するよう努力している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 これらのことから、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていると判断する。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されている。また、放射科学教育研究推進センタ

ーを有効活用して修士課程の学生に対して放射科学の幅広い知識を持つ高度な専門知識を持つ人材育成を

目指して「放射科学プログラム」を物理学、化学、生物科学、地球科学のコース横断的に展開している。 

 

【改善を要する点】 特になし。 
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基準６ 学習成果 

（１） 観点ごとの分析 

 

[６－１] 教育の目的や養成しようとする人材像に照らして、学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、

学習成果が上がっていること。 

 

観点６－１－① 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、単位

修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・

水準から判断して、学習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 年次別単位取得の状況を、平均取得単位数を指標として（図表６－１－①－１）に示す。必要な授業科目の単

位は、各専攻の１年次及び２年次においてバランスよく取得されている。全体で平均33.7単位を取得しており、修

了に必要とされる30単位以上を4単位ほど上回っている。平成26年度以降に修士課程に入学した学生が学位取

得に要した在籍期間を年度ごとに示したのが図表６－１－①－２である。各コースとも９割以上の学生が標準修業

期間である２年間で学位を取得し、更に３年間在籍まで含めると約95%の学生が学位を取得した。図表６－１－①

－３は、年度ごとの退学者、除籍者、休学者である。 

 修了時に専修教員免許を取得した学生は過去3年間で延べ55人となり、平均で18人となる（図表６－１－①－

４）。また放射科学教育プログラムの履修者の進路を図表６－１－①－５に示した。過去にはこの教育プログラムを

修了した学生の多くが、博士課程への進学、あるいは原子力関連やその他の分野の研究職を進路として選択し

ていたが、この3年間は10名中１名に留まっている。 

 

図表６－１－①－１ 年度終了時における単位取得状況（平均取得単位数） 

専攻 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 

数学 19 17 18 14 18 15 

物理学 18 11 16 15 15 16 

化学 16 15 17 13 16 13 

生物科学 17 15 17 14 16 14 

地球科学 18 18 17 14 18 14 

 

図表６－１－①－２ 学位取得状況（入学者が学位取得に要した在籍期間） 

入学年度 入学者数 標準修業年内卒業者数 率 「標準修業年限×1.5」内卒業者数 率 

平成 26 年度 75 68（27 年度卒業） 90.7% 71（～28 年度卒業） 94.7% 

平成 27 年度 76 70（28 年度卒業） 92.1% 72（～29 年度卒業） 94.7% 

平成 28 年度 70 66（29 年度卒業） 94.3% － － 

平均 74 68 91.9% 72 94.7% 

＊平成30年3月23日現在 
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図表６－１－①－３ 最終学年学生の異動状況（人数） 

専攻・コース  平成27年度 平成28年度 平成29年度 

数学 

在籍者 （12） 10（0） 7（0） 

修了者 （12） 8（0） 6（0） 

退学者 （0） 2（0） 1（0） 

除籍者 （0） 0（0） 0（0） 

休学者 （0） 1（0） 0（0） 

物理学 

在籍者 （11） 8（2） 12（1） 

修了者 （8） 7（1） 12（1） 

退学者 （1） 1（0） 0（0） 

除籍者 （0） 0（0） 0（0） 

休学者 （3） 0（0） 1（1） 

化学 

在籍者 （32） 27（3） 29（0） 

修了者 （28） 26（2） 28（0） 

退学者 （1） 0（1） 2（0） 

除籍者 （0） 0（0） 1（0） 

休学者 （1） 1（1） 1（0） 

生物科学 

在籍者 （14） 15（0） 21（0） 

修了者 （14） 14（0） 20（0） 

退学者 （0） 1（0） 0（0） 

除籍者 （0） 0（0） 0（0） 

休学者 （0） 1（0） 1（0） 

地球科学 

在籍者 （9） 16（2） 10（1） 

修了者 （7） 15（1） 9（0） 

退学者 （0） 0（0） 1（1） 

除籍者 （0） 0（0） 0（0） 

休学者 （1） 0（1） 1（0） 

※数字は人数を示す。在籍者数は各学年度5月1日における2年生の人数。 

※（）は理学研究科の学生 

 

図表６－１－①－４ 専修免許取得状況 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

中学校専修免許(数学)取得 4 4 3 

中学校専修免許(理科)取得 3 4 4 

高校専修免許(数学)取得者 6 6 3 

高校専修免許(理科)取得者 6 6 6 

 

図表６－１－①－５ 放射科学教育プログラム履修者の進路一覧 

入学年度 

（修士課程） 

履修者数 博士課程進学 
就職 その他 

（原子力関連・研究職以外の就職者も含む） 原子力関連 研究職 

平成27年度 3 0 1 1 1 

平成28年度 4 0 0 0 4 

平成29年度 3 0 0 0 3 

(注)平成29年度は平成31年3月修了予定者の見込み。 
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【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の約９割超の学生が標準終業年限（２年）以内に修了し学位を得ており9

5%の学生が３年以内に修了している。また、その年の修了生の数に対する高校専修免許の取得者延数の割合は、

数学で58％と高い割合となった。以上のことから、教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 

観点６－１－② 学習の達成度や満足度に関する学生からのアンケートの結果等から判断して、学習成果が上が

っているか。 

 

【観点に係る状況】 

１．学業の到達度に関する学生の評価 

 平成30年10月に、学生全員を対象とするアンケート調査を実施した。図表６－１－②－１には、学業の到達度

（入学した時点と比べて能力や知識はどのように変化したか）について理学専攻修士２年生の結果を示す。比較

的高い評価は｢専門分野や学科の知識｣、「分析力や問題解決能力」、｢プレゼンテーションの能力｣、「数理的な

能力」、「批判的に考える能力」である。他方、「国民が直面する問題を理解する能力」、「地域社会が直面する問

題を理解する能力」については相対的に低い評価であった。

 

図表６－１－②－１ 学業の到達度について（％）（修士２年生：回答数38） 

 大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った 

分析力や問題解決能力 37 58 5 0 0 

専門分野や学科の知識 55 42 3 0 0 

批判的に考える能力 32 58 11 0 0 

異文化の人々に関する知識 16 50 32 3 0 

リーダーシップの能力 11 39 50 0 0 

人間関係を構築する能力 13 47 29 11 0 

他の人と協力して物事を遂行す

る能力 
16 50 32 3 0 

異文化の人々と協力する能力 8 26 66 0 0 

地域社会が直面する問題を理

解する能力 
6 22 72 0 0 

国民が直面する問題を理解す

る能力 
5 37 55 3 0 

文章表現の能力 16 46 35 3 0 

コミュニケーションの能力 13 55 26 5 0 

プレゼンテーションの能力 33 47 17 3 0 

数理的な能力 32 47 18 3 0 

時間を効果的に利用する能力 21 42 24 13 0 

グローバルな問題の理解 5 34 58 0 3 

卒業後に就職するための準備

の度合い 
24 47 26 3 0 
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２．授業の満足度に関する学生の評価 

 同上のアンケート調査の結果、理学専攻の学生の教育に対する満足度をまとめたのが、図表６－１－②－２で

ある。授業の全体的な質に関する項目の満足度は60-74％で（「とても満足」5-17％、「満足」55-57％）、「不満」

「とても不満」の否定的評価の合計2-5％を大きく上回り、学生は授業内容等について概ね満足していることがわ

かる。これらの結果は同時期に同一の質問項目で実施された理学部生のアンケート結果と比べると満足度が高

い結果となっており、修士課程の学生の方が学部生よりも満足度が高いことが分かる。 

 

図表６－１－②－２ 教育に関する満足度（％） 

 
 とても 

満足 
満足 

どちらで

もない 
不満 

とても 

不満 

授業の全体的な質 
1年生 17 57 25 2 0 

2年生 5 55 34 5 0 

日常生活と授業内容との関連 
1年生 15 48 35 0 2 

2年生 3 61 33 3 0 

将来の仕事と授業内容の結びつき 
1年生 9 45 42 4 0 

2年生 13 42 34 11 0 

教員と話をする機会 
1年生 13 43 36 4 4 

2年生 14 59 19 5 3 

学習支援や個別の学習指導 
1年生 11 34 51 2 2 

2年生 8 39 47 3 3 

※ アンケート回答数：1 年生 53 人、２年生 36 人 

 

 更に、授業の全体的な質に関する項目についても同様に満足度が高い。一方、｢学習支援や個別の学習指

導｣では満足度は相対的に低い傾向が現れた。アンケートの別項目として「教育内容」の総合的な満足度の質問

項目においても満足度は70-76％で（「とても満足」8-16％、「満足」54-68％）、「不満」「とても不満」の否定的評

価の合計5-6％を大きく上回り、学生は授業内容等について概ね満足していることがわかる(図表６－１－②－３)。 

 

図表６－１－②－３ 教育内容に関する総合的な満足度（％） 

 
 とても 

満足 
満足 

どちらで

もない 
不満 

とても 

不満 

教育内容の総合的な満足度 
1年生 16 54 24 6 0 

2年生 8 68 19 5 0 

        ※アンケート回答数：1 年生 50 人、２年生 37 人 

 

【分析結果とその根拠理由】 学業の成果に関する学生の評価は、①専門分野に関する知識を始め理学関係の

成果に関する評価は概ね肯定的であり、学業の到達度評価も概ね良い。②在学生によるアンケート調査結果に

よれば、教育に対する総合的な満足度の割合が高い。このことから、概ね教育の成果が上がっていると判断する。 
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[６－２] 修了後の進路状況等から判断して、学習成果が上がっていること。 

 

観点６－２－① 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上がって

いるか。 

 

【観点に係る状況】 平成27年度に理学研究科から総合科学技術研究科・理学専攻に改組になったため、総合

科学技術研究科・理学専攻の修了生は平成28年度からである。平成27年〜29年度の３年間に理学研究科（平

成27年度）と理学専攻（平成28, 29年度）を修了した者の進路調査の結果について、詳細なデータを資料編（資

料６）に、またそこから抽出した結果を図表６－２－①－１に示す。３年間平均で就職率(就職者数/修了者数)は8

6.8％、就職希望者就職率(就職決定率)は97.4％、博士課程進学率(進学者数/修了者数)は7.3％であった。この

ように、修士課程修了生の大半が就職を希望した。就職希望者就職率(就職決定率)は年々上昇し、平成29年度

には100％に達した。この結果は、(1)景気の回復傾向、(2)理学専攻の就職支援体制の強化が実を結びつつある、

(3)また、学習効果が上がっていることと関連していると思われる。博士課程進学率も僅かであるが年々上昇し、学

習効果が上がっていることと関連していると思われる。平成27年〜29年度の３年間に理学研究科・理学専攻を修

了し就職した者のうち18人(8.2％)が教職に就いており、理系の他研究科・他専攻にはない特徴と言える。 

 

図表６－２－①－１ 修了生の進路選択 

 

修了者 

進学率 就職率 就職希望者就職率 

進学者数 割合（％） 就職者数 割合（％） 
就職 

希望者数 
割合（％） 

平成29年度 76 8 10.5 63 82.9 63 100  

平成28年度 74 5 6.8 64 86.4 66 96.0 

平成27年度 69 3 4.3 63 91.3 66 95.4 

進学率＝進学者数/修了者数を示す。就職率＝就職者数/修了者数を示す。       

就職希望者就職率＝就職者数/就職希望者数を示す。                               

 

 理学研究科・理学専攻の修了者は社会の様々な分野で活躍をしているが、平成27年〜29年度の３年間に理学

専攻を修了した者の社会での活躍等が確認できる新聞記事等の資料はない。 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学研究科・理学専攻では、就職を希望する者の割合が非常に高いが、そのほと

んどが就職して社会に活躍の場を得ており、修士課程で高度な教育を受けた者として社会に受け入れられてき

たことがわかる。就職希望者就職率(就職決定率)は年々上昇し平成29年度には100％に達し、また、博士課程進

学率も僅かであるが年々上昇していることから、就職や進学といった修士課程修了後の進路の状況等の実績か

ら判断して、学習成果が概ね上がっていると思われる。 
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観点６－２－② 卒業（修了）生や就職先等の関係者からのアンケートの結果から判断して、学習成果が上がっ

ているか。 

 

【観点に係る状況】 平成30年10月に理学研究科・理学専攻修了生ならびに学生の就職先を対象に行ったアン

ケートを行った。その詳細なデータは資料編（資料７）(および、https://www.shizuoka.ac.jp/outline/index_stu_30.

html)に、またそこから抽出した結果を図表６－２－②－１と図表６－２－②－２に示す。 

 図表６－２－②－１は、修了生の大学院時代の教育についての満足度（非常に満足・やや満足の合計割合）、

学生生活を通して身についた能力（とても身についた・やや身についたの合計割合）、大学院で学んだことや経

験が社会に出てどの程度役に立っているか（十分役立っている・ある程度役立っているの合計割合）のアンケート

結果である。回答数がわずか８だったので有意性に難があるが、３つの観点で共通する比較的割合の高かった

項目は「専門分野に関する知識・技術」、「幅広い教養と基礎学力」、「問題発見/分析/解決能力」、「文章解読・

表現能力」、「プレゼンテーション能力」、「コミュニケーション能力」であった。 

 図表６－２－②－２は、修了生が学生生活を通して身についたと思う能力（上記と重複）と学生の就職先（企業・

官公庁等と学校関係）が修了生に対して身についていたと思う能力（十分身についていた・ある程度身について

いたの合計割合）との比較、ならびに、学生の就職先が業務（職務）を遂行する中で重要と思われる能力（非常に

重要・ある程度重要の合計割合）のアンケート結果である。就職先（企業・官公庁等）が修了生に対して身につい

ていたと思う能力は、80％を越えるものでは高い順に「チームワーク」、「幅広い教養と基礎学力」、「文章解読・表

現能力」、「専門分野に関する知識・技術」、「問題発見/分析/解決能力」と「コミュニケーション能力」であった（回

答数48）。これらの結果は、修了生の自己評価を概ね支持する結果となった。修了生の自己評価で下位にランク

された「チームワーク」（62.5％）は、就職先では非常に高く評価された（93.8％）。一方、卒業生の自己評価では

上位にランクされた「プレゼンテーション能力」（87.5％）は、就職先では若干低めに評価された（77.1％）。 

 就職先（企業・官公庁等）が業務遂行に重要な能力にあげた上位６つは、「コミュニケーション能力」、「チームワ

ーク」と「問題発見/分析/解決能力」、「幅広い教養と基礎学力」、「文章解読・表現能力」、「リーダーシップ」の順

であるが、理学研究科・理学専攻修了生は「リーダーシップ」を除く他の能力については概ね修得していたことが

わかる。実際、理学研究科・理学専攻修了生を採用したことに対し、非常に及び概ね満足と回答した就職先は89.

6％であり、今後の採用意向について、積極的に採用していきたいが58.3％、現在と変わらず採用が35.4％であ

った（回答数は48）。 

 平成27年〜29年度の３年間に理学研究科・理学専攻を修了し就職した者のうち18人(8.2％)が教職に就いた。

学校関係に対して行ったアンケートでは、学校関係者が修了生に対して身についていたと思う能力は、80％を越

えるものでは高い順に「専門分野に関する知識・技術」、「幅広い教養と基礎学力」と「文章解読・表現能力」、「問

題発見/分析/解決能力」、「プレゼンテーション能力」と「高度な専門的知識と研究能力」であった。企業・官公庁

等と重なる部分が多いが、教育機関では「専門分野に関する知識・技術」が特に重視されている。学校関係者が

職務遂行に100％重要としてあげた能力は「問題発見/分析/解決能力」と「文章解読・表現能力」と「コミュニケー

ション能力」と「チームワーク」であるが、理学研究科・理学専攻修了生は「チームワーク」を除く能力については十

分修得していたことがわかる。修了生に対する総合的な満足度(非常に及び概ね満足)は70.8％であった。 
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図表６－２－②－１ 理学専攻修了生の大学院時代の教育についての満足度と学生生活を通して 

身についた能力と大学院で学んだことや経験が社会に出てどの程度役に立っているか（％） 

アンケート質問事項 
大学院時代の 

教育の満足度 

身についた

能力 

社会に出て役に

立っている能力 

専門分野に関する知識・技術 75.0 100  50.0 

幅広い教養と基礎学力 75.0 75.0 50.0 

市民としての見識 37.5 25.0 25.0 

英語の能力 37.5 37.5 37.5 

問題発見/分析/解決能力 62.5 87.5 87.5 

文章読解・表現能力 75.0 87.5 62.5 

プレゼンテーション能力 87.5 87.5 75.0 

コミュニケーション能力 62.5 87.5 87.5 

情報通信技術活用能力 37.5 50.0 50.0 

国際的視野 37.5 50.0 25.0 

リーダーシップ 37.5 50.0 37.5 

チームワーク 37.5 62.5 50.0 

高度な専門的知識と研究能力 75.0 62.5 37.5 

専門的職業人に必要な高い能力 75.0 62.5 37.5 

アンケート回答数8 平成25年・27年度理学研究科修了生。 
 

図表６－２－②－２ 理学専攻修了生の身についた能力及び就職先での業務(職務)遂行に重要な能力（％） 

アンケート質問事項 
身についた能力 業務遂行に重要な能力 

修了生*1 企業・官公庁*2 学校関係*3 企業・官公庁*4 学校関係*5 

専門分野に関する知識・技術 100  83.3 87.8 83.6 97.5 

幅広い教養と基礎学力 75.0 91.7 85.4 94.3 97.5 

市民としての見識 25.0 64.6 78.1 61.8 97.6 

英語の能力 37.5 39.6 51.3 52.9 56.1 

問題発見/分析/解決能力 87.5 81.2 82.9 97.2 100  

文章読解・表現能力 87.5 87.5 85.4 91.5 100  

プレゼンテーション能力 87.5 77.1 80.5 86.1 87.9 

コミュニケーション能力 87.5 81.3 75.7 98.6 100  

情報通信技術活用能力 50.0 58.3 73.2 68.3 92.7 

国際的視野 50.0 37.5 58.6 59.3 75.7 

リーダーシップ 50.0 56.3 61.0 91.0 97.5 

チームワーク 62.5 93.8 75.7 97.2 100  

高度な専門的知識と研究能力 62.5 70.8 80.5 67.5 92.7 

専門的職業人に必要な高い能力 62.5 60.4 73.2 63.9 85.4 

*1）アンケート回答数8 平成25年・27年度理学研究科修了生。*2）アンケート回答数48 過去５年間の理学研究科・理学専

攻修了生。*3）アンケート回答数41 出身研究科の分類なし。*4）アンケート回答数207 出身研究科の分類なし。*5）アンケ

ート回答数41 出身研究科の分類なし。 
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【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、理学研究科・理学専攻修了生が学生生活を通して身についたと

思う能力として上位に上がった能力（専門分野に関する知識・技術、幅広い教養と基礎学力、問題発見/分析/解

決能力、文章解読・表現能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力）は、多少の差はあるが、学生の

就職先（企業・官公庁等と学校関係）が修了生に対して身についていたと思う能力と概ね重なり、また、就職先で

業務(職務)遂行に重要とされる能力とも概ね重なり、理学研究科・理学専攻での学習成果が良い方向に現れて

いると判断される。 

 

観点６－２－③ 教育の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻では教育の目的として「高度な科学技術社会の中で、基礎科学に基づいた問題

解決能力を有する人材の育成を目指します。理学の教育と研究は、社会の多様なニーズに応えるための洞察力、

適応力、行動力を養うことを目的として、物事の本質的な理解と独創力に支えられた教育研究を主眼としていま

す。これらによって、高度な技術職や研究職に必要な深い学識を身につけた人材の育成を目指します。」と掲げ、

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を基準５の図表５－８－①－１のとおりに定めている。学位授与方針１と２に

ついては、修了生が学生生活を通して身についたと思う能力に関して（図表６－２－②－２）「専門分野に関する

知識・技術」と「問題発見/分析/解決能力」と「文章解読・表現能力」と「プレゼンテーション能力」が高かったこと

から(87.5％以上)、適切な学習成果が得られていると思われる。学位授与方針３については、「コミュニケーション

能力」(87.5％)は身についていたが、「国際的視野」(50.0％)はやや身についていない結果となった。 

 

【分析結果とその根拠理由】 学位授与方針１と２に則して、適切な学習成果が得られていると判断される。学位

授与方針３に関しては、「コミュニケーション能力」は十分な学習成果が得られていると判断されるが、「国際感覚」

を持つことに関してはやや不十分と判断される。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 理学専攻の在学者の約90％以上が標準終業年限（２年）で課程を終えて修士の学位を取得してい

る。また中学・高校の専修教員免許の取得率も高い。教育の主である研究について在学生の84％が「今取り組ん

でいる研究に満足している」と答え、85％が「研究の指導体制が適切である」と答えており、また、97％が「専門分

野に関する知識・技能が身に付いた」と答えている。 

 平成27年〜29年度の３年間での理学研究科（平成27年度）と理学専攻（平成28, 29年度）の修了生は、３年間

平均で就職率(就職者数/修了者数)は86.8％、就職希望者就職率(就職決定率)は97.4％、博士課程進学率(進

学者数/修了者数)は7.3％であった。就職希望者就職率は年々上昇し、平成29年度には100％に達した。また、

就職者のうち教員になる割合が他専攻に比べ圧倒的に高い（３年間で8.2％(18人)）。また、修了生は「専門分野

に関する知識・技術」、「幅広い教養と基礎学力」、「問題発見/分析/解決能力」、「文章解読・表現能力」、「プレ

ゼンテーション能力」、「コミュニケーション能力」などの能力を身につけており、多少の差はあるが、学生の就職先

（企業・官公庁等と学校関係）が修了生に対して身についていたと思う能力、ならびに、就職先で業務(職務)遂行

に重要とされる能力とも概ね重なり、理学研究科・理学専攻修了生での学習成果が良い方向に現れている。 

161



理学専攻 基準６ 

 

【改善を要する点】 在学生ならびに修了生ともに「国際的視野」と「英語の能力」に関しては、あまり身についてい

ない。この２つの能力は今後のグローバル化が進む中で重要になっていくので、改善すべき課題である。ABP（ア

ジア・ブリッジ・プログラム）の外国人留学生を大学院生として受け入れ始め、大学院の講義はABP大学院生が受

講することを想定して英語対応科目としている。外国人留学生との交流を深めることも肝要と思われる。 
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基準７ 施設・設備及び学生支援 

（１） 観点ごとの分析 

 

[７－１] 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備等が整備され、有効に活用されていること。 

 

観点７－１－① 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。また、

施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配慮がなされて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 大学院総合科学技術研究科理学専攻を併設している理学部校舎の建物面積は20,119 m2 

で、設置基準上の必要面積（8,760 m2）の2.30倍であり（図表７－１－①－１）、教育研究活動の観点においては

十分に整備されているといえる。他方、建物面積としては十分ではあるが、築50年の理学部B棟の老朽化は激し

く、また、建築当初の設計と現在とでは各室の使用目的や利用方法は大きく変わってきており、小手先の修繕や

改装等ではニーズに応えられない状況となっている。そこで、平成31年度に大規模改修工事を行い、これらの問

題を解決することとした。このような状況であるが、この理学部Ｂ棟に設けられている理学部講義室の整備状況

（面積、収容者数）や設備については、図表７－１－①－２が示すように、講義を行うために十分なものになるよう

に整えられている。 

 

図表７－１－①－１ 静岡キャンパス４学部の建物面積等 

学部 設置基準上の必要面積（m2） 学部建物面積（m2）＊ 倍率 

人文社会科学部 7,768 10,988 1.41 

教育学部 5,785 21,479 3.71 

理学部 8,760 20,119 2.30 

農学部 9,256 18,135 1.96 

計 31,569 70,721 2.24 

＊人文社会学部は、法務研究科を除く。理学部は、総合研究棟３階および・５～７階を含む。 
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図表７－１－①－２ 理学部講義室の設備等一覧 

 

 講義室の使用時間については、年間を通すと１日あたりの平均使用時間は約２コマ（３時間）、稼働率40％であ

り（図表７－１－①－３(1)及び(2)）、正課の講義のみならず講演会や自主的なセミナーを無理なく行うことができる

とともに、学生同士の自発的な学習の場としての活用も可能な状況にある。また、各学科（コース）の学生実験室

や演習室等の施設の整備状況は、図表７－１－①－４に示すとおりである。学生実験室については、必ずしも理

学部建物内に整備された施設の利用だけではなく共通教育棟の学生実験室を活用することにより、各学科（コー

ス）の学生実験・実習を円滑に行うことを可能としている。 

 理学専攻においては、研究面では勿論のこと、研究者を育てて社会に輩出するという教育的観点からも先端機

器の整備が必須となる。理学専攻の教員及び学生は、グリーン科学技術研究所総合研究棟及び遺伝子実験棟

に設置されているさまざまな先端機器を利用しやすい環境にある。それぞれの機器については、同研究所の研

究支援室に所属する専門性の高い教職員による使用方法やデータの解析方法などについての指導・講習が行

われており、初めて機器を利用する教員や学生の利便性が高められている。また、随時、大型機器類の新規導

入や更新が行われている。同研究所に整備され、共同利用に供されている機器の主なものを図表７－１－①－５

に示す。他方、後に示す『学びの実態調査』の結果を見ると、「実験室の設備や器具」についての学生の満足度

は必ずしも高いものではなかった。この理由は、大学院における実験は各研究室における研究活動そのものであ

り、必ずしもグリーン科学技術研究所に設置されている機器の利用だけですむものではなく、各研究室独自で必

要な機器を整備せざるを得ないところ、個別の予算では厳しい状況にあるからであろう。 

 

図表７－１－①－３－(1) 理学部講義室の１日あたりの使用コマ数及び稼働率（平成30年度前期） 

  月 火 水 木 金 計 平均 稼働率（％） 

B201 0 2 2 1 0 5 1.0 20 

B202 3 2 2 3 2 12 2.4 48 

B203 4 2 4 1 3 14 2.8 56 

B204 3 3 1 1 3 11 2.2 44 

設備等 B201 B202 B203 B204 B211 B212 B213

面積（㎡） 72 154 98 75 57 85 89

定員 69 152 96 60 45 72 80

試験定員 46 100 64 40 30 45 50

暗幕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スクリーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教材提示装置 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

ＯＨＰ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

ビデオ／ＤＶＤ
※地デジ非対応

○
※プロジェクター・アンプ

○
※プロジェクター・アンプ

○
※テレビ

○
※テレビ

―
○

※テレビ
○

※テレビ

ブルーレイ
（H24年度～）

○
※プロジェクター・アンプ

○
※プロジェクター・アンプ

― ― ―
○

※プロジェクター
○

※テレビ

液晶プロジェクター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教員用有線
ＬＡＮコンセント

○ ― ○ ―
○

※廊下側の壁
○ ○

無線ＬＡＮ
アクセスポイント

― ○ ― ○ ○ ― ○

エアコン
（鍵付BOX）

○（－） ○（○） ○（○） ○（○） ○（○） ○（○） ○（○）

貸出用機器＠学務係 プロジェクタ（大２・小１）、書画カメラ、ＤＶＤプレイヤー（地デジ対応）、マイクアンプ、スクリーン２、ＯＨＰ
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B211 1 1 1 0 2 5 1.0 20 

B212 1 3 3 1 2 10 2.0 40 

B213 3 4 4 2 3 16 3.2 64 

計 15 17 17 9 15 73 - - 

平均 2.1 2.4 2.4 1.3 2.1 - 2.1 41.7 

※カリキュラム上の使用コマ数であり、集中講義等は含まない。また、稼働率は1日を5コマとして算定している。 

 

図表７－１－①－３－(2) 理学部講義室の１日あたりの使用コマ数及び稼働率（平成30年度後期） 

  月 火 水 木 金 計 平均 稼働率（％） 

B201 1 2 1 1 0 5 1.0 20 

B202 3 4 1 1 4 13 2.6 52 

B203 2 4 3 1 4 14 2.8 56 

B204 2 4 2 1 3 12 2.4 48 

B211 0 0 1 0 0 1 0.2 4 

B212 2 2 2 1 1  8 1.6 32 

B213 3 3 3 3 2 14 2.8 56 

計 13 19 13 8 14 67 - - 

平均 1.9 2.7 1.9 1.1 2.0 - 1.9 38.3 

※カリキュラム上の使用コマ数であり、集中講義等は含まない。また、稼働率は1日を5コマとして算定している。 

 

図表７－１－①－４ 各学科（コース）の学生実験室、演習室の部屋数と面積（平成30年度現在） 

 学生実験室 演習室 情報処理学習の部屋 

数学コース 
0部屋 

 

9部屋,  327m2 

1部屋平均 36 m2 

2部屋,  84 m2 

1部屋平均 42 m2 

物理コース 
9部屋,  719 m2 

1部屋平均 80 m2 

5部屋,  155 m2 

1部屋平均 31 m2 

0 部屋 

化学コース 
2部屋,  528 m2 

1部屋平均 264 m2 

2部屋,  115 m2 

1部屋平均 58 m2 

0 部屋 

生物科学コー

ス 

3部屋,  471 m2 

1部屋平均 157 m2 

1部屋,   57 m2 

 

1部屋,  19 m2 

 

地球科学コー

ス 

3部屋,  210 m2 

1部屋平均 70 m2  

2部屋,   74 m2 

1部屋平均 37 m2 

1部屋、17 m2 

 

放射セ 196 m2（放射科学実験棟内） ０部屋 ０部屋 

※共通教育棟に設けられ、他学部と共有している室を含む。 

 

図表７－１－①－５ グリーン科学技術研究所総合研究棟・遺伝子実験棟に整備されている機器の例 

 専門実験 

総合研究棟 

（分子、構造解析部） 

(1) ガスクロマトグラフ質量分析計、(2) 円二色性分散計 

(3) 走査プローブ顕微鏡、(4)メタボロミクス研究用高精度質量分析装置、 

(5) 超分子集合体 X 線構造解析装置、(6)超遠心機、 

(7) ミリ秒発光寿命測定装置、(8) 電子スピン共鳴装置、(9) ガス吸着装置、 
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(10) 微小結晶用X線構造解析装置、(11) 等温滴定型カロリメーター、 

(12) 全反射蛍光顕微鏡、超解像蛍光顕微鏡、(13)粒子径・ゼータ電位測定装置、 

(14) 透過型電子顕微鏡、(15) 走査型電子顕微鏡,、(16) 超伝導核磁気共鳴装置 

遺伝子実験棟 

（ゲノム機能解析部） 

(1) 次世代シーケンサー、(2) LC-MS/MS、(3) 蛍光画像解析システム、 

(4) 蛍光マイクロプレートリーダー、(5) DNAマイクロアレイ、(6) バイオアナライザー、 

(7) 植物インキュベーター、(8) 生体相互作用解析装置、 

(9) リアルタイムPCR、(10) 共焦点走査型レーザー顕微鏡 

 

 

 次に建物についての耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面等の観点についてであるが、まず、建物の耐震化

は完了している。また、建物内の什器・機器類の耐震固定・転倒防止等についても、大型機器の設置や機器更

新の際に耐震固定を実施する他、学部内（専攻内）での調査結果をもとにした一斉固定措置も行い、大地震等の

災害時における什器類の転倒による事故防止や避難経路の確保に努めてきている。また、各研究室や実験室に

おける化学薬品等が関係する事故防止・安全管理としては、局所排気装置その他の定期検査や薬品管理システ

ムを利用した有害物質の保管・数量管理等も行っている。その他にも多くの取り組みが行われてきている（図表７

－１－①－６）。バリアフリー化については、理学部（専攻）では、車イスでも使用できるトイレを設置するとともに、

建物出入り口や廊下の段差部分にはスロープを設けるなど、多くの箇所がバリアフリー仕様になっている（図表７

－１－①－７）。これまで、リフレッシュルームを各階に１部屋ずつ設けたり、講義室や演習室に液晶プロジェクタ

ーやブルーレイディスクデッキを設置したりというように、可能な限り学生のニーズに応えてきている。最近では、

建物内の室の配置や建物相互の連絡をわかりやすく表示した掲示板をＡ棟1階玄関に設置した他、各階の階段

踊り場などにトイレや自動販売機の位置、事務室へのルートを示す案内表示を設け、さらに英字表記も併記する

ことにより日本人学生のみならず留学生や外来者への利便性を高めている（図表７－１－①－８）。 

 

図表７－１－①－６ 安全・防犯面での配慮した内容（平成25年度から平成30年度） 

時期 内容 

平成25年度 
動物飼育安全整備のための工作センター改修 

薬品管理システム運用開始（Ａ棟、Ｂ棟、総合研究棟、放射科学実験棟、遺伝子実験棟） 

平成26年度 

Ｂ棟３階、Ｄ棟１階および工作センター出入り口付近の喫煙所の廃止 

水銀含有機器処分（搬出） 

Ｃ棟及びＤ棟外壁改修（外壁劣化安全対策整備） 

Ａ棟特殊ガスシステム移行（高圧ガスボンベ数量低減化） 

Ｃ棟薬品管理室新設（薬品管理システム運用開始） 

平成27年度 
台車の設置場所への固定及びガスボンベ架台の固定 

PCB含有機器類の保有調査（第1回） 

平成28年度 
水銀含有機器処分（搬出） 

PCB含有機器濃度分析 

平成29年度 
エレベータによる液体窒素運搬に係る同乗禁止表示札及びチェーンの設置等 

危険物倉庫の鍵管理の薬品管理システム設備への一元化（鍵の不正使用防止) 
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PCB含有機器処分（搬出）（高濃度1台、低濃度9台） 

PCB含有機器類の保有調査（第2回） 

平成30年度 
放射科学実験棟排水処理設備鉄骨柱脚補修 

冷蔵庫や大型機器の固定 

 

図表７－１－①－７ 理学部（専攻）においてバリアフリー化されている箇所 

箇所 内容 

理学部Ａ棟玄関 車椅子対応スロープ及び誘導（点字）ブロック 

理学部Ａ～Ｂ棟間２階渡り廊下 車椅子対応スロープ及び誘導（点字）ブロック 

理学部Ｄ棟２階通用口 木製簡易スロープ 

総合研究棟各階 ２階玄関の道路レベル統一、トイレ含む各フロアーフラット化 

理学部Ａ棟各階 トイレ含む各フロアーバリアフリー化 

理学部Ｂ棟２階トイレ トイレ入り口のバリアフリー化 

理学部Ｃ棟トイレ（２～６階） トイレ入り口のバリアフリー化 

理学部Ｄ棟トイレ（２～４階） トイレ入り口のバリアフリー化 

 

図表７－１－①－８ 学生のニーズに対応した施設・設備の更新の状況 

 学生のニーズに対応した施設・設備の更新の事例 

講義室 

・Ｂ２０３のスクリーン移設（黒板をプロジェクターと同時利用可能にするため） 

・Ｂ２０３アンプ設置 

・講義室及びリフレッシュルームに無線ＬＡＮ設置 

・Ｂ棟講義室全室暗幕交換 

・Ｂ２０１、２０２、２１２、２１３ブルーレイ設置 

・Ｂ２１１室の講義室への改装及び稼動机の設置 

・Ｂ２０２室改修 

リフレッシュルーム 
理Ａ棟改修工事の際に３・４・５・６階に其々リフレッシュルームを設置、リフレッシュルーム

に無線ＬＡＮ設置 

トイレ ・理Ｂ棟トイレ改修 ・理Ｃ棟トイレ改修 ・理Ｄ棟トイレ改修 

自動販売機 理Ｂ３階にパン自販機設置 

その他 
･Ａ棟玄関案内板設置（H30） 

･トイレや事務室などの案内表示（留学生対応含む）（H30） 

 平成30年10月に学内の全在学生を対象にした『学びの実態調査』の集計結果のうち、理学専攻に所属する学生の施

設・設備面における満足度を図表７－１－①－９に示す。その中の「実験室の設備や器具」の項目についての満足度

（「とても満足」または「満足」と答えた割合）が45.5％と半分以下であるに対し、「不満」の割合（「不満」または「とても不

満」と回答した割合）は22.5％と、４、５人に一人が不満を感じている状況にあり、整備状況としては十分ではなく憂慮す

べき事態にあるといえよう。 
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図表７－１－①－９ 学習支援に対する満足度※ 

項目 満足（％） 不満（％） 

図書館の設備（蔵書やレファレンスサービス） 64.0 6.0 

実験室の設備や器具 45.5 22.5 

コンピュータの施設や設備 48.0 22.5 

コンピュータの訓練や援助 37.0 17.0 

インターネットの使いやすさ 45.5 16.0 

総合的な満足度（キャンパス全体としての環境・設備） 46.0 21.5 

※満足は「とても満足」または「満足」と答えた割合の合計、不満は「不満」または「とても不満」と回答した割合の合計 

（理学専攻1年生及び2年生の評価を単純平均） 

 

 「コンピュータの施設や設備」に対する理学専攻の学生の満足度が48％であるのに対し、「コンピュータの訓練

や援助」」についての満足度は37％と低いものであった。この点については、次節で述べることとする。 

 

【分析結果とその根拠理由】 施設・設備の整備状況は、理学専攻の教育を行うための設備は十分であると判断

される。建物がすべて耐震化され、バリアフリー化も進んでいる。また、施設・設備の安全・衛生面の改善や学生

のニーズに応じた施設・設備の改善が頻繁に行われていることは、大学の施設・設備のあり方として適切だと判断

される。これに対し、研究活動に必要な施設及び設備の整備状況は、学生のアンケート結果が物語っているとお

り十分と判断できる状況にはない。教育及び研究活動を通して優れた学生を社会に輩出する使命を考えれば、

予算面における改善が至急必要である。 

 

観点７－１－②  教育研究活動を展開する上で必要なICT環境が整備され、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学では、学内共同教育研究施設である情報基盤センターが、学内基幹ネットワーク

の管理、遠隔講義システムの管理、研究用高速計算機の管理、教育用サーバ及び端末の管理を担っている。全

ての学部学生、大学院生は教育用コンピュータシステムの利用コードを取得でき、これにより学内の端末や自宅

等から電子メールサービス、学務情報システム（履修登録等）及び学術データサービスを利用することができる。 

 理学部（専攻）の建物には学内LANが整備され、講義室やリフレッシュルームには無線LANが設置され、講義

室や研究室から学生は自由にインターネットへのアクセスが可能になっている。しかしながら、学習支援に体する

満足度では、「コンピュータの訓練や援助」及び「インターネットの使いやすさ」の項目についての満足度は高いと

はいえない（図表７－１－①－９）。これに関して、平成30年に実施された修了生（理学専攻の前身である理学研

究科修了生）を対象にした『静岡大学に関するアンケート調査』（修了後３年目、５年目の方を対象とした調査）の

結果によると、理学研究科修了生については在学中の教育に関して、「専門分野に関する知識・技術」の満足度

（［非常に満足］と［やや満足］の合計）が75.0％であったのに対して、「ICT（情報通信技術）活用能力」の満足度

は37.5％と低いものであった。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことを総合すると、教育研究活動を展開するうえで必要なICT環境は整備さ

れ、それなりに活用されている。しかしながら、まず、「インターネットの使いやすさ」に、やや難があるようである。こ

れはアクセスが集中することによるものと推定されるが、この点に関しては全国共通の課題のようであり、新たな情
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報システムの開発に期待するところである。他方、「コンピュータの訓練や援助」に関しては、在学生及び修了生

ともに満足度は低い状況にある。上記の『静岡大学に関するアンケート調査』において、「ICT（情報通信技術）活

用能力」に関する教育に満足できなかったことについて、『基礎的な内容が学べてよかったが、社会に出たのち

に役立つ応用も教えてほしかった。』ことを理由としてあげたり、「ICT（情報通信技術）活用能力」が習得できなか

ったことに対して『基礎的な内容だけではなく、社会に出た際に人と差が出る内容を学べたと感じなかったため。』

との理由をあげたりした修了生がいることを考えれば、ハードウエアを整備するだけでは十分とはいえない。理学

専攻のカリキュラムにおいて情報通信技術は馴染みにくいところであろうが、学生のニーズを調査し、それに応え

られるような学習の場となる科目の創設を検討する必要に迫られている状況にある。 

 

観点７－１－③ 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 情報基盤センターには６室の実習室が整備されており、実習時間帯以外には、学生に開放

されており、自主学習を行いやすい環境が整えられている。また、附属図書館には閲覧室として十分なスペース

が確保されている。その閲覧室にはPCワークエリアも設けられ、18台のシンクライアントが設置され、資料やノート

をひろげながらパソコンを利用できる環境にある。パソコンで作成した資料等をプリントアウトできるようにもなって

いる。また、６階のセミナールームには最大48名が利用できるようにPC（デスクトップ）が設置されている。さらに、

貸出用のノートPCが12台あり、無線LAN設備のある５階のハーベストルーム(図書館第２閲覧室)でも使用できるよ

うになっている。これらのPCにより自由に情報検索ができるように整備されている。３階閲覧室・４階閲覧室南側・

５階閲覧室東側２列の机には情報コンセントが設置されており、学生個人のPCを接続することができるようになっ

ている。図書館の設備に関しては、学生の満足度も高いようである（図表７－１－①－９）。 

 理学部（専攻）では、学科（コース）毎に必要に応じて院生・学生室、図書室/自習室/セミナー室または情報機

器室等、自習に使用できる部屋を用意している（図表７－１－③－１）。各建物に無線LANを配置し、研究室から

自由にインターネットへのアクセスが可能になっている。建物のフロア毎にリフレッシュルームが配置され、学生と

教員、学生同士の自由討論の場に活用されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことを総合すると、自主的学習環境は概ね整備されており、効果的に利用さ

れていると判断する。 
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図表７－１－③－１ 学生が自習できる部屋 

 

 

 

[７－２] 学生への履修指導が適切に行われていること。また、学習、課外活動、生活や就職、経済面での援助等

に関する相談・助言、支援が適切に行われていること。 

 

観点７－２－① 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 新入生に対しては、新学期にコースごとのガイダンスにおいて、学生便覧を用いてコース内

の必修および選択の授業、ならびにコース横断的に開講される授業（「先端機器分析学I」、「先端機器分析学II」、

「理学同窓会寄付講義I」、「理学同窓会寄付講義II」）の履修の説明をする。また、専門科目の履修方法、資格取

得に必要な授業の履修方法、修了要件等の他、他専攻の授業の履修方法、資格等に係る学部授業の履修方法、

他大学との単位互換に係る手続き等についても説明している（資料編 資料８）。 

部屋名 場所 面積（㎡） 備考３
講義室 理B201 72 授業以外は自習室として使用
講義室 理B202 154 授業以外は自習室として使用
講義室 理B203 98 授業以外は自習室として使用
講義室 理B204 75 授業以外は自習室として使用
講義室 理B211 57 授業以外は自習室として使用
講義室 理B212 85 授業以外は自習室として使用
講義室 理B213 89 授業以外は自習室として使用
理数学生プロジェクト支援室１理C207 19 -
図書閲覧室 理C610 72 -
演習室 理C201 39 授業以外は自習室として使用
演習室 理C206 38 授業以外は自習室として使用
演習室 理C208 29 授業以外は自習室として使用
演習室 理C213 28 授業以外は自習室として使用
演習室 理C214 28 授業以外は自習室として使用
大演習室 理C215 59 授業以外は自習室として使用
学生資料室 理C306 19 授業以外は自習室として使用
演習室 理C307 37 授業以外は自習室として使用
数学特別講義室 理C309 118 授業以外は自習室として使用
院生講義室 理C314 59 授業以外は自習室として使用
演習室 理C508 39 授業以外は自習室として使用
地球科学中演習室 理C412 39 授業以外は自習室として使用
院生・学生室 理A423 31 -
院生・学生室 理A524 29 -
リフレッシュルーム 理A４階エレベーター前 36 -
〃 理A５階エレベーター前 36 -
院生ゼミ室 理A301 76 授業以外は自習室として使用
教員交流室 理A304 39 授業以外は自習室として使用
リフレッシュルーム 理A３階エレベーター前 18 -
リフレッシュルーム 理A６階エレベーター前 36 -
リフレッシュコーナー 総合研究棟２階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算

〃 総合研究棟３階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算

〃 総合研究棟４階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算

〃 総合研究棟５階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算

〃 総合研究棟６階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算

〃 総合研究棟７階エレベーター前 20 ※部屋ではないため数値は概算
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【分析結果とその根拠理由】 以上からガイダンスが適切に実施されていると判断する。 

 

観点７－２－② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行

われているか。また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行う

ことのできる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻では複数指導教員制を設けており、学生が主指導教員のみならず必要に応じて

副指導教員に学習等の相談がしやすい環境を整えてある。また学務係の職員を通して学習支援の相談に応じて

いる。平成28年度－平成30年度の大学院学生への満足度（図表７−２−②－１）の調査では、「学習支援や個別

の学習指導」、「教員と話をする機会」について共に65％であり、逆に「不満足」はいずれも10％前後であった。ま

た「学生生活全体の充実」については、８割後半が満足感を得ていた。学士課程と比較するといずれも満足度が

高いことがわかる。 

 大学院への留学生に対する学習支援については、静岡大学国際連携推進機構規則第３条（資料編 資料９）

に基づき、国際連携推進機構（旧国際交流センター）が日本語教育及び修学上の指導助言を行っている。また、

初年度の留学生に対してはチューターを配置し、学務係、留学生指導教員、チューターが密接に連絡を取りな

がらきめ細かい指導を行っている。理学専攻では社会人入試を行っていないため、社会人学生に対する学習支

援はない。障がいのある学生への学習支援は学部同様に行っている。ABP（アジアブリッジプログラム）による留

学生が徐々に増加してきており、留学生からもアンケートによる要望の把握が必要であると考えられる。 

 

図表７－２－②－１ 教職員との相談体制についての満足度％（大学院課程） 

満足度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平均 
アンケート 

総数 

学習支援や個別の学習指導 1) 83* ― 46 64.5 91 

教員と話をする機会 1) ― ― 64.5 64.5 90 

学生生活全体の充実 2) 86* 89.5 85 86.8 156 

1) 「とても満足」と「満足」の総和 

2) 「充実している」と「まあまあ充実している」の総和 

＊平成28年度は、回答項目が異なり、「どちらともいえない」の選択肢がない 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上から、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、

助言も適切に行われていると判断する。特別な支援を行うことが必要と考えられる者への学習支援を適切に行う

ことのできる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われていると判断する。 

 

観点７－２－③ 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 課外活動の全てを審議する機関として全学学生委員会があり、理学部からも委員２名（正副

委員長）を送っている。課外活動の支援は、学部ごとではなく全学的（学務部学生生活課・就職支援課所掌）に

行われている。学務部が所掌している課外活動は予算措置や設備・備品の使用許可である。理学部には、部や
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サークルの顧問として課外活動を支えている教員も少なくない（図表７－２－③－１）。  

 

図表７－２－③－１ 部活動・サークル活動顧問教員（平成29年度） 

部活動・サークル名 顧問教員（所属学科） 

合気道部 三井雄太 （地球科学科） 

ダイビングクラブ海人会 竹内浩昭 （生物科学科） 

マンドリンクラブ 瓜谷眞裕 （化学科） 

Ｓ・Ｓ・Ｈ （ジャズ） 松本剛昭 （化学科） 

茶道部 木嵜暁子 （生物科学科） 

ＳＦ研究会 瓜谷眞裕 （化学科） 

地学研究会 生田領野 （地球科学科） 

ボランティアサークル「響」 丑丸敬史 （生物科学科） 

アーチェリー部 日下部誠 （創造理学コース） 

弓道部 道林克禎 （地球科学科） 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、課外活動が円滑に行われるような支援が適切であると判断する。 

 

観点７－２－④ 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種ハ

ラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。また、特別な支援を

行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあり、必要に

応じて生活支援等が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 健康相談は保健センターにおいて内科医及び精神科医による診療の他、必要に応じて専

門医の診療並びにカウンセラーによるメンタルヘルス相談及び保健師などによる健康相談を実施する体制が整

備されている。 

 生活相談の窓口は学部と同様である。理学専攻では正副の指導教員やコース長が身の回りの相談に応じてお

り、必要に応じて保健センターなどと連携して対応に当たっている。就職等進路は各コース長が兼ねる就職委員

が求人情報を提供し、大学院生の就職相談に応じている。理学同窓会と連携した同窓会寄付講義I・IIでは、各

界で活躍する理学部の卒業生や理学研究科の修了生を講師として招き、仕事の内容や生き甲斐などについて

の講話を聞かせている。これは、職場の話を聞く機会を与えることで、キャリア教育して機能している。 

 留学生に関しては、学内の国際連携推進機構が対応し、相談に来た留学生に適切な助言を与えている。留学

生の居住確保のために国際交流会館を静岡市と浜松市に整備してある。また、日本語及び日本事情に関する授

業があり、生活に支障のない程度の日常会話を習得する機会が与えられている。 

 生活支援に関する満足度では（図表７－２－④－１）、「レクリエーション施設」の提供についてが際だって低い。

その他は学士課程と比べても、概ね高くなっている。特に学士課程でやや低かった「奨学金などの学費援助の制

度」はかなり改善している。これはこの制度が学士課程よりも利用できる学生の割合が高まっていることからきてい

ると考えられる。一方、「住まいに関する情報提供（総合）」の項目はやや満足度が下がっている。これは院生とな

って学生寮から出たり、他大学から入学した学生からの影響があるかもしれない。 

 進路支援では（図表７－２－④－２）、概ね高い満足度が得られているが、「国際交流支援（総合）」の満足度が
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低いが、この場合も「どちらともいえない」が７割を占めているが、「とても不満」、「満足」との総和が、「とても満足」、

「満足」の総和を上回っている。 

 

図表７－２－④－１ 生活支援についての満足度 

満足度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平均 
アンケート 

総数 

インターネットの使いやすさ ― 66 45.5 55.8 120 

奨学金などの学費援助の制度 ― 38.5 34 36.3 120 

健康・保健サービス ― 61 53.5 57.3 119 

レクリエーション施設 ― 20.5 11 15.8 120 

学生生活支援（総合） ― ― 60 60.0 86 

キャンパス環境・設備（総合） ― ― 46 46.0 88 

住まいに関する情報提供（総合） ― ― 32 32.0 86 

食事に関する環境の整備（総合） ― ― 44.5 44.5 86 

＊「とても満足」と「満足」の総計 

 

図表７－２－④－２ 進路支援についての満足度 

満足度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平均 
アンケート 

総数 

卒業後就職するための準備の度合い 1) ― ― 69 69.0 92 

将来の仕事と授業内容の結びつき ― ― 54.5 54.5 91 

キャリアカウンセリング ― 50 34 42.0 100 

国際交流支援（総合） ― ― 19.5 19.5 88 

就職・進学支援（総合） ― ― 57 57 87 

＊「とても満足」と「満足」の総計、 1) 能力や知識が「大きく増えた」と「増えた」の総計 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、生活支援については、リクリエーション施設を除いて、概ね必要な

設備や相談・助言体制が整備され機能していると判断する。特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生

活支援等を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われていると判断する。進路支援

についても概ねよく機能していると判断されるが、調査年度が「売り手市場」の時代だったことも満足度が高かった

ことの一因と考えられ、情勢の変化に機敏に対応した体制が求められる。「キャリアカウンセリング」などは、あまり

活用されていない可能性もあり、活用の周知が必要であろうと思われる 。 

 

観点７－２－⑤ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻では学務係が奨学金に関する窓口となっている。日本学生支援機構の奨学金貸

与者は年度ごとに増減はあるものの、毎年50～60名ほどである（図表７－２－⑤－１）。理学専攻の大学院学生は

約140名なので、１／３以上が奨学金を受けていることになる。日本学生支援機構の奨学金は大学院課程修了後
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に返還しなければならないが、返還免除申請の制度もある。理学専攻では、成績などを考慮したルールに基づ

いて順位をつけて学務部学生生活課に報告し、そこで返還免除についての最終審査が行われる。図表７－２－

⑤－２は年次別奨学金返還免除件数を示すが、毎年度、修了者の１割強程度にあたる７～８名が返還免除にな

っている。理学専攻の入学料と授業料免除件数は、図表７－２－⑤－３に示され、毎年約８～９名の入学料免除

者がいる。一方、授業料免除者は平成28年度から予算が拡大されたことと、学生により積極的にこの制度につい

て周知したことにより、採択件数が倍近くに増加した。 

 

図表７－２－⑤－１ 年次別奨学金受給件数の状況 

 平成27年 平成28年 平成29年

日本学生支援機構の奨学金 
第一種 50 51 46 

第二種  6  7  7 

その他の奨学金   0  0  0 

計  56 58 53 

 

図表７－２－⑤－２ 年次別奨学金返還免除件数の状況 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

全額免除 2 3 2 

半額免除 5 5 5 

計 7 8 7 

 

図表７－２－⑤－３ 年次別入学料、授業料免除件数の状況 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

入学料 
全額免除者  0  0  0 

一部免除者  9  8   8 

前期授業料 
全額免除者 17 21 25 

一部免除者 16 22 14 

後期授業料 
全額免除者 5 18 27 

一部免除者 7 27 15 

計 54 96 89 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上のことから、大学院学生の多くが、奨学金の貸与を受けており、入学料や授業

料の免除を受けるものもかなりの割合である。これらのことから、経済面の援助が適切に行われていると判断する。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 ガイダンスを含め、学習支援、生活支援及び進路支援に対応するための方法が複数採られていて、
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学生からの相談に、きめ細かく対応する体制が整備されていること。また、経済面の援助も適切に行われているこ

と。 

 

【改善を要する点】 施設のバリアフリー化を促進するなど、特別な支援を受ける学生への対応を一層充実させる

必要がある。またリクリエーション施設の拡充、経済的支援のさらなる拡充が望まれる。理学専攻として行う就職支

援を今後拡充し、景気動向に俊敏に対応した体制を作る必要がある。学生のニーズについて、更にきめ細かく定

期的に把握するための体制づくりをする必要がある。 
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基準８ 内部質保証システム 

（１） 観点ごとの分析 

 

[８－１] 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るための体制が整

備され、機能していること。 

 

観点８−１－① 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証に係る体制が明確に規定されて

いること。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教育カリキュラムの運営及び教育活動の状況並びに学習成果に関するデータ

や資料の収集・蓄積は、理学専攻教務委員会が責任を持って行っている。教育成果は、例えば学生の学会発表

などでの受賞で見て取れる。学生の受賞のデータは、理学専攻教務委員会及び学務係が管理している。また、

理学部・理学専攻のウェブサイト http://www.sci.shizuoka.ac.jp に掲載し公開されている。 

 大学における教育の内部質保証及び向上のために、理学専攻のFD委員会が中心となり、授業アンケートなど

の取り組みを行っている（基準８－１－②）。また、独立行政法人大学評価・学位授与機構による大学機関別認証

評価を受けるため、平成25年に理学部・理学研究科自己評価書を作成し、それに基づいて外部評価を受けた。 

平成28年度から全学で学部生及び大学院生を対象に「学びの実態調査」を行っている。大学IRコンソーシアム

の共通質問項目と静岡大学独自の質問項目によって構成され、現在の在学生の大学における学びの実態を把

握するよう努めている。また、基準６で述べたように、静岡大学大学院の在学生及び修了生と修了生の就職先へ、

大学での習得能力や大学生活などの満足度アンケート調査を実施している（資料編 資料７）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 学期ごとの授業アンケートや在学生に対する学びの実態調査並びに在学生と修了

生への満足度調査の実施などから判断して、継続的な教育の自己点検・評価を継続的に行う体制が整っている

と判断する。 

 

観点８−１－② 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証のための手順が明確に規定され

ていること。 

 

【観点に係る状況】 教育の質の改善・向上のために、各授業の最終回に「授業アンケート」を受講生に対して実

施し、授業担当者はアンケート結果に基づいた評価書「授業アンケート結果」を受け取ることで授業評価がなされ

ている。専門科目で受講生が何名以上の科目をアンケートの実施対象にするかは各専攻に任され、理学専攻の

大学院科目は５名未満を除外科目として運用している。このアンケート結果に基づいて、授業担当者は「授業ア

ンケート結果に応えて」という授業報告書を提出し、授業の自己点検と教育の質向上に役立てている。「授業アン

ケート結果に応えて」は、理学部FD委員会の学内からアクセスできるウェブサイトに掲載し、受講生へのフィード

バックを行っている（図表８－１－②－１ 授業アンケート実施の流れ、 図表８－１－②－２ 平成30年度前期「授

業アンケート調査」実施の依頼文、 図表８－１－②－３ 授業アンケート表、 図表８－１－②－４ 授業アンケー

ト裏、 図表８－１－②－５ 授業アンケート（英文）表、 図表８－１－②－６ 授業アンケート（英文）裏、 図表８－

１－②－７ 「授業アンケート結果」一例、 図表８－１－②－８ 「授業アンケート結果 自由記述」一例、 図表８
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－１－②－９ 理学専攻の授業アンケート実施数、 図表８－１－②－10 「授業アンケート結果に応えて」一例、 

図表８－１－②－11 理学部キャリアデザイン教育・FD委員会ウェブサイト キャプチャー画像）。 

 

 

図表８－１－②－１ 授業アンケート実施の流れ 
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図表８－１－②－２ 平成30年度前期「授業アンケート調査」実施の依頼文

 

178



理学専攻 基準８ 

 

図表８－１－②－３ 授業アンケート表 

179



理学専攻 基準８ 

 

図表８－１－②－４ 授業アンケート裏 
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図表８－１－②－５ 授業アンケート（英文）表 
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図表８－１－②－６ 授業アンケート（英文）裏 
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図表８－１－②－７ 「授業アンケート結果」一例 
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図表８－１－②－８ 「授業アンケート結果 自由記述」一例 

 

 

 

図表８－１－②－９ 理学専攻の授業アンケート実施数 

    対象科目数 実施科目数 実施率 

平成 27 年度 
前期 28 15 53.6% 

後期 23 15 65.2% 

平成 28 年度 
前期 25 16 64.0% 

後期 17 13 76.5% 

平成 29 年度 
前期 29 21 72.4% 

後期 19 13 68.4% 
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図表８－１－②－10 「授業アンケート結果に応えて」一例 
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図表８－１－②－11 理学部キャリアデザイン教育・FD 委員会ウェブサイト キャプチャー画像 
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【分析結果とその根拠理由】 上記の実施状況から見て、受講生への授業アンケートとそのフィードバックは軌道

に乗っている。教育の質向上の施策が具体的かつ継続的に講じられており、その必要な手順は組織として明確

化され共通に認識されていると判断する。  

 

観点８－１－③ 内部質保証が有効に機能していること。 

 

【観点に係る状況】 「授業アンケート結果に応えて」は学内からアクセスできる理学部FD委員会ウェブサイトで公

開されており（図表８－１－②－11）、その中で各教員から提出された「授業アンケートに対する回答」及び「次期

授業に向けての抱負」に授業が改善された様子を見て取ることができる（図表８－１－②－10 「授業アンケート結

果に応えて」一例）。平成25年の外部評価報告書及び平成25年から平成27年の間の改善状況報告書は、静岡

大学ウェブサイト http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/hyoka/index_24_25.html で公開されている。この改善

状況報告書に外部評価からの指摘に応じて改善された事例を見ることができる。理学部・理学専攻では「就職支

援体制が不十分」との指摘に応えて、「静岡大学理学部OB/OGトークセミナー」の実施に加え、平成29年度から

「静岡大学理学部産学交流会」を開催している（図表８－１－③－１ 平成30年度理学部OB/OGトークセミナー 

ポスター、 図表８－１－③－２ 平成30年度理学部産学交流会 ポスター、図表８－１－③－３ 平成29年度理

学部産学交流会会場の様子）。 

 理学専攻FD委員会は教育の質の改善・向上のための教員からの意見聴取を目的とする掲示板をウェブサイト

に設けている。また、理学専攻教務委員会は毎年度、授業教室の改善のための要望を募っている。例えば、平

成25年度から平成29年度までにこの要望に応じて、図表８－１－③－４のような教室の設備の拡充が行われた。 

 

【分析結果とその根拠理由】 内部質保証の施策が有効に機能していることが、上記の「授業アンケート」の実施

によって授業が改善された事例および、外部評価の検証結果に対して改善措置が講じられた具体例などから確

認できる。 
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図表８－１－③－１ 平成30年度理学部OB/OGトークセミナー ポスター 

 

 

図表８－１－③－２ 平成30年度理学部産学交流会 ポスター 
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図表８－１－③－３ 平成29年度理学部産学交流会会場の様子 
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図表８－１－③－４ 授業教室の改善のための要望によって拡充された教室設備 

 教室 拡充された教室設備 

平成 25 年度 
B202 プロジェクター・スクリーンの入替 

B203 ブルーレイプレイヤー・教材提示装置の入替 

平成 27 年度 B203 講義室の改修（床・机・椅子） 

平成 28 年度 B212 プロジェクターの入替 

平成 29 年度 

B201 デジタルアンプの交換 

B202 ワイヤレスマイクチューナーの入替 

B204 黒板を４面のスライドに入替 

B213 プロジェクターの入替 

 

 

[８－２] 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るための取組が適切に

行われ、機能していること。 

 

観点８−２－① 教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての適切性等に

関する検証が行われる仕組みを有していること。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教育の質保証については、理学専攻長を中心にした、質保証委員会を立ち上

げ、FD・SD担当者と連携しながら、検証を行う体制が整いつつある。理学専攻内各コースの教育については、各

コースのコース長が中心となり、カリキュラムに沿った教育が実施されているかを確認している。平成30年２月に、

理学部附属放射化学研究施設が改組され、理学部附属放射科学教育研究推進センターが発足した。センター

では、「放射科学教育プログラム」を設置し、大学院生が、高い専門性と放射科学の幅広い知識を併せ持つ事を

目標とした教育がなされている。図表８−２－①－１は、放射科学教育プログラムの紹介資料で有る。このプログラ

ムの教育について、理学専攻の教務委員会で点検がなされている。また、センター担当教員が教育指導に積極

的に参画している。図表８−２－①－２は、過去５年間の履修者数とその所属コース名である。毎年度、１〜４名の

履修者が有り、正常にプログラムを修了している。 

 理学専攻FD委員会では、毎学期、大学院の授業アンケートを実施し、個々の教員の授業の適切性を学生の視

点から観るシステムが取られている。授業アンケート実施後、各教員は、「授業アンケートに応えて」という形で、学

生の意見・要望に対して回答する。回答内容は、大学のホームページで見る事ができる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻５コースと放射科学教育プログラムの運営に関しては、常時、正常な活動

が行われている事を確認しており、問題が発生した時には、直ちに教務委員会などで対応できる体制ができてい

る。 
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図表８−２－①－１ 理学専攻の放射科学教育プログラムの説明資料 
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図表８−２－①－２ 放射科学教育プログラム修了者数 

修 了 年 度 履 修 者 数 専 攻 ・ コ ー ス 

H25年度 (H26.3月） ４ 化学コース：４名 

H26年度 (H27.3月卒） ２ 化学コース：１名、地学コース：１名 

H27年度 (H28.3月卒） １ 化学コース：1名 

H28年度 (H29.3月卒） ３ 化学コース：2名、物理学コース：１名 

H29年度 (H30.3月卒） ４ 化学コース：2名、物理学コース：１名、地学コース：１名 

 

 

観点８−２－② 組織的に、教員及び教育研究活動を支援又は補助する者の質を確保し、さらにその維持、向上

を図っていること。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻のFD委員会では、毎年度90%以上の教員がFD研修会に参加する体制を作ってい

る。図表８−２－②－１は、理学専攻・FD研修会の内容と参加状況である。 

 

図表８−２－②－１ FD研修会 理学専攻教員の参加状況 

年度 開催数 全教員数 参加教員数 参加率 (%) 

28 2 76 70 92.1 

29 11 77 75 97.4 

30 8 77 73 94.8 

 実施研修会名： 

 平成 28 年度：「ディプロマ・ポリシーに関する研修会」（10/20 開催）、 

      「大学入試改革に関する研修会」（11/24 開催） 

 平成 29 年度：「物理学科・FD 活動検討会」（8/25 開催）、 

             「理学部地球科学科卒業研究関連科目の検討」（6/22 開催）、 

             「創造理学実践演習 II, III の内容の検討」（9/21 開催）、 

             「(全学)障害学生講演会」（9/27 開催）、 

             「創造理学実践演習 III の内容の検討」（10/5 開催）、 

             「学修成果の可視化に関する研修会」（10/19 開催）、 

             「化学科 FD 活動検討会」（11/9 開催）、 

             「教育成果の検証と学修成果の可視化に関する研修会」（11/16 開催）、 

             「第１回数学科ルーブリック作成に関する研修会」（11/9 開催）、 

          「理学部 ルーブリック Work Shop」（11/30 開催)、 

          「第２回数学科ルーブリック作成に関する研修会」(12/7 開催)、 

          「ハラスメント防止研修会」（1/18 開催）、 

             「(学部）障がい学生支援講演会」(3/1 開催) 

 平成30年度：ディプロマポリシーの構成要素についての検討会（6/14開催）、 

         教育の質保証ガイドラインについての検討会（9/27開催）、 
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         化学科のカリキュラムポリシーの検討会（6/14開催）、 

         生物科学科のカリキュラムに関する意見交換会１（6/22開催）、 

         生物科学科のカリキュラムに関する意見交換会１（7/20開催）、 

         生物科学科のカリキュラムに関する意見交換会１（8/23開催）、 

         反転授業・オンライン授業等の説明会(10/18開催）、 

         高等教育の将来デザインと教育の質保証について(11/15開催） 

 

 教員の積極的な参加が行われている。授業内容の改善については、毎年度、全学FD委員会で、授業アンケー

トの結果が報告されている。その内容は、個々の教員に渡され、授業の修正資料として使われている。一方、学

生からの教室・施設の改善要望も出ており、計画的に施設改善が行われている。 

 H28年度から、理学専攻職員のSD活動参加の一環として、職員がSD関連の研修会・講演会に出席することを

要請している。図表８−２－②－２は、SD活動参加数を示している（H30年度より記録を行なっている）。 

 

図表８−２－②－２ H30年度SD研修会 理学専攻職員の参加状況 

年度 研修会数 学務関係職員数 参加者数 参加率(%) 

30 5 7 7 100 

 研修会名： 

 平成30年度：ＣＳ（顧客満足）研修会（6/7開催） 

         公式ホームページCMS担当者研修会（6/7開催） 

         地震防災ＷＥＢセミナー 

         平成30年度広報研修会（12/6開催） 

         平成30年度学務系職員研修（12/12開催） 

 

 TAに参加する大学院生については、毎年４月のガイダンス時に、TAの意義、方法についてのガイダンスが行

われている。「ティーチングアシスタントの心得・FAQ」資料が利用されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 この５年間、教育に対する啓蒙・検証が順調に行われたと判断できる。また、H29年

度発足の放射科学教育研究センターの「放射科学教育プログラム」について、運営は順調である。担当教員の教

育活動の記録は、教員データベースシステムにて確認できる。 

 理学専攻の運営委員会、理学専攻のFD委員会、理学専攻学務係において、日々の教育活動は確認されてお

り、問題点をすぐ解決する形となっている。また、FD活動において、FD研修会参加、授業アンケートなどで教職

員の教育意識は高められている。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 理学専攻において、順調な教育がなされ、点検活動も順調である。よって、この体制が続き、さらな

る進歩が期待される。FD研修会参加、授業アンケートを元にした授業改善もなされている。学生からの大きな問
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題指摘は無い。「放射科学教育プログラム」は順調に運営されており、大学院生が専門知識を修得できる体制に

なっている。 

 

【改善を要する点】 平成28年10月から「全学内部質保証委員会」が発足し、理学専攻内に「内部質保証委員会」

が作られる。これまでのFD活動を引き継ぎ、教育の質保証組織の充実が図られている。アドミッションポリシー、カ

リキュラムポリシーに基づいた、カリキュエラムマップの作成、質保証ガイドラインの作成がなされつつある。各教

員の活発な教育活動を維持した状態で、質保証を行う体制作りが、今、必要となっている。 
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基準９ 財務基盤及び管理運営 

（１） 観点ごとの分析 

 

[９－１] 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され、機能していること。 

 

観点９－１－① 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、危機管理等

に係る体制が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻には、教員人事・予算決算・教育研究に係る案件などの重要事項を審議するため、

理学専攻会議が設置されている。この会議は月１回を基本とし、必要に応じ臨時に開催される。更に理学専攻を

構成している５コース、放射科学教育研究推進センター及び創造理学（グローバル人材育成）コースの代表から

なる運営委員会を毎月開催し、理学専攻会議を補完する役割をもたせると共に、より密度の高い議論を行い、理

学専攻の教育・研究を推進している。理学専攻の事務組織は、事務長をトップに総務係（９名、教室付職員を除く）

と学務係（５名）の２係からなる。 

危機管理等に係わる体制として、静岡大学防火管理規則（資料編 資料 10）に基づき、防火管理組織及び自

衛消防隊を編成している。また、静岡大学自主防災規則に基づいて、毎年１回防災訓練を実施している。 

放射科学教育研究推進センターについては、静岡大学放射線障害予防規則を定め、災害等による放射線障

害の予防及び危険時の措置を決めている。その教育訓練を毎年行っている。理学専攻で行われる動物実験や

遺伝子組み換え実験に関しても、静岡大学動物実験規則、静岡大学遺伝子組換え実験安全管理規則に非常

時の対応が定められており、毎年教育訓練を行っている。  

静岡大学における研究活動上の不正行為に関する取扱規則、静岡大学におけるハラスメントの防止等に関す

る規程、静岡大学公益通報に関する規則、静岡大学安全保障輸出管理規則などの周知徹底を図るため、理学

専攻会議の前にセミナーや説明会が開催され、構成員の法令遵守や研究者倫理に関する意識を高めている。

静岡大学の教職員行動規範、研究者行動規範、研究費等の運営・管理に関する基本方針が静岡大学ウェブサ

イト 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/reseacher/index.html 

に掲載されており、その徹底が図られている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の管理運営体制として、専攻長のリーダーシップのもと執行部会、運営委

員会、理学専攻会議の順に審議され、効果的な意思決定ができる仕組みとなっているので、その管理運営体制

は、適正な規模で、機能的に働いていると判断できる。事務組織としては、新規事業へのサポート体制が不十分

な状況で、現状はとても適正な職員の配置がなされているとは言い難い。危機管理体制については、静岡大学

で定めている規則に基づき、その周知徹底と教育訓練・説明会の開催等を行うことで、予期できない外的環境の

変化に対応しようとしている。これらより、危機管理に係わる体制はかなり整備されていると判断される。 

 

観点９－１－② 学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見や

ニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 
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【観点に係る状況】 学生及び学外関係者の意見・ニーズに関して、種々の方法により集められた情報は、運営

委員会、理学専攻会議等で報告・審議されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生、教職員及び学外関係者のニーズを適切に管理運営に反映させていると判

断できる。 

 

[９－２] 教員と事務職員等との役割分担が適切であり、これらの者の間の連携体制が確保され、能力を向上させ

る取組が実施されていること。 

 

観点９－２－① 機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる教職員が、適切に役割分担し、そ

の連携体制が確保され、能力を向上させる取組が実施されているか否か。 

 

【観点に係る状況】 本学では、教職員あわせて参加する取り組みとして、情報セキュリティセミナー（受講率 60％）

及び個人情報保護Ｗｅｂセミナー（受講率 55％）が実施されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 本学は、教職員あわせて参加する取り組みとして、情報セキュリティセミナー及び個

人情報保護Ｗｅｂセミナーを実施し、教職員の情報に係る資質向上と防衛力向上に努めている。本専攻の受講

率は 60%程度であり、より一層の取り組みが必要である。 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】  

 学生数に対する教職員数比率の低さを克服し教育研究が円滑に進む管理運営上の工夫 

 メール等による災害情報の機動的な周知方法等の危機管理体制 

 学生、教職員等及び学外関係者のニーズを適切に管理運営に反映させる仕組み 

 

【改善を要する点】  

 事務局と学部事務とのあり方（留学生増加への対応と学生系業務の一元化） 

 ハラスメント防止及び障がい学生支援への教員の意識改革 

 教職員の情報に係る資質と防衛力の向上 
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基準 10 教育情報等の公表 

（１） 観点ごとの分析 

 

[10－１] 学部・研究科等の教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明責任が果たさ

れていること。 

 

観点 10－１－① 学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科又は課程等ごと、大学院課程であれば専攻等

ごとを含む）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の目的は、理学専攻ウェブサイト 

http://www.sci.shizuoka.ac.jp/gr/gr_rinen 

に掲載され、社会に対して公表されている。理学専攻の目的を記載した「総合科学技術研究科修士課程理学専

攻学生募集要項」を各国公私立大学に配布（205 学部内訳：国立大 137、公立大 17、私立大 51）するとともに、ウ

ェブサイト（http://www.sci.shizuoka.ac.jp/exam/gr_exam）に公開し、学内外から閲覧できるようにしている。構成

員（教職員及び学生）に対しては、学生便覧等の配布により周知が図られている。また、理学専攻の目的に即し

た教育研究が行われるように、毎年４月にガイダンスを実施している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 総合科学技術研究科修士課程理学専攻の目的はウェブサイトにおける掲載や募

集要項等の配布を通じて社会に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に対しても同様にウェブサイトや

学生便覧の配布に基づいて周知されている。理学専攻の目的に関する各種委員会での検討やガイダンスの実

施など組織的な取り組みも行われている。これらのことから，理学専攻の目的は適切に公表されるとともに、構成

員に周知されていると判断する。 

 

観点 10－１－② 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知されて

いるか。 

 

【観点に係る状況】 総合科学技術研究科修士課程理学専攻の入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針

及び学位授与方針は、学生や教職員など大学内の関係者に対しては、「学生募集要項」、「学生便覧」等の配布

により周知が図られている。また、ウェブサイト 

http://www.sci.shizuoka.ac.jp/gr 

でもその内容は公開されている。更に、入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針は、専

攻会議などで審議されることで教職員に周知されている。毎年４月に、新入生ガイダンスを実施し、教育課程の編

成・実施方針及び学位授与方針について学生に対し周知している。「学生便覧」に、修了認定の要件は記載され

ており、それぞれの要件は容易に理解できる。 

 学外の関係者に対しては、総合科学技術研究科修士課程理学専攻の入学者受入方針を記載した「総合科学

技術研究科修士課程理学専攻学生募集要項」を国立大学法人 137 学部、公立大学 17 学部、私立大学 51 学

部 計 205 学部へ郵送している。「入学者選抜に関する要項」、「学生募集要項」、「総合科学技術研究科修士課

程理学専攻学生募集要項」は大学ウェブサイトにも公開されており、学外から閲覧できる。 
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【分析結果とその根拠理由】 総合科学技術研究科修士課程理学専攻の入学者受入方針、教育課程の編成・実

施方針及び学位授与方針は、「入学者選抜に関する要項」、「学生募集要項」、「学生便覧」などの配布やウェブ

サイトでの公開などを通じて学内外に周知されている。これらのことから、入学者受入方針、教育課程の編成・実

施方針及び学位授与方針は適切に公表、周知されていると判断する。 

 

観点 10－１－③ 教育研究活動等についての情報が公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 各教員の教育研究活動については、静岡大学ウェブサイトの「教員データベース」 

http://www.shizuoka.ac.jp/lifelong/db/index.html や各コースのホームページを通じて社会に発信されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 教育研究活動等の情報公開はおおむね良好と判断できる。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 ウェブサイト等の複数の媒体により理学専攻の目的や教育研究活動等の情報を学内外へ広く周知

する工夫 

 

【改善を要する点】 特になし 
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基準11 研究活動の状況及び成果 

（１） 観点ごとの分析 

 

[11－１] 学部・研究科等の目的に照らして、研究活動を実施するために必要な体制が適切に整備され、機能し

ていること。 

 

観点 11－1－① 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 基準２の図表２－1－②－１で示したように、理学専攻は、数学、物理学、化学、生物科学、

地球科学の５コース及び放射科学教育研究推進センターから成り立っている。各教員は、それぞれのコース分野

において、個人の発想のもとに独自の課題について研究を行っている。課題の設定と研究の実施については、

教員の自由に任されている一方で、責任もその教員に帰される。他機関も含めて他の研究者との協力や連携は

自由で、コース内及びその枠を超えた協力関係も実際に築かれている。この柔軟なあり方は、大講座制という組

織体制によって保証されている（図表 11－１－①－１）。 

 一方で、プロジェクト研究などの推進には、研究グループ化も有効な方法である。大講座制は、それを妨げるこ

とはなく、むしろプロジェクトごとのグループ化が容易になっている面もある。教員個人が自由な意志で、学コース

内や理学専攻内に研究グループを作り、研究費を獲得して研究を推進したり、全学的な研究グループを作り、文

部科学省などが推進するプログラムに参加することが容易にできる。 

 学校教育法第113条では、「大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活

動の状況を公表するものとする」とある。理学専攻の教員は、自らの研究成果を次のような方法で公表している。

第一に、学会や研究会などでの公表及び学術雑誌への論文の掲載による公表である。これらは専門家や研究

者を対象にしたものである。第二に、研究内容とその応用への可能性についてわかりやすく記述したものを「静岡

大学産学連携研究シーズ集」で発表している。これは静岡大学イノベーション社会連携推進機構が地域の産業

界を対象に発行しているものである。毎年、内容が更新されて、大学のウェブサイトで公表されている（http://ww

w.oisc.shizuoka.ac.jp/information/research_seeds/）。第三に、各教員には大学からウェブサイトを割り当てられて

いて、そこで自らの研究内容を公表している。このサイトへは理学専攻のウェブサイト（https://www.sci.shizuoka.a

c.jp/）から辿れるようにリンクが張られている。記述の仕方は教員ごとに異なるが、高校生や一般の読者を想定し

て書かれることが多い。最後に、一般向けの講演会などによる公開である。主なものとして、「サイエンスカフェ in 

静岡」がある。基準12でも詳述するが、これまでに理学専攻のほとんどの教員がこの場で研究成果の報告を行っ

た。 
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図表11－１－①－１ 平成30年12月現在の理学専攻の人員配置 

コース等 講座 教員数 

数学コース 
基礎数理講座 8 

数理解析講座 ４ 

物理学コース 
基礎物理学講座 ９ 

物性物理学講座 ６ 

化学コース 
構造化学講座 8 

機能化学講座 7 

生物科学コース 

環境応答学講座 ５ 

生体調節学講座 7 

細胞・発生プログラム学講座 ５ 

地球科学コース 
地球ダイナミクス講座 ６ 

生物環境科学講座 9 

放射科学教育研究推進センター 
エネルギー安全放射科学研究部門 ２ 

同位体環境動態研究部門 １ 

 

【分析結果とその根拠理由】 大講座制により、教員の自由な発想に基づく個人研究が保証される一方で、教員

間の協力や連携、グループ化も実施が容易になっていてプロジェクト研究に対応することができる。また、様々な

層を対象にした研究の成果を報告する制度が整備されている。以上から、研究の実施体制及び支援・推進体制

が適切に整備され、機能していると判断する。 

 

観点11－１－② 研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 中期計画でも謳われているように、理学専攻では研究者一人一人の「自由な研究環境の確

保」を重視した施策を取っている。個人研究の推進には、研究資金の獲得やモチベーションの維持が必要になる。

そのため、理学専攻として次のような施策をとっている。基準７でも述べたように、まず、研究室や実験室など研究

に必要なスペースは所属教員に等しく配分される。また研究資金となる運営費交付金も均等に分配している。こ

れにより、一定の研究スペースと研究資金が担保され、資金を持つ他の教員に依存しなくてもよくなる。また、新

任教員には準備資金（約 50 万円）が、理学専攻長長裁量経費から支出されている。平成 27 年度には２名、28 年

度には３名、29 年度には１名の教員が新しく理学専攻に着任したが、これらすべての教員に支給された。第二に、

外部資金の獲得を奨励、支援している。例えば、科学研究費補助金と外部資金に関する説明会を開くほか、外

部資金の公募情報をホームページや学内メールを通じて各教員への周知を図っている。さらに、科研費審査員

経験者等からなる科研費申請アドバイザーが申請書の書き方を助言する制度がある。さらに、科学研究費不採

択者を対象に、優れた課題に対しては一定の研究補助を受けられる研究プロジェクト推進経費「科研費申請

再チャレンジ支援経費」（資料編 資料 11）による支援も全学的に行われている。また、理学専攻にも「外部資

金を取得していない教員への研究費の補助」制度（資料編 資料 12）があり、一定の条件を満たす論文に対して

５万円が支給される。平成 27 年度には３件、28 年度には１件、29 年度には４件の補助があった。第三に、論文の

掲載料や別刷代金などの経費の一部を理学専攻で補助している（資料編 資料 12）。これにより、投稿料の高さ
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で投稿を躊躇することがなくなり、研究成果の公表を積極的に行える。平成 27 年度には 15 件、28 年度には 12

件、29 年度には８件の補助があった。半年毎に行われる教員の評価においては、研究活動としては論文発表、

学会講演、学会開催、論文査読、受賞などが評価され、期末手当や昇給など教員の処遇に反映される（資料編 

資料 13）。全学的な措置としては、「最先端研究推進経費」（資料編 資料 14）があり、特にインパクトファクター

（引用率の係数）の高い学術雑誌に掲載された時に配分される。実際、理学専攻の教員も採択されている（平成

29 年度に１件）。また、前述の全学の研究プロジェクト推進経費の中には「若手研究者支援経費」と「学会等開催

支援経費」があり（資料編 資料 11）、前者については平成 27 年度に理学専攻の５名の教員が採択された。「静

岡大学教員特別研修」制度は、教員が国内外の大学等で、１ヶ月以上１年以内の期間、研究に専念できる制度

である（資料編 資料 15）。理学専攻では、平成 28 年度に１名、29 年度に２名の教員がこの制度を利用した。研

究スペースには、コースに配分されるスペース以外に、理学専攻長が直接管理するものが設けられており、豊富

な外部資金を持つ教員がプロジェクト研究を行う際や、理学専攻として重点的に取り組む課題に取り組む教員に

は競争的にスペースを配分する施策（使用料は課金される）が取られている。これにより創造的・先進的な研究が

より積極的に支援されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 研究資金や論文掲載の補助、外部資金獲得のための支援制度、良い業績を上げ

たときの研究資金の特別配分及び期末手当や昇給などへの優遇措置、プロジェクト研究を支援するための研究

スペースの競争的分配の仕組み、さらには特別研修といった研究業務に専念できる制度などが設けられており、

それらが実施されている。以上の制度は、研究活動を高める効果が見込まれるような施策である。従って、研究

活動に関する施策が適切に定められ、実施されていると判断される。 

 

観点11－1－③ 研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するための取組が

行われているか。 

 

【観点に係る状況】 個人の研究活動の状況は研究者自身が当然認識していて、研究遂行上の問題点も把握し

ており、その解決に向けて不断の努力をしている。個人で解決できないときは、同僚の教員や学会等を通して知

り合った研究者に助言を求めるのが普通である。理学専攻の教員の多くは、修士課程の学生の指導をしており、

コースごとに修論審査会が行われている。この審査会を通して、教員の研究の進捗状況がコースの教員や学生

に伝わる。科学研究費補助金や外部資金の採択者は、教授会を通して全教員に公表される。教員データベース

には発表論文、著書、講演、受賞、外部資金などを入力することになっており、各教員の研究業績が明らかにな

る。教員データベースは理学専攻のウェブサイト（http://www.sci.shizuoka.ac.jp/）からも辿れるようにリンクが張ら

れている。 

 このように、組織として研究状況が開示される仕組みはあるが、個人の研究状況を検証しその質的向上に組織

として取り組むという制度は存在しない。しかし、科学研究補助金などの外部資金の申請への支援制度や、公募

一覧のホームページやメールでの周知など（観点11－１－②）、外部資金の申請を奨励している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 研究の進捗状況や科学研究費の採択などが全教員に公表されており、また教員

データベースによっても公表されている。以上のことから、研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証

するシステムは働いていると判断される。また、資金について、公募一覧を周知し、申請にあたっての支援制度を
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整備するなど、問題点等を改善するための取組が一部で行われていると判断する。 

 

[11－２] 学部・研究科等の目的に照らして、研究活動が活発に行われており、研究の成果が上がっていること。 

 

観点11－２－① 研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻の教員による研究の成果をまとめたものを図表11－２－①－１に示す。平成27年

度から29年度までの３年間で、研究論文（査読付）が455報、著書などを合わせると、550の研究出版物が生産さ

れた。学会発表数は、国内学会と国際学会を合わせて1241件である。また、これらの研究成果の発表は年度ごと

にほぼ一定である。科学研究費の申請件数は３年間で179件であった（図表11－２－①－２）。この数字は、一部

重複申請はあるものの、ほぼ全ての教員が申請したことを示唆する。民間の財団などへの応募件数は３年間で11

7件である（図表11－２－①－３）。また、民間等からの奨学寄附金は77件、民間等との共同研究は17件、受託研

究受入は43件である（図表11－２－①－４参照）。 

 
図表11−２−①−１ 研究成果の公表状況（件数） 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

研究論文（査読付） 170 142 143 455 

研究論文（査読無） 12 14 21 47 

著書等 23 17 8 48 

国内学会発表･研究発表 333 338 312 983 

国際学会発表・研究発表 72 102 84 258 

受賞 3 4 10 17 

特許申請(取得数) 2(0) 4(0) 1(0) 7 

新聞・ＴＶ等での報道 82 63 49 194 

 

図表11−２−①−２ 科学研究費補助金の申請状況（件数） 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

基盤研究（S） 1 1 0 2 

基盤研究（A）一般 0 1 0 1 

基盤研究（A）海外 1 0 0 1 

基盤研究（B)一般・特設 10 11 6 27 

基盤研究（B）海外 1 0 0 1 

基盤研究（C) 19 24 25 68 

挑戦的萌芽研究 8 15 11 34 

若手研究（A） 1 0 1 2 

若手研究（B） 5 2 1 8 

新学術領域（計画研究）新規 1 3 2 6 

新学術領域（計画研究）継続 1 12 6 19 

新学術領域（公募研究） 9 0 1 10 

研究成果公開促進費 0 0 0 0 

合計 57 69 53 179 
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図表11−２−①−３ 民間助成金の申請状況（件数） 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

研究助成 53 35 29 117 

 

図表11−２−①−４ 民間との共同研究、受託研究等（件数） 

区分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

奨学寄附金 25 20,245 29 21,443 23 13,944 77 55,632 

共同研究 6 8,392 5 6,875 6 11,940 17 27,207 

受託研究・受託事業 13 34,365 14 36,972 16 67,875 43 139,212 

合計 44 63,002 48 65,290 45 93,759 137 222,051 

 

【分析結果とその根拠理由】 研究成果については、教員一人当たりでは３年間平均７報以上の論文・著書・総説

等を執筆し、それ以上の学会発表を行っている。科学研究費や民間助成金への申請についても活発である。一

方、民間等からの奨学寄附金は77件、民間等との共同研究は17件、民間等からの受託研究受入は43件であり、

基礎研究に主軸を置いている理学専攻にあっても比較的活発に行われている。以上から、研究活動が活発に行

われていると判断する。 

 

観点11－２－② 研究活動の成果の質を示す実績から判断して、研究の質が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 図表11－２－②－１には、平成27年度から29年度にかけての受賞状況が示されている。16

人と１団体が賞を受けていて、なかには複数受賞した者もいる。16人は理学専攻教員の２割に相当するので、か

なり高い割合といえる。科学研究費の獲得状況（図表11－２－②－２）については、平成27年度から29年度まで

の３年間で157件、総額349,550千円（間接経費を除く）である。これは継続分も含めて毎年約７割の教員が何らか

の科学研究費補助金を獲得していることを意味する。科学研究費補助金以外の公的機関からの受託事業・受託

研究等も盛んである（図表11－２－②－３）。民間財団などの研究助成金の獲得にも毎年安定して成功している

ほか（図表11－２－②－４）、民間との共同研究、受託研究や奨学寄付金等による外部資金も一定の金額と件数

の受け入れがある（図表11−２－①－４）。この他、新聞やテレビで研究成果が取り上げられたものが３年間で194

件にのぼる（図表11－２－①－１参照）。 
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図表11－２－②－１ 主な受賞事例 

年度 受賞者 所属 名称 

平成27 

年度 

木村杏子 数学コース・講師 第4回名古屋大学数理科学学生奨励賞（飛田賞） 

鈴木雄太郎 地球科学コース・准教授 日本古生物学会第165回例会優秀ポスター賞 

三井雄太 地球科学コース・助教（現講師） 2015年度日本地震学会若手学術奨励賞 

平成28

年度 

成川礼 生物科学コース・講師 第3回日本光生物学協会奨励賞 

三重野哲 物理学コース・教授 平成28年度「科研費」審査委員表彰 

鈴木雅一 生物科学コース・教授 
平成28年度Zoological Science Award 

岡田令子 生物科学コース・講師 

平成29

年度 

北村晃寿 地球科学コース・教授 
Most Accessed Paper Awards, Progress in Earth 

and Planetary Science 

平内健一 地球科学コース・講師 日本地質学会柵山雅則賞 

塚越哲 地球科学コース・教授 第14回日本動物分類学会賞 

竹内浩昭 生物科学コース・教授 
情報科学技術協会 第40回優秀機関賞（ライフサ

イエンス辞書プロジェクト） 

木村浩之 地球科学コース・教授 
2016 Microbes and Environments論文賞選考委

員会推薦優秀論文 

放射科学教

育研究推進

センター 

－ 大学等放射線施設協議会森川記念賞受賞 

池田昌之 地球科学コース・助教 The Best Student Poster Award 

近田拓未 
放射科学教育研究推進センタ

ー・講師 
プラズマ・核融合学会若手学会発表賞 

木村浩之 地球科学コース・教授 コージェネ大賞2017優秀賞（民生用部門） 

三井雄太 地球科学コース・講師 EPS highlighted papers 2017 

 

図表11－２－②－２ 科学研究費補助金の獲得状況 

区分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

件数 金額（千円） 件 金額（千円） 件 金額（千円） 件 金額（千円） 

基盤研究（S） 0 0 1 46,700 1 36,500 2 83,200 

基盤研究（A）一般 0 0 0 0 0 0 0 0 

基盤研究（A）海外 1 8,100 1 8,000 1 4,700 3 20,800 

基盤研究（B)一般・特設 6 26,800 6 19,400 8 25,300 20 71,500 

基盤研究（B）海外 2 7,600 2 5,600 2 4,100 6 17,300 

基盤研究（C) 32 33,600 29 31,500 27 27,500 88 92,600 

挑戦的萌芽研究 3 2,600 1 1,500 3 6,500 7 10,600 

若手研究（A） 2 15,600 2 10,800 1 3,000 5 29,400 

若手研究（B） 10 8,400 8 7,600 6 5,550 24 21,550 

新学術領域（計画研究）新規 0 0 0 0 0 0 0 0 

新学術領域（計画研究）継続 0 0 0 0 0 0 0 0 

新学術領域（公募研究） 1 2,600 0 0 0 0 1 2,600 

研究成果公開促進費 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 57 105,300 50 131,100 50 113,150 15 349,550 

※金額の単位は千円。間接経費は除く。 
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図表11－２－②－３ 公的機関からの受託事業・受託研究等 

年度 代表者 所属 名称(期間等) 相手先 

平成 27 

年度 

浅芝秀人 数学コース 
戦略的創造研究推進事業 

ＣＲＥＳＴ（～H31） 
科学技術振興機構 

道林克禎 地球科学コース 
原子力施設等防災対策等委

託費(～H29) 

原子力規制庁 

（京都大学からの再委託） 

道林克禎 地球科学コース 

委託業務（沈み込み創成期の

マグマプロセスと地殻形成に

ついて，～H29） 

海洋研究開発機構 

瓜谷眞裕 化学コース 

研究成果の社会還元・普及事

業（ひらめき☆ときめきサイエ

ンス） 

日本学術振興会 

平成 28 

年度 

大矢恭久 
放射科学教育研

究推進センター 

原子力規制人材育成事業(～

H30) 
原子力規制庁 

大矢恭久 
放射科学教育研

究推進センター 

日本・アジア青少年サイエンス

交流事業(さくらサイエンスプラ

ン) 

科学技術振興機構 

成川礼 生物科学コース 
戦略的創造研究推進事業 

ＣＲＥＳＴ（～H31） 
科学技術振興機構 

粟井光一郎 生物科学コース 
戦略的創造研究推進事業 

ＣＲＥＳＴ（～H30） 
科学技術振興機構 

瓜谷眞裕 化学コース 

研究成果の社会還元・普及事

業（ひらめき☆ときめきサイエ

ンス） 

日本学術振興会 

平成 29

年度 

 

大矢恭久 

(2 回) 

放射科学教育研

究推進センター 
日本・アジア青少年サイエンス

交流事業(さくらサイエンスプラ

ン) 

科学技術振興機構 

宗林留美 地球科学コース 

瓜谷眞裕 化学コース 
グローバルサイエンスキャンパ

ス(～H31) 
科学技術振興機構 

丑丸敬史 生物科学コース 研究成果の社会還元・普及事

業（ひらめき☆ときめきサイエ

ンス） 

日本学術振興会 

瓜谷眞裕 化学コース 

 

図表11－２－②－４ 民間財団などの研究助成金の獲得状況 

区分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

研究助成金 9 7,790 8 11,400 5 7,900 22 27,090 

※金額の単位は千円。間接経費は除く。 

 

【分析結果とその根拠理由】 理学専攻の教員は毎年のように国内主要学会から学会賞や学術賞などを受賞し

ている。平成27〜29年度における科学研究費補助金の獲得は継続分も含めて157件（総額349,550千円）で、 

毎年理学専攻教員の約７割が獲得していることになる。新聞・ＴＶ等での報道等も194件ある。以上のことから、研

究活動の成果の質から判断して、研究の質が確保されていると判断する。 

 

205



理学専攻 基準１１ 

 

観点11－２－③ 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等から判

断して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻は自然科学の基礎を研究する者が多いこともあり、工業製品や医薬・食品など具

体的な成果を通しての社会への寄与は多いとは言えない。一方で、研究成果の一般社会への公表などアウトリ

ーチ活動など文化的な視点からの社会貢献は精力的に行われている。観点11－２－②でも述べたように、平成

27年度から29年度の３年間に新聞やテレビ等で報道された研究は194件であった。基準12でも詳述するが、平成

18年12月に理学専攻が中心で始めた「サイエンスカフェ in 静岡」は、一般市民を対象に毎月一人の教員が自

分の研究を紹介し質疑応答を通して市民との交流をもつ企画であるが、平成27年度から29年度の３年間で22人

の理学専攻の教員が話題提供をした（資料編 資料16）が、これは全教員の約３割にあたる。日本学術振興会の

研究成果の社会還元・普及事業（ひらめき☆ときめきサイエンス）への理学専攻教員による申請が、平成27年度

に１件、28年度に１件、29年度に１件採択され（図表11－２－②－３）、静岡科学館るくるでの科学講座と合わせて、

小中高生向けの講座を通したアウトリーチ活動も行われている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 最先端の研究成果は新聞やテレビで報道される他、「サイエンスカフェ in 静岡」を

通して精力的に地域社会に発信され、科学文化の醸成に貢献している。この他にも、小中高生向けの講座など

のアウトリーチ活動も積極的に行われている。以上のことから、社会・経済・文化の領域における研究成果の活用

状況や関連組織・団体からの評価等から判断して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われていると判断

する。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 個人の自由な発想に基づく研究を保証するための大講座制が敷かれている上、更に、運営交付金

や研究スペースが均等に配分されることで一人で自由に研究ができるような環境が整備されている点。一方で、

グループを作って共同研究を行い、プロジェクトチームを組むなどの自由も保証されていて、豊富な外部資金で

プロジェクト研究を行う者には、研究スペースの競争的分配の仕組みもある。 

 研究の支援が整備されていること。この中には、科学研究費不採択者を対象に、優れた課題に対しては一定の

研究補助を受けられる制度や、論文投稿料・別刷代の専攻負担などの援助制度がある他、新任教員へのサポー

トなどがある。また、若手の研究を奨励するための経費もある。 

 科学研究費補助金へは、ほぼ全教員が申請を行っており、継続分を含めて毎年約７割の教員が獲得している。

また、教員が毎年学会等から学術賞・奨励賞などの受賞を受けているなど、研究が精力的に行われていること。 

 マスコミでの報道やサイエンスカフェなどを通して、最先端の研究活動成果が地域社会に向けて発信されてお

り、静岡の科学文化の醸成に貢献している。 

 

【改善を要する点】 運営費交付金が毎年減額されていく中で、教員個人の研究成果（研究出版物や研究発表）

の量と質を向上させるような制度を更に充実させる必要がある。科学研究費補助金の採択率の向上や研究設備

の整備については組織として更に積極的に関わることが望まれる。 
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基準12 地域貢献活動の状況 

（１） 観点ごとの分析 

 

[12－１] 大学・学部等の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げていること。 

 

観点12－１－① 大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具

体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学の理念として、「地域の豊かな自然と文化に対する敬愛の念を持ち、質の高い教

育、創造的な研究による人材の育成を通して、人類の未来と地域社会の発展に貢献していく」ことが掲げられて

おり、特に理学専攻は、専攻理念として掲げた「幅広い分野における科学の進展と応用を目指した教育と研究」

にもとづいた寄与を志向している。また「理学専攻の理念・教育の目的」の中では、「社会に貢献できる人材の育

成」を掲げている。 

 上記の静岡大学の理念、理学専攻の理念、教育目標、中期目標は教職員の合議に基づいて作成されたもの

であり、文書で全教職員に周知されている。同時に静岡大学及び理学専攻ウェブサイト上にも掲載されており、

教職員、学生ばかりでなく広く社会で閲覧可能となっている。これらの情報は、理学専攻の学生便覧（資料編 資

料５）に掲載されており、更に、入学時には新入生に対する説明や各種資料で、上記目標を基礎においた説明

がなされている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上から静岡大学の理念、理学専攻の理念、理学専攻の教育目標、及び理学専

攻中期目標は、公に認められた重要事項であり、目的が明確に定められていると判断する。更に、上記より複数

の手段によって周知する方策がとられており、目的が大学の構成員（教職員及び学生）、及び社会に広く周知さ

れていると判断する。 

 

観点12－１－② 計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 社会連携活動については、以下の活動を行なっている。 

(1) 理学専攻では、社会人の就学を支援するために科目等履修生制度、特別聴講生制度を設けて門戸を開いて

いる。 

(2) 地域の一般市民を対象とした公開授業の全学的取り組みに対し、理学専攻では専門科目の多くを一般公開

し、受講者を迎え入れている。  

(3) 静岡市中心部の静岡市産学交流センターにおいて、一般市民を対象とした「サイエンスカフェ in 静岡」（htt

p://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/）（資料編 資料16）を年２シーズン制で各年10回開催しており、平

成30年９月で27シーズンを迎えた。参加者は中・高校生から社会人、高齢者までを含む広範な年齢層からな

る。演者は理学専攻の教員を主体におこなっている。さらに、学外から各分野における第一人者を招く「理学

部講演会」を継続的に行なっており、聴講は地域の一般市民にも開かれている。会場は主に理学専攻の教室

である。 

(4) 「静岡サイエンススクール」（平成25年度終了の日本科学技術振興機構の委託事業「未来の科学者養成講
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座」）の活動を継続して平成29年度まで行った（http://mirai-sss.jp）。夏季と秋季にそれぞれサマープログラ

ム、オータムプログラムとして入門編のプレ・サイエンスワークショップ（小中高生対象）、発展編のサイエンスワ

ークショップ（中高生対象）を行ってきた（図表12－１－②－１）。受講者には、実験体験を通して入門編では

自然科学への興味喚起を、発展編では理学の専攻へ連結することを企図している。指導は理学専攻の教員

のほか、プレ・サイエンスワークショップでは理学専攻の大学院生が専攻に関連したテーマで指導を行った。 

 

図表12－１－②－１ 静岡サイエンススクール・サマー & オータムプログラム 

年度 内容 延参加者数 

27 

サマープログラム 
プレ・サイエンスワークショップ 12 

サイエンスワークショップ 57 

オータムプログラム 
プレ・サイエンスワークショップ 40 

サイエンスワークショップ 15 

28 
サマープログラム 

プレ・サイエンスワークショップ 26 

サイエンスワークショップ 9 

オータムプログラム プレ・サイエンスワークショップ 200 

29 
サマープログラム 

プレ・サイエンスワークショップ 26 

サイエンスワークショップ 10 

オータムプログラム 139 

 

 また、平成 28 年度には、小学５年生から高校生を対象とした日本学術振興会の委託事業「ひらめき・ときめきサ

イエンス」プログラムを行った(http://www.sci.shizuoka.ac.jp/dnews/hirameki.pdf)。 

 また、理学専攻として取り組んだ前述の「静岡サイエンススクール」は、静岡大学が平成29年度から取り組んで

いる科学技術振興機構の委託事業「未来の科学者養成スクール」(https://fss.shizuoka.ac.jp)へと発展している。 

 

(5) 地元の高等学校からの要請に従い、平成27〜29年度の３年間に28件の出張授業を行なってきた（図表12－１

－②－２）。これは理学専攻における授業や研究内容を高校生向けにアレンジしたものを高等学校に出向い

て授業として行なう取り組みである。この事業は、今後も高校側からの要請に従って継続する。 

 

図表12－１－②－２  高校出張授業 

 件数 延参加人数 

平成27年度 8 257名 

平成28年度 9 297名 

平成29年度 11 517名 

合計 28 1071名 

 

(6) SSH(Super Science High School)指定校からの要請に応え、県内の高校と連携して研究面でのサポートを行

なっている（資料12－１－②－３）。理学専攻の教員が高校教育を支援することによって、SSH指定校における

教育の高度化に貢献している。また、評価委員となった理学専攻の教員もおり、事業の進展に貢献している。
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理学専攻の教員による支援は、隣県の愛知県で継続的に行っているケースもある。 

 

 

図表12－１－②－３ ＳＳＨ連携校 

年度 実施月 学校名 内容 延人数 

27 

9 静岡北高校 
インセンティブレクチャー実験講座 

「遺伝子・DNAって何だろう」 
38 

10 〃 成果成果発表会指導 100 

1 〃 課題研究指導 6 

12 磐田南高校 
数学セミナー 

「順序としての自然数、ものの個数としての自然数」 
84 

5・3 清水東高校 SSH事業の評価と助言 16 

28 

10 静岡北高校 
インセンティブレクチャー実験講座 

「遺伝子・DNAを体験する」 
31 

1 〃 課題研究指導 3 

5・3 清水東高校 SSH事業の評価と助言 16 

29 

10 静岡北高校 
インセンティブレクチャー実験講座 

「遺伝子で分かる、自分は縄文人？弥生人？」 
20 

11 〃 成果成果発表会指導 60 

5・3 清水東高校 SSH事業の評価と助言 16 

 

(7) 授業の一環として静岡県内の高等学校が行なう「大学訪問」授業の実施要請に従って、毎年秋季に100名規

模の高校生を受け入れ、学部説明や学科ごとに特色を出した授業への参加受け入れ等を行なっている。 

(8) 高校生とその父兄を対象として理学専攻の教育研究活動をより理解してもらえるように、春季、夏季、秋季に

「オープンキャンパス」を行なっている(http://www.shizuoka.ac.jp/nyushi/opencampus/oc_2018_s.html)。特に

夏季は毎年500名以上の参加者がある（資料12-１-②－４）。理学専攻の教職員、学生がこの取り組みを実施

することによって、受験生が理学部及び理学専攻の教育研究活動に関してより正確な情報を得ることができる

とともに、受験の際の重要な判断材料になっている。 

 

図表12-1-②－４ 夏季オープンキャンパス参加者数 

 数学科 物理学科 化学科 生物科学科 地球科学科 創造理学コース 合計 

平成27年度 122 122 121 159 148 21 646 

平成28年度 95 95 126 135 121 13 564 

平成29年度 94 94 122 150 118 50 581 

 

(9) 学内施設の「キャンパスミュージアム」では、理学専攻の活動状況や過去の研究成果等が展示され、学内ば

かりでなく学外からの来訪者にも公開され、地域社会への教育サービスの一端を担っている(http://www.shiz

uoka.ac.jp/c_museum/)（資料編 資料17）。毎年11月の大学祭前後の12日間には、企画展とそのテーマに沿

った講演／体験会を開催することで、より深く考える機会の提供を図っている。開館等の運営準備には、教職

員のほか理学専攻の大学院生も関わっている（図表12－１－②－５）。 
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図表12－１－②－５ キャンパスミュージアム企画展と来館者数 

 企画展 来館者数合計 

平成27年度  「青銅の響き－バリ島ガムランの魅力－」 699名 

平成28年度  「第五福竜丸と静岡大学」 823名 

平成29年度  「The 標本学」 824名 

 

【分析結果とその根拠理由】 以上の内容を総合し、科学への啓蒙活動ならびに教育サービス面における社会連

携について、社会からの多様な要請に応えるべく多岐に渡った取り組みを積極的に行ない、それが継続して続

いていることから、地域貢献活動の成果は上がっているものと判断する。 

 

観点12－１－③ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度から判断して、活動の成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 本件における活動の実績は観点12−１−②で具体的に例を挙げて列挙したとおり、極めて精

力的に行われている。各活動について、的確に参加者数の把握を行い、また、その都度アンケートを行い感想を

記してもらっており、活動の総括に用いている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 観点12−１−②の実績を数字で判断するに、地元の一般人、小中高校生に対して

のサイエンスへの啓蒙活動ならびに地域貢献活動は十分に行われているものと判断する。 

 

観点12－１－④ 改善のための取組みが行われているか。 

 

【観点に係る状況】 社会連携活動の改善は、それぞれの活動に寄せられる様々な要望に対して、担当教員と関

係する事務職員が適宜検討を行ってきた。例えば、理学専攻が行う「オープンキャンパス」では、理系女子を対象

とした相談コーナーの新設や、ハンディキャップを持つ学生への事前相談の受付や筆談補助員の配置など、参

加者の対応について充実度の向上が図られている。其々の活動の周知や報告については、参加者にとって情

報収集に簡便性の高いウェブホームページを積極的に活用すべく、見やすさの改善等を適時行っている。 「キ

ャンパスミュージアム」で新たに開始した企画展とそのテーマに沿った講演／体験会を組み合わせる試みも、内

容の充実度の向上を意図した改善点である。これらの改善は即時的な結果に結びつきにくいが、例えば「高校出

張授業」の要請件数が年々増加していることなど（図表12－１－②－２）、内容の充実化が認められ結果に繋がっ

ている活動もある。 

  

【分析結果とその根拠理由】 開催内容の充実化から質的な改善に主眼をおいていると判断できる。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 実学を指向する工学や農学と異なり、理学は自然科学分野の基礎研究を専らとする。従って、社会

連携活動も市民への研究紹介や希少資料の展示と解説、小中高生を対象とした理数教室や実験体験会の開催

などに特徴がある。連携活動の方向性は極めて多様である。このことは、異なる知識レベルの市民や小中高生に
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対して、専門性の高い内容を理解できるように提供する機会をいわば定例化できたことを意味しており、優れた点

といえる。特に小中高生に対しては、それぞれの段階で高い専門性に繋がる刺激を与え続けることができており、

将来的には優秀な人材の確保に繋がる機会がさらに増えることが期待される。 

 

【改善を要する点】 理学専攻の所属教員によって精力的に社会連携活動が行われているものの、活動自体に

は各教員が有する研究・教育能力とは異なる能力が必要となる場合が多い。一般市民や小中高生が聴講するケ

ースを想定したプレゼンテーションレクチャーの受講機会を設けるなどの改善を要する。 
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基準13 国際化の状況 

（１） 観点ごとの分析 

 

[13－１] 学部等の目的に照らして、教育の国際化に向けた活動が適切に行われ、成果を上げていること。 

 

観点13－１－① 学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方

針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 理学専攻学生便覧の冒頭に、静岡大学の使命として、「地球の未来に責任をもち、国際的

感覚を備え、高い専門性を有し、失敗を恐れないチャレンジ精神にあふれ、豊かな人間性を有する教養人を育

成する」ことが挙げられている(資料編 資料５）。静岡大学の第３期中期計画における大学の基本的な目標のうち

「教育」に関しては「高度な専門性と国際性を有し、チャレンジ精神にあふれ、理工系イノベーションや地域の諸

課題に取り組むことができる人材を育成する」とあり、「国際化」に関しては「国際化が進む地域社会の一員として

諸課題に積極的に取り組みことを通して、大学の国際化を一層進める」とある。また「グローバル化に関する目標」

においては「①グローバル化推進のための教育研究環境の整備を行い、アジアをはじめとした国際社会で活躍

できる人材育成や国際的研究の展開、国際貢献を積極的に取り組む」「②海外交流協定校等を中心とした国際

ネットワークを構築するとともに、国際化のための環境整備を行い、教育研究の交流を一層促進し、多文化が共

生するグローバルキャンパスを実現する」（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/plan/pdf/H28/20160301_m

idtermtarget.pdf）と掲げられている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 上述のように、国際的に活躍できる学生を育てることが国際化に向けた活動の目的

である。また、そのような学生を多く世に送る出すことが成果である。このように、国際化の目的を達成しようとする

基本的な成果が明確に定められている。また、国際化の目指すところは理学専攻のウェブサイトにも掲載されて

おり、「国際的に活躍できる高度な技術職や研究職等に必要な深い学識を身につけた人材の育成」を求める学

生像として挙げている（http://www.sci.shizuoka.ac.jp/gr/gr_ad）。これは全国どこからでも閲覧することができる。

また、総合科学技術研究科の教育の方針として「国際化対応能力の育成」がウェブサイト（https://www.shizuoka.

ac.jp/subject/graduate/stg/index.html）に挙げられており、これらは教職員・学生、更に社会にも広く公表されて

いると判断される。 

 

観点13－１－② 計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

(1) 「国際的な教育環境の構築」 

① 国際化に対応可能な組織体制の整備 

 理学専攻においては、本評価期間中、外国人の教員が４名在籍（うち客員教員1名）し、教育と研究に従事した。

海外での教育研究活動実績を有する日本人教員の配置においては、理学専攻のおよそ半数にあたる37名の教

員が1年以上（平均3年1ヶ月）の教育・研究活動実績があり、国際性の高い教育研究環境を実現している（図表1

3－１－②－１）。 

212



理学専攻 基準１３ 
 

 

 

 

図表13－１－②－１ 理学専攻教員の海外教育研究経験 

教員名 海外滞在機関名 

青山 昭五 

イタリア，パドヴァ大学 

イタリア，国際理論物理学研究所 

フランス，パリ第 11 大学 

ドイツ連邦共和国，ブッパタール大学 

ドイツ連邦共和国，カールスルーエ大学 

ベルギー，ルーヴァン大学 

アメリカ合衆国，オハイオ州立大学 

浅芝 秀人 ドイツ連邦共和国，ビーレフェルト大学 

粟井 光一郎 アメリカ合衆国，ミシガン州立大学 

池田 昌之 アメリカ合衆国，コロンビア大学 

丑丸 敬史 スイス，バーゼル大学 

海老原 孝雄 
アメリカ合衆国，カリフォルニア大学アーバイン校 

イギリス，ケンブリッジ大学 

大吉 崇文 アメリカ合衆国，ハーバード大学 

岡 俊彦 オーストラリア，オーストラリア国立大学(ANU) 

嘉規 香織 ドイツ連邦共和国，ギーセン大学 

加藤 憲二 ドイツ（西ドイツ），コンスタンツ大学 

加藤 知香 アメリカ合衆国，カリフォルニア大学バークレー校 

河合 信之輔 カナダ，Sherbrooke 大学 

木村 浩之 アメリカ合衆国，マサチューセッツ工科大学 

日下部 誠 

ニュージーランド，オタゴ大学 

アメリカ合衆国，アイダホ大学 

アメリカ合衆国，ワシントン大学 

小池 亨 アメリカ合衆国，ジョージア医科大学 

木嵜 暁子 アメリカ合衆国，カリフォルニア大学バークレー校 

小林 健二 アメリカ合衆国，スクリプス研究所 

塩尻 信義 アメリカ合衆国，ブラウン大学 

鈴木 雅一 イギリス，バース大学 

鈴木 淳史 
ドイツ連邦共和国，ケルン大学 

ドイツ連邦共和国，ブッパタール大学 

鈴木 雄太郎 スウェーデン，スウェーデン王立博物館 

宗林 留美 フランス，エクスマルセイユ第 2 大学 

塚田 直史 アメリカ合衆国，エール大学 

土屋 麻人 アメリカ合衆国，マサチューセッツ工科大学 
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徳岡 徹 イギリス，エジンバラ植物園 

増田 俊明 フランス、ナント大学 

松本 正茂 スイス，連邦工科大学ＥＴＨチューリッヒ理論物理学研究所 

松山 晶彦 
スイス，原子核研究所（現在はポールシェーラー研究所） 

カナダ，ＴＲＩＵＭＦ研究所 

道林 克禎 
オーストラリア，ジェームズクック大学 

フランス，モンペリエ第 2 大学 

村井 久雄 
アメリカ合衆国，テネシー大学 

カナダ，アルバータ大学 

毛利 出 

アメリカ合衆国，ワシントン大学 

アメリカ合衆国，テキサス大学アーリントン校 

アメリカ合衆国，サザンカリフォルニア大学 

アメリカ合衆国，パデュー大学 

アメリカ合衆国，シラキュース大学 

アメリカ合衆国，トリード大学 

アメリカ合衆国，ブロックポート，ニューヨーク州立大学 

森下 祐一 アメリカ合衆国，ブラウン大学 

森田 健 

インド，Tata institute of Fundamental Research 

ギリシャ，クレタ大学 

アメリカ合衆国，ケンタッキー大学 

山内 清志 イギリス，国立医学研究所 

山崎 昌一 アメリカ合衆国，カリフォルニア大学サンディエゴ校 

山中 正道 アメリカ合衆国，スクリプス研究所 

山本 歩 アメリカ合衆国，カーネギー研究所発生学部門 

 

 理学専攻において、国際学会参加や調査研究・共同研究実施のため毎年平均70件以上に及ぶ教員の海外派

遣が実施されており、これらの派遣においては学生も同伴している事例も見られる（図表13－１－②－２）。 

 

図表13－１－②－２ 理学専攻教員の海外派遣実績件数 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

国際会議等 31 62（9） 39（4） 42（4） 38 27 

調査研究 21 43（4） 24（4） 26（3） 33 12 

その他（共同研究・

招へい等） 
12 8 13 7 14 8 

合計 64 113(13) 76(8) 75(7) 85 47 

※（ ）内は学生件数・内数 

※H25・H29・H30は、学生のとりまとめなし 

※平成30年度については、10/30までの入力分 
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 理学専攻の教員が主催した国際会議も多くあり、このような国際学会においては多くの学生が研究発表、学会

運営に関わり、学生の国際的意識向上に寄与している（図表13－１－②－３）。 

 

図表13－１－②－３ 理学専攻教員が主催した国際学会等 

年度 学会名等 開催地 件数 

25 

Noncommutative Algebraic Geometry and Related Topics 京都市 

5 

Perspectives on Representation Theory of Algebras 名古屋市 

IAVCEI related meeting W07 RHEA: A collaborative database for 

rheological magmatic properties 
鹿児島市 

AGU Fall Meeting: session Microstructure, Rheology, and the Effects of 

Fluids 

アメリカ・サンフ

ランシスコ 

日韓トリチウムワークショップ 静岡市 

26 
第12回先進エネルギーシステム材料および核分裂・核融合工学に関する

日中シンポジウム 
静岡市 1 

27 

Derived Categories of Finite Dimensional Algebras 静岡市 

3 日米共同研究PHENIX Task 3ワークショップ 札幌市 

日韓トリチウムワークショップ 福岡市 

28 

Infinite Combinatorics and Forcing Theory 京都市 

3 17th Workshop on Fine particle Plasmas 土岐市 

Duality, Integrability and Matrix Model 伊豆市 

29 

Noncommutative Algebraic Geometry and Related Topics 京都市 

10 

Young Mathematicians Workshop on Several Complex Variables and 

Complex Geometry 
中国・北京 

Topology of pseudoconvex domains and analysis of reproducing kernels 京都市 

18th Workshop on Fine particle Plasmas 土岐市 

Discrete Approaches to the Dynamics of Fields and Space-Time 韓国・浦項 

Progress in Quantum Field Theory and String Theory II 大阪市 

International Symposium on Diversity of Chemical Reaction Dynamics 姫路市 

IUMRS-ICAM 2017 京都市 

JpGU-AGU Joint Session: session Hard-Rock Drilling: Oceanic 

Lithosphere to Island Arc Formation and Beyond 
千葉市 

日韓トリチウムワークショップ 富山市 

30 

Symposium on Advances in Mathematical Logic 2018 神戸市 

8 Workshop on Holomorphic Maps, Pluripotentials and Complex Geometry 静岡市 

19th Workshop on Fine particle Plasmas 土岐市 
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Workshop: Matrix Models forNoncommutative Geometry and String Theory 
オーストリア・ウィ

ーン 

JpGU-AGU Joint Session: session Hard-rock Drilling: Oman to Oceanic 

Lithosphere to Island Arc Formation and Beyond 
千葉市 

AGU Fall Meeting: session Crystallographic fabrics and 

microstructures:geodynamic marker of Earth's history and today's internal 

structure 

アメリカ・ワシント

ンDC 

5th World Congress on Microbial Biotechnology 
ポルトガル・リス

ボン 

 日米共同研究PHENIX Task 3ワークショップ 福岡市  

 

 理学専攻教員が共同研究等のために招へいした外国人研究者は延べ70名に達し、外国人研究者の講演への

参加あるいは共同作業により、学生の国際的意識の向上に寄与している（図表13－１－②－４）。 

 

図表13－１－②－４ 理学専攻への外国人研究者招へい数 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

日本学術振興会 11 3 2 7 12 2 

上記以外 1 2 7 5 11 7 

合計 12 5 9 12 23 9 

 

 理学専攻教員による共著論文・学会発表等に関わる国際共同研究の延べ数（平成25年度～30年度）は386件

に達している（図表13－１－②－５）。これは前回の報告（107件）と比べ３倍以上の増加である。 

 

図表13－１－②－５ 理学専攻教員の国際共同研究件数（共著の論文・学会発表など） 

 共著論文 共著発表 その他 

件数 187 190 9 

その他：部局間交流協定7件，海外学術調査2件 

 

 本評価期間中（平成25年度～平成30年度）、理学専攻が締結した部局間協定校は８機関にのぼる（図表13－１

－②－６）。これは評価期間開始時（平成25年（2013年）4月）に協定が全くなかったことを考えると、著しい増加で

ある。 

 

図表13－１－②－６ 理学専攻の部局間交流協定 

機関名 国・地域名 締結年月日 その他 

マチュン大学光合成色素研究センター インドネシア 2014.8.13 教 

西南物理研究院核融合科学センター 中国 2015.3.12 教 

香港科技大学 中国 2015.9.9 教・学 

仁荷大学自然科学大学・大学院 海洋科学生物工学研究科 韓国 2016.6.27 教・学 

マチュン大学理工学部 インドネシア 2017.7.12 教・学 
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ウィーン工科大学数学・地球情報学部 オーストリア 2018.9.3 教・学 

東国大学校工学部 韓国 2018.9.3 教・学 

リール大学理工学部 フランス 2019.2（予定） 教・学 

教：教職員の交流、教・学：教職員および学生の交流 

 

② 教育内容・方法等の国際化 

 理学専攻では、平成27年度からほとんどの講義を英語対応科目としており、日本語を理解しない学生でも卒業

できるようになった。それらの科目は日本人学生も履修しており、生きた英語での表現を身に付ける機会の提供

になっている。 

 

(2) 外国人学生の受入れ 

① 外国人学生の受け入れ実績 

 理学専攻では外国からの留学生を受け入れている。図表13－１－②－７はその実績を示す。アジア人の学生を

対象としたABP（アジアブリッジプログラム）が平成27年度秋入学より始まったため、平成27年度以降は留学生数

の顕著な上昇がみられる。 

 

図表13－１－②－７ 理学専攻への留学生入学者数 （カッコは内数で非正規生） 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

理学専攻 0 3(1) 10(1) 6(0) 7(2) 10(1) 

非正規生：研究生および短期留学生 

 

② 教育課程編成・実施上の工夫 

 理学専攻では、平成27年度からほとんどの講義を英語対応科目としており、日本語を理解しない学生でも卒業

できるようになった。それに加え、日常生活ができる日本語能力を習得するため、国際連携推進機構で準備して

いる日本語授業プログラムを受講できるよう、その講義枠に専門の講義を極力入れないようにしている。特にABP

で入学する学生は、日本と出身国の橋渡し役となることを期待しており、卒業後に静岡県下の企業に就職するた

めにもこれらは重要と考えている。 

 

③ 外国人学生に対する各種支援 

 国際連携推進機構が取り扱っている各種財団が提供している奨学金制度及び静岡大学国際交流基金による

留学生支援制度に応募できる環境を整えている。また、授業料免除制度も日本人学生と対等に応募でき、実際

に多くの留学生が全額免除・半額免除になっている。特にABPで入学する学生は、入学検定料、入学料、１年目

の授業料が全額不徴収となり、２年目の授業料も所定の成績要件を満たすことにより、全額が不徴収となる。また、

平成28年４月に留学生寮（国際交流会館）が移転・新築され、特に来日直後の留学生が低価格で家具付きの部

屋に入居できるようになった。 

 

④ 外国人学生の受け入れ促進のための取り扱いの実施状況 

 総合科学技術研究科においては外国人留学生選抜の入試要項を英文化し、ホームページから閲覧可能であ

る（http://www.shizuoka.ac.jp/admission/pdf/h30/app_guide_2019_inter.pdf）（資料編 資料３）。また、大学間交
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流協定校や部局間交流協定校での理学専攻教員による講演やABP修士課程の説明を行い、国際連携推進機

構と協力して理学専攻への留学生の受け入れ努力を行った。 

 

(3) 国内学生の海外派遣 

① 国内学生の海外派遣実績 

 静岡大学では国際連携推進機構を通して、外国の提携校への留学を支援している。具体的には夏季短期留

学プログラムとして、ネブラスカ大学、アルバータ大学、朝鮮大学校での語学研修制度がある。理学部からは以

下のように期間中の参加実績はなかった（図表13－１－②－８）。 

 

図表13－１－②－８ 夏季短期留学プログラム 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

理学専攻 0 0 0 0 0 0 

 

 上記の短期プログラムだけでなく、静岡大学では大学間協定校への１年未満の留学制度が準備されており、日

本国政府による奨学金を利用しての留学制度も用意されている。図表13－１－②－９は、そのような制度を利用

して、理学専攻の学生が短期・長期留学した実績であり、一定数の学生が制度を利用している傾向がみられる。 

 

図表13－１－②－９ 理学専攻から外国への派遣留学生人数 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

理学専攻 1 2 0 0 0 1 

（夏季短期留学と協定校外留学を含む） 

 

 上記の制度とは別に、理学専攻の学生に国際感覚とグローバルな視野を持たせる目的で、平成24年度に理学

専攻独自の事業として「理学専攻学生の海外研究機関派遣に係る研修」を始めた。各コースから大学院学生１名

を選抜し、５コースで５名の大学院学生を教員１名が引率し、アメリカ合衆国 ケンブリッジ市周辺の研究機関（ハ

ーバード大学、マサチューセッツ工科大学）を訪問し、現地の学生や教員と交流を持つものである。この事業は

現在も継続しており、平成25年度～平成27年度は同様の研修を行った（図表13－１－②－10）。平成28年度以

降は部局間協定大学である香港科学技術大学のサマースクールへの派遣に変更し、学生がただ見学するだけ

ではなく、相手先機関の教員や他の国からの参加者との交流をすることで、より学生が参加する研修を提供して

いる。これらの費用は理学専攻が負担している（資料編 資料18）。 

 

図表13－１－②－10 理学専攻から海外研究機関派遣した学生の人数 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

理学専攻 5 5 5 4 5 2 

 

② 教育課程編成・実施上の工夫 

 理学専攻独自の取り組みとして平成24年度から「海外派遣研修」制度を開始し、修士課程学生５名を１週間程

度海外の有名大学等に派遣し、見分・体験を広める取り組みを開始した（平成25年度～平成27年度は米国、平

成28年度以降は香港）。 
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③ 派遣学生に対する各種支援 

 国際連携推進機構が取り扱っている各種財団が提供している奨学金制度及び静岡大学国際交流基金による

派遣学生支援制度、更に、理学専攻独自の取組「海外派遣研修」への支援に応募できる環境を整えている。ま

た、学部長裁量経費を用いた取り組みとして、海外で開催される国際学会で発表する学生に対して、一部旅費

の補助を行っている。 

 

④ 国内学生の海外派遣促進のための取扱い等の実施状況 

 国際連携推進機構において年２回の海外留学フェアを実施しており、理学専攻の学生に参加を促し、その結

果、参加者の数、及び実際に留学する学生数は増加傾向がみられる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 上述のように理学専攻教員の教育研究における高い国際性、国際学会等の主催

の実績、外国人研究者の招へい、更に国際共同研究の件数の多さの実績は、理学専攻における国際的な研

究・人的な交流にも成果が上がっていると言える。理学専攻におけるこのような国際的環境の向上により、過去６

年間に留学等を希望する学生数は確実に増加している。このような成果は、理学専攻の学生・教職員の国際的

意識の向上にも大きく貢献しているものと判断することができる。 

 

観点13－1－③ 活動の実績や学生の満足度等から判断して、活動の成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 平成24年度から創始された「理学専攻学生の海外研究機関派遣に係る研修」を利用した理

学専攻学生が毎年外国に派遣され、その中から博士課程に進学する学生も一定数得られた。一方、夏期短期留

学プログラムを利用した外国への派遣留学生数（図表13−１−②−８）、大学間協定校への留学制度を利用した派

遣留学生数（図表13−１−②−９）については少数の希望者のみが見られる。また、外国からの留学生の受け入れ

についても、ABPの影響で顕著に増加している。 

 国際交流に関する学生の満足度を表したのが図表13−１−③−１および図表13－１－③－２である。在学生に対

して「本学における国際交流支援に満足しているか」という問いにほとんどの学生が満足でも不満でもなく、「どち

らでもない」と回答している。これは、全国的に問題となっている若者の留学離れを反映していると思われる。しか

し、学年が低い方が満足度が高く、不満度が低い傾向にあることから、近年の理学専攻の取り組みの成果が表れ

つつあると考えられる。 

 

図表13－１－③－１ 国際交流に関する在学生の満足度 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年生

2年生 どちらでもない 不満 満足 
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 一方修了生については、「静岡大学の教育について、国際的視野（異文化理解・グローバルな問題の理解）に

関してどの程度満足できましたか」という問いに「非常に満足」または「やや満足」と答えた割合（肯定率）は37.5%

であった。また，「学生生活を通じて、国際的視野を身につけることができたか」に対する肯定率は50.0%であった。

「仕事や日常生活の中で、静岡大学で学んだことや経験がどの程度役に立っているか」に関して、国際的視野

（異文化理解・グローバルな問題の理解）において、肯定率は25.0%であった。在学生と質問の内容が異なるため

一概に比較できないが、理学専攻を修了した学生は国際交流に関して概ね満足している傾向が伺える。 

 

図表13－１－③－２ 国際交流に関する修了生の満足度 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 多くの理学専攻教員が国際的経歴を持ち、国際的教育・研究活動を行っている。

それに加え、部局間交流協定機関数や留学生数の増加の増加もあり、国際的環境整備は十分に整ってきたと考

えられる。学生の海外派遣数の増加は、理学専攻で独自に行っている派遣制度に加え，国際的環境の改善によ

る学生の国際的意識の向上の結果であると考えられる。 

 

観点13－１－④ 改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 観点13－１－②において示した通り、理学専攻教員の多くが国際的経歴を持ち、それに基

づく国際的教育・研究活動を行っている。また、部局間交流協定機関数や留学生数の顕著な増加も見られた。こ

れらは今後も継続していくことで，理学専攻の国際化をより強化できると考えられる。一方、理学専攻の海外派遣

学生数は、独自の制度による派遣を除くと、減少はしていないものの、大きな増加は見られていない。 

静岡大学全体においては、この６年間で協定校が大幅に増加し（1.6倍）、その協定内の学生交流覚書による

大学院学生の留学が大幅に増加してきた。理学専攻においても新たに８機関と部局間協定校を結び、留学生を

派遣する素地は整っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 観点13－１－②において示した通り、国際経験の豊富な理学部教員が増加し，そ

の結果として国際会議の開催件数、外国人研究者の招聘数、国際共同研究件数の顕著な増加が見られた。こ

れは、世代交代によって国際経験の豊富な教員の割合が増加したためと考えられる。このことは、受入留学生数

の増加とも相関している。一方、海外派遣学生数は伸び悩んでいる。これは、現在の大学院生が講義や就職活

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教育

身についたか

役立っているか

どちらでもない 不満 満足 
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理学専攻 基準１３ 
 

 

動などで時間的制約があることに加え、海外に興味を持たなくなったためであり、全国的に問題となっている。 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 理学専攻の育てる人間像として「国際的に活躍できる高度な技術職や研究職等に必要な深い学識

を身につけた人材の育成」とある点は、国際交流活動を重要視する姿勢を強く窺うことのできる点であり、これを

国際交流の理念・目標としてウェブサイトに掲載することで情報発信をしている。また、本評価期間中（平成25年

度～平成30年度）、研究環境の国際化は飛躍的に進展した。国際的教育・研究環境の整備、更に国際的学会

参加や共同研究実施に尽力した結果であり、部局間交流協定数、留学生数の増加にもつながっている。特に

「理学専攻学生の海外研究機関派遣に係る研修」制度は、学部長裁量経費による派遣であり、学生に負担をか

けない制度である。この制度を設定することや派遣された学生を含めた国際的視野を持つ学生を育てることで、

その周りの学生の意識改革にもつながっている。 

 

【改善を要する点】 理学専攻学生に関しては、ある程度長期間の留学は留年しないとできないため、多くの学生

が留学を志しても、現実的には実現できないケースが見られる。今後、ごく短期間の留学や、共同研究を推進す

るための留学等を促す取り組みが必要である。その対策の一環として、海外インターンシップの検討を始めてい

る。受け入れ留学生に関しては、ABP制度の導入により、顕著な増加が見られた。しかし、来日後に経済的理由

で断念してしまう学生も見受けられ、そのような学生が続けられるようなサポートシステムの検討が必要である。 
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222



工学専攻 基準２ 

基準２ 教育研究組織構成 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点２－１－① （学士課程）学科の構成（学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）

が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

該当なし 

 

観点２-１-② 

（大学院課程）専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、大学院課

程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学は、静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻における教育その他必要な事項に関する静岡大学

大学院総合科学技術研究科規則を制定しており、その中で静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

のコース構成について定めている（資料 2-1-1）。 

 

資料 2-1-1 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則より 

（専攻） 

第 3 条 研究科は、大学院規則第５条に規定する次の専攻で構成する。 

情報学専攻  

理学専攻  

工学専攻  

農学専攻 

 

（コース） 

第 4 条 前条第１項に規定する専攻に、次のコースを置く。 

工学専攻 

機械工学コース 

電気電子工学コース 

電子物質科学コース 

化学バイオ工学コース 

数理システム工学コース 

事業開発マネジメントコース 
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工学専攻 基準２ 

 
図 2-1-1 静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻の教育組織 

 

静岡大学大学院総合科学技術研究科規則により定められた工学専攻のコース構成に基づいた教育組織

を図 2-1-1 に示す。事業開発マネジメントコースを除く 5 コースは、対応する工学部各学科と一体的に

運営されている。事業開発マネジメントコースは対応する学科を持たない独立コースであり、地域の製

造業が求めるものづくり技術者の育成と技術経営教育を行っている。 
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工学専攻 基準２ 

以下に、各コースの概要を示す。 

 

機械工学コース 

機械工学は、人類の豊かで安全な生活を支える機械を開発・設計・使用するための基盤をなす工学で

ある。伝統的な学問であるが、新しい時代に対応して常に刷新を続けている。機械工学コースは研究

を通じて科学の発展に寄与するとともに、実力ある機械技術者を世に送り出し続けている。2005 年度

から宇宙航空研究開発機構（JAXA）とも密接に連携しつつ、研究・教育を行っている。2013 年度か

ら「宇宙・環境分野」、「知能・材料分野」、「光電・精密分野」の 3 分野を設置してそれぞれ特色のあ

る研究・教育を行っている。 

電気電子工学コース 

電気電子工学は、電気電子機器、各種製造機器、自動車、通信、電力、鉄道、航空宇宙機器、OA 機

器、医療機器など幅広い産業分野の基礎であり、電気電子工学コースではそれらの分野に関わる電気

電子機器の設計・開発に関わる学問分野と技術に関する教育と研究を行い、電気工学、電子工学、情

報工学の様々な課題にチャレンジし解決できる幅広い専門的基礎力を持ったエンジニアの育成を目指

す。電気電子工学コースでは「情報エレクトロニクス分野」と「エネルギー・電子制御分野」の 2 分

野制で教育を行う。修了生は、地元浜松地域をはじめとする東海地域、そして全国の企業において将

来を担う人材として嘱望されている。 

電子物質科学コース 

電子物理デバイス分野と材料エネルギー化学分野の 2 分野制である。エレクトロニクスや高性能電池

による自動車の進歩、LED 照明、ブルーレイディスクの出現による情報機器の発展や高性能太陽電池

開発など、電子デバイスと材料開発の分野で生活や産業の基盤となる新しい技術が生まれている。電

子物質科学コースは電子物理工学と材料化学を基礎として、エネルギー産業、自動車を代表とする輸

送機器産業或いは電気電子機器産業の発展に不可欠な電子デバイス及び材料の創製やＭＥＭＳのよう

な今後発展が予想されるナノデバイスまで、幅広い電子デバイスや今後ますますの発展が望まれるエ

ネルギー関連材料などにかかわる学問分野と科学技術に関する実践的教育・研究を行うとともに、新

規な学問領域や科学技術の進歩を牽引できる人材の育成を目標とする。 

化学バイオ工学コース 

環境応用化学分野、バイオ応用工学分野の 2 分野制である。化学およびバイオ工学の基礎、化学反応

を基にした環境化学、ファインケミカルズ、およびプロセスシステム工学、さらには循環型低炭素化

社会の構築を目指したグリーンケミカルバイオロジーなどの分野に対して理解を深める。2 つの分野

で、それぞれの分野に特徴を見出しつつ、化学やバイオ工学を基盤とした産業分野において将来の展

開を視野に入れた研究・教育を行う。 

数理システム工学コース 

数理システム工学コースは、「人と環境にやさしいシステム」作りに貢献する人材を育成する学科であ

る。近年の情報システムの発達に伴い、情報産業はもとより、製造業・サービス業などすべての産業

分野でシステムエンジニアの需要が増大している。さらに、地球環境や安全の問題が大きな脅威とな

っており、様々な分野で環境や社会に配慮をしたシステム作りが急務となっている。数理システム工

学コースでは、数理モデリング・シミュレーション・最適化など数理科学の手法とプログラミング言

語・アルゴリズムなど情報科学の基礎、そしてリスク管理など環境科学の諸分野の学習により、「地球

にやさしいシステムエンジニア」の育成を目指す。 
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工学専攻 基準２ 

事業開発マネジメントコース 

事業開発マネジメントコースは、平成 18 年 4 月に、自由啓発、未来創成という建学の精神のもと、企

業と社会の将来をになうキーパソンの育成を目指し、学生及び社会人のための大学院として開設され

た。以来自らに深くであい、新たな社会価値を生み出す人材（財）を生み出し続けている。事業開発

マネジメントコースは、新しい事業創造や価値観の創造、さらには地域価値の向上等の活動に活躍出

来る人材（財）育成を目標にしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

これまで静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻は、「ものづくり」教育を基本に、機械工学コ

ース、電気電子工学コース、電子物質科学コース、化学バイオ工学コース、数理システム工学コース、

事業開発マネジメントコースの６コース体制で、地域産業に貢献できる人材の育成を図ってきた。これ

らの専攻・コース構成は、修士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものであると考えら

れる。 

 

観点２－１－③ 

附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成 22 年 4 月に、創造教育支援、工作技術、地域連携の 3 部門からなる次世代ものづくり人材育成

センターを国立大学としては初めて設置した。創造教育支援部門では、実際のロボット製作等を通して

機械加工，デジタル回路，プログラミングや化学物質の知識，レポートの書き方といった基礎的素養を

学生に学ばせている。工作技術部門は、機械加工に関連する学生実験の支援および学内の研究用加工・

製造装置の製作及び修理業務を依頼に応じて行っている．また、学生フォーミュラ、鳥人間、ロボット

コンテスト等の学生のものづくり課外活動に対しても製作作業などの支援を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育の基本に据えている「ものづくり教育」を充実させるために次世代ものづくり人材育成センター

を設置している。そして、実技を通した「ものづくり教育」、各学科の実技教育への支援、学生のもの

づくり課外活動への支援を行っている。これらは、静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻におけ

る教育研究の目的を達成する上で適切なものであると考えられる。 

 

観点２－２－① 

教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動

を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 

静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則において、教授会の審議事項として教育に関する事項

が含まれることが明記されている（資料 2-2-1）。 
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工学専攻 基準２ 

資料 2-2-1 静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則より 

(役割) 

第 3 条 教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるも

のとする。  

(1) 学生の入学及び課程の修了  

(2) 学位の授与  

(3) 教授会通則第３条第１項第３号の規定に基づき、学長が別に定めるもの  

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について

審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。  

3 教授会は、前２項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究に関する事項に

ついて審議し、及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。  

4 教授会は、学長が教授会通則第３条第１項第３号に掲げる事項を定める際に、意見を述べ

ることができる。 

 

大学院総合科学技術研究科教授会（教授会の代わりに開催される代議員会を含む。以下同じ。）は、

月１回の定例開催の他、必要に応じて適宜開催され、教育課程に関する事項、学位認定、学生の異動等、

研究科執行部、各専攻、教務委員会などから提出された教育に関する案件について審議し、その対応を

決定している。 

 また、大学院の教育課程や教育方法等を検討する組織として教務委員会が設置されている。教務委員

会は、委員長・副委員長・各学科委員 2 名で構成され、所掌事項が定められている（資料 2-2-2）。教務

委員会は、月１回の定例開催の他、必要に応じて適宜開催され、所掌事項の各項目について検討を行な

っている。 

 

資料 2-2-2 教務委員会の構成と所掌事項 （出典：工学部管理運営組織体制） 

Ｂ-２-１教務委員会（教務係） 

構成員：委員長、副委員長、各学科・系から 2 名【計 10 名】 

委員長の学科選出委員兼任不可、副委員長の学科選出委員兼任可 

任 期：2 年（半数交替） 

選出方法：副委員長は当該学科等(ﾛｰﾃｰｼｮﾝ)からの推薦により教授会において承認、委員は各学

科・系からの推薦（副委員長は次年度の委員長となる） 

所掌事項：次に掲げる事項 

①教授会から委嘱された事項の審議 

②教育課程の編成及び教育制度等に関する事項の調整・立案・検討 

③学生の成績管理、卒業認定、転学部・転学科・編入学等の教務事項の実施処理 

全学関連委員会：大学教育センター会議、全学教育企画会議 

 

【分析結果とその根拠理由】 

大学院総合科学技術研究科教授会は、月１回の定例開催の他、必要に応じて適宜開催され、教育活動

に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っている。 

教務委員会は、各学科・系からの委員により構成されており、適切な構成となっている。また、活動
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工学専攻 基準２ 

の連続性を保つため、年度毎に構成委員の半数を交代している。月１回の定例開催の他、必要に応じて

適宜開催され、所掌事項の各項目について検討を行なっている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

(1)各コースでは、それぞれの教育目的に応じて分野制を設けるなど、教育体制の充実に努め教育効果

を上げている。 

(2) 次世代ものづくり人材育成センターを設置し、その創造教育支援部門は、本学部の基本理念であ

る「ものづくり」教育を積極的に行い、学生の「ものづくり」への興味を高めている。また、技術部お

よび次世代ものづくり人材育成センター・工作技術部門は学生の実験や実習の支援を行っている。 

 (3) 大学院総合科学技術研究科教授会および教務委員会の目的・所掌事項を明確に定め、定期的に開

催して教育活動に係わる事項を審議・検討している。 

 

【改善を要する点】 

特になし。 
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工学専攻 基準３ 
 

基準３ 教員及び教育支援者等 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点３－１－①  教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の

所在が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

静岡大学の第3期中期目標（資料 3-1-1-1）において、「全学教育基盤機構を中心に、全学的観点からの教

育ガバナンスと総合的見地に基づく教員配置を通して、明確な人材養成像に基づく体系的な教育課程の編成、教

育の質保証、教育の国際化等の課題に取り組む」ことを、教育の実施体制等に関する目標として掲げている。教

員組織編成に当たってはこの方針に従って、大講座制のもとに教員配置を行なっている。工学専攻の教員組織

の責任体制は明確で、最高責任者は工学専攻長であり、工学専攻の各コースには、コース長を配置し、その基

で各コースの教員の役割分担が決められている。教授会についての必要事項は教授会規則に定められている

（資料 3-1-1-2）。関連組織である共通講座会議とも組織的に連携している。共通講座会議もコースに属する

教員によって組織され、工学系の理系基礎教育を担当している。さらに、管理運営に関わる体制などは資料

3-1-1-3に示されている。 

 

資料 3-1-1-1 静岡大学の第 3 期中期目標・中期計画一覧表

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/h29/201711_list.pdf 

資料 3-1-1-2 静岡大学教授会規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000012.htm 

資料 3-1-1-3（別添資料 3-1-1） 

平成30年度工学部・総合科学技術研究科工学専攻・工学研究科 委員会名簿 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

静岡大学の第3期中期目標に基づき、工学専攻各コース、次世代ものづくり人材育成センター、共通講

座会議など、それぞれの目的に適した教員組織編成が行われている。コースは大講座制による編成となって

いる。したがって、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされているといえる。 

 

 

観点３－１－② 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。また、

教育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

 

該当なし 

 

観点３－１－③ 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。 

 

【観点に係る状況】  

工学専攻における専任教員数のコース別・職階別内訳を資料 3-1-3-1 に示す。平成30年5月1日現在の

学生数は 700 人、専任教員１人あたりの学生数は 3.9 人である。本専攻の専任教員は、全員が資格審査

を経て、学生の教育および研究の主指導資格を有している。資料 3-1-3-1 に示した専攻の専任教員数は、

大学院設置基準上必要数 38 (教授数 26 )を満たしている。 
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資料 3-1-3-1 平成30年5月1日現在の工学専攻のコース別の専任教員数 

 

 

 

［ 

 

 

 

 

（注）研究科担当資格を持たない助教を除く。()内は女性教員数、[]内は外国人教員数、ともに内数。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教員 1 人あたりの学生数は約 4 名であり、教育課程を展開するために必要な教員を確保している。専

攻ごとの専任教員数は大学院設置基準を満たし、大学院課程における研究指導を遂行するに必要な員数を

確保している。 

 

 

 

観点３－１－④ 学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置

が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】  

教員採用では、原則的に公募制を導入している。特に、中期目標計画に定める重点的な研究分野並び

にその関連分野の高度化と活性化を図るために、テニュアトラック普及・定着事業によって、意欲的で

能力の高いテニュアトラック教員を、国内外の若手研究者から広く国際公募を実施して採用している。

資料 3-1-4-1 に、学術院工学領域におけるテニュアトラック採用教員数を示す。また、資料 3-1-4-2 

に工学領域の教員の年齢分布を示す。女性教員数、外国人教員数は資料 3-1-2-2 中にそれぞれ () およ

び [] 内に示してある。工学専攻についても資料 3-1-3-1 に示してある。なお、平成 14 年度以降に

採用された助教については任期制を採用している。 

 

 

資料3-1-4-1 工学部・工学専攻のテニュアトラック採用教員数 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 教授 准教授 講師 助教 専任教員数 

機械工学 21 [1] 21 [1] 1 5 48 [2] 

電気電子工学 11 14 [1] 1 3 29 [1] 

電子物質科学 23 [2] 14 (1)[1] 2 6 [1] 45 (1)[4] 

化学バイオ工学 12 20 (2)[1] 0 2 34 (2)[1] 

数理システム工学 7 (1) 11 1 [1] 0 19 (1)[2] 

事業開発 

マネジメント 
4 2 0 0 6 

専攻全体 78 (1)[3] 82 (3)[4] 5 [1] 16 [1] 181 (4)[9] 
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資料 3-1-4-2 学術院工学領域教員の年齢分布（年齢は平成 30 年 5 月 1 日現在） 

 
 

【分析結果とその根拠理由】  

公募制を原則とする教員採用や助教の任期制を行っている。さらに、意欲的で能力の高いテニュアト

ラック教員を公募して採用している。これらについては、教員組織の活動をより活性化するための適切

な措置を行っていると判断できる。現在の工学専攻教員組織の年齢分布は適切なものとなっている。しか

しながら、性別構成のバランスへの配慮や外国人教員の確保に関する措置は不十分である。 

 

 

観点３－２－① 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、

学士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究

上の指導能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】  

教員の採用は学術院工学領域として行っている。教員採用は原則的に公募制をとっている。  資料 3-

2-1 に示されている「静岡大学教員資格審査基準」に基づき、工学部の目的に即したより具体的な採用・

昇任基準を定めている。工学領域の採用・昇任基準は、教育、研究、社会貢献、管理運営、その他の 5 項

目に関して教授、准教授、助教の職位ごとに定めている。また、研究業績は論文を基本にして評価する。

論文の編数、第一著者か否か、等に関する評価基準は分野によって異なるので、学科等ごとの基準を定めて

いる。さらに、採用や昇任にあたっての個人調書に教育上の指導能力や経歴を記載することを義務づけ、こ

れらも審査要素として重視している。 

 

資料 3-2-1 静岡大学教員資格審査基準 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000098.htm 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教員採用は公募制を原則としている。全学的な基準の「静岡大学教員資格審査基準」に基づき、より

具体的な工学領域の採用・昇格基準を定めて、教育上の指導能力や経歴を重視した審査を行っており、適

切な運用がなされている。 
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観点３－２－② 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果

把握された事項に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成 20 年度から本格実施している全学教員の個人評価システムでは、過去 3 年間にわたる教育実績

（担当科目数、指導学生受け入れ状況、学位論文の審査、教科書や教材の執筆など）についての 5 段階

評価が毎年行われ、これにより教育の改善、活性化を目指している。また、本専攻では教員データベー

スのデータを期末勤勉手当や昇給を決める際の参考にしており、その評価項目として教育活動が含まれて

いる。大学院の教育は専門的な内容の科目が多いが、授業は当然当該授業に関係した研究を行っている教

員が担当しており、研究活動が十分に授業に反映されている。より専門性の高い研究活動は、研究室に配

属されている学生の研究指導に活かされている。教員の研究活動は、教員データベースの Web サイト

（資料 3-2-2-1 ）で公開されている。授業の教育内容・担当教員はシラバスとして Web サイト（資料 

3-2-2-2 ）で 公開されている。 

 

資料 3-2-2-1 教員データベース 

https://tdb.shizuoka.ac.jp/RDB/public/ 

 

資料 3-2-2-2 シラバス 

http://syllabus.shizuoka.ac.jp/ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全学的に行われる個人評価システムによる教育の改善と活性化、教員各人の教育活動に関するデータを

参考にした期末勤勉手当や昇給の決定など、教員の教育活動に関する定期的な評価が行われている。公開

されているシラバス（授業内容）と教員の研究活動（教員データベース）とを照合することにより、各

教員の担当科目と研究活動に整合性があることが確認できる。 

 

 

 

観点３－３－① 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置さ

れているか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

【観点に係る状況】  

教務に係る事務職員は教務係に 9 人配置され、教育支援活動に従事している。コンピュータによる学

務情報システムの導入など効率化を進めているが、教務係は工学部と工学専攻の両方の教務を扱ってお

り人数は決して十分とはいえない。 

静岡大学技術部には技術長(理事)のもと、6つの支援部門に 70 名(ただし両キャンパスの合計人数)の

技術職員が配属され、教育研究支援のための技術開発、技術業務、学生への技術指導を行っている。 

TA（ティーチング・アシスタント）については、講義および実験・演習科目の教育支援のため大学院生の 

TA を資料 3-3-1 に示すように、最近は、毎年 200 名以上採用している。 

 

 

232



工学専攻 基準３ 
 

 

資料 3-3-1 TA の採用人数状況 

 

学  期 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

合計 263 240 260 261 274 

 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教務に係る事務職員は 9 人が教務係に配置され、多様な教育支援活動に従事している。工学部技術部

は平成 24 年 4 月 1 日より全学所属となったが、今まで通り 5 つの支援部門に 70 名の技術職員が

配属され、それぞれの支援部門の担当業務を中心に業務依頼書に基づいて教育研究支援を行っている。

教務係は工学部の教務にも従事していることを考えると十分な人数が配置されているとは言いがたいが、

事務組織全体の人数も十分でないため教務係を増員することは難しく、学務情報システムの導入などによ

る効率化を進めている。技術職員と TA については、適切に配置されており活用が図られている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】  

工学専攻の教育目的に沿った教育組織を編成し、適切な教員配置を行っている。特に、共通講座会議に

教員を配置し、それらと組織的な連携がなされている。さらに、教員の採用は原則公募制とし、テニュア

トラックでの採用も導入しており、教員組織の活動の活性化に取り組んでいる。教員の採用・昇格基準は

明確に定められており、適切に運用されている。各教員の担当する科目と研究活動に整合性があることが

確認でき、専門性の高い授業内容が展開されている 

 

 

【改善を要する点】  

 教員に占める女性、外国人の比率が低い。女性教員や外国人教員の数を増やす方策を検討する必要が

ある。教務に係る事務職員は工学部と工学専攻の両方の教務を扱っており人数は決して十分とはいえな

いため、拡充が必要と考えられる。 
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基準４ 学生の受入 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点４－１－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】  

静岡大学のアドミッション・ポリシーと工学専攻のアドミッション・ポリシーは、明確に定められてお

り、それぞれの学生募集要項および Web ページ（資料 4-1-1-1）に記載されている。Web ページに記載

されている静岡大学のアドミッション・ポリシー及び工学専攻のアドミッション・ポリシーを資料 4-1-

1-2 および 4-1-1-3 に示す。 

 

資料 4-1-1-1 静岡大学および工学専攻のアドミッション・ポリシー 

静岡大学： http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/adm/index.html 

工学専攻： http://www.eng.shizuoka.ac.jp/outline/policy/index.html 

 

 

資料 4-1-1-2 静岡大学のアドミッション・ポリシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4-1-1-3 工学専攻のアドミッション・ポリシー 

 

【育てる人間像】 

静岡大学は、教職員、学生が共に「自由啓発」を基盤として、平和で幸福な「未来創成」をめ

ざします。このビジョンの下、地球の未来に責任をもち、アジアをはじめ諸外国との関わりを

もつ国際的感覚を備え、高い専門性を有し、失敗を恐れないチャレンジ精神にあふれた人格を

育成します。こうした人格こそが、社会の様々な分野でリーダーとして、21 世紀の解決すべき

問題を追求し続ける豊かな人間性を有する教養人です。 
【目指す教育】 

感性豊かな知性を育てるために、フィールドワーク、ものづくり体験、地域づくり、子どもと

共にそだちあえる学校や地域の場に接する機会を活用します。それによって刺激を受けた人間

力を、基礎と応用の分野での学習・研究に反映させます。 
【入学を期待する学生像】 

失敗を恐れず若々しいチャレンジ精神をもち、人の意見によく耳を傾け、それに学び、協調性豊

かに自己主張ができる人の入学を期待します。 

【育てる人間像】  

「仁愛を基礎にした自由啓発」の精神を尊び、人類の豊かな未来の創成に貢献することを理念

とし、社会のニーズに基づく課題発見能力と問題解決能力を備え、地域社会だけでなく国際社

会でもリーダーとして活躍し、高度技術社会に工学技術で貢献できる人材を育成します。  

【目指す教育】  

豊かな教養と感性および国際的な感覚を身につけ、多様化する社会にリーダーシップを発揮し

て柔軟に対応し、独創性に富んだ科学技術を創造する技術者として活躍できるための教育を行

います。 

【入学を期待する学生像】  

高い専門能力と広い分野における柔軟性のある思考能力を持つ技術者および研究者を志す人、

各コース分野に関する基礎学力を有し、強い学習・研究意欲を持つ人の入学を期待します。ま

た、事業開発マネジメントコースでは、新しい事業や価値観を創造し起業・第二創業を目指す

人、長期的な視点から実践的な技術経営を行う意欲のある人の入学を期待します。  
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【分析結果とその根拠理由】  

静岡大学のアドミッション・ポリシー、工学部のアドミッション・ポリシー、および工学専攻のアドミッ

ション・ポリシーは、それぞれ明確に定められている。また、それらはウェブページや学生募集要項に記載され

ている。 

 

観点４－１－②  入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】  

工学専攻には機械工学、電気電子工学、物質工学、システム工学コースとともに、主に社会人を対象と

した事業開発マネジメントコースが設けられている。一般入試および自己推薦型特別入試に加えて、社会

人入試、外国人留学生入試があり、アドミッション・ポリシーに沿って、多様な学生の受け入れを可能と

している。 

一般入試では、学力試験、面接及び出願書類を総合して判断して合否を決定している。自己推薦型入試

においては、入学願書、成績証明書、自己推薦書、面接試験の結果を総合的に判断している。社会人入試

では、学力試験、口述試験（面接）及び出願書類を総合して判断している。外国人留学生入試では、面接

及び出願書類を総合して判断している。 

資料 4-1-2-1 に、平成 30 年度の専攻別募集人員の内訳を示す。10 月入学、社会人入試及び外国人入

試の募集人員は、若干名である。 

また、外国人留学生入試、社会人入試を実施し、留学生・社会人学生のニーズに対応している。特に外国

人留学生入試としてはアジアブリッジプログラム (ABP) による募集も行っている。事業開発マネジメント

専攻では、特に社会人を対象としており様々な日程で募集を行っている。また、標準修了年限（2 年）の授

業料で、3 年又は 4 年間長期履修出来る制度や、大学卒でない受験者に対しても、一定の審査を経れば受

験可能とするなど配慮をしている。ABPについては、基準 13 で詳しく説明する。 

 

資料 4-1-2-1 平成 30 年度のコース別募集人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）一般入試の募集人員は、社会人、外国人入試を含む。 

コース 

募集人員 

一般入試 
自己推薦型

入試 
一般入試 

(10 月入学) 
社会人入試 

外国人 
留学生入試 

機械工学 39 39 若干名 若干名 若干名 

電気電子工学 24 25 若干名 若干名 若干名 

電子物質科学 26 26 若干名 若干名 若干名 

化学バイオ工学 25 24 若干名 若干名 若干名 

数理システム工学 12 12 若干名 若干名 若干名 

事業開発マネジメント 10 － 若干名 － － 

【入学に必要とされる資質】  

工学専攻が行う入学者選抜試験は、受験者が工学に対する基礎知識と深い探究心を有している

かを判断するために実施します。一般入試では、各コース分野に関する基礎知識と理論的思考

力を判断する筆記試験およびTOEIC試験による英語能力評価（事業開発マネジメントコースを除

く）に加え、学問・研究に対する意欲や適性等を評価する面接試験を行います。また自己推薦

型入試では、出願書類の審査による基本的資質・能力の判定に加え、各コース分野に関する基

礎知識と学問・研究に対する積極的な意欲や適性等を面接試験により総合評価します。 
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【分析結果とその根拠理由】一般入試、自己推薦型入試、社会人入試、外国人留学生入試の各々の入学

試験において、出願書類、学力試験、面接などを適宜組み合わせた総合的な判断によって合否を決定する

ことにより、アドミッション・ポリシーに沿った学生の受入れに努めている。大学院課程においてもABPに

よる学生の募集を行っている。 

 

 

 

観点４－１－③ 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

全学の大学院委員会の下に、工学部入試委員会が組織されており、大学院入試についても工学部入試委

員会によって、公正な試験が実施される体制を整えている。大学院の入学者選抜の実施方法等については、

工学部入試委員会で検討し、改良に努めている。試験問題は、各専攻の問題作成グループで推敲を重ね、

慎重に作成されている。また、面接試験においては、複数名の教員が十分な打合せを行なったうえで面接

を実施している。しかしながら、平成 21 年度の大学院入試において、正解例を配布するという重大な入

試ミスが発生した。この入試ミスの反省に基づき、全ての入学者選抜に対するチェックリストを含む実施

要項の策定を平成 21 年度に実施した。それ以降の入学者選抜においては特にトラブルは生じていない。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

全ての入試で、専攻全体およびコース単位で入試実施体制を敷き、客観的な基準で合否の判断を行って

おり、公正な試験が実施されている。しかしながら、平成 21 年度の大学院入試において、正解例を配布

するという重大な入試ミスが発生した。この入試ミスの反省に基づき、全ての入学者選抜に対するチェ

ックリストを含む実施要項の策定を平成 21 年度に実施した。それ以降の入学者選抜では特にトラブル

が生じていないことから、公正な入学者選抜が行われていると考えられる。しかしながら、入試業務の

ミスやトラブルは、専攻の信頼を大きく損なうことに繋がるため、学部入試と同様に、今後も、入試の

全行程に渡るチェックリストを含む注意喚起が重要である。 

 

 

 

観点４－１－④ 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するため

の取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】  

工学部組織である入試委員会が、工学専攻の入試についても所掌しており、毎年入試方法などについ

て議論をおこなっている。入試科目や実施方法などの大きな変更を行う場合には、入試委員会での議論

に先だって、入試戦略・学生支援企画室が中心となって入試戦略案をまとめる体制となっている。近年

の例をあげれば、入試科目の一つである英語において、 TOEICスコアの換算方法を変更している。具体

的には、平成28年度では、TOEICスコア700点以上を100点と換算していたのに対し、平成29年度からは、

750点以上を100点に換算し、英語のできる学生が優位になった。英語の重要性を増す変更を行ったこと

は、総合科学技術研究科のアドミッション・ポリシーにある、研究・開発や企業の海外展開における国

際交流に貢献できる理工系人材の育成や、工学専攻の教育目標の一つにある、豊かな教養と感性および

国際的な感覚を身につけることに資することになると考えられる。  
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【分析結果とその根拠理由】  

工学部組織である入試委員会が、工学専攻の入試についても所掌しており、アドミッション・ポリシ

ーに沿った学生受入れを行うために、工学部組織である入試戦略・学生支援企画室と連携して入学者選抜

方法を検証している。その検証を反映して、学力検査において英語のできる学生が優位になるようにする

などの変更を行っており、入試選抜方法の改善に役立てられているといえる。取り組みを行うなど、入試

選抜方法の改善に役立てられているといえる。今後も引き続き、試験方法や試験教科・科目の変更が、入

学者の成績へどのように影響を及ぼしているかの調査などが必要と考えられる。  

 

 

観点４－２－① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。

また、その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学

者数との関係の適正化が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 資料 4-2-1-1 に、入学定員に対する充足率を示す。この 5 年間の過員は最大 

31％である。学部卒業時の就職が比較的困難な状況にあるものの、大学院での教育レベルを維持できるよ

う、過員率を比較的小さな値に維持している。 

 

資料 4-2-1-1 入学者の定員充足率 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平均 

定員 262 262 262 262 262 262 

入学者数 284 343 322 323 309 316 

充足率(%) 108 131  123 123 118 121 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

この５年間の過員率は、最大 31%であり、比較的良好な値である。また、入試倍率も定員割れを発生する

ような状況ではない。これらから、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】  

入学試験は、一般入試、自己推薦型入試、社会人入試、外国人留学生入試の各々の入学試験において、出願書

類、学力試験、面接などを適宜組み合わせた総合的な判断によって合否を決定することにより、アドミッショ

ン・ポリシーに沿った学生の受入れに努めている。大学院課程においてもABPによる募集制度を導入するな

ど、多様な学生の受け入れ態勢を整えている。 

 

【改善を要する点】 

大学院入試については、全ての過程が工学部入試委員会の下で適性に管理されている。平成 21 年度の

入試ミスの反省に基づき、チェックリストを含む実施要項の策定を実施した。これにより、それ以降の

入学者選抜では特にトラブルが生じていないが、入試業務のミスやトラブルは、専攻の信頼を大きく損

なうことに繋がるため、学部入試と同様に、今後も、入試の全行程に渡るチェックリストを含む注意喚

起が重要である。 
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基準５  教育内容及び方法  

 

観点５－１－①から観点５－４－④ 

 

該当なし 

 

観点５－５－① （大学院課程）教育課程方針が、学位授与方針と整合性を持っており、教

育課程の編成の方針、当該教育課程における学習方法、学習課程、学習成果の評価の方針を

具体的に示しているか。 

 

【観点に係る状況】 

2015 年度から工学研究科、情報学研究科、農学研究科、理学研究科の研究科を統合し、「総

合科学技術研究科」（修士課程）をスタートさせた。旧工学研究科は研究科の「工学専攻」

となり、資料 5－5－①－1に示す学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定めた。 

 

資料 5－5－①－1 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

この学位授与方針に沿い、資料５－５－①－２に示す専攻の教育課程方針（カリキュラムポ

リシー）が定められた。 

 

 

工学専攻では、豊かな教養と国際性を身につけ、多様化する社会でリーダーシップを

発揮し、独創性に富んだ科学技術を創造する技術者の育成を教育目標とし、下記に示

す資質・能力を身につけていることを修士（工学）の学位授与の方針とします。 

１ 工学の専門分野での高度な知識と技術を有し、それらの関連分野の融合領域におけ

る幅広い知識を有する。 

２ 工学における課題発見能力と課題探求・解決能力を有し、独創性の高い研究を遂行

できる。 

３ 工学において、国際的な視点からリーダーシップを発揮できるためのコミュニケー

ション能力とプレゼンテーション能力を有する。 

４ 社会・産業界のニーズに基づく複合的な諸問題を解決できる高度な知識と技術を自

己学習により修得できる能力を有し、高度専門職従事者として社会に貢献できる基

礎能力を身につけている 
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資料５―５―①－２教育課程方針（カリキュラムポリシー） 

 

この教育課程の定めにより、それぞれの教育内容に応じた適切な授業形態、研究支援が採用

されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

教育課程方針の１「高度で幅広い専門性育成のために、各コースに高い専門性のコア専門科

目および一般専門科目を設置します。さらに、英語で講義する英語科目および英語対応科目

を置くことにより、グローバル社会においてリーダーシップを発揮して柔軟に対応できる

能力を、自らが育成することを推奨します。」は学位授与既定の１に定める「工学の専門分

野での高度な知識と技術を有し、それらの関連分野の融合領域における幅広い知識を有す

る。」に、教育方針の２の「高度な専門性や豊かな独創性、自ら学ぶ能力、課題発見能力、

課題探求・解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を育成するために、

主指導教員および副指導教員が修士論文または特定課題研究を指導します。」は学位授与既

定の２に定める「工学における課題発見能力と課題探求・解決能力を有し、独創性の高い研

究を遂行できる」と３に定める「工学において、国際的な視点からリーダーシップを発揮で

きるためのコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を有する。」に、さらに教育

課程方針の３「社会・産業界でのニーズに基づく複合的な諸問題を解決できるように、研究

科共通科目として理系基礎特論およびマネジメント関連科目を設置します。これにより、高

度専門職従事者として指導的役割を担える能力を、自ら育成することを推奨します。」は学

位授与方針４の「社会・産業界のニーズに基づく複合的な諸問題を解決できる高度な知識と

技術を自己学習により修得できる能力を有し、高度専門職従事者として社会に貢献できる

基礎能力を身につけている」にそれぞれ強く関連付けられ、目指す方向性を具体的かつ明確

にすることで、教育課程の編成の方針、当該教育課程における学習方法、学習課程、学習成

果の評価の方針を具体的に示している。 

 

 

１ 高度で幅広い専門性育成のために、各コースに高い専門性のコア専門科目および一 

般専門科目を設置します。さらに、英語で講義する英語科目および英語対応科目を置 

くことにより、グローバル社会においてリーダーシップを発揮して柔軟に対応できる 

能力を、自らが育成することを推奨します。 

２ 高度な専門性や豊かな独創性、自ら学ぶ能力、課題発見能力、課題探求・解決能力、 

コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を育成するために、主指導教員お 

よび副指導教員が修士論文または特定課題研究を指導します。 

３ 社会・産業界でのニーズに基づく複合的な諸問題を解決できるように、研究科共通 

科目として理系基礎特論およびマネジメント関連科目を設置します。これにより、高 

度専門職従事者として指導的役割を担える能力を、自ら育成することを推奨します。 
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観点５－６－①（大学院課程） 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係わる状況】  

工学専攻では、ディプロマ・ポリシーの制定と合わせて、2015 年度の改組時に、資料５－

５―①－２に示す新たなカリキュラム・ポリシーを制定した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

このカリキュラム・ポリシーでは、 

・専門分野での高度な知識と技術の習得に加え関連分野の融合領域まで知識の幅を広げる

ことを目指す 

・高度な専門性や豊かな独創性を身につけるばかりでなく、自ら学ぶ能力・課題発見応力・

課題解決能力・プレゼンテーション能力といった人間力の研鑽に教員と共に励む 

・地域ニーズ等の複合的問題を解決できるような高度専門職従事者のリーダーたる能力を

求める 

という、教育課程の構成・実施方針が明確に定められている。 

 

 

観点５－６－② （大学院課程）教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的

に編成されており、その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

【観点に関わる状況】 

本選項では、観点５－６―①に示した教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）

に基づき、教育課程を編成し実施している。学生が学位を授与されるに必要とする修了所要

単位数を資料５－６－②－１に示す。 

 

資料５－６－②－１ 卒業所要単位数 

  科目区分 研究科 コース コース 
合計 

コース名   共通科目 必修科目 選択科目 

機械工学コース ４単位 １２単位 １４単位 ３０単位 

電気電子工学コース ４単位 １２単位 １４単位 ３０単位 

電子物質科学コース ４単位 １２単位 １４単位 ３０単位 

化学バイオ工学コース ４単位 １２単位 １４単位 ３０単位 

数理システム工学コース ４単位 １４単位 １２単位 ３０単位 

事業開発マネジメントコース ４単位 １２単位 １４単位 ３０単位 

 

修了所要単位数は全コースで計３０単位以上とし、その内訳は、研究科共通科目４単位以上、

コースごとに定めた必修科目１２～１４単位以上、選択科目１４～１２単位以上である。 
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必修科目には「修士論文または特定課題研究（事業開発マネジメントコースのみ）」に関す

る単位が含まれているが、数理システムコースにではコースの特性上２単位の上乗せを求

め、その分選択科目の必要数を２単位減じている。 

研究科共通科目４単位を必須としている部分がカリキュラム・ポリシーで謳う「高度で幅広

い専門性育成」を具体的に実現する部分であり、また選択科目内に英語の科目をチョイスで

きるシステムがあることも本専攻の大きな特徴である。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

以上示すように、教育課程が体系的に本学カリキュラム・ポリシーを担保しながら、学位の

水準として適切なものになっていると判断する。 

 

 

観点５－６－③（大学院課程） 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様

なニーズ、学術の発展動向、社会からの養成に配慮しているか。 

 

【観点に係わる状況】 

１）学生の多様なニーズに対する対応 

(a) 科目の履修 

他コースの科目を履修した場合、10 単位まで修了所要単位に算入することができる（平成

24 年度工学専攻学生便覧、p.44）。資料５－６－③-1 に示すように、毎年 200 人もの学生

が他専攻の科目を履修している。 

 

資料５－６－③－１他コースからの履修者と単位数 

他専攻／ 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

   コース 
学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

機械工学 82 374 79 370 88 398 84 363 85 356 

電気電子工学 50 258 56 292 59 247 63 234 52 151 

電子物質科学 23 86 19 74 18 54 25 92 19 64 

化学バイオ工学 10 24 11 54 25 108 45 145 37 146 

数理システム工学 4 12 0 0 3 14 10 26 8 16 

事業開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 0 0 2 4 1 2 2 4 0 0 

  169 754 167 794 194 823 229 864 201 733 

 

前項で示した履修体系に加え、学生の希望ニーズに応じ、次に示す各種のプランが用意さ

れている。 
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(b)他専攻の授業科目の履修 

 他専攻長の許可を得て、本学大学院の他研究科等の授業科目を履修することができる。 

 

資料５－６－③－２ 他専攻からの履修受入れ数と単位数 

他専攻科目の

履修 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

学生

数 

単位

数 

工学研究科／ 

工学専攻 
4 7 2 2 4 16 7 14 1 2 

 

(c)他大学院の授業科目の履修 

 入学前、他大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として

修得した単位を含む。）を、入学後、本学大学院の授業科目を履修したものとみなすことが

できる。この単位数は編入学、転入学の場合を除き、１０単位を超えない範囲で認定される

場合がある。 また、入学後、他大学院において履修した授業科目について修得した単位を、

１０単位を超えない範囲で本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。具体的には、静岡理工科大学大学院との間に単位互換協定を締結してお

り、在学中６ 単位まで履修が認められる。 

(d)連携大学院 

 連携大学院とは、学外における高度な研究水準をもつ国立試験研究所や民間などの研究所

の施設・設備や人的資源を活用して大学院教育を行う教育研究方法の一つである。本専攻は、

静岡県試験研究機関、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人宇宙航空研

究開発機構研究開発本部と協定を締結している。 

 

資料５－６－③－３連携大学院利用者 

  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

宇宙航空開発機構 2 3 3 3 3 

産業技術総合研究所 0 0 0 0 0 

静岡県試験研究機関 1 0 0 0 0 

 

(e)大学院生の学部教職科目受講 

 大学院生が教職等の資格取得のために、大学教育センター又は学部が開講する授業科目を

１６単位以内で受講ができる（ただしこれらは修了要件の単位として加算されない）。 

(f)副専攻制度 

総合科学技術研究科では副専攻制度を導入した。これは、修了要件単位（３０単位以上）

以外に、副専攻を希望するコース又は専攻の対象科目の中から８単位以上修得した場合、

申請により副専攻修了証が授与されるものである。 
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資料５－６－③－４ 副専攻（副コース）制度利用者 

副専攻 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

機械工学 1 0 0 0 

電気電子工学 3 1 2 0 

電子物質科学 2 2 0 0 

化学バイオ工学 1 6 3 2 

数理システム工学 0 0 1 0 

事業開発マネジメント 0 0 0 1 
     

副コース 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

機械工学 - - 4 1 

電気電子工学 - - 4 4 

電子物質科学 - - 0 3 

化学バイオ工学 - - 8 3 

数理システム工学 - - 1 0 

事業開発マネジメント - - 0 0 

 

(g)産業イノベーション人材育成プログラム 

産業イノベーション人材育成プログラムは、工学専攻及び情報学専攻の学生が選択可能で

ある。実際の「もの・こと」に触れながら、自ら主体的に課題解決にあたる経験を積むこと

で、専門分野の知識と他分野の知識を融合し、いかにそれらを現実の問題に応用するかを学

ぶ。プログラムの認定には、修士課程の修了要件に含まれない科目（産業イノベーション人

材育成プログラム関連科目・長期及び短期の企業インターンシップ、企業の方と協働で問題

解決に挑む座学及び実習を含む）と修士課程の修了単位に含まれる科目からそれぞれ必要

単位を修得する必要がある。初年度の平成 30 年度は情報学専攻学生と合算で 12 名の履修

者があった（次項観点５－７－①に詳述）。 

(h) 

高等学校教諭専修免許状（工業） 

資料５－６－③－５に示すように、高等学校教諭一種免許状（工業）を有している者が、所

定の単位を取得すれば高等学校教諭専修免許状（工業）を取得することができる。この５年

間の利用者は 0人である。 
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資料５－６－③－５ 静岡大学大学院規則 第 18 条 

 

２）学術の発展動向 

各教員の研究テーマ（資料５－６－③－４）から分かるように、授業内容と各教員の研究

分野は密接な関連をもっている。 

 

資料５－６－③－４機械工学コース教員リスト 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/mechanical/#list 

電気電子工学コース教員リスト 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/electrical/#list 

電子物質科学コース教員リスト 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/materials/#list 

化学バイオ工学コース教員リスト 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/chemistry/#list 

数理システム工学コース教員リスト 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/introduction/systems/#list 

事業開発マネジメントコース教員リスト 

https://wwp.shizuoka.ac.jp/mot/staff/ 

 

３) 社会からの要請に基づくカリキュラム編成 

全専攻共通の授業科目として、情報化社会に対応する資質、能力を伸ばすために、「経営戦

略論」「情報セキュリティ論」、「情報システム論」などの時代の要請に合った授業科目を開

講している。さらに「特別講義」を開設して、各分野の専門家から、直接レベルの高い授業

を受けるチャンスを提供している。 

また事業開発マネジメントコースでは週末に開講される「マネジメント特論Ⅲ」を市民向け

一般公開（学生向けの講義を、無料で市民が聴講することができる）をしており、フロアと

のディスカッションを多く取り入れ社会ニーズの組み込みに意欲的である。 

(a) 研究生・科目等履修生・聴講生・特別聴講学生の受け入れ 

本研究科では研究生・科目等履修生・聴講生・特別聴講学生の受け入れ制度を設けてい

る。利用者は資料５－６－③－６に示すように減少傾向である。 

 

(教員免許状) 

第 18 条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得した者は、その

修得単位によって教員の免許状の授与を受けることができる。 

2 前項の規定により授与を受けることのできる教員の免許状の種類及び免許教科は、別

表 II のとおりとする。 
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資料５－６－③－６研究生・科目等履修生・聴講生・特別聴講学生 

学科 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

学生数 学生数 学生数 学生数 学生数 

研究生 15 11 13 7 2 

科目等履修生 3 6 1 1 1 

聴講生 0 0 0 0 0 

特別聴講学生 2 0 0 1 1 

合計 20 17 14 9 4 

 

(b) 留学生の受け入れ 

留学生は毎年 10 名程度受け入れている。 

(c) 入試制度の多様化 

志願者の多様なニーズに対応し、いくつかの入試制度を実施している。 

特徴的な例として、事業開発マネジメントコースでは、社会人学生の入学希望者の対応のた

め、入試を土曜日又は日曜日に実施している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

研究分野と授業内容の間に密接な関連を持たせるとともに、研究成果を直接反映した授

業を設定しており、授業内容は全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究の

成果を反映している。各種単位認定・互換制度や連携大学院制度を整備するとともに、「イ

ンターンシップ」等の職業訓練を実施していることから、学生の多様なニーズに応えている

と評価できる。また、産業イノベーションプログラム、経営・情報関連科目・教員免許科目

の開講、留学生の受入、多様な入試方法の設定、科目等履修生等制度の整備により、学術の

発展動向、社会からの要請等に応えている。 

 

 

観点５－７－①（大学院課程） 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組み

合わせ・バランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用され

ているか。 

 

【観点に関わる状況】 

機械工学コース、電気電子工学コース、電子物質科学コース、化学バイオ工学コース、数理

システム工学コース専門科目が 18 単位以上、演習等を行うセミナー科目が 4 単位、研究

を行う研究科目が 8 単位となっており、授業 60%、演習 13%、研究 27%の比率でバランス良

く科目を配置している。事業開発マネジメントコースでは特定課題研究特論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとし

て、演習と研究を包括した教育を実施しており、その比率は、授業 60%、演習・研究 40%で

あり、適切なバランスで科目を配置している。 
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 各研究室には研究を遂行する試験機材が十分に整っているが、それに加えて、「機器分析

センター」、「情報基盤センター」、「浜松キャンパス共同利用機器センター」等があり、高精

度な計測機器などが学生に開放されている。研究室での研究活動はこれらの最先端の機器

類を使用して進めることができ、高い教育水準を保つことができる。 

この観点で実施されているものとして、『工学専攻事業開発マネジメントコース』と、情報

学専攻と共同で運用している『産業イノベーションプログラム』の例がある。以下それぞれ

の状況を整理する。 

 

１）事業開発マネジメントコースの取り組み 

本コースは、社会人にも開放するコースとして、企業マネジメントを担う技術者や新しい事

業創造に活躍できる人材（財）の育成を目標としている。また、長期視点に立つものづくり

人材（財）教育だけでなく、企業の現実的な課題解決にも資する下記人材（財）の育成につ

とめる。 

・将来に向けて地域の製造業が求めるものづくり技術者及び経営者 

・技術経営の出来る人材（財） 

・考えと実践を統合できる人材（財） 

そのため、本専攻の他コースとは授業の携帯に特徴を持つ。具体的には、経営の「市場」・

「商品」・「技術」の３つの軸に、「マネジメント」・「経営工学」・「ものづくり」の 3つの視

点から履修科目を構成している。 

 指導には、学内外の主として「実務家教員（５年程度以上の社会人での研究又は開発の経

験を持つ教員）」があたり、グループワークや双方向の講義を行っている。 

また出張が多い社会人に対しては ICT 利用の講義方式で対応している。これは大きく２種

類に分類される。 

1) 生中継（ライブ配信）によるもの： 

いわゆる遠隔講義である。さらに 2種類の使い方に分けられる。 

①教員が外部にいる場合： 

海外に拠点を持つ客員教授を教室から呼び出して講義を行う形式。この場合、世話係の教員

（本コース専任教員）が教室側で講義サポートを行う。東京拠点の客員教授には、ご都合が

つかず浜松まで出講頂けない場合も年に数回はあるがその際には田町の CIC 内の静岡大学

サテライトまで出勤していただき、同様に講義を行うケースもある。 

②学生が外部にいる場合： 

 社会人学生が東京出張している場合、終業後田町サテライトに来ていただきそこと結ん

で講義を行う。この場合、平日講義最後まで受講が可能で、品川発の最終の新幹線に乗れば

当日中に浜松に戻れるため、学生に好評。東京以外の出張時にも、回線の安定を条件に出先

と結ぶことも講義担当教員の判断で良しとしている。 

2)録画中継によるもの： 

 前述のライブ配信の講義にも参加できない社会人学生のため、基本的に講義は全てビデ
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オに録画しストリーミング形式に編集したうえでサーバーに保存します。社会人学生であ

って仕事の都合で講義を欠席せざるを得ない場合は、後日このストリーミングサーバーに

アクセスすることによって授業を聴講し、その内容に関する理解度をレポート等で提出、担

当教員が確認できた場合、欠席扱いとしない、という運用をしている。このストリーミング

動画は、講義にライブで参加した学生にも「復習用」として公開しているため、理解度を増

すために良い効果を得ている。 

これら事業開発マネジメントコースの取り組みは、文部科学省「職業実践力育成プログラム

（BP）」に指定、さらに厚生労働省「職業訓練給付金制度」で認定され、社会人学生（雇用

保険被保険者）には最大で学費の 70%が国から還付される優遇策があり、最近の社会人学生

は経営者以外の方は押しなべてこの制度を利用中である（平成 28 年度から延べで 7名、利

用可能な社会人学生の 100％が利用した）。平成２７年１２月の認定当時、「国立大学修士課

程２年制」では全国で本コースだけの指定認定であったことを付記する。 

参考：職業実践力育成プログラム（BP）認定制度について（文部科学省） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/index.htm 

 

２）産業イノベーションプログラムの取り組み 

静岡大学大学院総合科学技術研究科が，地域の人材ニーズに応えるために平成 30 年度に浜

松キャンパスに新設された修士課程学生を対象とした付加価値型の教育プログラムである。 

工学専攻及び情報学専攻在籍の学生が，自分のコース（専門分野）での履修に追加する形で、

この教育プログラムを履修し，所定の要件を満たした場合に修了認定される。 

ポイント① 地域の人材ニーズ 

浜松地域は日本屈指の製造業集積地であり，世界のモノづくり拠点として、光産業、IT 産

業や農業と IT 技術の融合等、技術イノベーションが期待されている。産業界では，何を学

んだかと同時に，それらをいかに現実の問題に応用できるのかを重視しており、現物に対峙

し実際の「モノ・コト」に触れながら，主体的に課題を解決する経験を積んだ人材が求めら

れている。また，社会人基礎力（「前に踏み出す力」，「考え抜く力」，「チームで働く力」の

3つの能力）をもった人材が求められています。 

ポイント② 付加価値型 

これまで培ってきた工学系・情報学系人材養成の基盤となる各コース（機械工学，情報科学

等）の教育体系を守りつつ，もっと実践的な経験を通して学びたい，社会で活躍したいとい

うやる気のある学生のために用意する特別なプログラムである。 

以下の１，２の条件を満たして単位を修得すると，プログラム認定される。 

・指定科目の履修 

各専攻・コースの対象科目の中から 6単位以上取得すること．ただし，他専攻の科目を 2単

位以上取得すること．※修了単位に含まれる． 

・プログラム専門科目の履修 

「産業イノベーションインターンシップ A（長期）または B（短期）」「イノベーション創造
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演習」「産業イノベーション特論（またはマネジメント特論Ⅱ）」 

※イノベーション創造演習と産業イノベーション特論は企業の方と協働で実施する。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 工学研究科の授業は専門性の高い講義が 60%、演習・研究が 40%の比率で配置されており、

授業形態のバランスは適切であると評価できる。また、最先端の研究機材を使用できる環境

を整えており、研究指導において高い教育水準を保つことができている。 

さらに少人数のコースやプログラムにおいては、双方向や IT 活用型、および企業の方と

の協働による適切な授業形態を採用している。 

 

 

観点５－７－②（大学院課程）単位の実質化への配慮はなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

１）組織的な履修指導 

毎年新入生向けに「学生便覧（Check Me）」を作成し、全新入学生に配布するとともに Web 

でも閲覧できようにしている。これには履修要項が記載されており、修了所要単位をはじめ、

履修方法・各学科の理念・開講科目等が記載されている。各コース（数理システム工学コー

スと事業開発マネジメントコースは併せて「系」を構成しており、本項目では「コース」と

読み替える）には教務委員が２名決められており、学生の履修方法の指導を常時行っている。

新入生に対しては、新入生ガイダンス時や新入生セミナーの時に、各コースの教務委員が履

修方法について詳しく説明している。また、本コースでは指導教員制度を設けており、学生

毎に主指導教員と副指導教員が決められている。この制度により、常時、履修方法や適切な

授業の選択に関する指導を行っている。 

 

２）授業時間外の学習時間の確保 

本学では２単位の授業科目のためには 90 時間の学習を要すると定めている。授業時間が 

30 時間、それに加えて予習復習に 60 時間が必要であることを学生便覧に明記し、学生へ

の周知を徹底している。 

 

３）単位の厳格化 

成績評価は５段階（100-90 点：秀、89-80 点：優、79-70 点：良、69-60 点：可、59-0 点：

不可）で実施している（平成 29 年度学生便覧：p.58）。このうち「不可」は不合格である。

学生が必修科目において「不可」の成績となった場合、学生はその科目を必ず再履修しなけ

ればならない。単位認定を厳格に行うため、シラバスに「成績評価の方法・基準」の項目を

設けるとともに、各学科（各教員）において答案・レポート等の成績判断資料を５年間保存

し、成績評価の妥当性を検証できるようになっている。また、学務情報システムと呼ばれる
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WEB での成績管理システムが導入されており、過去の成績評価の検証が容易となっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

組織的な履修指導の実施および指導教員による個別指導、授業時間外での学習時間を確保

できる環境の整備、単位の厳格化の推進がなされていることから、単位の実質化への配慮が

なされている。 

 

 

観点５－７－③（大学院課程）適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

【観点に係る状況】  

授業内容の概要を示し、学生の学習計画立案のために、すべての授業科目でシラバスを作成

している。シラバスには「講義目的」、「各回の授業内容」、「成績評価方法・基準」、「準備学

習」、「オフィスアワー」等が記載されている。このシラバスは Web から閲覧できるように

している（資料 5-2-3、前述）。学生による授業評価の項目に、「シラバスと実際の授業の整

合性」に関するものがあり、教員はその結果からシラバスの検証が可能となっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

具体的な情報を提示したシラバスにより、科目選択情報の提供と、学生の自主学習の面で便

を図っており、シラバスを有効に活用していると評価できる。 

 

 

観点５－７－④（大学院課程）夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方

法の特例）をおいている場合は、その過程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等

がなされ、適切な指導が行われているか。 

 

【観点に関わる状況】 

この観点で実施されているものとして、『工学専攻事業開発マネジメントコース』がある。 

講義は、平日１８時半から途中１０分の休憩を挟んで２１時４０分まで。土日祝日には、こ

れに加え、９時００分から１０分の休憩を挟み１２時１０分まで、１３時１０分から１０分

の休憩を挟み１６時４０分までの講義が行われている。 

また観点５－７－①の１）に示すように、講義形式も併用しており、勤務先の事情で遠隔地

に出張した場合も IT技術を併用して極力通学できた学生と差が生じないための措置を講じ

ている。 

 約８割の学生が社会人であるため、彼らへのゼミナール参加も平日夜や休日（または遠隔

操作）に対応している。また過去５年間において「講義の時間帯設定が不都合」との理由で

退学した学生はいない。 
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【分析結果とその根拠理由】 

社会人を対象に夜間において授業を実施している事業開発マネジメントコースでは、平日

夜間のみではなく週末にも授業が開講されている他、遠隔講義の設備も備えている。このよ

うに社会人学生の通学の便を配慮した時間割構成、指導体制が構築されている。 

 

 

観点５－７－⑤（大学院課程）大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究

の成果※を含む。）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われてい

るか。 

 

【観点に係わる状況】 

１）研究指導 

事業開発マネジメントコースを除く５コースでは、修士論文を書くことを義務付けられて

いる。これらのコースでは修士論文の中間発表と最終発表を行って指導を行っている。例え

ば、機械工学コースでは、発表時に、研究内容・発表態度・修士論文の完成度等を評価する

ことで指導を行っている。なお、平成 20 年度より、全コースで副指導教員制を導入してい

る。 

事業開発マネジメントコースでは、社会人の修学が容易となるように、修士論文あるいはそ

れに替わる特定課題研究を認めている。また、中間発表会・最終発表会を開催し、専攻教員

全体でまとめ方に対する指導ガイダンスを行い、成果の現実性を中心に評価指導するとと

もに、実際の事業を対象としその実現をサポートしている。 

なお、研究指導のため指導教員を置くこと、修了のためには修士論文または特定課題につい

て審査・最終試験を受けなければならないこと、3 名以上の教授・准教授で審査にあたるこ

とが、「静岡大学大学院工学専攻規則（第 3、 6、11 条）」に定められており、これらのこ

とは学生便覧に記載され学生に周知されている。 

３）学会発表の推奨 

すべての専攻で研究意欲ならびにプレゼンテーション能力を高めるために、在学中に 1 回

は学会で発表することを義務付ける、あるいは奨励している。そのため、学会発表旅費を浜

松キャンパスの工学振興基金、浜松工業会（工学部・情報学部同窓会）等から援助する仕組

みを整備している。 

４）ティーチングアシスタント 

研究科の大学院生の 1/3 程度が修士課程の在学中に学部授業のティーチングアシスタント

（TA）として採用されている(資料 5-2-2)。教育経験を通じて、大学院生自身が必要とする

業務遂行能力、プレゼンテーション能力の向上に役立っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 修士論文あるいは特定課題研究を課して複数教員で指導およ
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び評価する体制を整備していること、学会発表を奨励する仕組みを整備していること、TA 

活動を通じた業務遂行能力・プレゼンテーション能力教育を実施していることから、研究指

導に対する適切な取組がなされている。 

 

観点５－８－①（大学院課程）学位授与方針が明確に定められているか。 

【観点に係わる状況】 

平成２５年度に資料５－５－①－1（前述）に示す学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

が明文化された。 

 これは、入学希望者に配布する募集要項に記載されるとともに、専攻のホームページなど

を通じて広く日常的に周知されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 明確に定められ適切に周知されている。 

 

 

観点５－８－② （大学院課程）成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されてお

り、その基準に従って、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

１）成績評価の基準 

「静岡大学単位認定等に関する規程（第 4 条）」により、『成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、

「可」及び「不可」の評語で表し、100 点満点中 90 点以上を「秀」、80 点以上 90 点未満

を「優」、70 点以上 80 点未満を「良」、60 点以上 70 点未満を「可」、60 点未満を「不可」

とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする』こと、および、

『授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、「合」を合格

とし、「否」を不合格とする』と定められている。 

２）修了認定基準 

修士課程修了の認定基準については、「静岡大学大学院工学専攻規則（第 6 条、第 12 条）」

に明示されている。このことは、学生便覧に記載され、学生に周知されている他、入学時の

ガイダンスでも説明されている。 

３）各科目の成績評価方法 

各科目の成績評価・単位認定は、静岡大学大学院規則（第 19、20 条）に基づいている。評

価基準は各授業担当者が具体的に決めるとともに、シラバスで公表している。また、修了認

定を専攻の委員会で審議している。 

シラバスは学務情報システムを通してオンラインで閲覧可能である（資料 5-2-3）。 

４）ＧＰＡ 

本専攻の学生の成績優秀者を決めるときの参考資料として用いているが、学生が学務情報
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システムにより Web 上で見ることはできない。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

上述の状況より、教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、

学生に周知されている。また、成績評価・単位認定・修了認定は適切に実施されている。 

 

 

観点５－８－③ （大学院課程）成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措

置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

１）成績評価資料の保存 

各専攻において答案・レポート等の成績判断資料を保存し、成績評価の妥当性を検証チェッ

クできる仕組みを整備している。 

２）成績に関する疑義の申し立て 

学生は指導教員や専攻長、学生相談室等に学業に関する相談をすることができ、その機会に

成績に関する疑義を申し立てることができる。また、成績に対する疑義に対して教員から納

得の出来る理由を聞くことが出来なかった場合、教務係を通して、成績評価に対する質問書

を提出できる。この質問書は教務委員会を通して教員に渡され、教員は 2 週間以内に回答

することになっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

上記状況から、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判断できる。 

 

観点５－８－④ （大学院課程）学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織と

して策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施され

ているか。 

 

【観点に係る状況】  

平成 24 年度に「学位授与の方針」の明文化がなされ、これに基づいて資料 5－8－④－１に

示す修士論文・特定課題研究の評価基準「修士論文・特定課題研究の評価基準」が策定され

た。学位論文審査に関しては、最終年度の 12 月（秋修了生は６月）に修士論文・特定課題

研究の題目と審査委員（教授・准教授 3 名以上、教授 1 名を含む）を決定し、2 月上旬の

修士論文提出、審査委員の審査、2 月（秋修了生は８月）末の審査報告の提出を経て、3 月

（秋修了生は９月）の専攻の委員会で修了認定を行うように手順が定められている。審査期

間には、コース単位で修士論文発表会、ならびに判定会議が行われる。また、研究の進捗状

況の確認のため、各コースでは中間発表の機会を設けている。 
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なお、上記の体制に関しては学生便覧で、日程に関しては指導教員を通じて学生に通知され

ている。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

平成 24 年度に学位授与方針および学位論文に係る評価基準は組織として策定され審査の

体制は整えられており、 適切に運用されている。その審査の体制と日程は、指導教員を通

して学生に周知されている。 

 

資料 5－8－④－１ 修士論文・特定課題研究の評価基準修士論文 

特定課題研究の評価基準 

 

観点５－９－①（大学院課程）学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生のニ

ーズに即した履修指導や学習相談の体制が整備されているか。また特別な支援を行うこと

が必要と考えられる学生を受け入れている場合の適切な学習支援が実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

入学時に学生に配布され、ガイダンス時に利用される「学生便覧」には、学位授与方針をは

じめとするポリシーの掲示が無い。しかし、学生生活に必要な事柄は網羅されており、その

中には履修指導の方法、あるいは学習相談の体制についての記述がある。 

障害のある学生の修学上必要な配慮や支援の調整は学生支援センター障害学生支援部門

の修学サポート室「こみさぽ」が行っており、学生便覧に情報が収載されているのみならず、

専用のｗｅｂページも準備されている。 

参照：就学サポート室 http://www.ossn.support.shizuoka.ac.jp/ 

 

修士論文の評価基準は以下のとおりとする 

・研究課題に対して、先行研究に対する調査がおこなわれていること 

・研究の進め方が適切であること 

・論理的な検証から展開された考察・結論を含むこと 

・研究内容に新規性、独創性もしくは有用性を含むこと 

・論文の構成と表現方法が妥当であること 

特定課題研究の評価基準は以下の通りとする 

・事例・先行研究の調査の上で、実務や社会に根ざした、あるいは、現実に展開できる

研究課題が設定されていること 

・研究の進め方が適切であること 

・論理的な検証から展開された考察・結論を含むこと 

・研究内容に有効性もしくは独創性を含むこと 
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資料 5－9－①－１ 修学サポート室「こみさぽ」の利用実績 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生便覧は学生生活をするうえで不可欠な情報が網羅されており、学生のニーズに即し

た履修指導や学習相談の体制が構築されていると判断する。しかし学位授与方針など各種

ポリシーがそれに収載されていないため、それらを参照するためには別の資料を用意する

など、若干の譜面が生じている。ワンストップな利用を目指すためにも、便覧への収載が推

奨される。 

他方、学修上の特別な支援を行うことが必要と考えられる学生を受け入れており、適切な学

習支援体制が構築されているものと認められる。利用者数が年度を追うごとに増加してい

る傾向がある点に注意が必要である。 

①就学サポート室の利用状況 

  修学サポート室が開室した 2013 年度以降に「障害学生支援委員会」で支援を認定

された学生数についてお答えします。（ ）はそのうちの工学部の学生です。 

   また参考までに支援認定は受けていませんが、修学サポート室で何らかの支援を

した学生数も付記します。 

  

      認定   非認定 

2013 年度：11（4）   13 

2014 年度：10（5）   12 

2015 年度：11（5）   26 

2016 年度：13（5）   49 

2017 年度：18（6）   60 

2018 年度（2 月 5 日現在） 

    ：22（8）    未集計  

 

②修学上の困難が認められたにもかかわらず正式に支援に繋がらなかった例  

 大きく分けて以下の 3 点です。 

・教職員から相談が持ち込まれたが、学生本人が支援を希望しなかった。 

・一時的な助言・指導によってある程度問題を解消できた。   

・修学上の困難が障害からくるものであると認められなかった。 

 （例；一時的な心理面の不調、学習意欲の低下、性格や行動上の問題（本人努力によ

って解消が見込まれるもの）、診断基準を満たさなかった（例えば発達障害の傾向

はあるが、医学的な診断基準を満たすほどではなかった等）） 

 なおこれらのケースについては、必要に応じて学生相談につなげ、カウンセラーに対

応してもらいました。 

修学サポート室浜松「こみさぽ」 
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観点５－10－①（大学院課程）教育課程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知してお

り、その基準に従って成績評価、単位認定を実施しているか。また厳格かつ客観的な成績評

価を実施するため、成績評価の適切性の確認や異議申し立ての仕組みを組織的に設けてい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

各科目のシラバスに評価基準が記載されている。科目の特徴により比率に差はあるが、出席

やレポート等を総合評価にどのように割り当ているのかが明確になっておりこれにより適

切性が確認できる。このシラバスは学務情報システムにより引用が可能である。 

成績評価に疑義がある場合の対応については資料 5－10－①－１に示すように手続きが定

められている。 

 

 

資料 5－10－①－１ 成績評価に関する疑義に対する手続き 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程方針に基づいて、成績評価基準を出席やレポートなどという細目の塩梅割合まで

明記しシラバスに収載することにより、また学務情報システムを経由し学生にこれを周知

しており、また当該基準に従って成績評価、単位認定を実施している。これらにより成績評

価の適切性が確認できる。さらにそれでもなお疑義が発生した場合の手続き方法が明確に

定められており、異議申し立ての仕組みは組織的に設けているといえる。 

 

  

７）成績評価に関する疑義に対する手続き 

   履修科目の成績評価に関して疑義がある場合は、成績を確認した後、担当教員に

理由を質問してください。担当教員に理由を質問したが納得できなかった場合、あ

るいは担当教員から理由を聞けなかった場合は次学期の履修登録最終日まで（修了

を控えた２年生は、修了予定月の前月末日まで）に工学部教務係に申し出てくださ

い。 

(学生便覧 2018 p57) 

255



工学専攻 基準 5 
 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

平成 27 年の改組にともない、学位授与方針やカリキュラム・ポリシーなどが新たに定めら

れ、それに基づいて各コースのカリキュラムを策定し、高度な学生教育を行っている。 

中でも、学位授与方針１「工学の専門分野での高度な知識と技術を有し、それらの関連分野

の融合領域における幅広い知識を有する。」の『関連分野の融合領域における幅広い知識』

に対応するため「工学専攻共通科目」を設定し、修了に必須な単位として履修制度を設計し

て専攻全体で実施している点は特筆に値する。 

また学位授与方針４「社会・産業界のニーズに基づく複合的な諸問題を解決できる高度な知

識と技術を自己学習により修得できる能力を有し、高度専門職従事者として社会に貢献で

きる基礎能力を身につけている」に対応する、産業イノベーションプログラムや事業開発マ

ネジメントコースの取り組みは、他との差別化につながる。 

 

【改善を要する点】 

学生便覧は、学生生活全般にわたり必要な情報が収載されまさに学生にとってのバイブル

の存在でありかつ年々の進化が見られる。しかしながら、学生生活の基幹となるはずの各種

ポリシー等が収載されていない点はいささか残念である。 

産業イノベーションプログラムや副専攻制度など学生の多様性や地域のニーズに寄り添っ

た各種制度が設計され運用されているが、その特典を享受している学生の絶対数が十分と

は言えない。学生ニーズや履修学生の満足度の調査などから改善活用の方策を検討する必

要がある。 
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基準６ 学習成果 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点６－１－① 各学年や修了時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、

単位修得、進級、修了の状況、資格取得の状況等から、あるいは修士論文等の内

容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

１）単位修得状況 

年次別単位取得状況を資料 6-1-1 に示す。改組のため、平成 25、26 年度は工学研究科、平成 27 年度

以降は工学専攻について示す。例年、1 年次に 25 単位前後、2 年次に 10 単位強を取得している。取得

単位数の変動はほとんどない。 

 

 

資料 6-1-1  年次別平均単位取得数 

 

 

 

２）修士課程修了状況  

各年度の修士課程修了状況は資料 6-1-2 のとおりである。平成 25～27 年度は工学研究科、平成 28、

29 年度は工学専攻について示している。修了者割合 X は、在籍者数に対する標準卒業年限（2 年）での

修了者数の割合を示している。修了者割合 X は、96～100％の範囲を推移している。卒業年限＋１～２

年での卒業者数の割合を示す卒業者割合 Y は、若干名である。  

 

  

平成25年度平成26年度 平成27年度平成28年度平成29年度

１年次 25.6 25.5 １年次 26.4 26.1 26.2

２年次 12.5 13.4 ２年次 16.2 15.3

１年次 25.5 25.5 １年次 25.7 25.1 24.6

２年次 10.6 11.6 ２年次 9.5 11.6

１年次 2.7 １年次 25.5 25.4 25.6

２年次 11.4 12.0 ２年次 10.4 15.1

１年次 6.0 １年次 26.4 25.6 25.1

２年次 11.9 8.0 ２年次 10.7 13.5

１年次 24.2 15.3 １年次 25.1 23.2 24.5

２年次 0.3 11.0 ２年次 8.5 12.3

１年次 25.6 25.0 １年次 23.0 21.9 22.2

２年次 12.0 ２年次 12.1 14.1

１年次 24.6 26.4
２年次 12.0
１年次 24.8 25.8
２年次 10.0

電子物質科学

化学バイオ工学

数理システム工学

工学専攻

機械工学

電気電子工学

電子物質科学

化学バイオ工学

数理システム工学

事業開発
マネジメント

工学研究科

機械工学

電気電子工学

物質工学

システム工学

事業開発
マネジメント
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資料 6-1-3  学位取得状況 

 

注１）在籍者数は、各年度５月１日現在における２年生の数字を示す。 

注２）修了者実数Ｘは、標準修了年限での修了者数を示す。 

注３）修了者実数Ｙは、標準修了年限＋１～２年での修了者数を示す。 

注４）修了者実数Ｚは、標準修了年限＋３年以上での修了者数を示す。 

注５）修了者割合Ｘ＝修了者実数Ｘ÷修了者数 

注６）修了者割合Ｙ＝修了者実数Ｙ÷修了者数 

注７）修了者割合Ｚ＝修了者実数Ｚ÷修了者数 

実数 割合 実数 割合 実数 割合

機械工学専攻 69 66 95.7% 3 4.3% 0 0.0%
電気電子工学専攻 78 75 96.2% 3 3.8% 0 0.0%
物質工学科専攻 79 79 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
システム工学専攻 39 39 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
事業開発マネジメント専攻 9 6 66.7% 3 33.3% 0 0.0%

計 274 265 96.7% 9 3.3% 0 0.0%

機械工学専攻 95 90 94.7% 5 5.3% 0 0.0%
電気電子工学専攻 58 53 91.4% 5 8.6% 0 0.0%
物質工学科専攻 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
システム工学専攻 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
事業開発マネジメント専攻 5 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
電子物質科学専攻 55 55 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
化学バイオ工学専攻 52 52 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
数理システム工学専攻 32 32 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 300 289 96.3% 11 3.7% 0 0.0%

機械工学専攻 86 83 96.5% 3 3.5% 0 0.0%
電気電子工学専攻 59 59 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
物質工学科専攻 0 0 - 0 - 0 -
システム工学専攻 0 0 - 0 - 0 -
事業開発マネジメント専攻 4 0 0.0% 4 100.0% 0 0.0%
電子物質科学専攻 49 49 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
化学バイオ工学専攻 55 54 98.2% 1 1.8% 0 0.0%
数理システム工学専攻 26 26 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 279 271 97.1% 8 2.9% 0 0.0%

機械工学コース 116 116 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
電気電子工学コース 68 68 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
事業開発マネジメントコース 6 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
電子物質科学コース 57 57 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
化学バイオ工学コース 60 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
数理システム工学コース 24 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 331 331 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

機械工学コース 95 90 94.7% 5 5.3% 0 0.0%
電気電子工学コース 68 68 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
事業開発マネジメントコース 10 9 1.0% 1 10.0% 0 0.0%
電子物質科学コース 76 75 98.7% 1 1.3% 0 0.0%
化学バイオ工学コース 63 63 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
数理システム工学コース 19 19 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 331 324 97.9% 7 2.1% 0 0.0%

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

修了者数
X Y Z

平成25年度
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【分析結果とその根拠理由】 

すべてのコースにおいて、1 年次に修了に必要な単位のうち大部分を取得しており、2 年次は修士論

文に専念して、それに関する単位を取得している。標準修了年限での修了生は 96～100％と高い水準を

維持している。以上のことより、学生が身につけるべき知識や技能は十分に身についており、学習の成

果が上がっていること判断できる。 

 

 

観点 ６－１－② 学習の達成度や満足度に関する学生からのアンケートの結果等から判断して、学習

成果が上がっているか。 

 

【観点にかかる状況】 

１）在学生に対する満足度調査 

平成 30 年度に全学的に行った「学びの実態調査」集計結果のうち、「第 2 部〔7〕本学における総合

的な満足度についてお伺いします」について、項目、学年ごとに資料 6-1-3 に示す。「とても満足・満足」

の割合に着目すると、教育内容、学生生活支援、就職進学支援において 50～60％の学生が高い満足度を

示している。一方、国際交流支援では、高い満足度の学生は約 30％である。 

 

資料 6-1-3 工学専攻学生の教育に関する満足度（図中の数字は割合％） 

  

  
 

 

２）習得度に関する評価 

 同調査のうち、「第 1 部〔6〕入学した時点と比べて、あなたの能力や知識はどのように変化しました

か」について、項目ごとに資料 6-1-4 に示す。「大きく増えた・増えた」の割合に着目すると、分析力や

問題解決力、専門分野の学科の知識、プレゼンテーション能力について、習得度が高いと回答した学生

は 85～96％であった。その他の項目について習得度が高いと回答した学生の割合は、他人と協力して

物事を遂行する能力、コミュニケーション能力は 70～79％、グローバルな問題の理解は 50％前後であ

った。 

12

9

52

54

27

25

8

8

1

4

1年生

2年生

教育内容

とても満足 満足 どちらでもな 不満 とても不満

9

8

44

41

35

35

9

9

3

6

1年生

2年生

学生生活支援

とても満足 満足 どちらでもな 不満 とても不満

8

11

43

51

39

28

7

5

2

6

1年生

2年生

就職進学支援

とても満足 満足 どちらでもな 不満 とても不満

8

8

27

20

54

61

9

7

2

3

1年生

2年生

国際交流支援

とても満足 満足 どちらでもな 不満 とても不満

259



工学専攻 基準６ 

資料 6-1-4  工学専攻学生の学習の成果の習得度アンケート（図中の数字は割合％） 

  

  

（次ぺージに続く） 

  

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学生の満足度、習得度に関するアンケート結果より、分析力や問題解決力、専門分野の知識、プレゼ

ンテーション能力、他の人と協力して物事を遂行する能力、コミュニケーション能力については高い評

価の割合が 70％以上であり、学生自身が高い学習成果を実感していることがわかった。一方、グローバ

ルな問題の理解については高い評価をした学生の割合は相対的に低かった。（別添資料 6-1-1） 

 

 

観点６－１－④ 国際学会での研究発表等の実績から判断して、学習成果が上がっているか。 

 

【観点にかかる状況】 

 平成 29 年度に修士学生が海外出張し国際学会で発表した数は 59 件であった。一学年あたりの学生数

約 330 名に対して、国際学会の発表件数は約 18％である。なお、国内で開催された国際学会は含んで

いない。 

 工学専攻ならびに工学部の学生を主な対象とした、工学振興基金によって毎年国際学会等への参加費

補助をしている。国外出張は上限 10 万円、国内出張は上限 3 万円である。過去 5 年間で工学振興基金

の補助を受けて国内・国外で開催された国際学会で研究発表を行った学生数を資料 6-1-5 に示す。9～

17 名の修士学生が国際会議への参加費補助を受けている。 

 

22

37

68

50

8

10

2

1

0

2

1年生

2年生

分析力や問題解決力

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った

36

52

60

41

4

4

0

0

0

3

1年生

2年生

専門分野の学科の知識

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った

18

18

61

53

18

24

1

3

2

2

1年生

2年生

他の人と協力して物事を遂行する能力

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った

26

37

60

48

13

12

0

2

1

2

1年生

2年生

プレゼンテーション能力

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った

6

13

46

40

44

46

3

0

1

1

1年生

2年生

グローバルな問題の理解

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った

19

24

54

46

23

22

4

5

0

3

1年生

2年生

コミュニケーション能力

大きく増えた 増えた 変化なし 減った 大きく減った
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資料 6-1-5 国内・国外の国際学会参加への補助を受けた学生数 

 
 

【分析結果とその根拠理由】 

 国外で開催された国際学会において英語で発表している学生数は、修士学生では約 18％であった。国

内で開催された国際学会での発表を含めると、さらにその数は増加する。したがって、5 人に 1 人以上

の学生が修士課程の期間に英語で研究発表を行っている。工学振興基金における補助の制度により、国

際学会への参加がしやすくなっている。以上のことは、修士課程での研究は十分な成果に達しており、

5 人に 1 人程度の学生は英語で発表する力を身に付けている。 

 

 

観点６－２－①   就職や進学といった修了後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上がっ

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

 工学研究科および工学専攻の修了生の進路の状況を資料 6-2-1 に示す。平成 25～27 年度は工学研究

科、平成 28、29 年度は工学専攻を修了した学生を対象としている。平成 25 年度～平成 28 年度の博士

後期課程への進学率は 1.7～2.6％、実数として 6、7 名で推移している。一方、平成 29 年度の進学率は

4.2％、実数では 14 名と増加した。就職率と進学率の合計は 96～98％である。  

 

 

資料 6-2-1 修了後の進路状況 

 
 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 修了生の進学率と就職率の合計は 96～98％で高い水準を維持している。このことから、学生が身に

付けるべき知識・技能を十分に身に付けていると判断できる。 

 

 

 

 

 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

学生数 10 9 13 12 17

実数 割合（％） 実数 割合（％） 実数 割合（％） 実数 割合（％） 実数 割合（％）

就職 258 94.5 290 96.7 268 96.4 334 96.5 306 91.9

進学 7 2.6 6 2.0 7 2.5 6 1.7 14 4.2

その他 8 2.9 4 1.3 3 1.1 6 1.7 13 3.9

合計 273 100.0 300 100.0 278 100.0 346 100.0 333 100.0

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

261



工学専攻 基準６ 

観点６－２－② 修了生や、就職先等の関係者からのアンケートの結果から判断して、学習成果が上が

っているか。 

 

【観点に係わる状況】 

１）修了生からの評価 

 平成 30 年度に全学的に実施された平成 27 年度の工学研究科修了生を対象としたアンケートに対し

て、131 名より回答があった。「あなた自身が学生生活を通じて、身に着けることができた能力について

お知らせください」の項目をもとにして、修了生が習得できたと思う能力の習得度を資料 6-2-2 に示す。

「とても身についた・やや身についた」の割合に着目すると、専門分野に関する知識、幅広い教養と基

礎学力についてとても身についた・やや身についたとした習得度の高い修了生の割合は、89、83％であ

った。一方、問題発見/分析/解決能力、文章読解表現能力、コミュニケーション能力、チームワークは習

得度の高い学生の割合は 60％台であった。外国語の能力、情報通信技術活用能力、国際的視野、リーダ

ーシップについては 40％台である。 

 次に、同アンケートより、「仕事や日常生活の中で、静岡大学で学んだことや経験が役に立っていると

感じることはありますか」の項目より、役立ち度を資料 6-2-3 に示す。なお、項目は資料 6-2-2 の習得

度と同じである。「十分に役に立っている・ある程度役に立っている」の割合に着目すると、専門分野に

関する知識、幅広い教養と基礎学力、問題発見/分析/解決能力については、役立ち度が高いと回答した修

了生は 62～74％であった。文章読解・表現能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、

チームワークにおいては、役立ち度が高いと評価した修了生の割合は 50～54％で、約半分である。市民

としての見識、外国語の能力、情報通信技術活用能力、国際的視野、リーダーシップについては 24～

37％であった。  

 

 

資料 6-2-2 工学研究科修了生の項目別習得（図中の数字は割合％） 

 

 

24.6

11.5

4.9

4.9

16.4

8.2

29.5

13.1

6.6

4.9

8.2

11.5

65.6

72.1

50.8

37.7

47.5

54.1

39.3

54.1

37.7

36.1

34.4

55.7

9.8

16.4

31.1

41

34.4

36.1

24.6

29.5

37.7

49.2

45.9

31.1

0

0

13.1

16.4

1.6

1.6

6.6

3.3

18

9.8

11.5

1.6

専門分野に関する知識・技術

幅広い教養と基礎学力

市民としての見識

外国語の能力

問題発見/分析/解決能力

文章読解・表現能力

プレゼンテーショ ン能力

コミュニケーション能力

情報通信技術活用能力

国際的視野

リーダーシップ

チームワーク

とても身についた やや身についた あまり身につかなかった 全く身についていなかった
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資料 6-2-3 工学研究科修了生の項目別役立ち度（図中の数字は割合％） 

 

 

２）企業からの評価 

 同調査において、「過去 5 年間に採用した静岡大学修了生はどの程度身に付いていると思いますか」

の項目に関しえ、工学研究科修了生を採用した企業 124 社より回答があった。企業側が評価した修了生

の習得度を資料 6-2-4 に示す。「十分身に付いていた・ある程度身に付いていた」の割合に着目する。専

門分野に関する知識・技術、幅広い教養と基礎学力、問題発見/分析/解決能力、文章読解・表現能力、コ

ミュニケーション能力、チームワークについて、習得度が高いと評価し、十分身に付いていた・ある程

度身に付いていたと回答する企業は 82～93％であった。市民としての見識、プレゼンテーション能力、

コミュニケーション能力、リーダーシップについては、習得度が高いと評価した企業は 53～73％であ

り、過半数を超えている。英語の能力、国際的視野については、高く評価した企業は 39、43％であり、

他の項目よりも少なかった。 

 

資料 6-2-4 企業側が評価した習得度 
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【分析結果とその根拠理由】 

 修了生のアンケートにおいて、専門分野に関する知識、幅広い教養と基礎学力、問題発見/分析/解決能

力、文章読解表現能力、コミュニケーション能力、チームワークについて、習得度、役立ち度を高く評

価した修了生の割合が多かった。修士の研究活動に関連する専門的分野の習得に加えて、それを遂行す

る過程で必要となるコミュニケーション能力やチームワーク力も身についたと解釈できる。これらの項

目に関しては、企業からの評価も高かった。修了生の実感および企業の評価の両者で高得点であり、こ

れの項目は十分に習得している。一方、リーダーシップ、外国語能力について、習得度および役立ち度

が高いと評価した修了生の割合が少なかった。 

 

 

観点６－２－③ 教育の目的及び学位授与方針に即して、適切な学習成果が得えられているか。 

 

【観点に係わる状況】 

 工学専攻の教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）を資料 6-2-4 に示し、学位授与の方

針（ディプロマポリシー）を資料 6-2-5 に示す。これらの方針に則って、教育課程を編成し、その教育

課程を習得した学生への学位授与を行っている。各項目に関する在学生の習得度は資料 6-2-2 に、修了

生の習得度は資料 6-2-3 に示した通りである。ディプロマポリシーの国際的な視点からリーダーシップ

の点を除くすべての項目において、在学生、修了生のアンケートにおいて高い評価であった。 

 

 

資料 6-2-6 工学専攻の教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高度で幅広い専門性育成のために、各コースに高い専門性のコア専門科目および一般専門科目を

設置します。さらに、英語で講義する英語科目および英語対応科目を置くことにより、グローバル

社会においてリーダーシップを発揮して柔軟に対応できる能力を、自らが育成することを推奨し

ます。 

２ 高度な専門性や豊かな独創性、自ら学ぶ能力、課題発見能力、課題探求・解決能力、コミュニケ

ーション能力、プレゼンテーション能力を育成するために、主指導教員および副指導教員が修士論

文または特定課題研究を指導します。  

３ 社会・産業界でのニーズに基づく複合的な諸問題を解決できるように、研究科共通科目として理

系基礎特論およびマネジメント関連科目を設置します。これにより、高度専門職従事者として指導

的役割を担える能力を、自ら育成することを推奨します。 
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資料 6-2-7 工学専攻の学位授与の方針（ディプロマポリシー） 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーと在学生、修了生のアンケート結果との比較より、国際

的な視点、リーダーシップに対する習得度を高く評価した人の割合は他の項目に比べて少なかった。そ

の他の項目については高く評価した人数は過半数を越えていた。以上の調査より、ディプロマポリシー、

カリキュラムポリシーに即した適切な学習成果が得られていることが分かった。  

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

 単位の取得状況は良好であり、高い進路決定率を維持し続けている。 

 在学生、修了生、企業に対するアンケートより、専門分野に関する知識、幅広い教養と基礎学力の

習得度が特に高く、問題発見/分析/解決能力、文章読解表現能力、コミュニケーション能力、チーム

ワーク力に対して高い評価を得ている。 

 上記の項目はディプロマポリシーの中心的内容であり、それに即した能力、資質を有する修了生を

教育できていることを示している。 

 

【改善を要する点】 

 リーダーシップおよび英語の能力に関して、習得度を高く評価した割合は他の項目に比べて少なかっ

た。英語能力に関しては、5 人に 1 人程度の学生は修士課程の間に英語で研究発表を行っており、発表

前の英語学習や発表練習を通じて英語能力は向上している。しかしながら、仕事で英語を自由に駆使す

るというレベルには達しておらず、それが今回の評価の主要因である。英語能力は一朝一夕に改善する

ことが難しいが、さらなる向上を目指して継続的に活動する必要がある。 

 

１ 工学の専門分野での高度な知識と技術を有し、それらの関連分野の融合領域における幅広い知識

を有する。  

２ 工学における課題発見能力と課題探求・解決能力を有し、独創性の高い研究を遂行できる。  

３ 工学において、国際的な視点からリーダーシップを発揮できるためのコミュニケーション能力と

プレゼンテーション能力を有する。  

４ 社会・産業界のニーズに基づく複合的な諸問題を解決できる高度な知識と技術を自己学習により

修得できる能力を有し、高度専門職従事者として社会に貢献できる基礎能力を身につけている。 
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基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７−１−① 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。

また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について，それぞれ配慮がなされて

いるか。 

 

【観点に係る分析】 

工学部・工学専攻の教育研究に使用される施設・設備、および関係する施設・設備の状況は以下の通

りである。 

 

１．工学部・工学専攻の建物の整備状況と利用状況 

 

建物の整備は全学委員会の施設マネジメント委員会により議論され、計画的に進められている。

また、浜松キャンパスの整備は、必要に応じて、西部地区部局長会議で議論し、本部への要請を行

い整備してきた。工学部・工学専攻の建物の整備状況を資料 7-1-1 以下に示す。 

 

資料 7-1-1 建物の整備状況 

１）教育研究用施設（教室、実験室、演習室、総面積 51,087 ㎡） 

 工学部１号館、２号館、３号館、４号館、５号館、６号館（共通棟）、７

号館（合同棟１号館）、８号館（合同棟２号館）、総合研究棟、共通講義棟 

２）管理施設（事務組織、図書館、総面積 12,853 ㎡） 

 附属図書館分館・学生支援棟（S-Port） 

 

平成 26 年に附属図書館分館・学生支援棟 S-Port（３階建：4,663 ㎡）新設および工学部８号館

（２階建：1,140 ㎡）改修、平成 29 年には共通講義棟（５階建：4,507 ㎡）新設を行った。S-Port

は、学生たちの港として学習及び教育研究をサポートする図書館機能の向上と学生支援のワンスト

ップサービスを目指したサービス拠点である。共通講義棟は、年々ニーズの高まる収容人数の大き

な教室を確保するよう新設された。８号館の改修では、耐震工事やバリアフリー化を含めて、ウッ

ドデッキの新設や音響・映像機器の更新等、学生に対する安全やサービスの拡充を進めた。これら

の建物およびその他の浜松キャンパスの工学部・工学専攻の教育研究に使用する建物のほとんどは

バリアフリーとなっており、昇降機も設置されている。ユニバーサルデザインマップとガイドにつ

いては、静岡大学障害学生支援部門障害学生支援室がまとめており、資料 7-1-2 からその情報を得

ることができる。また、防犯面の配慮から、浜松キャンパスの各所に LED 外灯を設置している。主

要建物の入口には電気錠が設置されており、夜間、休日の出入りを規制している。 

 

資料 7-1-2 「修学サポート室 ユニバーサルデザイン＆ガイド」（別添資料 7-1-1） 

http://153.126.171.181/wordpress/?page_id=1213# 
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資料 7-1-3 各教室の収容人数、音響・映像機器設備等の設置状況 
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工学部・工学専攻の各建物内の各教室の教室名、収容人数、音響・映像機器設備等の設置状況は、

資料 7-1-3 に示す通りである。これらの教室は、工学部・工学専攻の発展に伴って整備されてきて

おり、各建物改修工事の際などの機会を捉えて拡充され、また、各音響・映像機器、情報ネットワ

ークに対応するなど設備の充実も図られている。 

 

図書館における館外貸出の利用状況は、平成 29 年度実績で 22,556 件（学生 20,819 件、教職員

1,207 件、学外者 530 件）となっており、１日平均で 66 件である。図書館内にはグループワークエ

リア、多文化交流エリア、地域産業史エリア、CALL 教室等もあり、授業やセミナー、研究会などに

適宜利用されている。 

 

 

２．工学部・工学専攻に関係する教育研究支援施設の整備状況と利用状況 

 

平成 25 年度の５学科への改組に伴って電子工学研究所所属の教員が工学部・工学専攻所属にな

り、これまで工学部・工学専攻が主として利用していた施設に加えて、電子工学研究所棟や創造科

学技術大学院棟なども今まで以上に活発に教育研究支援施設としての役割を担うようになった。上

記１．の施設以外の支援施設における整備状況と利用状況を以下にまとめる。（「静岡大学概要 2018」

別添資料 7-1-2） 

 

１）次世代ものづくり人材育成センター［静岡大学概要 2018、p.38］ 

 創造教育、地域・社会連携などを推進する目的で平成 22 年に建築され、各種最先端の実

験機材が完備している。２階建て、面積は 2,429 ㎡で、創造教育支援部門、工作技術部門，

地域連帯部門の３部門から成る。専任教員２名、併任教員３名、技術職員１３名が所属し

ている。 

創造教育では、工学部の全１年生に実習を通じた実体験、創造的人間の育成を目的とし

て、各学科に共通する「ものづくり」の楽しさ、「ものづくり」に必要とされる知識の学習

プログラムが整備され、学科混合クラス（１クラスは 135 名程度）に共通したプログラム

で各学生が毎週１回、３時限の実習教育を通年で受講している。センターとしては、週４

回、毎日３時間の実習教育を実施している。 

工作技術はこの施設の１階部分の１部を使用しており、基本的な工作機械から、最新鋭

の工作機械を使い、学生実験や研究開発に必要な装置の製作など依頼を受け、学生実験 190

時間／年、浜松キャンパス内の加工依頼などによる工作物製作で 805 件／年の施設利用が

なされている。 

２）ものづくり館 

 老朽化のため、平成 30 年に建て替えられた。ワイヤー放電加工機１台、レーザー加工機

１台、旋盤２台、フライス旋盤２台、ボール盤、切断機、溶接機などの機械加工設備を備

え、次世代ものづくり人材育成センターの建物と合わせて、学生実験や研究に使用する物

品の加工依頼等で利用されている。また、学生が自ら工作を行えるものづくりの場として

利用している。 
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３）佐鳴会館［静岡大学概要 2018、p.46］ 

 浜松キャンパスの同窓会（浜松工業会）により建設された、面積 996 ㎡の建物である。

１階には会議室（約 150 名）、ホール、同窓会事務室などがあり、２階には宿泊施設（ツイ

ン１部屋、シングル４部屋）及び和室（10 畳、３室），ロビーなどを備えている。会議室

とホールは、定期試験の会場や学生の研究成果発表会などに使用される。入口のカギは守

衛室にて管理されている。多くの会議、訪問者の宿泊に利用されていて、利用率は高い。 

４）浜松キャンパス共同利用機器センター［静岡大学概要 2018、p.40］ 

 工学部内で個別に管理していた汎用性の高い分析機器装置を集約・管理し、効率的に運

用することを目的として平成 21 年に設立された。平成 22 年からは電子工学研究所ナノデ

バイス作製・評価センター内の分析機器装置も含め、学内共同教育研究施設として運営さ

れている。専任教員１名、併任教員２名、技術職員７名で構成され、卒業研究を含む研究

活動における機器使用の支援及び保守・管理を行っている。機器の予約はウェブサイトを

通じて行われる。時間外利用についても、事前にセンターからの許可を得ることにより、

対応可能である。また、利用者の権利利益を保護し、かつ犯罪を予防することを目的とし

て、総合研究棟に５ヶ所、ナノデバイス作製・評価センターに５ヶ所の安全カメラを設置

している。平成 30 年度の利用者数はのべ 5092 人である。 

５）情報基盤センター浜松オフィス［静岡大学概要 2018、p.39］ 

 平成元年に情報処理センターとして設置され、平成 12 年から総合情報処理センター、さ

らに平成 21 年には現在の情報基盤センターへと改組された。専任教員１名、客員教員２名、

技術職員３名により運営されている。本学の情報基盤システムの研究開発及び運用支援を

一元的に行っており、平成 21 年には基幹ネットワークを焼津データセンターへ移設し、大

規模な情報基盤のクラウド化を行った。平成 15 年に情報セキュリティマネジメントシステ

ムの国際認証 ISO27001 を、平成 24 年に IT サービスマネジメントシステムの国際認証

ISO20000-1 を取得している。パソコン 193 台を備えた計算機実習室は、全学共通教育科目

「情報処理」や他の専門科目授業に利用される。さらに「静岡大学テレビジョン」の運営

も行っており、研究成果や本学の各種イベントを積極的に発信している。 

６）電子工学研究所棟［静岡大学概要 2018、p.38,48］ 

 昭和 40 年に新制大学で唯一の理工系附置研究所として設置された。老朽化のため、現在

建て替え中である。多くの工学部・工学専攻の学生が研究活動の場としている。 

７）創造科学技術大学院棟［静岡大学概要 2018、p.48］ 

 耐震化・バリアフリー化を進めるため、平成 17 年に改修された（５階建て、面積 2,939

㎡）。多くの工学部・工学専攻の学生が研究活動の場としている。セキュリティのため夜間

および休日は玄関が施錠され、申請・登録された教職員および学生の静岡大学 ID カードに

て解錠できる。 

８）光創起イノベーション研究拠点棟［静岡大学概要 2018、p.48］ 

 文部科学省「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事

業」の採択に伴い、静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学、浜松ホトニクスの

共同施設として平成 26 年に建設された（５階建て、面積 3,505 ㎡）。多くの工学部・工学

専攻の学生が研究活動の場としている。セキュリティのため夜間および休日は玄関が施錠
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され、申請・登録された教職員および学生の静岡大学 ID カードにて解錠できる。 

９）安全衛生センター浜松［静岡大学概要 2018、p.44］ 

 平成 25 年に安全衛生管理室を改組して安全衛生センターが設置され、浜松キャンパスに

も安全衛生センター浜松が置かれた。７号館１階東側に部屋（面積 64 ㎡）を構え、併任教

員３名，技術職員２名，事務職員２名で構成される。労働安全衛生法やその他関連する法

律・規則に基づき浜松キャンパスの安全衛生に係わる業務を遂行している。 

新任教員や研究室配属学生に対する安全講習を行うとともに、授業としての「安全工学」

の一部を担当している。さらに、薬品管理システムをキャンパス全体に導入して、購入薬

品の登録・管理を行っている。廃液，廃試薬及び高圧ガスの処置も管理しており、安全衛

生業務を通じて研究教育を支援している。 

 

 

３．運動場・体育館等の運動・課外活動施設（浜松キャンパス内）の整備状況と使用状況 

 

［静岡大学概要 2018、p.45］（利用状況は平成 29 年度実績） 

１）運動場（１面：7,800 ㎡） 

 授業による利用 104 時間／年 

 サークル等による利用 3,072 時間／年 

 構内グラウンド 2,188 時間／年 

 西寮グラウンド 988 時間／年 

２）テニスコート（３面：1,800 ㎡） 

 授業による利用 87 時間／年 

 サークル等による利用 1,488 時間／年 

３）水泳プール(50ｍ×７コース) 

 授業による利用 0 時間／年 

 サークル等による利用 855 時間／年 

４）体育館（943 ㎡） 

 授業による利用 126 時間／年 

 サークル等による利用 2,408 時間／年 

５）武道場（498 ㎡） 

 授業による利用 0 時間／年 

 サークル等による利用 3,534 時間／年 

６）弓道場（74 ㎡） 

 授業による利用 0 時間／年 

 サークル等による利用 2,576 時間／年 

７）課外活動共用施設（881 ㎡） 

 

最近の特筆すべき点として、平成 26 年に運動場の全面人工芝化を行ったことが挙げられる。浜

松キャンパスの運動場は浜松市の広域避難地に指定されており、地震等の大規模災害発生時には屋
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外避難所となる。人工芝化により水はけを良くするとともに、防災用トイレベンチやかまどベンチ

等も設置し、大規模災害時にもより適切に対応できる施設となった。運動場とテニスコートには照

明設備を備えており、夜間対応の施設となっている。これらの施設に関しては利用規則が定められ

ており、授業での利用を最優先に教務係が利用計画を立て、それ以外の利用については学生係が利

用希望の提出を受けて、利用時間調整などを行いつつ有効な利用を図っている。 

平成 26 年には地震対策として、体育館も耐震化工事に伴う改修を行った。これらの施設は屋外

施設と同様に利用規則が定められており、授業での利用を最優先に教務係が利用計画を立てて、そ

れ以外の利用については学生係が利用希望の提出を受けて、利用時間調整などを行いつつ有効な利

用を図っている。 

 

４．その他の支援施設 

 

１）高柳記念未来技術創造館［静岡大学概要 2018、p.40］ 

 世界最初の電子テレビを発明した高柳健次郎氏の優れた事業や業績及び、工学部・

工学研究科で取り組んでいる最新技術や未来技術などの紹介、展示が行われている。

昭和 36 年に建設された建物を平成 19 年にリニューアルした。老朽・耐久対策だけで

なく、建物外部に断熱材、屋上に太陽熱設備を施すなど、工学部の研究成果を省エネ

対策に活かした施設で、ものづくりや科学技術への関心を高めるため、一般市民や学

生に無料開放されている。平成 30 年度の入館者数は、4847 名(平成 31 年 3 月 13 日現

在)。 

２）学生会館（北、南）［静岡大学概要 2018、p.36］ 

 北館（食堂、購買、喫茶室）、南館（食堂、パンショップ、軽食堂、談話室、理髪店）

の 2 施設がある。総面積北 951 ㎡、南 1,855 ㎡、食堂の収容人数は北 180 席、南１階

440 席、２階 42 席。一日平均の利用者数北 700 人、南１階 1,100 名、２階 70 名であり、

キャンパス在籍人数に対しやや手狭である。 

３）保健センター浜松支援室［静岡大学概要 2018、p.42］ 

 2012 年 4 月より合同棟１号館２階に保健センター浜松支援室（308 ㎡）が拡張移転

され、ナースステーションを中心にベッド数３床の休養室、診察室 2室、個別支援室、

集団支援室、利用者が常時身長体重を測定できるセルフケアラウンジ、相談室、検査

室、資料室，倉庫が整備された。医師１名、カウンセラー１名、保健師 2 名がその任

に当たり、診療所として登録されている。学生・教職員の定期健康診断を始めとする

特殊健康診断、留学生健康診断など各種健康診断を通じて疾病の早期発見・早期治療

を行うだけでなく、疾病予防の観点に立って健康教育や研究を通じて若年期からの心

と体の健康作りを図っている。また、月１回ではあるが、学校医として循環器内科、

整形外科、精神科の専門医も加わり、それぞれの健康相談、応急処置に当たっている。

平成 29 年度実績の述べ利用者数は、定期健康診断を含めて 12,174 名（学生 10,947 名、

教職員 1,227 名）であった。 
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【分析結果とその根拠理由】 

教育研究活動を展開する上で必要となる講義室や研究室・実験室は、建物の新築・改修工事の際

に徐々に増えている。しかし、リフレッシュスペースや全学的な共同利用スペースの確保が求めら

れたことから、教育施設の充実が図られる一方で、各教員の研究スペースはまだ十分とは言えない。

不足を補うために課金スペースとして用いられているプロジェクト研究室や共同利用実験室は、大

型研究プロジェクトの実施並びに採択に向けた研究活動の場として有用に活用されている。なお、

改修工事に際して、耐震化・バリアフリー化・セキュリティ強化は着実に進んでいる。 

その一方で、次世代ものづくり人材育成センターや共同利用機器センターなど、教育研究を支援

する施設の拡充が大幅に進んでいる。安全衛生センターによる薬品・ガスボンベ管理や、情報基盤

センターによるインターネットセキュリティ強化など、教職員および学生が安全に、安心して教育

研究を行うことのできる環境が確立されている。 

さらに運動場の全面人工芝化の際に、防災用トイレベンチやかまどベンチ等が設置され、大規模

災害時の屋外避難場所としての設備が拡充された。 

 

 

観点７−１−② 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る分析】 

浜松キャンパス内の各建物は、情報基盤センター（資料 7-1-4）の管理する高速光ファイバネットワ

ークによって結ばれている。各建物には概ね各フロアにルーターが設置され、全教員室、ほとんどの研

究室・実験室が支線ネットワークで結ばれている。さらに、半数以上の教室には各机に情報コンセント

と電源が設置されており、学生所有のノートパソコンを使う講義に使用されている。その他に、パソコ

ン約 100 台を備えたネットワークを完備した教室が 3室あり、全学生対象の必修科目「情報処理」の授

業や、各学科のカリキュラム中の関連する講義に用いられている。 

本学部では、新入生に対してノートパソコンの購入を推奨している。情報基盤センターによって在学

中の学生全員にユーザ ID、メールアドレスが配布され、ユーザ認証によってセンター所有のソフトウェ

ア群、メールシステム、インターネットの利用が自由に行える。また平成 20 年度からは学務情報シス

テムが稼働しており、学生の受講申請、単位取得状況の閲覧、シラバスの閲覧がネットワーク経由でで

きるだけでなく、教員からの連絡や授業コンテンツの配布なども電子ファイルで配布可能となっている。

一方、セキュリティ確保の観点から、学籍情報の参照と更新については学内からのアクセスに限定され

ている。 

本学では平成 22 年以降、文書や授業動画等の教育・研究データをパブリッククラウドへ移行するな

ど、情報環境整備を進めている。最近の特筆すべき点を以下に列挙する。 

 

１．エデュローム（eduroam）の導入 

2018 年に無線 LAN 相互利用サービス「エデュローム（eduroam）」を県内で初めて導入し、各学生

に与えられる ID を使用して、学内はもちろん、提携する全国の教育・研究機関やカフェで無線 LAN

を利用可能とした。さらに 2018 年には、オンライン教育の本格導入やスマートフォン、タブレッ

ト等のスマートデバイスからのアクセスが急増することへの対応として、NTT 西日本と連携して「次

世代大学 IoT（モノのインターネット）情報基盤」を整備した。これにより、学生や学内利用者が
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高速大容量インターネットを無料・無制限で利用可能となるのみならず、大災害発生時には被災者

が個人認証無しで無線 LAN を利用できる。 

２．反転授業支援サービスの開始 

2016 年からは反転授業支援サービスの実証実験を開始した。大学のグローバル化、社会連携が加

速する中、社会人学生や留学生が急増し、講義室での対面授業だけでは十分な効果を上げることが

難しく、授業動画をアップすることにより、学生がいつでもどこでも講義を聞くことを可能にした。

学生の復習にも有力な方法であり、オンデマンド授業を何回も見ることにより、完全に理解できる

ようになる。 

３．静岡大学テレビジョン（SUTV）の運用 

研究活動やサークル活動の紹介のウェブ配信を通して広く情報発信するために、静岡大学テレビ

ジョン（SUTV）を平成 25 年から運用している。学内でのイベントのみならず、大学や学部等が主

催・共催する国際会議や理科教室などを、学内はもとより、Youtube を使って広く一般にも情報発

信している（資料 7-1-5）。SUTV では，（１）ポータルサイトの運用、（２）継続的な情報更新、（３）

マーケティング機能による解析に立脚した効果的な情報発信を行うことにより、再生回数の大幅な

増加に成功している［永田他，学術情報処理研究 No.22, pp.100-110 (2018)］。センター試験後の

受験志望校選定の時期に、特に県外からのアクセスが急増しており、本学の広報活動における重要

な役割を担っている。 

 

資料 7-1-4 静岡大学情報基盤センター 

http://www.cii.shizuoka.ac.jp/ 

 

資料 7-1-5 静岡大学テレビジョン 

http://sutv.shizuoka.ac.jp/ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

キャンパス内に情報ネットワークが適切に整備されており、学生全員にユーザ ID、メールアドレスが

配布されるとともに、学務情報システムも稼働し、学生及び教職員の全構成員が情報ネットワークを有

効に活用している。平成 22 年度に更新された情報基盤では、クラウドサーバを一括に調達して提供す

るサービスが、さらに平成 30 年度にはエデュローム（eduroam）の運用が開始された。これにより、電

力消費の低減、セキュリティ確保、安定運用、学生の利便性に大きな成果が得られているのみならず、

大災害時の情報スポットとしての役割も担えるようになった。さらに静大テレビジョンを通して、研究

紹介や各種イベントに関する情報発信が効果的になされている。 

 

観点７−１−③ 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る分析】 

学生の自主的学習環境を提供するために、各学科の建物に合計約 233 席のリフレッシュスペース（自

習用スペース）を設置している。また図書館は平日 22 時まで、土・日曜日は 19 時まで（試験対応期は

21 時まで）開館しており、グループ学習室の設置などの便宜を図っている。節電対策の観点から通常

18 時には教室は閉められるが、自習用スペースとして開放教室が各棟（総 24、機 32、電 11、A11、共
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21、合 11、合 21（サークルへの貸し出し専用））にあり、平日の講義以外の時間 22 時まで自由に利用

できるようになっている。 

全学生に対して情報基盤センターがネットワーク ID を付与しており、浜松オフィス計算機実習室（７

号館計算機室１・２、５号館 306 室）に配置されている約 200 台のパーソナルコンピュータを利用でき

る。附属図書館浜松分館（45 台）合計 238 台の端末機も利用できるほか、教室やリフレッシュスペース

でもエデュローム（eduroam）による無線 LAN を通してインターネットに接続できるようにしている。

計算機室の講義での使用率は年間平均で 34.67%（合同棟計算機室１（20%）、合同棟計算機室２（20%）、

システム工学棟計算機室（306 室）（64%））となっており、講義のない時間帯においては、学生が自主的

学習に活用できる。事前に予約すれば、休日（土曜日、日曜日、祝日）の利用も可能である。IT 環境の

学生への案内として、学生便覧への記載（平成 30 年度学生便覧 p.34）、情報基盤センターホームページ

（資料 7-1-4）と、ガイダンス（別添資料 7-1-3、7-1-4）での周知を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自主的学習環境として、浜松オフィス計算機実習室に配置された約 200 台のパーソナルコンピュータ

や、学部内の 200 席を超える自習スペース及び図書館のグループ学習室ではエデュローム（eduroam）

による無線 LAN を通してのインターネット接続などの便宜が図られ、自主的学習のための場所が確保さ

れている。すべての学生にネットワーク ID が付与され、学内のみならず、提携する全国の教育・研究

機関やカフェで無線 LAN を利用でき、ネットワークを活用した効果的な自主的学習環境が整備され、効

果的な利用がなされている。 

大学院生は各研究室に所属し、各研究室で配分された居室にて、日頃の研究、学習に励んでいる。ネ

ットワーク ID を持ち、研究室や学内の無線 LAN を通じてインターネットに接続できる。図書館へのア

クセス、インターネットを利用した電子資料の閲覧、データベースの利用が可能であり、効果的な自主

的学習環境が整備され、有効に活用されている。 

 

観点７−２−① 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る分析】 

授業科目や専門の選択のためのガイダンスは、全てのコースで年度初めに実施されている。（別添資

料 7-2-1）ここでは、コース長より説明がなされ、指導の徹底が図られている。 

指導教員と副指導教員による複数指導教員制が採られており、両者が協力しながら学生の教育・研究

に関するきめ細かい指導を行っている（平成 30 年度学生便覧、p.11）。また、学生が気軽に授業科目履

修に関する相談ができるよう、学期初めの一週間にわたり教務委員による履修相談デスクを設けている。

留学生に対しては、留学生ガイダンスが別途、専門スタッフにより実施されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

全てのコースでガイダンスが行われており、指導教員、副指導教員による複数指導教員制、履修相談

デスクも有効に機能していることから、授業科目や専門の選択の際のガイダンスが適切に実施されてい

る。 
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観点７−２−② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切

に行われているか。また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うこ

とのできる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る分析】 

学生に対する学習支援として、学務情報システムによるサービスが提供されている（資料 7-2-1）。こ

のシステムでは、シラバス閲覧や講義履修の手続きをウェブ上で行えるとともに、自身の単位取得状況

をいつでも確認できる。そのため、学習計画の設計・修正が行いやすい。また、学生ニーズはアンケー

ト、在学生による評価結果、平成 21 年度生活実態調査、オピニオンボックスなどで把握され、常に改

善が図られている（改善状況報告等で報告）。 

 

資料 7-2-1 「学務情報システム」 

https://gakujo.shizuoka.ac.jp 

 

また、経済的理由等で勉学時間が十分確保できない等の事情がある学生への支援として、４年間分の

授業料で５〜６年かけて履修できる長期履修学生制度が全学的に設定されている（資料 7-2-2）。 

 

資料 7-2-2 長期にわたる教育課程の履修に関する規程（静岡大学学則） 

 

 

 

 

 

 

障害があるため、またはコミュニケーションが苦手なために、大学で勉強する上で困難を感じている

学生を支援するため、静岡大学障害学生支援部門障害学生支援室が修学サポート室『こみさぽ』を設置

している(学生便覧 2018 p.40、資料 7-1-2、7-2-3、7-2-4)。ここでは、困難を感じている学生が他の

学生と同じように学び自立できるように支援している。 

 

資料 7-2-3 「サポート室『こみさぽ』」 

http://www.ossn.support.shizuoka.ac.jp/wordpress/ 

 

資料 7-2-4 修学サポート室の利用状況（人数） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

実利用人数 84 95 176 187 

利用回数 628 806 1650 2217 

  

留学生に対しては、留学生担当教員 2名を配置している。入学当初の留学生に対し、大学生活に早く

慣れ、勉学や研究効果の向上を図ることを目的としたチューター制度が設けられている。チューターは、

指導教員の指導のもとに、日本語や修学上の問題等について、個別に課外指導や助言を行っている。平

第 37 条 学生が、職業を有している等の事情により、第 28 条に規定する修業年限を超えて

一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨申し出たときは、

その計画的な履修を認めることができる。 

2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。 
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成 30 年度のチューター人数は 24 名である。（別添資料 7-2-2）またチューターとは別に留学生ボランテ

ィアが日常生活、交流会などのイベントを通して相談にのっている。 

 

また、平成 28 年からは反転授業支援サービスの実証実験を開始しており、留学生、社会人学生など

特別な支援を要する学生、習熟度の低い学生に対してオンデマンドで学習できる支援体制が行われてい

る。このように学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切

に行われている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生の最大のニーズである修学に関する支援は、学務情報システムにより効率的になされている。ま

た、留学生、社会人学生など特別な支援を要する学生、習熟度の低い学生への支援体制も整っている。

留学生に対しては指導教員の指導のみならず、チューターによる支援による制度も設けられている。ま

た、ハンディキャップのある学生に対しての支援設備も整っている。 

 

 

観点７−２−③ 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われて

いるか。 

 

【観点に係る分析】 

浜松キャンパスには、体育館、グラウンド、テニスコート、プール、武道場、弓道場等の課外活動施

設がある。課外活動支援として、各施設の使用状況を常に把握し、補修・整備が必要な場合には早急に

対応するように努めている。また、施設内の運動器具についても事故の無いように定期的に点検し、修

理または更新をしている。また、課外活動施設担当の用務員を配置し、施設の掃除・整備を行い、常に

学生が快適な状況で施設を使用できるように努めている。なお、部活動等の一環として大会等に参加す

るために講義を欠席する際には、事前に欠席届等の書類を提出することにより、欠席扱いにしないこと

としている。 

毎年運営費交付金からの支援がサークルにされている。さらに、サークル以外にも、新入生歓迎祭・

駅伝祭、大学祭行事などに支援している。援助金の額は年度によってばらつきはあるが、およそ年間、

総合運動場経費に330万〜500万円、課外活動経費に200万〜400万円、あかつき寮に300万〜500万円、

あけぼの寮に 200 万〜300 万円、食堂経費 200 万〜300 万円、静大祭 60 万〜70 万円、厚生補導特別企画

におよそ 100 万円、駅伝大会に 100 万円、その他学生支援として 10 万円程度である。運営費交付金以

外にも、学生後援会及び福利厚生から、駅伝大会や大学祭等の学生行事開催経費、サークル団体への物

品援助、課外活動施設設備等に毎年約 300 万円程度の支援がある。また浜松工業会より工学部、情報学

部と共通のイベントに対して毎年 200 万円前後の支援がある。 

 

浜松・静岡キャンパス間の合同練習のために、平成 17 年度から土曜日と日曜日に両キャンパス間の

交流バスを運行している。平成 23 年度には、バス運行は 68 台で利用者は 2,317 人であった。サークル

活動中の事故防止のために、平成 19 年度から保健センター浜松支援室の協力を得て、体育系サークル

を対象に AED（自動体外式除細動器）を使用した救護訓練を行っている。 
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【分析結果とその根拠理由】 

サークル活動支援では、様々な課外活動施設の使用状況を常に把握し補修・整備が必要な場合には早

急に対応するように努めている。また、課外活動施設担当の用務員を配置し、施設の清掃・整備を行い、

常に学生が快適な状況で施設を使用できるように努めており、課外活動施設使用に対する支援が適切に

行われている。大会等で講義を欠席する場合にも、事前に欠席届を提出することにより、欠席扱いにし

ない措置がとられている。 

 

観点７−２−④ 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、

各種ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況に

あり、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

【観点に係る分析】 

学生が大学生活を送る上で必要となる住居として、学生寮（あかつき寮・あけぼの寮）および浜松国

際交流会館（１号館・２号館）を用意している（学生便覧 2018 p.21）。入寮選考は家計（所得証明書の

金額）より審査している。しかし学生寮入居者数は 150 名程度であり、入居希望者数に対して不足して

いる。 

 

また、静岡大学生活協同組合は、静岡大学の学生と教職員の出資金により，食堂，売店（書籍・文房

具等）、下宿・アパート紹介、アルバイト紹介、旅行代理店業務、キャリア形成支援（学内公務員講座

等）、共済など、学生生活に係わる全般にわたり支援と充実に努めている。さらに学割を含む各種証明

書の発行は、証明書自動発行機により学生の ID カードを使って遅延無く発行することができる（学生

便覧 2018 p.9）。 

静岡大学保健センター浜松支援室は平成 24 年 4 月 1 日より静岡大学保健センター浜松支援室として

新たに発足し（学生便覧 2018 p.38）、身体面・精神面での健診に取り組んでいる。特に生活習慣病予防

検診は平成12年度から取り入れている。ICカードを利用し、平成18年度から全学生にマンツーマンで、

内科医が健診後措置を含む保健指導を行う体制を整えている。一方、精神面のケアとして、精神科医が

学生相談を行っている。支援室内に個別支援室、セルフケアラウンジが新設され、保健指導、学生相談

支援が充実している。全学のハラスメント防止対策委員会に加えて、工学部・工学専攻独自のハラスメ

ント委員会がある。後者では、各種ハラスメントの相談に応じている。学生相談室には、履修上または

生活上の事項について、近年は年間およそ 200 人、延べ 1,000 回近い面接が行われており学生の相談を

親身になって受けている（学生便覧 2018 p.40）。 

就職支援として各コースに就職担当者を置き、相談に応じたり説明会を行ったりしている。また工学

部・工学専攻としても企業説明会を行っている（例えば、資料 7-2-5）。工学部・工学専攻の学内専用ウ

ェブサイトにキャリア形成支援のページを置き、ガイダンスビデオやレポート文書の書き方、エントリ

ーシートの書き方等の資料を入手できるようにしている（資料 7-2-6）。 

 

資料 7-2-5 「静岡大学・工学部合同企業説明会」 

http://www.s-walker.net/2020/contents/live/hamamatsu/ 

http://www.s-walker.net/2020/contents/live/shizuoka/ 
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資料 7-2-6 就職サポート 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/careerpath/career_support/ 

 

学生のニーズは在学生による評価結果、生活実態調査、オピニオンボックス、学生相談室などで把握

され、改善状況報告など常に改善が図られている。また、留学生、精神的な治療・サポートを要する学

生など特別の支援を要する学生、習熟度の低い学生への支援が特別に行われている。生活支援等に関す

る学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種ハラスメント等に関する相談・

助言体制が整備され、適切に行われている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生寮だけでなく、生活協同組合を通して、下宿・アパートの斡旋やアルバイトの紹介等、学生生活

を支援している。保健センター浜松支援室は身体面・精神面での健診に取り組み、内科医・精神科医が

学生相談を行っている。またハラスメント委員会は各種ハラスメントの相談に応じている。就職担当者

の配置やウェブサイトを通した技術的サポート等、就職支援も適切に行われている。 

 

観点７−２−⑤ 学生に対する経済面への援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る分析】 

経済的理由により修学が困難であり、かつ学業が良好と認めうる学生に対しては、授業料の免除・分

納・延納、奨学金といった支援制度を設けている。入学料、授業料免除は文部科学省より法人化前と同

額の免除財源の予算配分があり、成績及び家計により審査し、授業料の全額または半額を免除している

（学生便覧 2018 p.17）。さらに学内で予算措置をし、成績優秀者（学士課程 4年生 1名、修士課程 2 年

生 1名）に対して、当該年度の授業料全額免除を 2012 年度より実施している。 

奨学金の代表的なものは日本学生支援機構奨学金（学生便覧 2018 p.17）で採用枠も多く、希望者の

8 割以上が貸与を受けている。その他にも地方公共団体や各種団体の奨学金があり、多数の学生が貸与

または給与を受けている。奨学金についてのアナウンスは掲示などで周知される。また、ABP プログラ

ム学生に対し、生活費・学費など特別の支援を行っており、学生に対する経済面の援助が適切に行われ

ている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業料免除や、各種団体の奨学金の貸与・給与に関しては、審査方法並びに援助が適切に行われてい

る。福利厚生施設については改善されつつあるが、志望者数に対して十分であるとは言えない。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

自主的学習環境として、学内の共有スペース、グループ学習室、或いは各研究室において多くの自主

的学習のための場所が確保されている。また、全ての学生にネットワーク ID が付与され、学内では IT
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環境をいつでも利用でき、図書館データベースのオンライン化による利用など、ネットワークを活用し

た効果的な自主的学習が可能となっている。2018 年には無線 LAN 相互利用サービス「エデュローム」を

導入し、学内のみならず提携する全国の教育・研究機関での利用が可能となった。また静大テレビジョ

ンによる反転授業支援サービスにて、自宅など学外でのオンデマンド学習を可能にした。 

全てのコースにおいて、ガイダンスが行われている。指導教員、副指導教員、チューター制度をはじ

め、学習相談室や修学サポート室の設置等、学生の修学・生活に対する助言・支援を適切に行う体制が

構築されている。また、学習支援に関する学生のニーズはアンケート、在学生による評価結果、オピニ

オンボックス等で収集し、改善状況報告などで常に改善が図られている。 

授業料免除や、各種団体の奨学金の貸与・給与に関しては、審査方法並びに援助が適切に行われてい

る。福利厚生施設については改善が進み、新しく平成 22 年度より国際交流会館２号館が建設された。 

サークル活動支援では工学部からの支援に加え、学生後援会及び福利厚生会からの支援を有効活用し

ている。これが功を奏し大会などで優秀な成績をおさめている。また、運動場が全面人工芝化されると

ともに、体育館の耐震化改修がなされた。これらにより、学生の部活動・課外活動の支援だけでなく、

静岡大学が浜松市の広域避難地としての役割を適切に担えるようになった。 

 

【改善を要する点】 

教育研究活動を行うための施設・設備の拡充および耐震化・バリアフリー化が順調に進んでいる一方

で、生活協同組合が提供する食堂の収容人数や学生寮の部屋数が、浜松キャンパスで修学する学生数に

比べて不足する等、生活支援の面が不十分である。前回の外部評価でも指摘されており、早急な対策が

必要である。 
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基準８ 内部質保証システム 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点８－１－① 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証に係る体制が明確に規定

されていること。 

 

【観点に係わる状況】 大学院総合科学技術研究科工学専攻では教務委員会、FD 委員会、評価実施委

員会等があり、教育の質の向上、改善への取り組みがシステム化している。また、工学専攻各コース内

の教員で組織される会議でも、教育上の様々な問題に取り組む体制が整っている。改組前の工学研究科

物質工学専攻化学システムコースは平成 19 年から JABEE による外部評価を受けており、２度の改組

を経て、後身の化学バイオ工学専攻，現在は工学専攻化学バイオ工学コースが JABEE による外部評価

を継続している。これは大学院 JABEE として日本初の事例であり，JABEE プログラム関連委員会を

設けて、評価結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるようなシステムが整備されている。具体的

にはカリキュラムツリーの検討や新規採用教員の専門分野の選定をとおして教員組織の構成に反映さ

せるとともに、教員相互の授業参観を行い授業方法改善の体制を整えている。それ以外の各コースも

JABEE 以外の評価者による教育プログラムの外部評価を受けている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 本専攻では教務委員会、FD 委員会、評価実施委員会等の委員会の他、

コース内の教員で組織される会議がこれらの役割を担っているとともに、JABEE を実施しているコー

スではさらに独自のシステムが構築され、継続的かつ安定して評価・改善のプロセスが運用されている。

以上のことから，評価結果を教育の質の向上，改善に結び付けるシステムが整備され，教育課程の見直

しや教員組織の構成に反映する方策が講じられている。 

 

 

観点８－１－② 大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証のための手順が明確に規

定されていること。 

 

【観点に係わる状況】 内部質保証の具体的方針については「静岡大学全学内部質保証規則」に定めら

れ公開されている（資料 8-1-1）。JABEE を実施しているコースについては，評価結果を改善に活かす

方法について JABEE で規定されており，その方策に則っている。教務委員会、FD 委員会、評価実施

委員会等の各委員会による評価も継続的に実施しており，評価結果を公開して改善に活かしている。ま

た工学専攻（旧・工学研究科）として，平成 25 年度に作成した自己評価書を元に外部の評価委員 6 名

による外部評価を実施した。今回の自己評価書に対しても平成 31 年度に外部の評価委員による外部評

価を予定している。自己評価書および外部評価書は Web 上に公開され、これに基づき工学専攻担当の

各委員会が改善に努めている。 

 

資料 8-1-1 静岡大学全学内部質保証規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000609.htm 
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【分析結果とその根拠理由】 内部質保証が全学の規則で定められている。JABEE の規定および各委

員会の規定に基づき適切な方法で評価が行われている。外部評価が適切に行われており、その結果も内

外に公開されている。 

 

 

観点８－１－③ 内部質保証が有効に機能していること。 

 

【観点に係わる状況】 授業評価については学生による授業アンケートを講義ごとに実施し、その結果

は教員にフィードバックされ、教員はそれら学生からの要望等に対し、「アンケート結果に応えて」と

いう形で再度学生にフィードバックを行っている。なお、授業回数の半ばで実施する中間アンケートの

結果は、その後の授業の改善に直ちに反映されている。教員相互の授業参観を行う場合は、その結果を

被参観教員以外の教員も含めて参照し、授業の改善に有効に役立てている。 

 学習環境評価については、オピニオンボックス、オフィスアワー等で意見を聴取することができる仕

組みになっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生の意見の聴取は、大学、専攻、コースなど様々なレベルで行われて、

具体的な改善、改革に結びついている。また、教員と学生の間にフィードバックの仕組みが作られてお

り、それが機能している。 

 

 

観点８－２－① 教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての適

切性等に関する検証が行われる仕組みを有していること。 

  

【観点に係る状況】 平成 25 年度に実施した工学部・工学研究科の改組において，新たに電子物質科

学専攻・化学バイオ工学専攻・数理システム工学専攻の３専攻（現・３コース）が新設された。既存専

攻を含めて教育・研究環境の整備状況を報告・公開しているほか，改組に先立ち在校学生へのアンケー

トを実施し，新設専攻で採用するコース分担などの具体的な制度について再検討を行った。新専攻の設

置後も計画の履行状況を年度ごとに報告し，ウェブページ上で公開している（資料 8-2-1）。 

 

資料 8-2-1 学部・大学院の設置計画に関する情報 <平成 25 年度設置> 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/outline/disclosure/ 

 

【分析結果とその根拠理由】 専攻新設の際の検討は教員だけでなく在校生からも意見・評価を募り，

その結果を反映したものとなっている。また新設後の経過についても継続的にチェックし，その内容を

大学構成員を含めて公開している。 

 

 

観点８－２－② 組織的に、教員及び教育研究活動を支援または補助するものの質を確保し、更にその

維持、向上を図っていること。 
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【観点に係る状況】 全学的な研修等が大学センター主催で行われている。教員のためのＦＤ研修会

が夏期休暇中に１回、ＦＤ講演会が年１回、職員のためのＳＤ研修会とＳＤ講演会が、それぞれ、年１

回行われている。また、新任教員のための研修会が４月初めに行われ、授業改善の実際の活動などが紹

介されている。平成 31 年度よりＦＤ委員会を内部質保証委員会の下部組織とする改変を行い，ＦＤ活

動がより質保証に直結する仕組みを計画している。 

工学専攻では、教育支援者である技術職員に対して、学内研修、学外研修により質の向上を図ってい

る。学内研修では、各支援室より研修テーマを提案し、対象を全技術職員として研修している。学外研

修では、東海・北陸地区国立大学法人等技術職員合同研修、実験・実習研究会、機器分析研究会に参加

している。また、教育補助者である TA の学生には教員が個別に十分な打ち合わせ、場合によっては実

習を行って資質の向上を図っている。例として、平成 29 年度に行った技術部職員に対する技術研修の

報告書を別添資料 8-2 にて示す。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 教育活動の質の向上を図るための研修、資質の向上を図るための取組は

適正に行われている。教育支援者である技術職員に対しては学内・外の研修制度が設けられている。 

 

 

(２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 工学専攻の各種委員会を通した評価・改善の他に、各コースが JABEE あるいは JABEE

以外の外部評価を受け、改善に努めている。技術部職員に対する教育、研究も周期的に行われている。 

 

【改善を要する点】 日本初の導入事例となっている大学院 JABEE の採用可能性を未導入の各コー

スでも検討することが望まれる。 
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基準９ 財政基盤及び管理運営 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点９－１－① 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。 

また、危機管理等に係わる体制が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 大学院総合科学技術研究科工学専攻の運営は、研究科長のもと，工学部長が大学

院専攻長を兼ねて行う。工学専攻以下の各コースにはコース長を配している。その体制の基で、各コー

スの教員の役割分担がきめられている。工学専攻に関する管理運営は，工学専攻以下の各コースを担当

する教員で構成される工学専攻会議が所掌する。大学院総合科学技術研究科および同工学専攻の管理運

営に係わる方針・体制や所掌事項は下記の資料（資料 9-1-1a-e）に明文化されている。 

 

資料 9-1-1a 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000512.htm 

資料 9-1-1b 静岡大学大学院総合科学技術研究科長等選考規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000531.htm 

資料 9-1-1c 静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000523.htm 

資料 9-1-1d 静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会代議員会規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000524.htm 

資料 9-1-1e 静岡大学大学院総合科学技術研究科専攻会議規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000525.htm 

 

大学院総合科学技術研究科工学専攻の管理運営及び教育研究支援のための組織は工学部事務部及び

工学部技術部が兼担し、それぞれ人員を配置している。工学専攻に関する事務部組織（資料 9-1-2）は、

本専攻に加え情報学専攻や電子工学研究所等を含む浜松キャンパス全体を所掌する組織（浜松キャンパ

ス事務部）とし，総務、教務および学生支援に関わる業務を行なう課をおく。総務課のもとには工学部

総務係のほか、浜松キャンパス全体の共通経費、城北総合研究棟の管理等に係る業務を行う企画総務係

等がおかれている。学生支援課は学生支援係のほか、浜松キャンパス全体の留学生に係る業務を行う留

学生係、及び就職支援係を擁し、それぞれ専門職員が配置されてその任にあたっている。 

 

資料 9-1-2 浜松キャンパス事務部の体制 

部名 課名 窓口担当名 窓口の主な業務内容 

浜松キャン

パス事務部 
浜松総務課 

企画総務係 総括、工学部の会計 

情報学部総務係 学部の庶務 

工学部総務係 学部の庶務 

電子工学研究所総務係 研究所の庶務 

大学院博士課程係 大学院の庶務、学生の教務・生活支援 
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浜松教務課 

情報学部教務係 学生の教務 

工学部教務係 学生の教務 

共通教育係 全学教育科目 

浜松学生支

援課 

学生支援係 学生の課外活動、奨学金、授業料免除、学寮、学

割、学生災害保険 

留学生係 学生の海外派遣、留学生の受入 

就職支援係 学生の就職相談･広報 

 

工学部技術部は、平成 24 年 4 月 1 日に静岡大学技術部として運営を開始した。以来幾度かの改組を

経て，現在に至るまで静岡キャンパスと浜松キャンパスのそれぞれでキャンパスの教育研究支援を行っ

ている。組織としては、技術部長（理事）の下に技術部次長、さらに各系の技術長が配属され、各系は

それぞれ２つの部門を有して，各部門に部門長を置く仕組みとなっている（資料9-1-3，別添資料9-1-1）。 

 

資料 9-1-3 静岡大学技術部規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000415.htm 

 

危機管理については、静岡大学自主防災規則第１３条の規定に基づき、工学部自主防災隊を編成して

おり(別添資料 9-1-2)、大学院総合科学技術研究科工学専攻全員の役割を決めている。毎年、工学専攻

教職員と学生全員が参加して、全学一斉地震防災訓練を行っている。平成 25 年度には大規模地震によ

るリスクへの備えとして、本学学生、教職員のとるべき具体的な行動を取りまとめた「地震防災マニュ

アル」の整備を行い，毎年度工学専攻教職員と学生全員に配布している。さらに平成 26 年度には「静

岡大学地震災害対応マニュアル（資料 9-1-4）」を制定し公開している。また、平成 27 年度から毎年，

防災意識高揚の目的で「地震防災 WEB セミナー」を実施し，大学構成員全員の受講を図っている。さら

に平成 27 年度には，危機の発生を未然に防止し，危機が発生した場合はその影響を最小限として早期

の回復を図る目的で，「静岡大学危機管理ガイドライン（資料 9-1-5）」「事象別危機管理マニュアル（資

料 9-1-6）」を制定し対応の周知を図っている。また工学専攻における防火管理の実施内容と組織につい

ては「静岡大学工学部防火管理細則（資料 9-1-7）」に定めている。 

浜松キャンパスに設けられた安全衛生センター浜松（職員４名）では、学生や教職員にとって安全で

快適な学びおよび働きの場（キャンパス）であるように、定期的な巡視を通じて「避難路の確保」、「安

全な薬品管理」等の改善に取り組み、新任教職員や研究所配属学生に対する安全講習などを行っている。

安全衛生センターの業務と運営については「静岡大学安全衛生センター規則（資料 9-1-8）」に定められ

ている。 

 

資料 9-1-4 静岡大学地震災害対応マニュアル 

（教職員用）https://www.shizuoka.ac.jp/outline/bousai/pdf/eqtmanu_ks_H2912.pdf 

（学生用）https://www.shizuoka.ac.jp/outline/bousai/pdf/eqtmanu_st_R_H3002.pdf 

 

資料 9-1-5 静岡大学危機管理ガイドライン 

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/risk/pdf/riskguide_20171207.pdf 
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資料 9-1-6 事象別危機管理マニュアル 

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/risk/pdf/riskfirst.pdf 

 

資料 9-1-7 静岡大学工学部防火管理細則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000234.htm 

 

資料 9-1-8 静岡大学安全衛生センター規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000453.htm 

 

【分析結果とその根拠理由】 大学院総合科学技術研究科工学専攻は、学生数、教職員数、財政規模等

からも業務処理件数が他専攻と比較して多いことを鑑み、情報学専攻と合わせて浜松キャンパス全体で

事務部を統括する組織に再編し，効率化を目指している。 

技術部については、各系・部門への再編を経て，現況に沿う教育研究支援体制の充実が行われている。 

危機管理については、防災に関する情報の構成員への周知が進んでおり，また安全衛生センターを設

置してキャンパス全体での危機対応能力の強化が図られている。 

 

 

観点９－１－② 学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する

意見やニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 在校生への「学びの実態調査」のアンケートを実施している（別添資料 9-1-3）。

全学の評価会議と協力して卒業生および企業関係者に対してアンケート調査を実施しそのニーズなど

を把握している。また、保護者の意見を聞くため、テクノフェスタの開催日（１１月の第２土曜日と日

曜日）に保護者懇談会を行い、学生の意見は学内にオピニオンボックスを常時設置して吸い上げるよう

にしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 関係者の意見を聞きその声を反映すべく努め、可能なものは取り入れて

専攻内の運営に当たっている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 大学院総合科学技術研究科工学専攻担当の教員間で情報共有を進め，専攻長のリーダー

シップを発揮できるように、工学専攻会議を定期的に開催し、専攻に関する議題を検討している。さま

ざまな状況を想定した危機管理体制の整備は急速に進んでいる。 

 

【改善を要する点】 総合科学技術研究科工学専攻の教育研究活動を継続発展させるためには、浜松キ

ャンパス事務部として統括された事務職員のより効率的な運用体制の深度化が必要である。 

 

285



工学専攻 基準９ 

観点９－２－① 機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる教職員が，適切に役割

分担し，その連携体制が確保され，能力を向上させる取組が実施されているか否か。 

 

【観点に係る状況】 本学に置かれる教職員の区分とその分担は静岡大学学則（資料 9-2-1）に定めら

れている。教職員の能力向上のため，FD 活動および SD 活動を実施しており，その種々の活動現況は

大学教育センターで示されている（資料 9-2-2）。工学部を含む職員の能力向上の一環として，職員を一

定期間海外に派遣し諸外国における大学の教育・研究の支援体制、事務組織等について研修を行う，職

員海外研修を実施している（資料 9-2-3）。 

 

資料 9-2-1 静岡大学学則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000001.htm 

 

資料 9-2-2 静岡大学大学教育センター 

 http://web.hedc.shizuoka.ac.jp/ 

 

資料 9-2-3 静岡大学職員海外研修制度 

 http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/japan/new_contents_page_255.htm 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員と事務職員それぞれの職務分担が明確化されており，また協力体制

の整備が行われている。教員だけでなく職員も含めた能力向上を志向する SD 活動が進められている。

職員の能力向上のための研修の実施が行われている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 FD から SD 活動の転換が進められており，教職員全体のモチベーション向上が図られて

いる。 

 

【改善を要する点】 総合科学技術研究科工学専攻の教育研究の改善に向けて，教員と職員の共同によ

るより一層の SD 活動の活発化が必要である。 
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基準１０ 教育情報等の公表 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点１０－１－① 学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科又は課程等ごと、大学院課程であ

れば専攻等ごとを含む）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）

に周知されているか。  

 

【観点に係る状況】 

静岡大学大学院の目的は「静岡大学大学院規則」に記載され，Web サイト（資料 10-1-1）に公開され

ている。また，静岡大学大学院総合科学技術研究科および工学専攻の教育の目的が記載されている「静

岡大学大学院総合科学技術研究科規則」は Web サイト（資料 10-1-2）に掲載されている。総合科学技

術研究科の教育の目的は同規則第２条、工学専攻については第３条２項に記されている。 

 

資料 10-1-1 静岡大学大学院規則 

 http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000298.htm 

 

資料 10-1-2 静岡大学例規集第３編 大学院 第６章 工学研究科 静岡大学大学院工学研究科規則 

http://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000512.htm 

 

また学生を対象とした周知としては、学生に配布する静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

「学生便覧」において、各種規則および資料の１つとして、静岡大学大学院規則（平成 30 年度 総合科

学技術研究科工学専攻 学生便覧 p.87）および静岡大学大学院総合科学技術研究科規則（平成30年度 総

合科学技術研究科工学専攻 学生便覧 p.101）を添付掲載している。この学生便覧は冊子にして配布す

ると共に、Web ページ（資料 10-1-3）でも公開している。 

 

資料 10-1-3 平成 30 年度 学生便覧（Check Me 2018） 

http://www.shizuoka.ac.jp/public/student/handbook/pdf/2018/syuushi/2018_MA_5eng_1All_pub.pdf 

 

【分析結果とその根拠理由】 

大学院総合科学技術研究科規則に記述されている総合科学技術研究科および工学専攻の教育目的は、

学生便覧に記載され、ウェブサイトにも公開されており，大学の構成員（教職員及び学生）に広く公表

されている。 

 

観点１０－１－② 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知

されているか。 

 

【観点に係る状況】  

 大学院総合科学技術研究科および総合科学技術研究科工学専攻の入学者受入方針（アドミッション・
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ポリシー）が定められ、学生募集要項（資料 10-1-4）に記載されるとともに静岡大学の web サイトに公

開されている（資料 10-1-5）。 

 総合科学技術研究科および総合科学技術研究科工学専攻の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

が定められており、静岡大学の Web サイトに公開されている（資料 10-1-6）。 

 総合科学技術研究科および総合科学技術研究科工学専攻の教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）が定められており、静岡大学の Web サイトに公開されている（資料 10-1-7）。 

 

資料 10-1-4 平成 31 年度 大学院総合科学技術研究科（修士課程）工学専攻 学生募集要項 

http://www.shizuoka.ac.jp/admission/pdf/h30/h31_sogokagaku_eng.pdf 

 

資料 10-1-5 静岡大学大学院の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/adm/index_g.html 

 

資料 10-1-6 静岡大学大学院の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/dip/index_g.html 

 

資料 10-1-7 静岡大学大学院の学位授与の方針（カリキュラム・ポリシー） 

http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/cur/index_g.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 総合科学技術研究科および総合科学技術研究科工学専攻の入学者受入方

針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められおり、またこれらは学生募集要項、静岡大学大学院

ホームページを通じて受験生等に対し適切に公表･周知されている。さらに、平成 24 年度からホームペ

ージを通して、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程編成・実施の編成方針（カリキュラ

ム・ポリシー）が工学部・工学研究科ホームページを通じて受験生等に公表・周知が継続されている。 

 

 

観点１０－１－③ 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条の 2に規定される事

項を含む。）が公表されているか。 

 

【観点に係わる状況】 改組前の静岡大学大学院工学研究科として，同工学部とともに平成 20 年度お

よび平成 25 年度に自己評価および外部評価を行い、その結果をウェブサイトに公開している（資料 

10-1-8a-d）。また、毎年工学専攻担当の全教員が教員教育研究活動報告書を作成し、それをウェブサイ

トに公開している（資料 10-1-9）。教育研究活動報告書に記載されている内容は、各教員の授業担当科

目および取り組み、研究内容の簡単な説明と論文・学会発表等の研究実績などである。また，各教員の

取得学位や業績，指導学生数や担当授業党を含む活動内容は「静岡大学教員データベース」としてウェ

ブサイト上で公開されている（資料 10-1-10）。各授業の内容や進行計画，学修評価基準はシラバスにま

とめられており，「シラバス検索システム（資料 10-1-11）」を通じてウェブ上からも閲覧可能である。

また，校舎その他の教育研究環境，授業料等の諸費用，奨学金や修学サポート，また保健管理等の学生

支援に関する情報はホームページ上で「キャンパスライフ」として明示公開されている（資料 10-1-12）。 
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資料 10-1-8a 平成 20 年度自己評価書 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/pdf/jikohyokaV5.pdf 

 

資料 10-1-8b 平成 25 年度自己評価書 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/pdf/jikohyoka2013.pdf 

 

資料 10-1-8c 平成 20 年度外部評価書 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/pdf/gaibuhyokaV5.pdf 

 

資料 10-1-8d 平成 25 年度外部評価書 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/pdf/gaibuhyoka2013.pdf 

 

資料 10-1-9 2017 年度研究活動報告書 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/pdf/facultydb-summary2017.pdf 

 

資料 10-1-10 静岡大学教員データベース 

 http://www.shizuoka.ac.jp/lifelong/db/index.html 

 

資料 10-1-11 シラバス検索システム 

 http://syllabus.shizuoka.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on 

 

資料 10-1-12 キャンパスライフ 

 http://www.shizuoka.ac.jp/campuslife/index.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 自己評価書・外部評価書および各教員の教育研究活動報告書が Web サ

イトに掲載されており、総合科学技術研究科工学専攻の教育研究活動が広く公開されている。学生への

修学支援体制の情報も公開されている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 大学院総合科学技術研究科および総合科学技術研究科工学専攻の目的が、学則中の総

合科学技術研究科規則、学生便覧等、種々の文書で明記されて、教職員や学生などの大学の構成員に周

知されているとともに、インターネットを通じて広く社会にも公表されている。 

 

【改善を要する点】 特になし。 
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基準１１ 研究活動の状況及び成果 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点１１－１－① 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 工学部は、資料 11-1-1 に示すように機械工学、電気電子工学、電子物質科学、化学バイオ工学、数理

システム工学の専門分野の研究を行う 5 学科ならびに、基礎研究を行う共通講座、創造教育支援や工作

技術、地域連携を推進する次世代モノづくり人材教育センター、技術部、そして企業からの寄附講座で

組織構成されており、教員組織は博士課程の教育研究を行う創造科学技術大学院の工学系教員を含んで

いる。大学院総合科学技術研究科工学専攻は、学部の 5 学科に基礎を置く機械工学、電気電子工学、電

子物質科学、化学バイオ工学、数理システム工学および事業開発マネジメントコースで構成されている。

工学専攻の教員組織は、工学部教員を中心として、創造科学技術大学院の工学系教員、電子工学研究所、

イノベーション社会連携推進機構（産学連携推進部門）の教員で組織されている。また、研究をバック

アップする体制として、技術部の機器分析部門・情報部門・ものづくり部門が、実験や研究用機器の試

作・加工などの研究支援、情報基盤センター（浜松オフィス）が教育用と研究用の 2 つのコンピュータ

ーシステムで、学内の情報教育、情報処理及び科学技術検索などの支援を行っている。以上のように、

強力な実施体制、支援・推進体制が適切に整備され、研究が推進されている。 
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資料 11-1-1 「工学部・工学専攻の研究組織図」 

 
 

【分析結果とその根拠理由】 

 工学専攻の研究組織は、工学部教員を中心として、創造科学技術大学院の工学系教員、電子工学研究

所、イノベーション社会連携推進機構（産学連携推進部門）の教員で構成されており、プロジェクト研

究の推進や異分野との融合研究を行う上で、部局間で連携しやすい構成となっている。また技術部の機

器分析部門・情報部門・ものづくり部門および情報基盤センターが研究の支援を行っている。以上より、

研究の実施体制及び支援・推進体制は適切に整備され、機能している。 
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観点１１－１－② 研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 工学専攻の重点及び準重点分野として、環境・エネルギー、材料創成、もの作り技術、農工・医工連

携を掲げ、教員の研究グループの結成を推進して、研究が継続的に発展可能になる体制作りを進めてい

る。具体的には、上記重点及び準重点分野に光科学および次世代自動車プロジェクトを加え、これらを

テーマとする国際共同研究プロジェクトを平成27年度より学内公募により採択し支援を行っている（資

料 11-1-2）。また、平成 23 年より開始された、学内横断組織である超領域研究会に積極的に参加し、重

点研究分野を超えた連携・融合による新研究領域の開拓を目指した研究を推進している。これにより教

員のグループ化の推進、グループ内の研究協力、研究のレベルアップ、大型外部資金獲得を目指す体制

を構築している。 

 

資料 11-1-2「プロジェクト研究」、「超領域研究推進」（別添資料 11-1-1） 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/research/project/ 

http://www.shizuoka.ac.jp/disciple/index.html 

 

 また、科研費獲得の向上を目指して、コースごとに科研費獲得に実績のある教員を科研費添削委員と

し、科研費申請書のレベルアップを行っている（資料 11-1-3）。さらにイノベーション社会連携推進機

構と協力し、科研費アドバイザイーによる科研費申請のバックアップを行なっている。今年度は十数名

の工学専攻所属教員のバックアップを行った。 

 

資料 11-1-3 「科研費添削委員（平成 30 年度）」 

機械工学 齋藤隆之 岩田太 朝間淳一 中村篤志 

電気電子工学 野口敏彦 

(電気) 

川人祥二 

(電気) 

江上 力 

(電子) 

渡邊 実 

(電子) 

電子物質科学 池田浩也 久保野敦史 脇谷尚樹 中野貴之 

化学バイオ工学 依田秀実 福原長寿 金原和秀 間瀬暢之 

数理システム工学 吉村 仁 石原 進 甲斐充彦  

 

 また寄附者である卒業生の名前を冠した「村川基金」を活用して、国際交流協定を結んでいる米国カ

リフォルニア工科大学を中心として毎年複数名の若手教員を派遣（最長 1 年間）している。平成 28 年

には、カルフォルニア大学とウィーン大学に各 1 名の教員が派遣された。また平成 22 年度より FCC と

の包括提携による Short Stay あるいは Short Visit 制度を設け、毎年 5 から 6 件の海外の大学や研究機

関の研究者・学生との交流を行なっている（資料 11-1-4）。さらに、平成 22 年度より導入したテニュア

トラック制度により、工学専攻では 7 名の教員採用が採用され、現在でも研究で活躍している（資料

11-1-5）。また「静岡大学研究フェロー」及び「静岡大学若手重点研究者」制度により工学専攻教員（各

6 名、8 名）に対する支援を行なっている（資料 11-1-6）。 
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資料 11-1-4 「村川二郎基金」 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/research/fund/ 

 

資料 11-1-5 「テニュアトラック普及・定着事業」 

http://www.tenure.shizuoka.ac.jp/ 

 

資料 11-1-6 「静岡大学研究フェロー」及び「静岡大学若手重点研究者」制度 

http://www.shizuoka.ac.jp/researcher/index.html 

 

【分析結果とその根拠理由】 

プロジェクト研究ならびに超領域研究推進により、教員のグループ化の推進、グループ内の研究協力、

研究のレベルアップ、大型外部資金獲得を目指す体制を設けるなど、組織的な研究推進を図っている。

また若手研究者に対する支援の制度の設置や独自の基金による海外派遣制度を創設して若手教員の育

成に努めている点は、組織としての活力向上に有効に機能している。 

 

 

観点１１－１－③ 研究活動の質向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するための取

組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 プロジェクト研究のリーダー採択を受けた教員には、年度ごとに成果報告会を実施するとともに研究

報告を提出してもらい、継続の可否を含めてその内容を点検している。各教員は、それぞれの研究活動

状況を研究者データベース（資料 11-1-7）に登録するとともに、毎年その成果をまとめて個人評価シス

テムにおける個人申告表に記入して提出している。また、毎年全教員が研究活動内容を提出し、工学部・

工学専攻研究活動報告書として取りまとめ工学部・工学専攻全体の研究活動状況を点検している（資料

11-1-8）。 

 

資料 11-1-7「研究者データベース」 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/research/db/ 

 

資料 11-1-8 「工学部研究報告書一覧」 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/research/reports/ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 プロジェクト研究の代表教員による研究成果の報告会の実施を行うとともに報告書の提出を求めた

り、個人評価システムや研究活動報告書により各教員の研究状況を把握するなど、研究活動の状況を検

証したり問題点などの改善の取組体制はできている。 
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観点１１－２－①  研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われているか。 

 

【観点に係わる状況】 

 

研究成果発表状況 

平成 29、30 年度の工学部・工学専攻の学会発表、総説・解説、著書の状況を資料 11-2-1 に示す。数

字が確定している平成 29 年度は、国際会議及び国内会議における発表は招待講演も含めて 861 件、1416

件であり、同年度の在籍教員実数 180 人に対してそれぞれ１人当たり 4.8 件、7.9 件である。また国際

会議及び国内会議における招待講演は共に１人当たり 0.7 件である。 

 

資料 11-2-1 研究成果発表状況（平成 29, 30 年度） 

 

年度 

学会発表 

総説解説 著書 一般講演 招待講演 

国際会議 国内会議 国際会議 国内会議 

平成 29 736 1295 125 121  47 

平成 30 527 762 84 87  33 

 

平成 25～29 年度の工学部・工学専攻の査読付学術雑誌への原著論文発表数を資料 11-2-2 に示す。平

成 29 年度においては、１人あたりの原著論文数は 2.7 報である。他の年度についても、若干の教員数

の変動はあるが、ほぼ同程度の水準となっている。 

 

資料 11-2-2 原著論文数（平成 21～23 年度） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

英文誌 545 476 498 447 444 

和文誌 77 92 83 43 49 

合 計 622 568 581 490 493 

 

なお、各教員の最近の主な学術研究論文の発表状況を別添の＜論文リスト＞に示す。 

 

特許出願・取得状況 

 平成 25～29 年度の工学部・工学専攻の特許出願・取得状況を表資料 11-2-3 に示す。特許の公開件数、

登録件数ともに全国の大学の中で 20 位前後の有力校であり、最近の 5 年間についても高い水準を保っ

ている。 

 

資料 11-2-3 特許出願・取得状況 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

出願 76 100 55 55 47 

登録 27 34 17 8 13 
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共同研究実施状況 

 共同研究の実施状況を資料 11-2-4 に示す。産業集積地に立地しているという地の利、古くから産学連

携に熱心な教員が多いという伝統から、厳しい経済状況にもかかわらず多くの教員が多くの共同研究を

実施している。平成 29 年度における教員一人あたりの共同研究数は平均で 1.5 件と全国でも高い水準

である。 

 

資料 11-2-4 共同研究実施状況 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年 

件 数 218 307 249 253 262 

金 額 

[千円] 
771,170 944,384 851,378 466,298 505,848 

 

【分析結果とその根拠理由】 

国際会議・国内会議での学会発表を多く行っている。査読付学術雑誌での原著論文数は、教員１人あ

たり年間 2.7 報と一定の水準を保っている。また地域産業との連携による共同研究も多く実施されてい

る。これらにより研究活動は活発である。 

 

 

観点１１－２－②  研究活動の成果の質を示す実績から判断して、研究の質が確保されているか。 

 

【観点に係わる状況】 

 

科学研究費補助金 

 代表的な競争的資金である科学研究費補助金について平成 26～29 年度の獲得状況（金額は間接経費

を含む）を資料 11-2-5 に示す。科研費申請に当たっては、科研費説明会の開催に加えて、目標申請率の

設定や、各自が作成した申請書に対する個別添削レビューの実施などによる採択率向上に取組んでいる。

工学部・工学専攻において平成 26～29 年度向けに応募した申請率は、毎年度 100％近い数字となって

いる。 

 

 

資料 11-2-5 科学研究費補助金獲得状況 

 

  H26 H27 H28 H29 H30 

件

数 

金額 

(千円） 

件

数 

金額 

(千円） 

件

数 

金額 

(千円） 

件

数 

金額 

(千円） 

件

数 

金額 

(千円） 

特定領域研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

新学術領域 7 49,221 8 54,600 6 47,190 5 34,649 0 0 

基盤研究（Ｓ） 2 68,120 3 75,010 1 38,480 2 18,850 4 68,700 

基盤研究（Ａ） 10 299,370 10 282,380 14 334,910 12 310,230 13 281,255 
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基盤研究（Ｂ） 38 395,157 42 467,671 38 395,480 35 367,106 29 309,100 

基盤研究（Ｃ） 53 201,600 51 217,240 52 201,160 91 205,580 51 178,780 

萌芽研究 

挑戦的研究 

20 64,227 16 51,623 23 75,463 17 72,060 11 84,857 

若手研究（Ａ） 6 138,000 6 122,140 6 127,470 3 73,970 6 85,100 

若手研究（Ｂ） 17 60,850 16 57,130 13 45,710 12 43,330 9 32,760 

特別推進研究 2 7,750 2 7,750 1 5,850 0 0 0 0 

特別研究員 

奨励費 

6 10,320 3 6,160 0 0 1 1,700 0 0 

研究活動 

スタート支援 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,550 

合計 161 1,294,615 157 1,341,704 154 1,271,713 178 1,127,475 125 1,045,102 

 

 

受託研究 

 文部科学省の文部科学省地域イノベーションクラスタープログラムや科学技術振興機構（JST）の各

種などの競争的資金を獲得している。これらの獲得を受託研究の獲得状況を資料 11-2-6 に示す。 

 

資料 11-2-6 受託研究の獲得状況 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

件 数 46 51 54 52 38 

金 額 

[千円] 
216,518 177,519 434,756 480,144 458,589 

 

 

研究プロジェクトの評価 

 レーザー光を用いた微笑領域の計測と加工、超臨界流体や混層流体を用いた環境保全技術、新エネル

ギーの創成技術、プラズマを用いた医療・バイオ・環境応用技術、シミュレーションによる電子機器の

最適化設計の開発の分野で世界・全国レベルの顕著な成果をあげ、その中の 1 件について文部科学大臣

表彰科学技術省を受賞した。また、教員の開発した超精密計測・加工技術を用いて半導体等の薄膜の微

小範囲の電気抵抗を測定する装置を開発・商品化した。 

 

受賞 

 工学部・工学専攻では、最近の 5 年間で 2 件の文部科学大臣表彰科学技術省を含め、平成 25 年度以

降 282 件の受賞がある。（資料 11-2-7、別添資料 11-2-1）その中で准教授・助教の割合が高く、若手・

中堅教員の活躍が目立つ。 

 

 

296



工学部 基準１１ 

 

 

資料 11-2-7 受賞例 

受賞年度 名称 授与期間 受賞者 テーマ名 

平成 27年度 文部科学大臣表彰

科学技術賞 

文部科学省 木村元彦 現象理解に基づく科学ショーによる地

域の科学技術の理解促進 

平成 28年度 文部科学大臣表彰

科学技術賞 

文部科学省 永津雅章 プラズマ科学技術の医療バイオに関す

る先進的研究 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 平成 25 年度から平成 29 年度にかけて科学研究費補助金の獲得件数が年平均 155 件、獲得予算年平均

12 億円である。中でも基盤研究(B)、(C)が多い。その結果、平成 25-29 年度の科学研究費分野別順位で

は、プラズマ科学（10 位）、生産工学・加工学（5 位）、電子デバイス・機器（7 位）、反応工学等（7 位）、

航空宇宙工学（10 位）、光工学・光量子科学（6 位）、プラズマエレクトロ（5 位）、の各分野で採択数

が 10 位以内である。総額の順位は医学部無しの大学の中でも高い順位であり、全国の工学部・工学専

攻の中で基盤研究(B)の採択数が高水準である。その他、受託研究や教員の受賞なども活発に行われてい

る。 

 

観点１１－２－③ 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価

等から判断して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 

 

【観点に係わる状況】 

環境面から社会に貢献する研究活動として水質汚濁の著しい近隣の佐鳴湖の水質改善への取組であ

る静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクト（URL C-3-1）と、地域の人材育成のための静岡大学デジタ

ルプロセスサポート（SDPS）事業浜松デジタルマイスター養成プログラムがある。 

 佐鳴湖プロジェクトは、佐鳴湖の浄化を目指すことを目的とて平成 20 年 6 月発足した「佐鳴湖シジ

ミプロジェクト協議会」の委員を委嘱され、協議会と協力して、シジミによる水質浄化の研究を行って

いる。また「佐鳴湖ネットワーク会議」はじめ、浜松地域の佐鳴湖浄化関係の市民・行政の活動の運営

にも積極的に参加協力をし、地域の信頼と期待を得ている。本プロジェクトでは毎年、シンポジウム（成

果報告会）・公開研究会を開催しており、そこには多くの市民や研究者が参加し、またその状況が新聞

で報道されるなど、本プロジェクトの活動が社会的に評価されている。（別添資料 11-2-2）また浜松市

環境部からは、平成 20 年 7 月施行の「浜松市川や湖を守る条例」の制定に向けて設置された検討委員

会委員を務めている。 

 静岡大学デジタルプロセスサポート(SDPS)プログラムは、最新デジタル技術(3D-CAD/CAM/CAE)を

活用して企画・開発・設計から製造技術までを一貫して構築できるものづくりの統合的能力を持つ人材

を養成することを目的とした静岡大学と浜松市・商工会議所の共同事業である。各加工要素技術コース

とものづくり MOT コースを組み合わせたプログラムにより、地域で活躍する数十名の浜松デジタルマ

イスターを養成した。 

 

資料 11-2-8 「地域貢献」 

 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/other/contribution/ 
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【分析結果とその根拠理由】 

 佐鳴湖の浄化を目的とした佐鳴湖プロジェクトや地域の人材育成のための静岡大学デジタルプロセ

スサポート(SDPS)プログラムなど、活発に活動が行われている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 

学会発表や原著論文執筆などの学会における成果発表、科研費獲得などの研究活動が活発である。特

に、共同研究・受託研究など、地域産業との連携による研究活動は非常に活発である。プロジェクト研

究に対する評価も高い。文部科学省の資料（平成 29 年 10 月）によれば、科研費採択数トップ 10 の工

学系細目は 7 分野あり、平成 29 年度の静岡大学のランキングは 37 位である。また、最近 4 年間に文部

科学大臣表彰科学技術賞を 2 名受賞している。 また、ミッションの再定義に関する文部科学省の資料

によれば、「応用光学/電気電子計測/材料・デバイス分野で、工学・関係分野の研究論文の量又は質が世

界的水準にある」と、我が国の産業を支えているとの評価を得ている。 

 

【改善を要する点】 

今後、より大きな研究成果を得て、工学部・工学専攻に研究拠点を形成するためには、学内の強力な

研究グループの育成と学外との連携を進め、地球規模の研究課題や地域における新産業の創成に貢献で

きる研究力を養成することが必要である。同時に、応用研究を支える基礎研究を充実させるため、科研

費の獲得も重要な課題である。そのための組織的な施策を効果的に企画・実行することが必要である。 
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基準１２ 地域貢献活動の状況 

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点１２－１－① 大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい

計画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・周知 

されているか。 

 

【観点に係わる状況】  

静岡大学全学における地域貢献のための戦略として「地域志向大学」宣言（平成 29 年 7 月 31 日）の

中で「理念に基づき、社会の中の一員として、社会に 開かれた教育研究を推進するとともに、社会が直

面する課題に協働して取り組み、成果の発信と共有及び知と価値の共創を通して社会に貢献」「知(地)の

拠点として、地域社会と学生・教職員が相互に啓発しあう関係を構築するとともに、地域との協働によ

る課題解決を通して、地域社会の価値の創造と持続的な発展に貢献」を目標として定め、以下の目標を

掲げている。 

 

①知(地)の拠点として、地域社会と学生・教職員が相互に啓発しあう関係を構築するとともに、地域と

の協働による課題解決を通して、地域社会の価値の創造と持続的な発展に貢献 

②学生が地域づくりの一員として地域課題の解決に向け連携・協働する取組を進める 

③地域の新産業・雇用の創出や学術文化の発展に貢献 

④地域社会とアジア、そして世界とをつなぐ、人や文化・産業の橋渡しの役目を果たす 

 

これらのうち④は基準 13「国際化の状況」において分析するので、本基準では①～③に立脚して分析を

行う。 

 

参考：「地域志向宣言」http://www.shizuoka.ac.jp/outline/pdf/manifesto.pdf 

 

１）地域住民への教育サービス・学習機会の提供 

 地域住民への教育サービス・学習機会を提供するための措置として、高等学校への出張授業および学

科紹介、実験実習講座を実施している。平成 14 年度に交わした静岡県教育委員会との覚書に基づき、

静岡県内の公立高校からの希望により、講師を派遣している。また、静岡県内及び愛知県内の高等学校

からの要望により、高校生向けの実験実習講座を開催している。 

 平成２９年度から、本専攻事業開発マネジメント（以下「MOT」とする）コースと静岡県立浜松工業

高校スーパーサイエンスハイスクール(以下「SSH」とする)プロジェクトとの共同教育活動では、SSH

で使用する教材を MOT が構築指導する試みが開始された。本件は、30 年度産学連携学会第 16 回大会

において事例報告（鈴木ら「学学(SSH-MOT)連携活動に関する事例報告 ～部活動支援アプリ開発プロ

ジェクト～」、発表番号 0614B1400-5、2018 年 6 月）された。 

 また中学生以下の事例としては、平成 23 年度より科学技術振興機構「未来の科学者養成講座」の支

援を受け、「浜松ダビンチキッズプロジェクト（サイエンスコースとものづくりコースに分かれて実施）」
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事業にて、浜松市およびその近隣に在住する 10～20 名の小学 5 年生から中学 2 年生に対して、「自分

で手を動かせる力」（かたちにする力）、「自分で考え、探求する力」、「何が本質(＝普遍)であるかを見抜

く力」（科学する心）、「人に自分の考えを伝えられる力」を持つ人材を育成するための講座を実施してい

る。平成 27 年度で科学技術振興機構の支援は終了したが、浜松市からの助成金や学部長裁量経費など

から資金援助を受け、30 年度もプロジェクトは継続して実施している。また、ものづくり系のダビンチ

キッズの教室には、地域のものづくり企業 OB エンジニアにも参画していただいているが、外部スタッ

フは工学部から委嘱された「静岡大学研究教育支援員（資料 12－１－①－）」の職名を与えている。 

 

資料 12－１－①－１ 静岡大学教育研究支援員規程(平成 26 年 3 月 19 日規程第 9号)抜粋 

 

また、本専攻事業開発マネジメントコースでは、2014 年度から「マネジメント特論Ⅲ」の講義（月に

一度休日に開催）を市民に公開しており、都度事業開発や経営工学を通じて地域課題の解決に向けたト

ピックを外部に発信している。演者とフロアの双方向キャッチボールをモットーとしており、それに学

生が加わることで市民にも学生にもメリットがある講座として既に 4 年間継続して行われており、定着

している。 

 

２）大学開放事業 

大学開放事業としては、テクノフェスタイン浜松、オープンキャンパス、大学見学会を実施している。

テクノフェスタイン浜松では小・中・高校生、社会人および地域住民が科学技術の面白さ、楽しさを体

験したり、最新の研究テーマに触れたりする機会を提供している。「先端研究公開展示」、「研究室公開展

示」、「おもしろ実験」、「キッズサイエンス」の 4 つの企画を通して、小学生からお年寄りまで、様々な

層に合った教育サービス、学習の機会を提供する。オープンキャンパスでは、本学部における教育、研

究、入試、就職状況などについて、高校生およびその保護者、高校の先生方を対象に説明する機会を提

供している。また、大学見学会では高等学校における総合学習などの時間を利用した本学部への見学の

要望に応えるため、本学部全体及び各学科の説明、施設見学などを実施している。 

 

３）産業界との連携 

産学連携による地域産業を振興するための措置としては、イノベーション社会連携推進機構が窓口と

なり、本学部教員が地域企業に対して技術相談、共同研究、受託研究を円滑に進めている。イノベーシ

ョン社会連携推進機構では、産学官プロジェクトの企画・立案・申請、企業との共同研究の推進・コー

ディネート、大学発ベンチャーの育成・支援、大学で創出された知的財産の活用等を進めている。大学

の外部から大学教員の持つ研究テーマや共同研究に向けて取り組んでいる課題を迅速かつ容易に検索

し、共同研究等の連携活動を促進できるように教員研究課題データベースを構築し公開している。国・

地方公共団体・民間団体との連携による地域社会づくりのための措置として、科学技術振興機構（JST）

の地域ネットワーク支援事業「浜松 RAIN 房」プロジェクトを実施している(資料 12-1-8)。この事業で

(目的) 

第 2 条 教育研究支援員の制度は、本学の教育研究の現場において、当該教育研究分野

の技術、技能、知識等を有し、教育研究に理解のある者に教育研究支援員として参

画・協力を求めることにより、本学の教育研究活動の推進を図ることを目的とする。 
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は浜松市をはじめ地域の公的機関や団体、企業などとネットワークを構築し、小学生から技術者までの

誰もが参加できる継続的な学習・体験の場を提供し、地域に根ざした優れた人材の育成を行なっている。

財政支援期間は平成 23 年 3 月 31 日に終了したが、継続して事業を実施している。 

教育サービス・学習機会や大学開放事業については、工学部ホームページにおけるイベントカレンダ

ー工学部ニュースレター「はまかぜ」、工学部メールマガジン(2011 年 4 月創刊、4 回/年発行)を媒介と

して、地域社会へ発信している。イノベーション社会連携推進機構の計画する各事業もホームページを

通じて地域の産業界へと発信している。これらの事業は工学部同窓会である浜松工業会の会誌「佐鳴」

を通じて、本学部の卒業生へと情報提供している。 

 また平成 30 年度からは、情報学専攻と共同で産業イノベーションセンターを設置し、「産業イノベー

ションプログラム（詳細は観点５－７－①（大学院課程） ２）に示す）」を開始した。異なる専門分野

をもつ学生がプロジェクトチームを結成し，企業から示された課題のいずれか一つに取り組む PBL 型

の授業である。産業界における現実の課題を教育の場に展開し，いくつかの制約条件の下で取り組むこ

とにより，学生は多面的なアプローチによる問題解決手法を学び、地域企業の技術課題の解決につなが

っている。平成 30 年 11 月 15 日に学長列席の元で第一期の成果報告会が行われ、直接関係した企業ば

かりでなく地域の多くの参加もあり、期待の大きさを示した。 

 

資料 12―１－①－２ 静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター 

http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~tsozo/ 

 

資料 12―１－①－３ 浜松ダヴィンチキッズプロジェクト 

http://train1.eng.shizuoka.ac.jp/dvkproject.php 

 

資料 12―１－①－４ 教員データベース 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/researches/p01/ 

 

資料 12―１－①－５ 浜松 RAIN 房 

http://train1.eng.shizuoka.ac.jp/index.php 

 

資料 12―１－①－６ イベントカレンダー 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/articles/calendar/ 

 

資料 12―１－①－７ 工学部ニュースはまかぜ 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/outlines/p08/ 

 

資料 12―１－①－８ 工学部メールマガジン 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/outlines/p09/ 

 

資料 12―１－①－９ 静岡大学産学連携 

http://www.cjr.shizuoka.ac.jp/ 
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資料 12―１－①－１０ 事業開発マネジメントコース 

https://wwp.shizuoka.ac.jp/mot/ 

 

資料 12―１－①－１１ 静岡大学産業イノベーションセンター 

https://wwp.shizuoka.ac.jp/ii-c/ 

 

参考：ニュース「「産業イノベーション人材育成プログラム・シンポジウム」を開催した（大学院総合科

学技術研究科）」http://www.shizuoka.ac.jp/news/detail.html?CN=5059 

 

【分析結果とその根拠理由】  

「地域志向宣言」で定める①～③の目標を縦糸、本専攻が実施している地域を意識した取り組みを横

糸とすれば、織られた布は、小・中・高校生、社会人および地域住民に対して万遍なく教育サービス・

学習機会の場が提供され、イノベーション社会連携推進機構を経由した地域産業の振興のため地元企業

への支援体制が構築されている。これらの事業は静岡大学の使命および本学部の掲げた社会貢献に対す

る目標を実現するために十分である。 

 また、事業開発マネジメントコースの公開講座や産業イノベーションセンターの新規開設など、新た

な取り組みの試行を開始していることは特筆に値する。他方、「理系女子」の育成など旧来行っていた事

業の一部が補助金の関係で廃止になっているのは残念である。 

 

 

観点１２－１－② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係わる状況】 

 平成 30 年度における地域住民への教育サービス・学習機会の提供、大学開放事業の実施状況を資料 

１２－１－②－１、資料１２－１－②－２に示す。また本学学生への教育を通じて地域貢献を模索する

産業イノベーションプロジェクト実施譲許を資料１２－１－②－２に示す。 

 

資料 １２－１－②－１ 平成 30 年度における地域住民への教育サービス・学習機会の提供、大学開放

事業実施状況（ものづくりダビンチ活動を除く） 

平成 30 年 4 月 22 日 事業開発特別セミナー 映像で学ぶリスクマネジメント 

平成 30 年 5 月 20 日 事業開発特別セミナー みんなの認知症情報学が目指す安心

(心)・安全(科学)な高齢社会 

平成 30 年 5 月 30 日 講演会 学生の力を引き出すコーチング 

平成 30 年 6 月 9 日 事業開発特別セミナー 工作機械におけるビッグデータの収集

方法と活用 

平成 30 年 7 月 15 日 事業開発特別セミナー 隣人からみた近江商人 

平成 30 年 7 月 26 日 静岡大学公開講座 作って学ぶ、工学部の化学実験(1 回目 

平成 30 年 7 月 28 日 静岡大学公開講座 作って学ぶ、工学部の化学実験(2 回目) 
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平成 30 年 8 月 7 日 工学部夏季オープンキ

ャンパス 

次世代医療応用に向けた磁性ナノ粒子

に関する研究 

平成 30 年 8 月 18 日 事業開発特別セミナー リスクマネジメントと市民参加 

平成 30 年 9 月 9 日 事業開発特別セミナー 人の心と行動がビジネスと経済を創る 

平成 30 年 10 月 20 日 事業開発特別セミナー 音をあやつる 2 

平成 30 年 10 月 10 日 工学部秋季オープンキ

ャンパス 

次世代医療応用に向けた磁性ナノ粒子

に関する研究 

平成 30 年 11 月 10 日 静大祭&テクノフェス

タ in 浜松 

育てる 広がる 未来テクノロジー 

 (1 日目) 

平成 30 年 11 月 11 日 静大祭&テクノフェス

タ in 浜松 

育てる 広がる 未来テクノロジー 

(２日目) 

平成 30 年 12 月 2 日 事業開発特別セミナー オープンソースソフトウェア 入門か

らビジネスまで 

平成 30 年 12 月 16 日 高校生のための化学講

座 

「プラスチックの化学」 〜人工樹脂の

光と影〜 

平成 30 年 12 月 21 日 静岡大学高柳記念未来

技術創造基金理科支援

事業 

実験で深める中学の理科（25 日まで、4

回シリーズ） 

平成 31 年 1 月 26 日 佐鳴湖交流会 昆虫から見た佐鳴湖 

平成 31 年 1 月 26 日 事業開発特別セミナー 事業開発マネジメントの新たな展開 

平成 31 年 2 月 9 日 事業開発特別セミナー 意味のイノベーションと利用者／開発

者のコンテクスト 

 

資料 １２－１－②－２ 平成 30 年度における地域住民への教育サービス・学習機会の提供、大学開放

事業実施状況（ものづくりダビンチ活動） 

平成 30 年 2 月 10 日 スピーカーボックス 1 回目 

平成 30 年 2 月 17 日 スピーカーボックス 2 回目 

平成 30 年 3 月 3 日 スターリングエンジン 1 回目 

平成 30 年 3 月 17 日 スターリングエンジン 2 回目 

平成 30 年 4 月 14 日 スターリングエンジン 3 回目、 

装飾折りたたみ椅子 1 回目 

平成 30 年 4 月 28 日 装飾折りたたみ椅子 2 回目 

平成 30 年 5 月 12 日 装飾折りたたみ椅子 3 回目 

平成 30 年 6 月 9 日 天気予報付き温度・湿度・気圧計 1 回目 

平成 30 年 6 月 23 日 天気予報付き温度・湿度・気圧計 2 回目 

平成 30 年 7 月 7 日 光でんわ 1 回目 

平成 30 年 7 月 14 日 光でんわ 2 回目 
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平成 30 年 9 月 8 日 振子はかり＋６ 1 回目 

平成 30 年 9 月 22 日 振子はかり＋６ 2 回目 

平成 30 年 10 月 13 日 振子はかり＋６ ３回目 

平成 30 年 10 月 27 日 ゲジゲジ君 １回目 

平成 30 年 11 月 10 日 テクノフェスタ ゲジゲジ君を作ろう(1 日目) 

平成 30 年 11 月 11 日 テクノフェスタ ゲジゲジ君を作ろう(2 日目) 

平成 30 年 11 月 24 日 超音波距離計１回目 

平成 30 年 12 月 8 日 超音波距離計２回目 

平成 30 年 12 月 22 日 サイクロン掃除機 

平成 31 年 1 月 26 日 新年交流会(※) 

※ 2 月から翌年 1 月までを年度として活動し、最終回のこの日は学部長参加の元 1 年度の活動報告、

反省会を全体で行うもの。 

 

【分析結果とその根拠理由】  

地域貢献活動を実現するために企画された各事業は計画通りに実施されている。いずれの事業も地域

に定着しており、地域に対して十分貢献している。 

 

 

観点１２－１－③ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上がって

いるか。 

 

【観点に係わる状況】 

主要事業でのアンケートにおいて参加者の満足度に関する調査した結果は資料１２－１－③－１、資

料１２－１－③－２の通りである。 

 

資料１２－１－③－１ 静大祭&テクノフェスタ(2017)来場者アンケートの結果 

（左：キッズサイエンス・面白実験、右：研究室公開展示 

 

 

 

 

面白かった, 290, 83%

面白くな

かった, 0, 
0%

どちらでもな

い, 11, 3%
見なかっ

た, 48, 
14%

面白かった, 265, 76%

どちらでもな

い, 34, 10%

面白くなかった, 
3, 1% 見なかった, 

45, 13%
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資料１２－１－③－２ 産業イノベーションプログラム履修者アンケート結果 

 
※「平成 30 年度産業イノベーション人材育成プログラム 履修学生向けアンケート集計結果報告・静

岡大学産業イノベーションセンター(2019 年 3 月)」https://wwp.shizuoka.ac.jp/ii-c/wp-

content/uploads/sites/108/2019/03/df626ba8e903f479f3fa6c84ed8e9075.pdf より調整 

 

【分析結果とその根拠理由】  

各事業におけるアンケート結果より、参加者より非常に高い満足度が得られている。 

 

 

観点１２－１－④ 改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係わる状況】  

各事業の計画、実施状況、事業後の改善点は、各担当者が数値化された進捗率を含めて年 2 回ほど本

学の管理する中期計画・年度計画進捗管理システムへ報告している。教育サービス・学習機会の提供に

関する事業および大学開放事業については本学部広報企画室が、地域産業振興事業は事業開発マネジメ

ントコース長及び産業イノベーションセンター長が、それぞれ担当する事業に関する実績について報告

している。これらの報告結果は工学部長により評価され、次年度の計画の立案に役立てている。 

なお 30 年度に初めて実施した産業医のーべ―ションプログラムにおいては、参加学生から「演習の負

担が大きい」との改善提案があり、既に平成 31 年 2 月実施のワーキンググループにおいて企業代表者

を交えて改善計画が練られている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】  

教育サービス面、大学開放事業、産学連携のいずれの分野においても計画に基づいて、多数の地域貢

献事業が実施されている。関係者からも高い満足度が得られていることから、本学部・本専攻の地域貢

献活動は地域のグローバル化に大きく寄与していると言える。 
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【改善を要する点】  

静岡大学全学の地域貢献活動の窓口であるイノベーション社会連携推進機構地域連携生涯学習部門

との連携が全く円滑に進んでいない（同部門の関与が全く認められない）。よって教育部局が自主的自

律的に教育活動をはじめとする地域連携活動をするに至っている。また当該教育部門では担当教職員に

相当の業務負担を強いている。取り組み自体はとても良い活動であるため、体制の徹底的な見直しをし

て、より高品質の教育サービス事業、大学開放事業、産学連携活動を展開していくことが望まれる。 
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基準１３ 国際化の状況 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点１３－１－① 学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画等が広く公表されているか。 

 

【観点に関わる状況】 

静岡大学の国際化の一層の推進のため、本学の国際交流センターを改組し、さらに平成 29 年度に国

際連携推進機構が設立された。これにより、教育・研究・文化における学生・教職員の国際交流に関す

る活動がより推進されることとなった。国際連携推進機構の目的や役割は資料 13-1-1 にて Web に公開

されている。国際交流に関する計画は、国際連携推進機構ニュースレターで定期的に公開されている(資

料 13-1-2)。 工学専攻における国際化の目的や、そのための留学プログラム制度などが資料 13-1-3 に示

されている。 

 

資料 13-1-1   

http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/japan/0001.htm 

資料 13-1-2   

http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/japan/0005.htm 

資料 13-1-3  

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/campuslife/international/ 

 

 学士課程である工学部で平成 21 年度から実施していた「静岡大学ナショナルインターフェーシング

エンジニア育成事業：NIFEE（National InterFacing Engineers Education)プログラム」と呼ばれる東

南アジアからの留学生受入プログラムを発展させ、工学専攻では平成 27 年度よりアジアブリッジプロ

グラム（ABP: Asia Bridge Program) を開始した。NIFEE プログラムは学士のみを対象としていたの

に対し、ABP プログラムでは修士学生も受入対象とすることで、工学専攻で多くの修士学生を受け入れ

ており、また NIFEE ではアジア 3 カ国のみが対象国であったものを、ABP 修士プログラムではアジア

の全ての国から受入れることとした。さらに、ABP 修士プログラムでは英語による授業のみでの修了を

可能とすることとし、その対応のため、修士学生用の授業に英語対応科目を設けることとした。この ABP

の目標は資料 13-1-4 にて公開されている。 

 

資料 13-1-4 

http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/global/abp/index.html 

 

 工学専攻では、平成 23 年度から SSSV（Sort Stay Sort Visit プログラム）を実施している。理系学

部出身者は往々にして国際的な場において積極性が足りないと指摘されることがあるが、それは語学上

の問題と経験不足が原因の一つであると考えられる。本プログラムでは、海外の大学の工学系研究室と

の交流を通じて、参加学生が海外の同分野で研究をする同世代の学生との交流、ネットワーキングをす
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ることで、将来の研究やキャリアにおいて国際的な立場で率先的に活躍できる人材となるためのステッ

プとなることを狙いとしている。参加学生は本プログラムを通して、英語プレゼンテーションと討論、

および異文化交流を行うことで国際感覚の重要性を認識し、自律性を持って学び、自己発展することを

目的としている。このプログラムの目的や計画、成果については、資料 13-1-5 にて公開されている。ま

た、参加学生のインタビューの様子が静大 TV にて公開されている(資料 13-1-6)。 

 

資料 13-1-5 （SSSV サイト） 

http://www.eng.shizuoka.ac.jp/campuslife/sssv/ 

 

資料 13-1-6 （静岡大学テレビジョン Ch. 2 学部・研究室＞工学部） 

http://sutv.shizuoka.ac.jp/subchannel/169 

 

【分析結果とその根拠】 

本学の国際化の目的に沿って国際連携推進機構が創設され、ABP プログラムを開始し、また SSSV プ

ログラムを実施している。これらの活動の目的は広く Web で広く公開している。 

 

観点１３－１－② 計画等に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に関わる状況】 

国際的な教育現場の構築のため、以下に述べるような活動を実施している。 

 

１）外国人教員の拡充 

工学部・工学専攻の国際化の一つの手段として、平成 25 年から平成 26 年にかけて外国人教員の拡充

について検討を行ってきた。その検討のもと、工学専攻の５コースに一名の外国人教員の採用を行った

(資料 13-1-7)。外国人教員によって、国際化に積極的に対応できる組織体制の構築とともに、海外の大

学との交流促進、さらに学生への英語による教育、国際化教育が行われた。平成 30 年 10 月における工

学専攻の専任外国人教員数は表の 5 名を含め、計 11 名となっている。 

 

           資料 13-1-7 本施策による外国人教員の採用時期 

機械工学コース 平成 28 年 1 月 

電気電子工学コース 平成 27 年 6 月 

電子物質科学コース 平成 27 年 1 月 

化学バイオ工学コース 平成 27 年 2 月 

数理システム工学コース 平成 28 年 4 月 

 

２）国際連携推進機構と工学専攻の協力 

工学教育の国際化のため、浜松キャンパス担当の国際連携推進機構の 2 名の専任教員と強い協力体制

を作っている。外国人留学生のための日本語の授業は、国際連携推進機構学生交流部門の教員が担当し

ており、特に理系教育を意識した日本語の授業を行っている。外国人留学生の日本での生活、在留資格
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などについても本教員と工学専攻教員が常に相談をしながらサポートしている。国際連携推進機構によ

って、外国人留学生のための相談室が設けられている。相談室では相談員によって日本語及び英語によ

って、日常生活から精神的なサポートまで行っており、留学生の支援体制の一端を担っている。 

 工学専攻の日本人学生の海外留学については、同機構学術交流担当教員との間で相談体制ができてい

る。同機構教員による海外留学フェアが年 2 回開催されている。さらに同教員は、海外大学との大学間

交流協定や部局間交流協定を担当しており、工学専攻の海外交流強化に向け、協力体制を作っている。 

 

３）大学間交流協定・部局間交流協定 

海外大学との研究促進や、学生交流の活性化のため、大学間交流協定・部局間交流協定を積極的に実

施している。SSSV プログラムなどが機会となって多くの協定を締結した。部局間交流協定のリストを

資料 13-1-8 に、大学間交流協定のリストを資料 13-1-9 に示す。資料 13-1-8 より平成 25－29 年の期間

中に新たに 7 つの部局間交流協定を締結した。 

 

資料 13-1-8 工学部・工学専攻における部局間交流協定の内容 

機関名 国・地

域名 

締結（継続)

年月日 

有

効 

期

間 

(年) 

修了年月日 区

分 

世話人 

延世大学 CISD 韓国 2015.9.15 

(継続) 

５ 2020.4.22 ２ 川田善正 

カリフォルニア工科大学及び応

用科学技術部門 

米国 2015.5.8 

(継続) 

５ 2020.5.1 ２  

ヴィクトリア大学工学部 カナダ 2009.8.24 ５ 2014.8.23 

(継続検討) 

２ 武田和宏 

鄭州大学 中国 2018.5.31 

(継続) 

５ 2023.5.30 ２ 立岡浩一 

マドリッド工科大学光電子マイ

クロ研究所集積システム研究所 

スペイ

ン 

2013.6.10 

(新規) 

５ 2018.6.9 ２ 天明二郎 

ポツダム大学自然科学部 ドイツ 2013.8.8 

(新規) 

５ 2018.8.7 ３ 渡邉修治 

国立中央大学工学部 台湾 2015.11.19 

(新規) 

５ 2020.11.18 １ 酒井克彦 

ラジャヒ大学工学部 バング

ラディ

シュ 

2016.2.28 

(新規) 

５ 

 

2021.2.27 １ 中井孝芳 

アムール国立大学物理工学科 ロシア 2016.10.14 

(新規) 

５ 2021.1013 １ 川田善正 

極東国立交通大学 ロシア 2017 ５ 2022 １ 川田善正 
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(新規) 

国立台湾科技大学 電気工学・

コンピュータサイエンス学部 

台湾 2018.1.4 

(新規) 

５ 2023.1.23 １ 島村佳伸 

浙江工業大学材料科学工学院 中国 2018.8.7 

(新規) 

５ 2023.8.6 １ 脇谷尚樹 

ウダヤナ大学工学部 インド

ネシア 

2018.8.28 

(新規) 

５ 2023.8.26 １ 和田忠浩 

区分：１.教職員及び学生の交流  ２.教職員の交流  ３．学生の交流 

 

資料 13-1-9 静岡大学における大学間交流協定 

国・地域名 大学名 締結年月 区分 

アジア 

中国 

復旦大学 1992.3 2 

華中科技大学 2007.4 1 

中国科学院プラズマ物理研究所 2010.2 2010.11** 1 

南京大学 1992.3 1 

中国科学院新疆生態地理研究所  2009.8 1 

浙江大学 1999.9 １ 

インド 

アンナ大学 2007.7 1 

インド工科大学ハイデラバード校 2017.3 1 

スリ・ラマサミー・メモリアル大学 2013.3 2014.11** 1 

国立薬科教育研究所 2018.10 1 

インドネシア 

ガジャマダ大学 2008.8 2016.10** 1 

インドネシア教育大学 2010.3 1 

バンドン工科大学 2013.10 1 

インドネシア大学 2010.5 2010.10** 1 

韓国 

朝鮮大学校 2002.3 1 

慶北大学校 2008.3 2010.3** 1 

釜山大学校 

2001.2(密陽大学校) 2009.1 

2010.11** 
1 

嶺南大学校 2002.10 1 

マレーシア 

テイラーズ大学 2015.12 1 

マレーシアプトラ大学 2016.12 1 

マレーシア工科大学 2015.12 1 

トゥンフセインオンマレーシア大学 2017.8** 1 
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スリランカ ペラデニア大学 2013.12 1 

台湾 国立台北科技大学 2013.8 1 

タイ 

チェンマイ大学 2015.4 1 

カセサート大学 2002.5 1 

キングモンクット工科大学ラカバン校 2018.5 1 

キングモンクット工科大学トンブリ校 2015.3 1 

シーナカリンウィロート大学 2017.2 1 

タマサート大学 2008.8 1 

ベトナム 

フエ大学 2010.2 1 

ノンラム大学 2008.8 1 

ハノイ国家大学外国語大学 2014.11 1 

ベトナム教育訓練省国際教育開発局 2016.7 3 

フィリピン マリアノ・マルコス州立大学 2018.11 1 

北米 

カナダ アルバータ大学 1990.5 1 

アメリカ ネブラスカ大学オマハ校 1979.12 1 

ヨーロッパ 

ベラルーシ ゴメル国立大学 2007.5 2008.6** 1 

ブルガリア ソフィア大学 2011.6 2012.1** 1 

チェコ マサリク大学 2008.6 1 

フランス ロレーヌ大学 2005.1 1 

ドイツ 

カールスルーエ工科大学  2015.11 2 

ブラウンシュバイク工科大学 2009.4 2010.8** 1 

イエナ応用科学大学 2008.10 1 

ブッパータール大学 2002.7 1 

ハンガリー 
ブダペスト工科経済大学 2000.11 1 

オブダ大学 2012.1 2014.5** 1 

ラトビア リガ工科大学 2009.3 2014.2** 1 

リトアニア カウナス工科大学 2015.10** 1 

モルドバ モルドバ国立大学 2017.6 1 

ポーランド ワルシャワ工科大学 1999.3 2006.1** 1 

ルーマニア アレクサンドル・イワン・クザ大学 2004.3 2007.10** 1 

ロシア サンクトペテルブルグ国立工業大学 2013.9 2014.11** 1 
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スロバキア コメニウス大学 1999.2 1 

ウクライナ 
ウクライナ国立技術大学 2017.1 1 

タラス・シェフチェンコ・キエフ国立工業大学 2013.9 2016.4** 1 

区分：１.教職員及び学生の交流  ２.教職員の交流  ３．学生の交流 

 

４）工学専攻における修士課程ダブルディグリープログラム（DDP) 

工学専攻は、平成 29 年 2 月に静岡大学での初の修士課程のダブルディグリープログラム（DDP)に関

して国立中央大学工学部（台湾）と合意した。修士課程の DDP の締結に当たって、両大学との調整が

困難であることも多く、両学部間で DDP の合意ができたことは特筆すべきことと考える。これまでの

DDP 学生の受入と派遣状況を資料 13-1-10 に示す。平成 29 年度は受入・派遣実績は無いが、平成 30

年度より受入・派遣がある。 

 

資料 13-1-10 修士課程ダブルディグリープログラム交流実績 

年度 DDP 学生受入数 DDP 学生派遣数 

H29 年度 ０ ０ 

H30 年度 １ １ 

 

５）外国人留学生受入実績 

 

５－１）ABP プログラムの工学専攻での学生受入数 

 

NIFEE プログラムの発展した ABP プログラムは平成 27 年度から学生の受入を開始した。 ABP プ

ログラムは学士課程と修士課程の二つの課程があるが、修士課程への入学実績を資料 13-1-11 に示す。

なお、工学専攻での修士課程の入学定員は 20 名である。 

 

資料 13-.1-11 工学専攻における ABP 修士課程入学実績（第１－４期） 定員 20 名 

修士課程 志願 

者数 

入学者数 

計 内訳 

M E D C S M

O

T 

国籍 

第 １ 期

(H27) 

４７ ２６ ７ ２ ７ ４ ２ ４ バングラディシュ５ 

中国３、インド５ 

インドネシア６ 

ネパール２、スリランカ１ 

タイ２、ベトナム２ 
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第 2 期

(H28) 

３４ ２０ ９ ４ ３ ３ ０ １ 中国２、インド７、 

インドネシア６、 

マレーシア２、ネパール１ 

ベトナム１、トルコ１ 

第 ３ 期

(H29) 

４８ ２０ ８ ３ ５ ３ １ ０ バングラディシュ４、 

インド７、インドネシア６ 

マレーシア１、ネパール１ 

トルコ１ 

第 ４ 期

(H30) 

５４ ２３ １１ ４ ４ ３ ０ １ バングラディシュ３ 

インド７、インドネシア６ 

マレーシア４、ネパール１ 

スリランカ１、トルコ１ 

M:機械工学コース E:電気電子工学コース D:電子物質科学コース  

C:化学バイオ工学コース S:数理システム工学コース MOT:事業開発マネジメントコース 

 

５－２）外国人留学生数の推移 

工学専攻における全外国人留学生数を資料 13-1-12 に示す。修士課程については ABP 修士プログラ

ムが始まった H27 年後期より増加し、平成 29 年には 50 名を超えるほどに急増している。 

 

資料 13-.1-12 工学専攻（修士課程）の全外国人留学生数 

 合計 内訳 

ABP 私費 

H25 前期 １３ － １３ 

H26 前期 １２ － １２ 

H27 前期 １６ － １６ 

H28 前期 ４６ ２５ ２１ 

H29 前期 ６３ ４４ １９ 

H30 前期 ５２ ３８ １４ 

 

６）外国人留学生のための支援 

外国人留学生が充実した留学生活を送るためには多くの支援が必要である。支援を以下に箇条書きに

する。特に ABP 学生に関して支援を充実させており、それが他の留学生にもつながっている。 

 留学生のためのチューター制度が準備されている。チューターは留学生の勉学や生活の支援をする

役割を担うもので、希望する留学生に配置される。チューターには工学部・工学専攻よりその経費

が支払われる。 

 ABP による留学生の増加に対応するため、留学生のための新宿舎として平成 28 年に浜松国際交流

会館 2 号館を開設した。浜松国際交流会館 2 号館の定員は 95 名であり、5 名が 1 ユニットを利用

するシェア形式の構造となっていて、留学生間の交流が促進できる仕組みがなされている。また、

留学生宿舎全体の定員がほぼ倍増となったため、宿舎を希望する留学生のほとんどを受け入れるこ
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とが可能となった（既設であった浜松国際交流会館１号館の定員は 35（単身室）、あけぼの寮留学

生室の定員は 44）。 

 ABP 留学生については入学金・授業料を不徴収とする（ただし、成績などの条件がある）。 

 ABP 修士課程は、日本語を使うことなく、学位を修得できることとしている。そのため、大学院に

多くの英語対応の授業を用意している。 

 留学生の生活費を支援するための奨学金を準備している。資料 13-.1-13 は工学部・工学専攻の学生

が獲得した奨学金の数を示しており、すべてで 199 件獲得をしている。 

 

資料 13-.1-13 奨学金の獲得数（工学部・工学専攻） 

    平 成 25

年度 

平 成 26

年度 

平 成 27

年度 

平 成 28

年度 

平 成 29

年度 

合計 

国費 学部 1 0 2 0 0 3 

修士 1 0 0 0 1 2 

学習奨励

費 

学部 4 2 2 5 9 22 

修士 1 1 16 19 13 50 

ABP 奨

学金 

学部 - - 4 5 10 15 

修士 - - 11 0 3 3 

その他 学部 6 8 21 12 11 58 

修士 4 6 4 7 10 31 

合計   17 17 60 48 57 199 

 

 

７）静岡大学からの海外留学 

７－１）国際連携推進機構による留学プログラムによる派遣数 

本学の国際連携推進機構ではいくつかの海外留学プログラムを用意している。それらは①大学間交流

協定に基づく派遣、②夏季短期留学・春季短期留学、③語学研修（ILUNO、VCSP)に分けることができ

る。そのプログラムにおける工学専攻からの学生の派遣数を資料 13-.1-14、資料 13-.1-15 に示す。工学

専攻の学生の在籍数が 400 人程度であることを考えると、留学生数が多いとはいえないが、特に①につ

いては派遣希望の学生がいる（なお、どのプログラムも工学部生の参加が多い）。 

 

資料 13-.1-14 大学間交流協定に基づく工学専攻学生の海外派遣人数（カッコは工学部学生） 

派遣先 H26 H27 H28 H29 計 

イエナ応用科学大学（ドイツ） ２   １ ３ 

ヴッパタール大学（ドイツ）  (１)  １ 1(１) 

リガ工科大学（ラトビア）  (１) (１) (２) (４) 

ブラウンシュバイク工科大学（ドイツ）  (１) (１) (２) (４) 

ソフィア大学(ブルガリア)   (１)  (１) 

ネブラスカ大学オマハ校（米国）    １ １ 

ワルシャワ工科大学（ポーランド）    １ １ 
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資料 13-.1-15 夏季短期留学・春季短期留学、語学研修による工学専攻学生の海外派遣人数 

（カッコは工学部生） 

 派遣先 H25-29 計 

夏季短期留学 ネブラスカ大学オマハ校 ０（１５） 

アルバータ大学 ０（３７） 

朝鮮大学校 ０（２） 

春季短期留学 イギリス ０（１４） 

語学留学 ネブラスカ大学オマハ校 ILUNO １（５） 

アルバータ大学 VSCP ０（３） 

 

７－２）工学部 SSSV プログラムによる留学生の受入派遣 

 

 工学部・工学専攻を中心として、浜松キャンパスでは平成 23 年度から SSSV プログラムを実施して

いる。この SSSV プログラムでは、学生の英語に対する意識を高めるため、研究室にて英語論文執筆、

英語での研究成果の発表を行うこととしている。さらに、交流先の学生と異文化交流を行うことで、学

生が国際感覚の重要性を認識することも重要な目的としている。 SSSV は日本人学生の海外派遣（Short 

Visit)と、外国人留学生の受入（Short Stay)の二つの形態に分かれる。この SSSV の効果を高めるため

に、SSSV に参加する学生らに事前講習を行い、研究発表に特化した英語コミュニケーションの講義を

行っている。また、派遣学生には、海外安全渡航に関する講義を行う。資料 13-.1-16 と資料 13-.1-17 に、

SSSV による交流実績（資料 13-.1-16 は派遣、資料 13-.1-17 は受入）を示す。日本人学生の派遣数は毎

年 80～90 名程度と、多数の学生を海外に派遣している。また外国人留学生の受入数についても毎年 20

名前後を実現している。  

 なお、派遣数の内、修士学生と学部生の割合はおよそ７対３である。また、参加研究室のほとんどが

工学部・工学専攻所属であるが、情報学部・情報学専攻からも例年１～２研究室が参加している。 

 

資料 13-.1-16 SSSV プログラム参加者数と派遣先（Short Visit) 

年

度 

派遣 

学生

数 

派遣 

研究

室 

派遣先大学機関名（国・地域）派遣先 

H25 ７９ １１ 釜山大（韓国）6 名、台湾国立中央大（台湾）11 名、チェコ科学アカ

デミー（チェコ）5名、カリフォルニア工科大学（アメリカ）5名、ジ

ェンデラル スデイルマン大学（インドネシア）8名、光云大学（韓国）

6名、ガジャマダ大学（インドネシア）6名、国立台湾大学（台湾）15

名、カルガリー大学（オーストラリア）7 名、プトラ大学（マレーシ

ア）6名、トレド州立大学（アメリカ）4名 

H26 ８８ １２ 昌原大(韓国)14 名, 延世大(韓国)6 名、ベトナム国家大ホーチミン

校(ベトナム）5 名、プトラ大(マレーシア)5 名、ツン・フセイン・オ
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ン・マレーシア大(マレーシア）6名、カセサート大(タイ)10 名、南洋

理工大学（シンガポール)7 名、スインバン大(オーストラリア）10 名、

ダルムシュタット工科大(ドイツ）11 名、UCLA(アメリカ）5 名、カリ

フォルニア工科大（アメリカ）4名、モントリオール大(カナダ)5 名 

H27 ７４ １２ 国立中央大(台湾)8 名, 台北科技大学(台湾)5 名、マレーシア大トレ

ンガヌ校(マレーシア)5 名、西安交通大(中国）5名、ガジャマダ大(イ

ンドネシア)5 名、モルドバ工科大学(モルドバ）6 名、南洋理工大学

（シンガポール)5 名、チェコサイエンスアカデミー(チェコ）7名、カ

リフォルニア工科大学(米国）9名、UCLA(アメリカ）5名、モントリオ

ール大(カナダ)5 名、キエフ国立大学(ウクライナ)9 名 

H28 ８５ １４ 香港理工大(香港)5 名、昌原大(韓国)11 名、リガ工科大(ラトビア)7

名、アムール州立大(ロシア）9名、スウィンバン大（オーストラリア）

11 名、上海交通大(中国）4名、台湾国立大（台湾）4名、ミュンヘン

工科大（ドイツ）5名、淡江大学（台湾）6名、ガジャマダ大（インド

ネシア）7名、マラヤ大（マレーシア）5名、香港大(香港)5 名、カリ

フォルニア工科大（米国)3 名、浙江大（中国)3 名  

H29 ９４ １４ チェコ科学アカデミー(チェコ)5 名、ボルドー第一大（フランス)4 名、

国立中央大(台湾)7 名、南洋理工大（シンガポール）5名、ヴィリニュ

ス大（リトアニア)5 名、モンクット王工科大（タイ）9 名、カセサー

ト大（タイ）5 名、Vidyasirimedhi 工科大（タイ）5 名、華中科技大

(中国)5 名、チュラロンコン大(タイ)10 名、プトラマレーシア大(マレ

ーシア)9 名、台湾科学技術大（台湾）5名、UCLA（米国）5名、香港大

（香港）6名 

 

資料 13-.1-17 SSSV プログラム参加者数と受入れ元（Short Stay) 

年

度 

受入 

学生

数 

受入 

研究

室 

派遣先大学機関名（国・地域）受入れ元 

H25 ２１ ４ マレーシア大学（マレーシア）4名、Changwon 大学（韓国）5名、清華

大学（中国）と慶北大学（韓国）7名、香港城市大学（香港）5名 

H26 ２０ ４ 台湾国立中央大（台湾）5名、ジェンデラルスディルマン大(インドネ

シア)5 名、バンドン工科大(インドネシア)5 名、スリ・ラマサミー・

メモリアル大(インド)5 名 

H27 ２２ ５ 台湾科技大（台湾）5名、カタルーニャポリテク大(スペイン)4 名、マ

レーシアサインズ大(マレーシア)3 名、スリ・ラマサミー・メモリア

ル大(インド)5 名、オンタリオ工科大(5 名) 
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H28  ２４ ５ SRM 大（インド）5名、マレーシア大トレンガヌ校(マレーシア)4 名、

西安工科大（中国)5 名、国立中央大（台湾）5 名、カタルニア工科大

（スペイン）5名 

H29 ５ １ ビンガムトン大学とノースイースタン大学（米国）5名 

 

 

SSSV プログラムにおいて学生支援のため、学内の山本基金を利用するとともに、日本学生支援機構

（JASSO)の海外留学支援制度（協定派遣）に申請している。その採択状況を資料 13-.1-18 に示す。お

およそ 20-30 名分の奨学金を獲得している。 

 

資料 13-.1-18 SSSV に関する日本学生支援機構採択状況 

年度 採択状況 

平成 25  1200 千円（20 名分） 

平成 26 2100 千円（30 名分） 

平成 27  2150 千円（30 名分）  

平成 28  2400 千円（35 名分）  

平成 29  1800 千円（25 名分） 

 

【分析結果とその根拠】 

外国人教員数増加の施策によって、専任の外国人教員数を 11 に倍増させ、新規の部局間協定数も対

象期間内に 7 つとなった。静岡大学で初の修士課程の DDP プログラムを国立中央大学工学部との間で

締結したことも特筆すべきである。NIFEE プログラムは全国の国立大学で例の無い取り組みであり、

それを発展させた ABP プログラムによって工学専攻にアジア諸国から多くの修士課程の留学生を受け

容れている。ABP プログラムにより修士学生向けの英語による授業が数多く開講され、修士課程の入学

者数を大幅に増加させることができた。SSSV プログラムでは、毎年 80～90 人の日本人学生を海外に

派遣し、20 名程度の外国人留学生を受け容れている。このように、H25～H29 にかけて、工学部の国際

化が顕著に進んだと評価できる。 

 

観点１３－１－③ 活動の実績や学生の満足度等から判断して活動の成果が上がっているか。 

 

【観点に関わる状況】 

平成 27 年に ABP 修士学生に対するアンケート調査を実施している。また SSSV に関するアンケー

ト調査を毎年実施している。それら結果を元に各プログラムの成果について検証した。 

 

１）ABP 修士プログラムに関する調査 

 ABP 修士プログラムの第一期生に対して大掛かりなアンケート調査を実施した。その内容は、学生生

活や授業内容、将来の就職など多岐に渡った。資料 13-.1-19－1-.1-21 にその一部を示す。 
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調査期間：平成 27 年 1-3 月 

調査人数：45 名（うち工学専攻 25 名、有効回答が調査人数以下の項目がある) 

国籍：インドネシア 15.33％、バングラディシュ 10.22%、タイ 7.15%、インド 11％、中国 5％他 

 

資料 13-.1-19 ABP 修士学生が入学時に困った点（単位 人） 

内容 全く困ら 

なかった 

あまり困ら

なかった 

多少 

困った 

困った 

宗教の理解 １９ １８ ４ ３ 

食事 １４ １８ ８ ３ 

日本人学生との 

コミュニケーション 

４ １６ ２１ ４ 

事務職員との 

コミュニケーション 

２０ １９ ６ ０ 

指導教員、他の学生とのコ

ミュニケーション 

２４ １８ ３ ０ 

入学・登録手続き ２３ １７ ４ １ 

 

資料 13-.1-20 ABP 修士学生の満足度（単位 人） 

内容 満足 ほ ぼ 満

足 

普通 や や 不

満 

不満 

他留学生との交流 １３ ２４ ６ １ ０ 

指導教員との関係 ２６ １４ ２ ０ ２ 

大学の学習・生活支援 １６ １４ １０ ３ ０ 

学習・研究環境 ２２ １７ ５ ０ ０ 

学習の成果 １５ １６ １３ ０ ０ 

全般 ２２ １３ ８ １ ０ 

 

資料 13-.1-21 留学生支援に関するアンケート（単位 人） 

利用したサービス 留学生カウンセリング ２０ 

国際交流会館等での交流会 ２５ 

スキー旅行 ２０ 

わわわ（討論イベント） ９ 

留学生支援ボランティア １０ 

留学生チューター制度 １６ 

ESS のクラブイベント １４ 

利用したいサービス 奨学金説明会 ３７ 

日本語授業（語学）の増加 ３１ 

日本就職ガイダンス ３１ 
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クラブ・サークル説明会 ２７ 

日本で同居する家族の支援 １４ 

 

 

[検証] 

 宗教や食事といった面での不満は少ない。これは、大学側の準備もあるが、本人が日本の事情を理

解している面もあると考えられる。 

 職員や教員とのコミュニケーションで不満が少ない一方、日本人学生との間でのコミュニケーショ

ン不足は大きい。 

 調査項目における学生の満足度が比較的高く、不満は少ない。 

 ABP 修士学生は奨学金や就職に関して情報を求めている。 

 ABP 修士プログラムは英語の授業のみの履修で修了できるプログラム形態になっているが、それ

にもかかわらず日本語授業の充実を求めている。 

 

２）SSSV に関する調査 

SSSVプログラムに対するアンケート調査を毎年実施している。平成29年度の結果の一部を、資料13-.1-

22、資料 13-.1-23 に示す。 

 

調査対象：平成 29 年度参加者 

調査人数：渡航前記入者 70 名、渡航後記入者 67 名 

 

資料 13-.1-22 SSSV（海外渡航者)アンケート（意識の変化に関する調査） 

項目 渡航前 渡航後 変化 

英語で会話をするこ

とを不安に感じる。 

非常に当てはまる 12.5% 13.4% 0.9% 

かなり当てはまる 38.9% 25.4% -13.5% 

どちらかと言えば当てはまる 33.3% 32.8% -0.5% 

どちらかと言えばあてはまらない 8.3% 17.9% 9.6% 

かなり当てはまらない 2.8% 6.0% 3.2% 

全く当てはまらない 4.2% 4.5% 0.3% 

英語で論文を書くこ

とに不安に感じる。 

非常に当てはまる 24.3% 20.9% -3.4% 

かなり当てはまる 40.0% 32.8% -7.2% 

どちらかと言えば当てはまる 20.0% 25.4% 5.4% 

どちらかと言えばあてはまらない 10.0% 9.0% -1.0% 

かなり当てはまらない 4.3% 9.0% 4.7% 

全く当てはまらない 1.4% 3.0% 1.6% 

長期（3か月以上）留

学をしてみたい。 

非常に当てはまる 30.6% 28.8% -1.8% 

かなり当てはまる 12.5% 13.6% 1.1% 

どちらかと言えば当てはまる 31.9% 36.4% 4.4% 

どちらかと言えばあてはまらない 12.5% 9.1% -3.4% 
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かなり当てはまらない 5.6% 7.6% 2.0% 

全く当てはまらない 6.9% 4.5% -2.4% 

将来は海外と関係す

る仕事につきたいと

思っている。  

非常に当てはまる 15.7% 19.7% 4.0% 

かなり当てはまる 18.6% 15.2% -3.4% 

どちらかと言えば当てはまる 34.3% 45.5% 11.2% 

どちらかと言えばあてはまらない 24.3% 9.1% -15.2% 

かなり当てはまらない 4.3% 3.0% -1.3% 

全く当てはまらない 2.9% 7.6% 4.7% 

 

資料 13-.1-23 （海外渡航者)渡航後に参加者が感じた SSSV の効果（自由記入、抜粋） 

 

[検証] 

 英語で会話をすることを不安に感じる学生の割合が 12％程度減少し、英語での論文執筆に大きな不

安を感じる学生の数も 5％程度減少している。 

 SSSV による海外渡航が長期の留学希望にはあまりつながっていない。 

 海外で働く意識については、ポジティブに考える学生の数が 12％程度増えている。一方、「全く関

心がない」というネガティブな学生も 5％程度増えている。海外に実際に渡航し、現地の現実を良

くも悪くも感じたことが原因の一つであると考えられる。 

 

【分析結果とその根拠】 

工学専攻では、ABP プログラムや SSSV プログラムの活動の中で、学生に対するアンケート調査な

どでその効果を検証している。ABP プログラムでは学生の満足度が高く、SSSV プログラムでは学生に

対する効果が高いことが実証されている。 

 

 

・海外の人と英語でコミュニケーションをとることに対するハードルがかなり低くなり、積

極的に意見交流しようという考え方に変わった。 

・自分の英語の能力の低さを実感し、英語の能力の重要性及び英語の勉強の必要性を感じ

た。 

・国や文化が違うと，同じ問題に対してどう解決すべきなのかという考え方や方向性が異な

るため，自分の考え方では気づけなかった多くのことに気づくことができた。 

・生の英語に触れ，自分の勉強してきた受験英語があまり役に立たないことがわかった。 

・自分の研究に関して，異なる視点でアドバイスをいただけた。 

・十分な英語が使えなくても相手の言いたいことを聞き取ろうとしたり伝えようとする意

識が強くなった。 

・積極的に国際交流を取ろうと思うようになった。 

・海外の学生の積極性に刺激を受けた。多くの日本人学生にとって非常に効果的だと思う。 

・渡航先の国の文化やそこの人の考え方に対する理解が深まった。 
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観点１３－１－④ 改善のための取組が行われているか。 

１）組織的な取り組み 

平成 25 年以降の国際交流化の活性化や留学生増にともなう生活支援、学業支援に対応するため、平

成 28 年度に「浜松キャンパス留学生委員会」、平成 30 年度に「工学部(工学専攻)国際交流委員会」を立

ち上げた。浜松キャンパス留学生委員会では、留学生生活の生活支援、学業支援の問題点を検証し、そ

の改善を検討している。工学部(工学専攻)国際交流委員会は ABP プログラム、海外派遣留学生選考、奨

学金選考などを所掌し、工学専攻の国際交流の一層の活性化を担う。 

 

２）アンケート調査 

ABP プログラムや SSSV プログラムでは、資料 13-.1-22－13-.1-26 に示したようにアンケート調査

を行っている。それによって問題点を洗い出し、改善につなげている。 

 

【分析結果とその根拠】 

工学専攻では、国際交流の一層の活性化のため、組織的な対応として専門の委員会を創設した。さら

に、各プログラムにおいて検証のため、学生へのアンケート調査を実施している。このように、国際交

流に関する改善のための取組が行われている。 

 

 

【優れた点】 

 工学専攻では国際交流の活性化のため、数多くの取り組みを行ってきた。外国人教員数増加の施策に

よって専任の外国人教員数を 11 人に倍増させた。海外大学との多くの新規の部局間協定を締結し、さ

らに、静岡大学で初の修士課程の DDP プログラムを国立中央大学工学部(台湾)との間で締結した。

NIFEE プログラムは全国の国立大学で例の無い取り組みであったが、それを発展させた ABP プログラ

ムによって工学専攻の留学生を増加させた。この ABP プログラムにより修士課程の英語による授業を

数多く開設した。SSSV プログラムでは、毎年 80～90 人の日本人学生を海外に派遣し、20 名程度の外

国人留学生を受け容れている。さらに大学間交流協定に基づく日本人学生の海外派遣数も徐々に増加し

ている。国際交流の発展を組織的に支えるため、「浜松キャンパス留学生委員会」と「工学部国際交流委

員会」を立ち上げた。 

 

【改善を要する点】 

SSSV 等で海外に派遣できる日本人学生数は限られ、そのためまだ多くの日本人学生の国際化が進ん

でいるとはいえない。このことは ABP 修士へのアンケートで「日本人学生とのコミュニケーション」

で困っている学生が多いことからも分かる。ここ数年、工学部・工学専攻に多くの留学生が在籍し、日

本人学生が外国人と交流できる環境が整っている。そこで、日本人学生に対して国際化への働きかけを

なお一層進める必要がある。 

アジアの優秀な留学生ほど欧米の大学を希望するケースが多く、その中で、静岡大学工学部・工学専攻

で優秀な留学生を競争的に獲得する必要がある。そこでより一層、工学教育や各プログラムを魅力ある

ものにするため、委員会などで留学生に対する定期的な調査検証の必要がある。 
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基準２ 教育研究組織構成 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点２-１-① （学士課程）学科の構成（学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構

成）が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている

か。 

 

該当無し。 

 

 

観点２-１-② （大学院課程）専攻の構成（専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その

構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなって

いるか。 

 

【観点に係る状況】 平成27年度に静岡大学において大幅な大学院改組が行われ、工学研究科、情

報学研究科、理学研究科、農学研究科が一つに統合され、総合科学技術大学院となり、その過程で

農学研究科は農学専攻へと改組された。農学専攻内には、「東海地域の豊かな環境を背景に、環境・

バイオサイエンスを基礎として衣食住を充足するための学理や技術を深化させた教育を行い、地域

や国際社会の持続的発展に貢献できる人材」を養成することを教育目的とし、共生バイオサイエン

スコース、応用生物化学コース、環境森林科学コース、農業ビジネス起業人育成コースの４コース

を設置した（資料２-１-②-１）。共生バイオサイエンスコースは、環境にも配慮した持続的発展可

能な生産活動への要望に応え、従来の生物生産科学専攻と人間環境科学専攻の大部分を融合させ、

生物生産技術と環境の両方を学ぶことにより、それぞれの専門性を深めながら、「生産（農学バイオ

サイエンス）」と「環境（人間環境科学）」のいずれかの専門領域に軸足を置きながらも他の専門領

域のセンスを持ち合わせた、これまでにない、より高度な研究者又は職業人養成を目指した教育研

究を行う。応用生物化学コースは、微生物、植物及び動物資源を効率的に活用して高付加価値物質

を開発するとともに、生物の持つ様々な機能の制御機構を細胞・分子・遺伝子レベルで解明するこ

とを目標として、バイオサイエンスやバイオテクノロジーについての高度な学理と技術を国際的な

視野から教育研究を行う。環境森林科学コースは、森林の多様な機能の解明、その機能の増進、機

能の持続的利用、特に木質材料の高度有効利活用に資するため、基礎科学、応用科学の幅広い分野

の手法を用いて教育研究を行う。農業ビジネス起業人育成コースは、農業をビジネスとして捉え、

農家経営から企業的経営に脱却し、一次産業を六次産業化する農業ビジネス経営体の経営・管理が

できる人材を輩出することを目的に、本分野に係る静岡県内外の大学、静岡県経済産業部、食品・

流通・農業資材・機械企業等と静岡大学が有機的に連携して教育研究を行う。教育研究支援組織と

して附属地域フィールド科学教育研究センターを備え、また、実験、実習、授業は技術部、グリー

ン科学技術研究所研究支援室、創造科学技術大学院、岐阜大学大学院連合農学研究科と連携して行

っている。 

 

資料２-１-②-１ 組織図（総合科学技術研究科農学専攻） 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻は教育目的に沿って設置している４コースに加え、体験型

授業での附属地域フィールド科学教育研究センターの教育支援、技術部、グリーン科学技術研究所

研究支援室、創造科学技術大学院、岐阜大学大学院連合農学研究科との教育連携の体制を整えてい

る。このことから、教育目的を達成するための組織が十分に整備されており、その構成は適切であ

ると判断する。 

 

 

観点２-１-③ 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている
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か。 

 

該当無し。 

 

 

観点２-２-① 教授会・学科会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っ

ているか。また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に

構成されており、必要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 総合科学技術研究科では、総合科学技術研究科教授会規則に則って研究科専

攻会議及び代議員会を設置し（前出資料２-２-①-１、資料２-２-①-２）、両会議で教育課程の編成、

学生の在籍及び学位の授与に関する事項の他、教育活動に係る重要事項を審議する。平成29年度は、

研究科専攻会議を10回、代議員会を９回開催し、上記事項の審議を行っている（資料２-２-①-３）。 

農学専攻では、常設の組織体制として３委員会（企画運営会議、教務委員会、教育質保証委員会）

がある（資料２-２-①-４）。農学専攻全般に係る教育の改善についての基本計画も企画運営会議で

検討する。教務委員会は、農学専攻の授業実施、成績評価、修了認定、身分、教職、大学院入学試

験などに関わる実務の計画、調整などを担当している。教育質保証委員会は大学教育センター「キ

ャリアデザイン教育・FD部門」と連携して教育内容・方法の改善を推進する。 

 

 資料２-２-①-１ 静岡大学農学部・総合科学技術研究科農学専攻会議代議員規程 

 資料２-２-①-２ 静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則 

 資料２-２-①-３ 専攻会議・代議員会における専攻の教育に係る議事内容（平成29年度） 

 資料２-２-①-４ 教育実施体制（農学専攻） 

 

【分析結果とその根拠理由】 研究科専攻会議及び代議員会は、大学院における教員選考、修了判

定、入学試験合格者選定等の教育活動に係る重要事項を審議し、必要な活動を適切に行っている。 

 また、中長期的な教育課程・教育方法等を検討する企画運営会議、授業実施等の教育実務の実施

や教育課程に関して検討を行う教務委員会、教育内容・方法の改善を推進する教育質保証委員会が

設置されており、適切な運営がなされていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 平成27年度の大幅な大学院改組により、教育の目的を達成する上で適切な組織構成

となっている。また、これら再編に伴い、教務委員会、教育質保証委員会等関連する委員会が連携

し、教育課程の質保証を行っている。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準３ 教員及び支援者等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点３-１-① 教員の役割分担が明確化され、他組織との組織的な連携体制が整備され、教育研究

に係る責任の所在が明確にされた教育体制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 教員人事については、教員の「配置」は学長が判断し、「選考」は高い専門性

を有する教員組織が合議制の機関において客観的な判断を行い、最終決定は学長が行う仕組みを平

成26年度に確立し、教員の採用を行っている（資料３-１-①-１）。また、人件費削減を適切に実行

するために、「人件費削減計画について」（資料３-１-①-２）を定め、それに基づいて教員組織の編

成を行い、学部の目的に沿って、「静岡大学教員資格審査基準」（資料３-１-①-３）及び「静岡大学

農学部教員選考に関する細則」（資料３-１-①-４）に従い、採用・配置が行われている。 

農学専攻に所属する教員は専任教員９割と（資料３-１-①-５）、グリーン科学技術研究所、創造

科学技術大学院との兼務教員１割とからなり、それぞれ教育研究に責任ある役割を担っている。ま

た、地域フィールド科学教育研究センターに専任教員を４名置いて、農学専攻特有のフィールドを

用いた教育・研究に対応している。学部と大学院は同じ教員組織で編成されている。教員管理は教

員全員を学術院で管理し、学部長、副学部長２名、学部長補佐２名、事務長で構成される企画運営

会議を中心に、学科長各1名と地域フィールド科学教育研究センター長１名による学科長会議を通

じて連携して、各学科の教育研究組織を運営している（資料３-１-①-６）。 

 

資料３-１-①-１ 新しい「教員人事システム」の構築について 

資料３-１-①-２ 人件費削減計画について 

資料３-１-①-３ 静岡大学教員資格審査基準 

資料３-１-①-４ 静岡大学農学部教員選考に関する細則 

資料３-１-①-５ 専任教員数と平均年齢の推移（平成27～29年度） 

資料３-１-①-６ 農学専攻の教員組織 

 

【分析結果とその根拠理由】 新しい教員人事に関する基本方針を定めており、それに基づいて教

員選考を実施して教員組織を編成している。また、学部長を中心とした企画運営会議、各学科長、

センター長を含めた学科長会議を通じて教員組織を運営することで、教育研究に係る責任の所在を

明確にしていると判断する。また、グリーン科学技術研究所、創造科学技術大学院及び地域フィー

ルド科学教育研究センターとの協力体制を確立し、専任兼任の分担が明確化されており、法令（大

学設置基準第７条２及び大学院設置基準第８条２）に適合していると判断する。 

 

 

観点３-１-② （学士課程）学士課程において教育活動を展開するために必要な教員が確保されて

いるか。また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教授または准教授を配置

しているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点３-１-③ （大学院課程）大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保

されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻の教育目的と編成方針に従って、教育活動を展開するために必要な

教員を確保している（資料３-１-③-１）。専任教員（グリーン科学技術研究所及び創造科学技術大
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学院専任を含める）数は平成30年５月１日現在で72名となり（資料３-１-③-１）、学生の収容定

員174名に対して教育課程に必要な教員を確保している。博士学位かそれに準じた資格を有し、資

格審査を経た教授、准教授、助教を配置し、主に教授と准教授が、研究指導及び授業科目を担当し、

助教は主に実験・実習・演習科目を担当するが、研究指導も出来るものとしている。研究指導教員

数は平成30年５月１日現在、共生バイオサイエンスコースは30名（教授12名、准教授16名、助

教２名）、応用生物化学コースは25名（教授12名、准教授９名、助教４名）、環境森林科学コース

は17名（教授６名、准教授８名、助教３名）である（資料３-１-③-２）。また、平成24年度より

開設された農業ビジネス起業人育成コースでは、農業を新たなビジネスとして起業を目指すのに必

要な知識、情報の一端を習得するために、本専攻教員を始め、行政関係者、企業経営者、農業法人

経営者など多彩な講師陣により、充実した講義・演習・実習を展開している。 

 

 資料３-１-③-１ 各コースの収容人数と教員数（平成30年５月１日現在） 

 資料３-１-③-２ 各コースの研究指導教員数（平成29年５月現在） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程と同様に、教育研究目的に沿って適切な採用と昇任を実施し、適切に教員を確保、配置

しており、かつ専門領域での博士学位またはそれに準じた資格を持つ有資格者が研究指導に当たっ

ている。資格審査では、研究業績のほか教育実績も考慮している。このことから研究指導能力の高

い教員を質及び量ともに十分確保しているため、法令（大学院設置基準第８条、第９条、第９条２

及び平成11年９月14日文部省告示第175号）に適合していると判断する。 

 

 

観点３-１-④ 学部・研究科等の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措

置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 「新しい教員人事システムの構築」（前出資料３-１-①-１）と「人件費削減

計画及び教員の戦略的配置について」（前出資料３-１-①-２）に基づき、教員を採用している（資

料３-１-④-１）。女性教員の採用も行い、女性教員が２名増加し６名となった。外国人教員に関し

ては、３名である。また、優秀な若手研究者を積極的に採用することで、教員の平均年齢が低下し

た（前出資料３-１-①-５～資料３-１-①-６）。平成23年度に「テニュア・トラック審査委員会細

則」（資料３-１-④-２）及び「テニュア・トラック教員の中間評価及びテニュア審査の審査基準」

（資料３-１-④-３）を定め、テニュア・トラック制度を活用し、平成27年度に1名採用した。領

域長裁量経費枠を設け、教育活性化経費、研究活性化経費、プロジェクト支援経費及び教育研究環

境整備費として支援することで、教員活動の活性化を促している（資料３-１-④-４）。 

 

資料３-１-④-１ 教員採用状況（平成27～29年度） 

資料３-１-④-２ 国立大学法人静岡大学農学部テニュア・トラック審査委員会細則 

資料３-１-④-３ 国立大学法人静岡大学農学部テニュア・トラック教員の中間評価及び 

テニュア審査の審査基準 

資料３-１-④-４ 領域長裁量経費支出計画（平成28～29年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 公募制を積極的に活用することで、教員組織の年齢バランスが保た

れており、法令（大学設置基準第７条３及び大学院設置基準第８条５）に適合していると判断する。

また、女性教員と若手研究者の採用を積極的に行うことで女性教員数は増加し、教員の平均年齢が

低下している。テニュア・トラック制度による採用、領域長裁量経費による教員活動のサポートに

より、教員組織による教育、研究活動の活性化が推進されていると判断する。 
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観点３-２-① 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特

に、学士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、

教育研究上の指導能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 教員人事については、教員の「配置」は学長が判断し、「選考」は高い専門性

を有する教員組織が合議制の機関において客観的な判断を行い、最終決定は学長が行う仕組みを導

入した「新しい教員人事システム」（前出資料３-１-①-１）を平成26年度に定め、｢静岡大学農学

部教員選考に関する細則｣（前出資料３-１-①-４）及び｢国立大学法人静岡大学農学部テニュア・ト

ラック審査委員会細則｣（前出資料３-１-④-２）に従って選考し、教員の採用を行っている。本領

域、他領域もしくは学外から選出された委員で構成する教員選考委員会を立ち上げ、同委員会が当

該学科から選出された複数の採用候補者から１名を選考し、教授会で議決する（資料３-２-①-１～

資料３-２-①-２）。具体的には、研究業績に加え、教育業績、管理運営、社会貢献について考慮す

るとともに、面接等を実施して教育研究上の指導能力を評価し、採用、昇格を決定している（前出

資料３-１-④-３、資料３-２-①-３、）。 

 

 資料３-２-①-１ 静岡大学学術院農学領域教員選考に関する実施手続 

 資料３-２-①-２ 静岡大学学術院農学領域教員選考委員会内規 

 資料３-２-①-３ 教育、研究、社会貢献、管理運営の業績評価に関する申し合わせ事項 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員採用基準が明確かつ適切に定められており、同基準に従って採

用及び昇格時に面接等を課すなど、教育研究上の指導能力を評価していると判断する。 

 

観点３-２-② 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結

果把握された事項に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻は、静岡大学教職員人事評価実施規程第３条に基づき、教員が静岡

大学の目標・計画を達成するために行う教育、研究、社会・国際連携及び管理運営に係る諸活動の

状況について、自律的な点検・評価を定期的に実施することにより、教員、部局等及び本学全体の

教育、研究等の諸活動の改善、活性化を図ることを目的とする教員の人事評価を行っている（資料

３-２-②-１）。評価の対象領域は、教員が行う教育、研究、社会・国際連携及び管理運営の４つの

領域である。教員の人事評価は、領域長が指定した期日までに提出された活動状況報告書、入力さ

れた当該教員のデータベースのデータにより、領域長が行い、適切に処遇に反映している。 
 

 資料３-２-②-１ 教員 、領域の長、 部局等の長及び副学長の人事評価実施要領 

 

【分析結果とその根拠】 領域長は得られた活動状況報告書とデータベースのデータにより、教員

の人事評価を行っており、業績を、客観的かつ公正に評価し適切に処遇に反映している。 

 以上の結果から、教員の教育活動に関する評価を適切に実施するための体制が整備され、適切な

取組みがされていると判断する。 

 

 

観点３-３-① 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置

されているか。また、TA等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 本学においては会計事務一元化を実施し、事務集約化により効率的な事務運

営を行う一方、学生支援水準の維持、機動的な事務運営を同時に実現するため、学部にも事務職員

を配置している（資料３-３-①-１）。技術部と連携し、農学専攻内に技術部職員が常駐し、教育研

究支援を行っている。農学専攻の学生をTAとして採用し、情報教育や実験・実習・演習時の教育補
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助として活用している（資料３-３-①-２）。 

 

 資料３-３-①-１ 事務職員の配置状況 

 資料３-３-①-２ TAの配置状況 

 

【分析結果とその根拠理由】 本学では会計事務一元化を実施し、事務効率化を図るとともに、学

部にも事務職員を配置して学生支援水準の維持、機動的な事務運営に努めている。技術部と連携し、

農学専攻内に技術部職員が常駐し、教育研究支援を行っている。また、TAを活用している。 

 以上のことから、教育支援者を適切に配置し、TA等の教育補助者の活用を図っていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 教育目的に沿って採用と昇格を実施し、かつ適宜学外兼務教員を採用しながら、適

切に教員を確保、配置しており、公募制を積極的に活用することで、教員組織の年齢バランスを保

ち、テニュア・トラック制度による採用や学部長裁量経費による教員活動のサポートにより、教員

組織による教育、研究活動の活性化が推進されている。 

教員採用基準が明確に、かつ適切に定められており、同基準に従って公募制を実施している。ま

た、人事評価を実施することで、教員の教育・研究活動に関する評価を適切に実施するための体制

が整備されている。 

さらに、事務の一元化の中でも、本学部に教育課程を展開するのに必要な事務職員を適切に配置

しているほか、実験・実習・演習の教育支援のために技術部職員及びTAを活用している。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準４ 学生の受入 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点４-１-① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では、平成27年度よりアドミッション・ポリシー（資料４-１-①-

１）を明確に定め、育てる人間像、目指す教育、入学を期待する学生像を示し、入学に必要とされ

る資質・能力を記述している。農学専攻のアドミッション・ポリシーは、学生募集要項（資料４-

１-①-２）、Webページ等で公表・周知している。 

 

資料４-１-①-１ 農学専攻のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

資料４-１-①-２ 農学専攻学生募集要項の該当箇所 

 

【分析結果とその根拠理由】 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）において求める学生

像及び入学に際し必要な基礎学力について示されており、明確に定められているものと判断する。 

 

 

観点４-１-② 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されており、実質的に機能

しているか。 

 

【観点に係る状況】 アドミッション・ポリシー（資料）に示されている「環境を重視した持続的

な生物資源の生産と利用技術の開発に興味をもち、独創性と応用力並びに国際感覚を備えた学生」

を受け入れるため、一般入試においては共生バイオサイエンスコースでは英語及び専門科目の学力

試験、応用生物化学コースでは専門科目の学力試験、環境森林科学コースでは専門科目の口述試問

によって、入学後の学習と研究活動を遂行しうる能力・学力を多角的に判定している。さらに、各

コースとも面接試験で「人類生存に直接関わる生物資源や環境問題に強い関心を持ち、その解決に

貢献しようという使命感」を判定し、本専攻のアドミッション・ポリシーに沿う学生の受入に努力

している。また、「農学における幅広い基礎知識と志望する分野における専門知識を有し，研究や技

術開発に対する強い意欲を持って入学後に勉学及び研究活動を遂行しうる能力を有している」学生

を受け入れるため、平成28年度より行っている自己推薦型入試においては、入学願書、成績証明書

及び自己推薦書に加えて面接試験により学生の専門知識及び意欲、研究遂行能力を判定している。 

またコース毎に入学者選抜の判定方法、各科目の最低ラインを明示し、学生募集要項とWebペー

ジ上で公開している（資料４-１-②-１）。 

外国人留学生英語コース特別入試（アジアブリッジプログラム）においては、入学願書、成績証

明書、研究計画書に加えて面接試験により学生の専門知識及び意欲、研究遂行能力を判定している

（資料４-１-②-２）。 

 

資料４-１-②-１ 平成31年度農学専攻（修士課程）学生募集要項（抜粋） 

資料４-１-②-２ 平成30年度10月入学外国人留学生英語コース特別入試アジアブリッジプロ 

グラム学生募集要項（抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻ではアドミッション・ポリシーに適合した学生を受け入れ

るため、各専門分野の研究活動に必要な専門科目がコース毎に準備され、コース毎に適切な受入方

法が採用されているほか、自己推薦型による新たな受け入れ方法も採用されており、実質的に機能

していると判断する。 
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観点４-１-③ 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻においては、４月入学者選抜のための試験を７月、８月及び12月に、

10月入学外国人留学生入学者選抜のための試験を４月に、計４回実施しており、専攻長を責任者と

して教務委員会で運営している。入試事務は学務係が所掌し、必要な教員と事務職員を配置してい

る（資料４-１-③-１～資料４-１-③-２）。大学院入試は、入学者選抜に係る実施要領等の作成、試

験問題の作成、試験の実施、試験の採点等について、教務委員会を中心とした適切な実施体制の下

で実施している。試験結果については、教務委員会で慎重に確認した後、各専攻長会議及び研究科

委員会もしくは代議員会の議を経て合否判定が行われている（資料４-１-③-３～資料４-１-③-４）。

また、複数教員による試験問題の査読制度により出題ミス等の防止に努めている。 

 

資料４-１-③-１ 平成30年度農学専攻入学試験実施要領 

資料４-１-③-２ 平成30年度農学専攻10月入学外国人留学生英語コース特別入試実施要領 

資料４-１-③-３ 農学専攻入学試験に関する事項 

資料４-１-③-４ 農学専攻入学試験合否判定資料 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻においても、入学者選抜に係る実施要領等の作成、試験問

題の作成、試験の実施、試験の採点、合格者の決定まで、教務委員会を中心とした適切な実施体制

の下で、入学者選抜を公正に実施していると判断する。 

 

 

観点４-１-④ 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するため

の取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻においては、指導教員は、演習、特別研究等の指導を通じて、アド

ミッション・ポリシーに沿った学生の受入について検証している。その結果は、専攻会議または教

務委員会において、試験科目の変更など選抜方法の妥当性等の論議に反映させている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻においては、学生の受入に対する検証を行っており、今後

の入学者選抜の改善につながることが期待されている。 

 

 

観点４-２-① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。

また、その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入

学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻においては、過去４年間（平成27～30年度）の入学定員充足率は、

平均91％となっている。（資料４-２-①-１）。 

 

資料４-２-①-１ 入学定員充足率（農学専攻） 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻においては、過去４年間の入学定員充足率からみると、平

成27年度を除いて大幅な入学定員の超過や不足はなく、入学定員と実入学者数との関係は適正であ

ると判断する。適正化を図るため、入学定員と実入学者数との関係の改善を図る目的で、平成 28

年度より自己推薦型入試を導入した点は適切な対応と判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 
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【優れた点】 農学専攻においては、アドミッション・ポリシーを明確に定めており、Web ページ

等で公表することにより周知している。教務委員会を中心とした入試実施体制が確立されており、

入学定員の適正化を図るなど適切な対応をとっている。 

 

【改善を要する点】該当なし。 
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基準５ 教育内容及び方法 

 

（１）観点ごとの分析 

 

<学士課程> 

観点５-１-① 教育課程方針が、学位授与方針と整合性を持っており、教育課程の編成の方針、当

該教育課程における学習方法、学習過程、学習成果の評価の方法を具体的に示しているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-２-① 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-２-② 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その

内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-２-③ 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動

向、社会からの要請等に配慮しているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-３-① 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランス

が適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-３-② 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-３-③ 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-３-④ 基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

 

 

該当無し。 
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観点５-４-① （ディプロマ・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-４-② 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、

成績評価、単位認定が適切に実施されているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-４-③ 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点５-４-④ 学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、

その基準に従って卒業認定が適切に実施されているか。 

 

該当無し。 

 

 

<大学院課程> 

観点５-５-① 教育課程方針が、学位授与方針と整合性を持っており、教育課程の編成の方針、当

該教育課程における学習方法、学習過程、学習成果の評価の方針を具体的に示しているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を以下の通り定めて

いる。 

農学専攻にあっては、東海地域の豊かな環境や資源を背景に、環境・バイオサイエンスを基礎とし

て衣食住を充足するための学理や技術を深化させた教育と研究を行い、地域や国際社会の持続的発

展に貢献できる人材の養成を目標としており、下記に示すそれぞれの資質・能力を身につけたもの

に修士（農学）の学位を授与する。 

１．生物生産、環境保全、生命現象の解明など、各コースの専門領域において必要とされる高度な

専門知識と研究技術を習得している。 

２．農学の社会的使命を自覚し、地域ならびに国際社会の持続的発展に貢献する資質を有する。 

３．専門領域の研究者に自らの研究成果をアピールするためのプレゼンテーション能力及びディス

カッション能力を有している。 

 

農学専攻は学位授与の方針に基づき、下記のカリキュラム・ポリシーを定め教育課程を編成してい

る。 

１．地域や国際社会の発展に関わる専門分野について多くの基礎知識とともに、実験・演習を重視

した教育研究により応用力を修得する。 

２．職業人・社会人となる際の基本的な素養を修得し、また、関連産業と研究との関係を広く理解

することにより、将来の研究におけるバックボーンを形成する。 

３．自然科学における多様な先端的分野に関する知識や、技術者倫理・社会観を総合的に修得し、

専門分野だけでなく周辺領域や融合領域を広く学ぶ。 
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また、農学専攻では、「特別研究（修士論文）のルーブリック」を作成しており、カリキュラム・

ポリシーを補完している。加えて、「大学院教育の質保証ガイドライン」の新規作成やカリキュラ

ム・ポリシーの改訂を検討中である（資料５-５-①-１）。 

 

資料５-５-①-１ 「特別研究」（修士論文）のルーブリック 

 

【分析結果とその根拠理由】 学位授与方針の各項目は、教育課程方針の項目１～３にある専門分

野の知識・実験・演習の教育、社会に貢献出来る資質の修得、職業人・社会人としての素養の修得、

倫理観や融合領域での学び等で対応しており、教育課程方針が学位授与方針に基づいて策定されて

いる。 

教育課程方針では、主に項目１で教育課程の編成の方針を、項目１～３で当該教育課程における学

習方法を具体的に示している。学習過程、学習成果の評価の方法については、カリキュラム・ポリ

シーの改訂や「大学院教育の質保証ガイドライン」の新規作成を検討中である。なお、「特別研究

（修士論文）のルーブリック」を新たに作成しており、今後学生への公開も予定している。 

以上のことから、教育課程方針は学位授与方針と整合性を持つとともに、教育課程の編成の方針、

当該教育課程における学習方法を具体的に示していると判断する。なお、学習過程、学習成果の評

価の方法についても速やかに、かつ具体的に示す予定である。 

 

 

観点５-６-① 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻は、観点５-５-①で示したとおり、教育課程の編成・実施方針（カ

リキュラム・ポリシー）を明確に定めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 カリキュラム・ポリシーが明確に定められていると判断する。 

 

 

観点５-６-② 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その

内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻における教育課程は、特別研究（修士論文）を軸とし、これを実施

するために必要となる基礎的専門知識及び高度な先端的専門知識を修得するための講義・演習を含

む編成をとっている。 

専攻修士課程修了に必要とされる単位は30単位以上で、講義・演習18単位以上及び特別研究12単位

よりなる。講義・演習はすべて選択（農業ビジネス起業人育成コースは選択必修８単位あり）科目

であり、１・２年次にかけて指導教員の指導のもとに特別研究を行う上で必要な基礎的専門知識及

び高度な先端的専門知識を修得するための科目を履修する（資料５-６-②-１）。なお、講義・演習

科目は、「総合科学技術研究科共通科目」とコースごとの「コース選択科目」から構成されており、

研究科共通科目より４単位以上（農業ビジネス起業人育成コースは０単位も可）、コース選択科目

より14単位以上（農業ビジネス起業人育成コースは18単位以上）を選択して修得しなければならな

い（資料５-６-②-２）。特別研究は各コースとも必修である。 

 

資料５-６-②-１ 研究科共通時間割表・農学専攻授業時間割表（平成29年度） 

資料５-６-②-２ 農学専攻の教育課程基本構成 

 

【分析結果とその根拠理由】 授業科目は学部教育を踏まえて、より専門的・高度なカリキュラム

内容になっており、幅広い専門知識を備えるための「研究科共通科目」、質の高い職業人・技術者
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を育成するための「コース選択（必修）科目」、「コース必修科目」から構成されている。以上の

ことから、本専攻のカリキュラム・ポリシーに基づき、適切な授業科目を配置した体系的なカリキ

ュラム編成となっており、修士（農学）の学位授与は適切であると判断する。 

 

 

観点５-６-③ 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動

向、社会からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 本学大学院規則により、担当教員の指導のもとに本学の他研究科の授業科目

及び所属研究科の他専攻・他コースの授業科目を履修することが可能である。また、他の大学院で

の修得単位と合わせて、計10単位を限度として修了に必要な単位に含めることができ、農学専攻で

は静岡県立大学大学院、東海大学大学院及び岐阜大学大学院との単位互換制度を実施している（資

料５-６-③-１～資料５-６-③-３）。大学間協定とは別に、外国の大学との部局間協定により単位

互換制度を有する新たな大学として、スーリヤ大学生命科学部、アッサム大学生命科学部、ランプ

ン大学農学部がある（資料５-６-③-４）。 

また、指導教員が必要と認めるときは、他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが

できる制度（期間は１年以下）を設けており、毎年数名を派遣している（資料５-６-③-５）。 

本学大学院規則に基づき、研究生及び特別聴講学生等を受け入れており、この制度が有効に活用さ

れている（資料５-６-③-６）。また、10の交流協定校より留学生を受け入れており、この制度が有

効に活用されている（資料５-６-③-７）。 

連携大学院制度により、静岡県試験研究機関に大学院生の派遣を実施している（資料５-６-③-８～

資料５-６-③-９）。 

 副専攻プログラムを平成27年度より導入している。これは、自身の主専攻以外に、興味や関心の

ある特定のテーマに沿った教育科目を横断的に学ぶ制度であり、８単位以上履修した場合、申請に

より「副専攻修了証」を授与する（資料５-６-③-10）。また、平成30年度より山岳科学教育プログ

ラムも導入している。これは、環境森林科学コースの学生が履修することができ、対象科目の中か

ら所定の単位以上を修得することで同プログラムの修了認定となる（資料５-６-③-11）。 

 社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を養うための配慮として、研究科共通科目におい

て、「大学院キャリアデザイン」、「大学院インターンシップ」を単位化している（資料５-６-③

-12）。高等学校教諭一種免許状（理科・農業）を取得済みであり、さらに本専攻において教科に関

する専門科目（免許教科科目）を24単位以上修得した者は専修免許状を受ける資格を取得できる（資

料５-６-③-13）。 

 総合科学技術研究科では、平成27年度より外国人留学生英語コース（アジアブリッジプログラム

含む）を導入しており、世界的には一般的な秋期入学に対応している。また、英語コースの導入を

見据え、英語科目の充実を図っており、各コース選択科目における演習のほとんど、ならびに英語

標記の講義は英語での対応となっており、研究科共通科目にも英語科目を配置している（資料５-

６-③-14～資料５-６-③-15）。 
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資料５-６-③-１ 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則別表Ⅱ（修了必要単位数） 

資料５-６-③-２ 他専攻・他コース・他研究科の科目を履修した学生数・単位数 

資料５-６-③-３ 単位互換制度により他大学院の科目を履修した学生数・単位数 

資料５-６-③-４ 部局間協定による海外の新協定校（学生の交流） 

資料５-６-③-５ 大学院特別研究派遣制度による派遣 

資料５-６-③-６ 大学院研究生、大学院科目等履修生等の人数 

資料５-６-③-７ 交流協定による留学生の人数 

資料５-６-③-８ 静岡大学連携大学院教育実施規則 

資料５-６-③-９ 連携大学院制度（静岡県試験研究機関との申合せ） 

資料５-６-③-10 副専攻プログラムの履修について 

資料５-６-③-11 山岳科学教育プログラムの履修者数 

資料５-６-③-12 研究科共通科目一覧 

資料５-６-③-13 教育職員免許状（高等学校専修）の取得について 

資料５-６-③-14 大学院留学生英語コースの入学者数 

資料５-６-③-15 英語対応科目一覧 

 

【分析結果とその根拠理由】 他研究科の授業科目の履修、他大学院との単位互換、インターンシ

ップの単位認定、秋期入学への配慮と英語による授業の実施、企業とも連携して教育課程を編成し

ているなど、多彩な取組みを実施している。 

以上のことから、教育課程の編成について学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請

等に配慮しており、優れていると判断する。 

 

 

観点５-７-① 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、

それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 教育課程の内容は学部専門科目と有機的に連携させながら、「コース専門科

目」、「研究科共通科目」の大きく２群に分類されている。「先端機器分析科学Ⅰ・Ⅱ」及び「フ

ロンティア科学特論Ⅰ・Ⅱ」は農学の専門技術者として必要不可欠な内容であることから「研究科

共通科目」として全コースを対象とし、本研究科や静岡県立大学大学院及び東海大学大学院と連携

しながら開講している（資料５-７-①-１～資料５-７-①-２）。「静岡学連携特別講義」も静岡県

産業部のスタッフと連携して開講している（資料５-７-①-３）。「研究科共通科目」には、幅広い

専門知識を身につけたり、社会からの要請に応えたりするため、経営論やマーケティング論、コミ

ュニケーション論なども開講されている（前出資料５-６-③-12）。 

農学専攻であることから、座学による専門知識の修得、セミナー中心の演習での対話や討論により

学習内容を深め、実験により実証する授業内容、授業形態の組み合わせとなっている。 

 

資料５-７-①-１ 「先端機器分析科学Ⅰ、Ⅱ」のシラバス 

資料５-７-①-２ 「フロンティア科学特論Ⅰ、Ⅱ」のシラバス 

資料５-７-①-３ 「静岡学連携特別講義」のシラバス 

 

【分析結果とその根拠理由】 各コースとも、講義、実験、実習、セミナー等を組み合わせて、教

育目標を達成するため、体系化された授業を組んでおり、相応の内容の授業科目を配置している。

また、専門性が重視されるため、少人数講義に成らざるをえず、特に演習では討論型授業により学

生は学習内容を深めるとともに、思考方法等も学ぶことになる。 

 以上のことから、教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されていると判断する。 
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観点５-７-② 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 単位の実質化を図るため、シラバスに「予習・復習について」欄を設けて講

義に対する十分な予習・復習を具体的に指示するようにしている（資料５-７-②-１）。また、年度

初めのガイダンスにおいて、単位制度の概要を説明するとともに、教員に対しても趣旨の徹底を図

っている。 

 

資料５-７-②-１ 学務情報システム上のシラバス（事例） 

 

【分析結果とその根拠理由】 適切な履修指導を実施するとともに、単位の実質化を促進するため、

予習・復習の喚起等を行い、履修指導をしている。GPA 制度の導入についても検討中であり、単位

の実質化への配慮をしていると判断する。 

 

 

観点５-７-③ 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 シラバスは静岡大学Webページの学務情報システム上に掲示している。シラバ

スでは、授業回数ごとの学習内容を具体的に提示するとともに、レポート課題の提出、小テスト、

教材の事前提示などにより実質的に予習・復習を促す工夫を行っている（前出資料５-７-②-１）。 

専攻ごとに開催している年度初めのガイダンスでは、シラバスの活用方法について説明を行ってい

る。 

 

【分析結果とその根拠理由】 授業について必要な情報を掲載したシラバスを作成し、Web上で活用

でき、利便性の高いものとなっている。以上のことから、シラバスが適切に作成され、また活用に

向けて改善を行っていると判断する。 

 

 

観点５-７-④ 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いてい

る場合には、その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定がなされ、適切な指導が行わ

れているか。 

 

該当なし。 

 

 

観点５-７-⑤ 大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。)に係る

指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 大学院生は、指導教員との合議の上で研究テーマを決定するとともに、研究

計画を立案する。その研究計画に基づきながら実験やフィールドワークを実施し、修士論文を作成

していく。専門科目は、研究室ごとに講義科目と演習科目が設けられており、それらの演習科目で

研究室単位の修士論文指導が行われている。また、コース共通の演習科目においては、研究室の枠

を越えて複数の教員がきめ細かな指導を行うとともに、学会発表等を通じた修士課程修了に向けて

の指導も実施している（資料５-７-⑤-１）。さらに、研究科共通科目の「大学院インターンシップ」

では、企業、研究所等の実社会から求められている研究の社会的意義を学んでおり、この体験も研

究テーマ遂行のモチベーションや多面的な考察等に重要な役割を担っている（資料５-７-⑤-２～資

料５-７-⑤-４）。 
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資料５-７-⑤-１ 応用生物化学コース「農学特別演習Ⅰ、Ⅱ」のシラバス 

資料５-７-⑤-２ 研究科共通科目「大学院インターンシップ」のシラバス 

資料５-７-⑤-３ 「大学院インターンシップ」の履修者数 

資料５-７-⑤-４ 「大学院インターンシップ」の派遣先 

 

【分析結果とその根拠理由】 指導教員による研究指導体制はもちろん、研究室を越えた研究指導

体制も整備されている。また、大学院生は大学院の外部（企業や学会等）からの指導も受けながら、

研究テーマや研究計画を指導教員とともに綿密に検討、決定している。 

以上のことから、研究指導に対する体制が整備され、適切な指導が行われていると判断する。 

 

 

観点５-８-① 学位授与方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では、前述の観点５-５-①の通り、学位授与方針（ディプロマ・ポ

リシー）を明確に定めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 ディプロマ・ポリシーが明確に定められていると判断する。 

 

 

観点５-８-② 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、

成績評価、単位認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 成績評価については、大学院規則第20条に基づき、試験、報告書及び平素の

成績等から判断して、「秀」、「優」、「良」、「可」、「不可」の５段階評価を設定し、「秀」、

「優」、「良」、「可」を合格とする基準を策定している（資料５-８-②-１）。この基準は、学生

便覧及び履修案内に明記し、教員並びに学生全員に周知している。各科目の成績評価については、

その方法・基準の詳細をシラバスに記載するとともに、授業の初回で説明している。なお、シラバ

スでは、成績評価について試験、宿題、レポート等の評価割合を明示している（前出資料５-７-②-

１）。 

 

資料５-８-②-１ 静岡大学大学院規則（学生便覧120頁 抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 大学院規則において、成績評価基準を定めており、学生便覧及び履

修案内に明記するとともに、ガイダンスで周知している。また、各科目の成績評価の方法・基準の

詳細はシラバスに記載することにより周知に努めているとともに、適切に実施している。 

以上のことから、成績評価基準は組織として策定されており、学生に周知され、その基準に従って、

成績評価、単位認定が適切に実施されていると判断する。 

 

 

観点５-８-③ 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 大学院生は成績評価に疑義がある場合、担当教員が責任をもって対応してい

る。申し出を受けた教員は成績を確認し、修正が必要な場合には、措置を講じてその結果を学生に

伝える体制を確保している。また、担当教員に直接申し出なくとも、学務係や指導教員を介するこ

とも可能である。なお、定期試験答案・レポート等の成績関係書類は試験問題及び解答例とともに

５年間保管している。 

農学専攻では、全学に先駆けて平成29年度に「特別研究」（修士論文）のルーブリック（案）を作

成した。平成30年度において、実際に利用してその有効性を検証するとともに、その活用方法を検
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討する予定である（前出資料５-５-①-１）。 

 

【分析結果とその根拠理由】 大学院生からの疑義申し立てを受け付ける制度が整備されている。

個別に実施される特別研究の成績評価を客観化、厳格化するためルーブリック（案）を作成して実

用化に向けた検討を開始しており、成績評価の客観性、厳格性を担保する措置を講じていると判断

する。 

 

 

観点５-８-④ 大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織と

して策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されている

か。 

 

【観点に係る状況】 学位論文の審査は、「総合科学技術研究科農学専攻 修士論文の審査と取扱い

に関する申し合わせ」に基づいて実施されている（資料５-８-④-１）。各指導教員は指導学生の修

士論文題目及び審査委員を提出し、専攻会議にてこれらを審議する（資料５-８-④-２）。２月上旬

には審査委員は修士論文を審査する。その後、修士論文発表会を行う。発表会に先立ち、発表用の

要旨を提出する（資料５-８-④-３）。提出された要旨は専攻毎に製本され、指導教員及び学生に配

布されている（資料５-８-④-４）。このように、修士論文の審査は、論文の査読、口頭発表及び口

述試問からなる。学位授与の認定は３月上旬に開催される総合科学技術研究科農学専攻会議にて行

われている（資料５-８-④-５）。 

 なお、前述の通り、平成29年度に「特別研究」のルーブリック（案）を作成しており、正式活用

時には、詳細な審査基準に沿ったより客観的な審査が実現される。ルーブリックの審査基準はもち

ろん、大学院生にも周知される予定である。 

 

資料５-８-④-１ 総合科学技術研究科農学専攻 修士論文の審査と取扱いに関する申し合わせ 

資料５-８-④-２ 修士論文題目及び審査委員報告書 

資料５-８-④-３ 修士論文要旨作成について（掲示用） 

資料５-８-④-４ 修士論文発表会要旨集の表紙 

資料５-８-④-５ 平成29年度第８回総合科学技術研究科農学専攻会議議事要録 

 

【分析結果とその根拠理由】 学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織的に策定さ

れ、学生にも周知されており、適切な審査体制の下で修了認定が実施されていると判断する。また、

より客観性を高めた詳細な審査基準も運用予定であり、審査体制のさらなる強化が図られる。 

 

 

観点５-９-① 学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生のニーズに則した履修指導

や学習相談の体制が整備されているか。また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生を受

け入れている場合の適切な学習支援が実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では、学期始めに履修ガイダンスを開催し、履修指導を実施してい

る。農学部学務係においても、学生からの履修相談に対応している。「平成29年度農学部・農学専

攻行事予定表」にある通り、履修登録期間と履修取消期間が設定されており、学生は実際の初回授

業を受講後に、当該科目を正式に履修するかどうかを判断できる。また、シラバスには教員のオフ

ィスアワーを記載しており、学生からの学習相談を受け付ける体制が整えられている。 

 特別な支援が必要と考えられる学生については、静岡大学学生支援センターに設置された「障害

学生支援室」を中心とした「障害学生支援委員会」で審議された対応方針に従い、農学部・農学専

攻において拡大印刷資料の配付、座席の位置の配慮、障害が原因の授業欠席への配慮等が実施され

る。なお、周囲を気にして農学部等の配慮に対する学生からの不都合の申し出にも対応する。こう
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した対応を実施するため、障害学生支援についての研修会も開催されている（資料５-９-①-１）。 

 

資料５-９-①-１ 障害学生支援説明会資料の表紙 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻では、学期始めにガイダンスが実施されている。また、ガ

イダンス時のみならず、日常的にも学務係や教員による履修指導・学習指導体制が整備されており、

シラバスにより学生にも周知されている。特別な支援を行うことが必要と考えられる学生について

は全学の障害学生支援委員会の指示に従い、対応する体制が整備されており、説明会等により教員

にも周知されている。 

以上のことから、農学専攻において、学位授与方針を参照しつつガイダンスが実施され、学生のニ

ーズに則した履修指導や学習相談の体制が整備されている。また、特別な支援を行うことが必要と

考えられる学生を受け入れる場合の適切な学習支援も実施されると判断する。 

 

 

観点５-10-① 教育過程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知しており、その基準に従って

成績評価、単位認定を実施しているか。また、厳格かつ客観的な成績評価を実施するため、成績評

価の適切性の確認や異議申し立ての仕組みを組織的に設けているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻においては、各科目のシラバスには「成績評価の方法・基準」の記

載欄があり、成績評価について試験、宿題、レポート等の評価割合を明示するとともに、評価基準

についても記載しており、学生にも周知している。 

 学生・大学院生は成績評価に疑義がある場合、まずは、授業担当教員に直接質問することになっ

ている。次に、質問への回答に納得できなかった場合は、農学部学務係に「成績評価に関する質問

書」を提出することができる。当該質問については、全学授業計画実施専門委員会において検討さ

れた結果が通知される。通知された結果にも納得できない場合は「成績評価に関する申立書」を提

出することができる。申し立てについては、全学授業計画実施専門委員会及び当該科目の分野別責

任者が学生及び担当教員と個別に面談し、必要な対応を講じることになっている（前出資料５-４-

③-２）。また、疑義に対応するため、定期試験答案、レポート等の成績関係書類は試験問題及び解

答例とともに、最低５年間保管することとしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 各科目のシラバスには、成績評価の評価割合ならびに評価基準を明

記しており、学生にも周知している。各教員は、その基準に従って評価に極端な偏りが生じないよ

う成績評価、単位認定を実施している。評価の際は、受講者全員が同じ評価といった偏りがなるべ

く生じないよう注意している。学生は成績評価に疑義がある場合、数段階の異議申し立てができる。 

以上のことから、教育過程方針に基づいて、成績評価基準を学生に周知しており、その基準に従っ

て成績評価、単位認定を実施している。また、厳格かつ客観的な成績評価を実施するため、異議申

し立ての仕組みを組織的に設けていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 教育課程の内容は「総合科学技術研究科共通科目」とコースごとの「コース選択科

目」から構成されており、大学院入試合格者（学部４年生）が受講を認められている科目があるよ

うに、学部専門科目と有機的に連携させている。 

外国の大学を含む他大学大学院との単位互換、他大学院、本学他研究科・他専攻・他コース科目の

10単位までを修了単位として認定、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を養うための配

慮として、研究科共通科目において、「大学院キャリアデザイン」・「大学院インターンシップ」

の単位化、高等学校専修免許状を受ける資格の取得、副専攻プログラムの導入など、学生、社会あ
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るいは学術進展に対するニーズに対応したカリキュラムを構築している。加えて、他大学院又は研

究所等において研究指導を受けることができる制度や連携大学院制度による静岡県試験研究機関へ

の大学院生派遣の実施など、研究指導においても学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会から

の要請等に配慮している。 

学部・大学院に共通して、学生への利便性を最優先として、大学のWebページから各科目のシラバス

や時間割その他の情報をリアルタイムで受けられるシステムを導入している。また、カリキュラム

マップや複数教員間での評価の統一性を高めるために一部科目でルーブリックも作成しており、学

習成果に対する評価も学生に開示している（一部は開示予定）。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準６ 教育の成果 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点６-１-① 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等につ

いて、単位習得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒

業（学位）論文等の内容・水準から判断して、学習効果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻での標準修業年数での修了者比率も80％以上と高い（資料６-１-①

-１）。標準修業年数＋１年以内の修了者比率も86％と高い水準にある（資料６-１-①-２）。農学専

攻修了生の教員免許資格（高校専修免許）取得者は平成28年度に理科、農業科各１名ずつである。 

 

資料６-１-①-１ 農学専攻における標準修業年数（２年）での修了状況  

資料６-１-①-２ 農学専攻における標準修業年数＋１年（計３年）での修了状況 

 

【分析結果とその理由根拠】 修士課程学生の在学中の活躍や修了状況から見て、適切かつ高度な

教育・指導が行われており、その学習成果はきわめて高いと判断される。これらのことは、農学専

攻に意欲の高い有望な学生が在籍している顕れであり、指導教員による適切かつ高度な教育・指導

の成果だといえる。 

 

 

観点６-１-② 学習の到達度や満足度に関する学生からのアンケートの結果等から判断して、学習

成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻在校生へのアンケート調査でも、学習到達度に対する満足度が74～

82％であった。70％以上の学生が分析力・問題解決能力、専門分野・学科の知識、批判力、協調性、

コミュニケーション力、グローバルな問題の理解・異文化理解やリーダーシップなどが「増えた」

と回答した（資料６-１-②-１）。 

 

資料６-１-②-１ 農学専攻在校生の授業・授業内容の満足度と学習成果 

 

【分析結果とその理由根拠】 農学専攻在校生は、高度な専門知識・研究能力や専門的職業人とし

ての素養、国際的視野、リーダーシップを身につけたと感じている。総合的に見て、学業・授業内

容に対する高い満足度は、教員による適切かつ高度な教育・指導の成果だといえる。 

 

 

観点６-２-① 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果

が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻修了生の大部分は就職を希望し、就職希望者の94％以上が内定を獲

得している。就職先は、関東圏あるいは静岡県を含む中部圏の製造業・サービス業や官公庁（公務

員）が多い（資料６-２-①-１）。その一方、進学するすべての学生は、岐阜大学大学院連合農学研

究科と静岡大学創造科学技術大学院の博士課程に進学している。 

 

資料６-２-①-１ 農学専攻修了生の進路先と就職率 

 

【分析結果とその理由根拠】 農学専攻では、多くの修了生が就職を希望し、その就職率も94％と

きわめて高い。これらの就職状況から判断すれば、高い学習成果があったといえる。静岡県をはじ
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め近隣の中部圏や関東圏に多くの人材を供給する重要な役割を担っていると考えられる。 

 

 

観点６-２-② 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からのアンケートの結果から判断して、学習

成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻修了生の89％が総合的に満足していると答え、大学院での学習や研

究経験は、専門的知識・技術の習得度を強く高めたと感じていた。また、農学専攻修了生は、在学

中に身に付けた高度な専門的知識と研究能力をはじめ、専門的知識・技術、教養及び基礎学力など

が、修了後も役立っていると感じていた（資料６-２-②-１）。その一方、在学中に外国語の能力を

もっと身につけたかったと答えた修了生も多く見受けられた。アンケートに答えた企業の 93％が、

本学研究科修了生を採用したことに対して「満足」と答えた。 

 

資料６-２-②-１ 農学専攻修了生の教育の満足度 

 

【分析結果とその理由根拠】 農学専攻修了生とその採用企業へのアンケート調査を実施した。そ

の結果から、修了生の職業能力習得度は高く、かつ採用する企業が要求する職業能力ともほぼ一致

しており、採用企業の満足度も高い。このことから、適切な教育が行われ、大きな学習成果をあげ

ていると判断される。 

 

 

観点６-２-③ 教育の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られているか。 

 

【観点に係る状況】 総合科学技術研究科では、イノベーションや社会的技術課題解決のために個

別的な専門分野を超えて柔軟に対応することができ、進展するグローバル社会の中で、国際的な場

面で活躍できる人材育成を目的としている。 

農学専攻在校生へのアンケート調査では、国際的視野・異文化理解について身に着いたと感じて

いる学生が多かった（前出資料６-１-②-１）。 

 

資料６-２-③-１ 農学専攻修了生採用企業による職業能力の評価 

 

【分析結果とその理由根拠】 アンケート結果から、卒業生あるいは修了生の習得度は高く、かつ

採用する企業が要求する職業能力ともほぼ一致しており、ディプロマ・ポリシーに則して適切な学

習成果をあげていると判断される。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 ほとんどの学生が標準修業年数で修了している。学習到達度も高く、企業の求める

職業能力を備え、その就職率も高い。静岡県をはじめ近隣の関東・中部圏に多くの優秀な人材を供

給する役割を果たしており、採用企業からの評価も高いため、ディプロマ・ポリシーに則して適切

な学習成果をあげていると判断される。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７-１-① 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されている

か。また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、

それぞれ配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 農学部・農学専攻では、建設後39年が経過し老朽化が進んでいた旧農学部棟

を改築し、平成29年に農学総合棟が完成した。全講義室にプロジェクターを据付け、講義・演習だ

けでなくゼミ、各種研究会・発表会等に有効活用されている。また、セミナー室（サイネット）、及

び製図室演習室には遠隔講義・会議システムも導入されており、岐阜大学連合農学研究科や、筑波

大学など４大学で実施している山岳科学教育プログラムにおける学生の教育に活用されている。「学

生が主人公となる建物」というコンセプトの基に、旧農学部棟では十分に確保されていなかった学

生研究室、学生自習室を整備して学習環境を改善したほか、交流コーナー、リフレッシュスペース

を配置し、学生・教員の学科を超えた交流を促す工夫がなされている。玄関出入口には自動ドア・

スロープを設置して、バリアフリー化に配慮し、外灯設置、非常灯の更新など防犯・防災対策にも

努めている。また、薬品管理室を設置し、薬品管理システムによる集中管理を行うことで薬品使用・

管理における安全対策に取組んでいる（資料７-１-①-１）。 

一連の研究環境の整備に加え、近年の大型研究費獲得（観点11-２-①）に伴い研究設備・備品を

充実させており、実験室の設備や器具に対する満足度は多くの学年で60%を超える（資料７-１-①-

２）。一方で、上位学年で不満が増加する（最大17%）傾向があり、更なる研究環境の整備が望まれ

る。総合的な「キャンパス環境・設備」に対する満足度では、農学総合棟での講義や実験が中心と

なる学部３･４年生、及び研究科生で約60%と高い（資料７-１-①-３）。 

 

資料７-１-①-１ 農学部配置図及び農学総合棟平面図 

資料７-１-①-２ 学生による実験室の施設や器具に対する満足度 

資料７-１-①-３ 学生による総合的な「キャンパス環境・設備」に対する満足度 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻では、改築に伴い施設・設備が更新され、その利便性は大

きく改善された。特に、「学生が主人公となる建物」というコンセプトの基に、学生研究室、学生自

習室、交流コーナー、リフレッシュスペースなどが整備され、学習環境の改善だけでなく、学生の

勉学意欲の向上に資すると期待される。 

 

 

観点７-１-② 教育研究活動を展開する上で必要なICT環境が整備され、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 全学情報基盤センターが主導して全学的にサーバのクラウド化を進めており、

既に基幹システムが移設されている。農学部では、会計事務支援システム（総務係）や学務情報シ

ステム（学務係）など、シンクライアント端末で業務遂行がなされている。学生に対する学務情報

の提供（履修登録、授業連絡など）は、従来の掲示版に加え、この学務情報システムを通じて行な

われている。また、学生自習室（227 室）には教育利用のためのシンクライアント端末が 6 台設置

されているほか、セミナー室（サイネット、225室）及び製図室演習室（301室）には遠隔講義・会

議システムも導入されており、岐阜大学連合農学研究科や、筑波大学など４大学で実施している山

岳科学教育プログラムにおける学生の教育に活用されている。さらに、農学総合棟内のあらゆる場

所にeduroamのアクセスポイントが設置されており、学生・教職員が学内外の文献資料等の情報検

索やOnlineジャーナル、就職情報の取得など、教育・研究に利用されている。コンピュータの施設

や設備に対する学生の満足度は、学年別に見ると 36～62%に分布しており、インターネットの使い
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やすさについては45～55%の満足度となっている（資料７-１-②-１～資料７-１-②-２）。 

 また、アクティブラーニングに活用できるオンライン教材の作成にも取り組んでおり、４名の教

員が情報基盤センター・オンライン教育推進室開催のオンライン教育セミナーを受講した。加えて、

大学教育テレビジョン（http://setv.shizuoka.ac.jp/）にアクティブラーニング・復習に活用でき

る教材もしくは研究内容を紹介する動画をアップロードし、学内だけでなく学外からも視聴できる

ようにしている。 

これらのICT環境について、１年次の「情報処理」や２年次の「情報処理演習」で周知し利用促

進を図っている。加えて、各学科・コースで開講されている実習を通して情報機器の操作方法の習

得が図られている。例えば、農学部生物資源科学科地域生態環境科学コース２年次必修の「環境フ

ィールド演習 I」や選択の「リモートセンシング」では、空間情報や画像解析、ビックデータの解

析方法に必要なスキルの習得が図られている。 

 

資料７-１-②-１ 学生によるコンピュータの施設や設備に対する満足度 

資料７-１-②-２ 学生によるインターネットの使いやすさに対する満足度 

 

【分析結果とその根拠理由】 クラウドサーバによるシンクライアント端末、情報コンセント、

eduroam や遠隔講義・会議システム等の整備が進められ、有効活用されている。これにあわせて、

農学部ではデジタル教材の開発や利用も積極的に進められている。 

 

 

観点７-１-③ 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では原則、講義や研究室ゼミ等での使用時間を除き、講義室を自習

スペースとして開放している（資料７-１-③-１）。また、農学総合棟の改築に伴い、「学生が主人公

となる建物」というコンセプトの基に、旧農学部棟では十分に確保されていなかった学生研究室、

学生自習室、交流コーナー、リフレッシュスペースを配置し、農学総合棟内における自主的学習環

境を改善した（前出資料７-１-①-１）。講義時間外に、交流コーナー及びリフレッシュスペースに

おいて、自主的学習に励む学生が多数見られるほか、特にグループワークなどで広く活用されてい

る。 

農学総合棟内の学生自習室の利用者は月間平均100名程度である（農学部総務係調べ）。学生によ

る図書館の設備（蔵書やレファレンスサービス）に対する満足度は、52～75%の満足度となっている

（資料７-１-③-２）。 

 

資料７-１-③-１ 学生に対する講義室の開放 

資料７-１-③-２ 学生による図書館の設備に関する満足度  

 

【分析結果とその根拠理由】 前回の自己評価を踏まえ、改築された農学総合棟内には、自主的学

習が可能な学生研究室、学生自習室、交流コーナー、リフレッシュスペースが整備され、自主的学

習環境が大きく改善した。 

 

 

観点７-２-① 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では４月にガイダンスを実施し、講義や演習科目やインターンシッ

プ等の履修指導、単位互換制度等の周知を行っている（資料７-２-①-１）。 

 

資料７-２-①-１ 農学専攻ガイダンスの実施要領と配布資料一覧 
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【分析結果とその根拠理由】 農学部・農学専攻では全ての学年でガイダンスを実施し、いずれも

学年に応じ必要な事項を漏れなく指導している。 

 

 

観点７-２-② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が

適切に行なわれているか。 

また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への支援を適切に行うことの

できる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻では、専攻ごと、学年ごとに１名以上のクラス担任を配置している。

クラス担任は、学生の学習・履修指導だけでなく、生活、就職や進学の相談など多岐にわたる支援

を行っている（資料７-２-②-１）。また、教員はオフィスアワーを設けており、講義内容の質問や

各種相談に応じている。教務委員会が中心となり、成績不良者に対する個別指導も行っている（観

点５-４-②）。学習に対する教職員への相談や、学習支援室の利用については、学年進行に伴い教員

への相談、学習支援室の利用率が増加している（資料７-２-②-２）。教員への親近感に関するアン

ケート調査では、学年進行に伴って親近感が増加する傾向が見られ（資料７-２-②-３）、両者のコ

ミュニケーションの増加とともに、学生が相談しやすく、助言、支援を受けやすい環境が醸成され

ていると思われる。 

一方、留学生に対しては、国際連携推進機構の支援を得ながら、農学部学務係が日本語教育を含

め学習相談全般に応じている。農学部・農学専攻では、国際連携推進機構と連携・協力して留学生

ガイダンスや懇談会を実施し（資料７-２-②-４）、学習支援や交流促進に努めている。また、必要

に応じて、チューターによるマンツーマンの学習・研究相談や支援も行っている（資料７-２-②-

５）。 

 

資料７-２-②-１ クラス担任制 

資料７-２-②-２ 学習に対する教員への相談、学内の学習支援室の利用 

資料７-２-②-３ 教員に対する親近感 

資料７-２-②-４ 留学生ガイダンス 資料 

資料７-２-②-５ チューター制度の概要 

 

【分析結果とその理由根拠】 農学専攻では、学年始めのガイダンスを通して広く大学生活、学習

姿勢を指導するとともに、クラス担任制をとり、成績不良者に対する個別指導など、細かな指導を

行っている。また、留学生には、国際連携推進機構と連携しながら、チューター制度も活用し、個

別に学習・研究から生活にわたる広範な支援を行っている。 

 

 

観点７-２-③ 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行なわれるよう支援が適切に行わ

れているか。 

 

該当無し。 

 

 

観点７-２-④ 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進

路、各種ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われている

か。 

また、特別な支援を行なうことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行

うことの出来る状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。 
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【観点に係る状況】 農学専攻ではクラス担任と指導教員が、生活相談、就職斡旋や進路に関する

個別相談を行っている。教員を対象に、毎年、外部講師を招いてハラスメント防止講習会を実施し

ており、教職員の意識向上と適切な指導に努めている。このほか、全学で組織する「何でも相談窓

口」や学部の学生相談室など第三者による相談窓口も設置されている（資料７-２-④-１）。診察・

健康相談やメンタルヘルスの相談については保健センター、学生生活全般の相談は学生相談室で随

時受けつけている。これらの案内は、全ての学生に配布されている農学部・農学専攻の学生便覧及

び全学共通の「学生生活の手引き」に記載、周知されている（学生便覧p.54～55、学生生活の手引

きp.58～59、p.98～101）。留学生には、学務係をはじめ、クラス担任や指導教員、チューターが日

本で生活する上で様々な相談に応じ、助言・支援している（前出資料７-２-②-４）。 

就職については、従来から、全学就職情報資料室（http://www.career.ipc.shizuoka.ac.jp/std/）

が開催する就職セミナーや情報提供に加えて、農学専攻では就職支援室を設置して農学専攻向け就

職情報の開示、会社案内等を行っている。また農学部就職戦略室では、就職に関連する客員教授を

配置し、農学部同窓会や援護会の協力も得て、独自に就職相談会（14回）、業界研究会（２回）、企

業説明会（10回）、セミナー（４回）や、面接指導など多彩な就職支援を実施している（資料７-２

-④-２）。農学部卒業生や研究科修了生の就職率は高く（観点６-２-①）、就職活動中あるいは就職

活動を控えた学部３・４生や研究科生の就職支援に対する満足度は、50～67%となっている（資料７

-２-④-３）。 

 

資料７-２-④-１ 各種（相談）窓口の一覧 

資料７-２-④-２ 就職戦略室活動実績と全学実施を含めた就職ガイダンス等実施一覧 

資料７-２-④-３ 学生による総合的な「就職・進学支援」に対する満足度 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生の生活、健康やハラスメント、就職・進学の全般にわたり、適

切な指導や助言を行なっている。特に、農学部・農学専攻では独自の就職支援室の設置と就職支援

活動に力を入れており、学生の満足度は比較的高い。 

 

 

観点７-２-⑤ 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 在学生に対する経済的援助は全学組織が主体となり、農学部学務係を窓口と

して実施している。毎年、大学院生50～70名が全額・半額免除を含めた授業料免除を受けている。

（平成27～29年度、前後期延べ人数、農学部学務係調べ）。また、学部・大学院修士課程の成績優

秀者に対する授業料免除制度も設けられている。日本学生支援機構による奨学金は、１学年あたり、

大学院生17～31名が利用している（平成27～29年度、農学部学務係調べ）。また、授業料免除を受

けている学生を対象に学内イベント等での雇用により経済的援助を行う「学内ワークスタディ」が

導入されている。その他、様々な奨学金の斡旋も行われている。静岡大学には学生寮が４棟と国際

交流会館があり、留学生を含め多くの学生が利用している。国際交流会館には家族同伴の留学生用

の部屋も用意され、入居できる（http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/japan/0112.htm）。東日本大震

災又は熊本地震で被災した学生に対する経済的支援については、入学料及び授業料免除の制度があ

るほか、日本学生支援機構の奨学金制度を周知、斡旋している。 

なお、農学専攻独自の取組みは少ないものの、領域長裁量経費により大学院生を対象に学術研究

員として雇用することで経済的援助を行っている。また、過去２年間では日本学生支援機構の留学

生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット）に申請してプログラム２件が採択された。

このプログラム等により留学生7名の受入れや、学部生延べ45名の派遣が行われ、不足する費用を

領域長裁量経費で補填支援している（資料７-２-⑤-１）。学生による奨学金など学費援助に対する

満足度を見ると、不満は学部生で13%以下、研究科生で8%以下であり（資料７-２-⑤-２）、これら

の取組みが高く評価されている。 
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資料７-２-⑤-１ 過去２年間の農学部・農学専攻による海外派遣、国際交流支援 

資料７-２-⑤-２ 学生による奨学金など学費援助に対する満足度 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生への経済的支援は、全学組織が主体となって取組んでいる。留

学生に対する学生寮の開放や住居（国際交流会館）の提供等の支援も行っている。農学部・農学専

攻では、多くの学生が授業料免除や奨学金制度などを利用しており、申請等の支援をしっかり行な

っている。領域長裁量経費により国際学会参加や学部・研究科生の海外派遣（短期留学）などを支

援し、国際的視野の醸成に積極的に取組んでいる。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 改築された農学総合棟内に、自主的学習が可能な学生研究室、学生自習室、交流コ

ーナー、リフレッシュスペースが整備され、自主的学習環境が大きく改善した。また、学生の学習・

生活上の様々な問題に対応する適切な相談・支援体制を構築しており、就職支援室や海外派遣支援

など農学部・農学専攻独自の取組みも多く、成果を上げてきている。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準８ 内部質保証システム 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点８-１-① 【重点項目】大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証に係る体

制が明確に規定されていること。 

  

【観点に係る状況】 静岡大学の内部質保証に係る基本的考え方は、静岡大学全学内部質保証規則

(案)(資料８-１-①-１)に示されており、それに基づき全学内部質保証委員会(資料８-１-①-２～資

料８-１-①-３)が設置された。全学内部質保証委員会の設置に対応して農学部・農学専攻では、学

位プログラム毎の教育の質保証実施、FD活動の実施を役割とする農学部教育質保委員会(資料８-１-

①-４)が設置された。構成員は部局実施責任者である副学部長(全学教育基盤機構会議委員)と評価

会議委員、全学キャリアデザイン教育・FD委員会委員、及び学部IR委員である。 

 

資料８-１-①-１ 静岡大学全学内部質保証規則(平成30年10月1日施行) 

資料８-１-①-２ 全学内部質保証委員会の設置について 

資料８-１-①-３ 静岡大学教育の質保証体制案 

資料８-１-①-４ 農学部教育質保証委員会構成員 

 

【分析結果とその根拠理由】 部局実施責任者である副学部長（全学教育基盤機構会議委員）が中

心になり、全学の内部質保証に係る基本的考え方に則して学部内質保証委員会が設置されたことに

より、内部質保証に係る体制が明確に規定されたと判断された。 

  

観点８-１-② 【重点項目】大学の内部質保証に係る基本的考え方に則して、内部質保証のための

手順が明確に規定されていること。 

  

【観点に係る状況】 静岡大学教育の質保証体制案(前出資料８-１-①-３)に基づき、全学内部質

保証委員会と連携を取りながら、評価・点検・改善を実施する。年度毎に質保証「計画書」「点検

報告書」を作成し，全学委員会へ提出することが、農学部教育質保委員会構成員(前出資料８-１-

①-４)に周知された。 

  

【分析結果とその根拠理由】 部局実施責任者である副学部長（全学教育基盤機構会議委員）が中

心になり、全学内部質保証委員会と連携を取りながら、評価・点検・改善を実施する。年度毎に質

保証「計画書」「点検報告書」を作成し、全学委員会へ提出することが農学部教育質保証委員会の

構成員に周知されたことから、大学の内部質保証に係る基本的考え方に則した内部質保証のための

手順が明確に規定されたと判断された。 

 

観点８-１-③ 【重点項目】内部質保証が有効に機能していること。 

 

【観点に係る状況】 農学部教育質保証委員会及び教育カリキュラム委員会が中心になり、「卒業論

文」のルーブリック案、及び「特別研究」(修士論文)のルーブリック案を作成した。今後も、試用

と議論を行い、実際の運用を検討していく予定である。 

 

【分析結果とその根拠理由】 ルーブリック(卒業論文研究・修士論文研究)の作成を通して、各講

義における教育目標と成績評価の手順、及び評価の公平性について活発な議論がなされた。これに

より、問題点が共通認識され、改善案が提案された。これらのことから、内部質保証が有効に機能

していると判断された。 
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観点８-２-① 教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての

適切性等に関する検証が行われる仕組みを有していること。 

 

【観点に係る状況】教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学とし

ての適切性等に関する検証を行うために、将来構想検討委員会（資料８-２-①-１）及び大学院改革

検討ワーキンググループ（資料８-２-①-２）を設置した。 

 

資料８-２-①-１ 将来構想検討委員会構成員 

資料８-２-①-２ 大学院改革ワーキンググループ構成員 

 

【分析結果とその根拠理由】将来構想検討委員会と大学院改革ワーキンググループが設置され、活

動を開始している。教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学とし

ての適切性等に関する検証が行われる仕組みができていると判断された。 

 

観点８-２-② 組織的に、教員及び教育研究活動を支援または補助するものの質を確保し、さらに

その維持、向上を図っていること。 

 

【観点に係る状況】 キャリアデザイン教育・FD委員会委員及び教育カリキュラム委員会が中心に

なり、各種ＦＤ研修・講習会が開催され学部構成員の積極的な参加があった（資料８-２-②-１）。 

 

資料８-２-②-１ FD研修等への農学部教員の参加者数 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員の授業改善に役立てるため、研修・講習会などの機会を提供す

るシステムを整えており、FD活動が教育の質の向上や改善に結びついて進められていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 優れた点として、全学の内部質保証に係る基本的考え方に則し組織された農学部教

育質保証委員会が充分に機能し、教育カリキュラム委員会との協力のもと、ルーブリック案が作成

されたことがあげられる。教育カリキュラム作成過程において、農学部の教員一人一人が講義内容

の自己点検、評価を行い、各講義のカリキュラム全体の中での役割や特徴が明らかとなったことや、

学部構成員全体に共通認識として共有されることとなった。また、卒業論文研究・修士論文研究に

おけるルーブリック案の作成及び試用の過程では、担当教員による意見交換や説明会を開催したこ

とにより、教育目標と成績評価の手順、及び評価の公平性について問題点の認識と改善に向けた努

力が行われた。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準９ 財務基盤及び管理運営 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点９-１-① 管理運営のための組織及び事務組織、適切な規模と機能を持っているか。また、危

機管理等に係る体制が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学部、農学領域及び農学専攻の管理運営組織として、企画運営会議が全

体の運営に関する適切な人事及び将来構想をはじめとした諸事項について企画立案を行い、学部長

に提案・了承後、学科長会議の審議を経て、教授会、領域会議又は専攻会議（各代議員会を含む）

において、構成員全員により各事項を審議、検討・周知する体制をとっている（資料９-１-①-１～

資料９-１-①-６）。 

なお、附属地域フィールド科学教育研究センターの管理運営に係る事項については、センター長

を委員長とし、各部門長、事務長等で構成する運営委員会において審議する体制をとっている。 

 事務組織は、前出資料３-３-①-１に示すように、事務長のもとに総務係（常勤２名、非常勤２名）、

学務係（常勤３名、非常勤３名）、センター係（常勤１名、非常勤２名）が配置されている。総務

係では、主に庶務、人事関係、学務係では主に教務及び学生関係、センター係では、センターに関

する全般的な事務について、学部、領域、専攻並びにセンターの教育・研究活動を支援している。

また、会計事務については、主に契約課の派遣職員が担当している。 

 危機管理等体制については、企画運営会議を中心に対応し、教授会等において構成員に周知徹底

することとしているほか、技術部（農学系）の協力を得て、学部安全衛生管理委員会で「安全の手

引き」を作成・活用し、日々の安全に配慮している（資料９-１-①-７）。 

 また、農学部では自衛消防隊を組織している（資料９-１-①-８）。緊急時には、農学部長、副学

部長（２名）で協議を行い、構成員全員へ周知することができる緊急連絡網を整備している（資料

９-１-①-９）。 

 その他、学部内に安全衛生管理委員会（資料９-１-①-10）を設置し、全学安全衛生管理委員会と

連携をとるとともに、同委員会からの要請等に積極的に対応して、安全管理に務めている。 

  

【分析結果とその根拠理由】 農学部、農学領域、農学専攻並びにセンター（以下「学部等」と略

称）の目的を達成するため、管理運営組織として、企画運営会議、学科長会議、教授会、領域会議

及び専攻会議（教授会、領域会議及び専攻会議においては、各代議員会を含む）、センター運営委

員会を整備しており、適切な機能をもって運営されている。 

 危機管理等体制についても、企画運営会議を中心に、必要に応じ安全衛生管理委員会など当該組

織と協議する等適切な機能をもって積極的に対応している。 

 また、支援する事務組織については、現在、学部等の業務運営を行うために最低限必要な職員が

配置されている。 

 以上のことから、学部等の目的達成に向けて支援するという任務を果たすうえで、管理運営組織

と事務組織は適切な規模と機能を持っていると判断する。 

資料９-１-①-１ 管理運営組織（平成29年４月１日現在）  

資料９-１-①-２ 管理運営組織の構成と内容 

資料９-１-①-３ 農学部副学部長に関する規程 

資料９-１-①-４ 農学部長補佐に関する要項 

資料９-１-①-５ 農学部企画運営会議規程 

資料９-１-①-６ 農学部学科長会議規程 

資料９-１-①-７ 安全の手引き（目次） 

資料９-１-①-８ 農学部防火管理組織表 

資料９-１-①-９ 農学部緊急連絡網 

資料９-１-①-10 農学部安全衛生管理委員会基規程  
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観点９-１-② 学部・研究科等の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関す

る意見やニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 全学的に在学生、卒業・修了生、各学部４年生の保護者等及び就職先企業等

を対象とした静岡大学に関するアンケート調査結果、「オピニオンボックス」の設置を通じて得ら

れた学生、卒業・修了生の意見・要望は、農学部教育質保証委員会や企画運営会議等で検討され、

改善計画の策定、計画実施に活用されている。 

また、「何でも相談箱」を設置し、常に学生の意見を把握できる仕組みを整備しているとともに、

その対応について学生委員会などで検討し、実施している。 

更に、農学祭開催時における全学生の保護者を対象とした「農学部援護会情報交換会」を開催し、

保護者のニーズを把握している。なお、平成30年度から事務の簡素化と保護者及び学生等のニーズ

に応えるまでの検討時間を短くできるよう、援護会の規約を大幅に改正した（資料９-1-②-１）。 

外国人留学生に対しては、毎年「外国人留学生ガイダンス・懇談会」を通してニーズを把握して

いる（資料９-１-②-２～資料９-１-②-３）。 

教職員のニーズは、形式にとらわれることなく様々なかたちで各学科長、各係長（主任）を通じ

て把握しており、必要があれば学科長会議等において対応策を検討している。 

 

  

【分析結果とその根拠理由】 

 学生、卒業生、就職先、保護者などのニーズ、意見、要望などを定期的に把握し、そのニーズ等

について検討し、適切に管理運営に反映している。 

 また、教職員については、各学科長、各係長（主任）を通してニーズを把握しており、適切な形

で管理運営に反映していると判断する。 

 

 

観点９-２-① 機関としての学部・研究科を運営するために職務をつかさどる教職員が、適切に役

割分担し、その連携体制が確保され、能力を向上させる取組が実施されているか否

か。 

【観点に係る状況】 教員と事務職員の業務所掌について明確に規定しているものはないが、基本

的に両者同席のもとに双方の分担を明確に示し、内容を互いに確認し合っているため、業務分担が

適切に割り振られている。また、必要に応じて互いに連携協力する体制をとるとともに、担当を決

めた後であっても、状況により臨機応変に互いに協力し合っているため、滞りなく業務遂行がなさ

れている。 

企画運営会議、学科長会議など、主要な会議には事務長が構成メンバーとなっているものが多く、

また、教務委員会、入試委員会、学生委員会などには所掌する各係長及び職員、議題によっては事

務長も陪席する体制をとっている（資料９-２-①-１）。委員会では、職員も自由に意見等を述べる

ことができ、その意見等は尊重され、当該委員会等で検討に付される。 

 学部全体で対応すべき事項は、前述の委員会等で検討されるほか、当該委員長と事務職員とで連

携調整を行い、業務を遂行している。役割分担が不明、又は明瞭でない場合は、双方で確認し合い

ながら、連携する体制をとっている。 

 そのほか、学部内で実施されるFD研修、ハラスメント研修等には教員の他、時間が許す限り職員

も積極的に参加し、能力向上の一助としている（資料９-２-①-３）。 

 

資料９-１-②-１ 農学部援護会規約 

資料９-１-②-２ 外国人留学生ガイダンス及び懇談会の開催通知（平成29年度） 

資料９-１-②-３ 外国人留学生受入数（平成27～29年度） 
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【分析結果とその根拠理由】 農学部の各種会議・委員会において教員と事務職員が同席のもとに

双方の分担を明確に示し、内容を互いに確認し合い、業務分担を適切に割り当てている。当該委員

会においては、委員長、委員と事務職員とで連携調整を行い、業務を遂行している。また、FD、ハ

ラスメント研修会には、教員・職員が積極的に参加しており、教職員が、適切に役割分担し、その

連携体制が確保され、能力を向上させる取組みが実施されている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 管理運営のための組織として、企画運営会議、学科長会議、教授会、領域会議、専

攻会議及びセンター運営委員会（代議員会）及び事務組織が整備されており、それぞれに必要な人

員が配置され、学部等の目的達成に向けた機能を果たしている。 

 また、アンケート調査等により学内外の関係者ニーズを把握し、管理運営に反映している。 

 FD、ハラスメント研修会への出席率が構成員の90％以上と高い。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 

資料９-２-①-１ 企画運営会議と学科長会議の構成メンバー 

資料９-２-①-２ 農学部各種研修会等の開催状況及び参加状況（平成28～29年度）  
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基準10 教育情報等の公表 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点10-１-① 学部・研究科等の目的（学士課程であれば学科又は課程等ごと、大学院課程であれ

ば専攻等ごとを含む）が、適切に公表さるとともに、構成員（教職員及び学生）に

周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻の目的は静岡大学大学院総合科学技術研究科規規則に定められてお

り、学生便覧に掲載されている（観点１-１-②）。学生便覧は全ての学生・教職員に配布されている。

また、農学部Webページ（資料10-１-①-１～資料10-１-①-２）にも教育目的及び目標が掲載され、

農学部の構成員に限らず、いつでも閲覧可能である。 

 

資料10-１-①-１ 教育目的及び目標（抜粋） 

資料10-１-①-２ 教育目的及び目標が掲載されたWebページ 

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp/global/admissionpolicy.html） 

 

【分析結果とその理由根拠】 農学専攻の目的は学生便覧に記載し、学生便覧は在籍する全ての学

生・教職員に配布している。またWebページにも掲載され、いつでも閲覧可能な状況にある。十分

周知されている。 

 

観点10-１-② 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知

されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は、農学部Webペ

ージ（資料 10-１-②-１）及び学生便覧に掲載されている。Web ページ閲覧数は月間 4,000～7,000

回と多く、また例年、入試のある１月に閲覧数が突出して増加することから多くの受験生が閲覧し

ていると推察される（資料10-１-②-２）。農学専攻の学生募集要項にも入学者受入方針は記載され

ており、全ての受験生に周知される。アメリカ、イギリス、及びインドネシア、インド、中国など

のアジア諸国を中心に海外からのWebページ閲覧数も月間300～500回に及ぶ。農学専攻のアドミッ

シ ョ ン ・ ポ リ シ ー は 英 語 版 Web ペ ー ジ で も 公 開 さ れ て お り

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp/gra/admissionpolicy_en.html）、留学を希望する学生が閲覧で

きる。 

農学専攻の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）及び学位授与方針（ディプロ

マ・ポリシー）は、Webページ（資料10-１-②-３～資料10-１-②-４）及び学生便覧に掲載されて

いる。 

 

資料 10-１-②-１ 農学専攻のアドミッション・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）が掲

載されたWebページ 

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp/gra/adpoli_m.html） 

資料10-１-②-２ 農学部公式Webページの訪問・閲覧状況 

資料10-１-②-３ 農学専攻のカリキュラム・ポリシーが記載されているWebページ 

（https://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/cur/index_g.html） 

資料10-１-②-４ 農学専攻のディプロマ・ポリシーが記載されているWebページ 

（https://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/dip/index_g.html） 

 

【分析結果とその根拠理由】 入学者受入方針はWebページで公表され、また入試要項にも記載さ

れており、周知徹底されている。教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）及び学位
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授与方針（ディプロマ・ポリシー）もWebページで公表されている。大学内の関係者に対しては、

学生便覧にも記載し、在籍する全ての学生・教職員に配布しているため、十分に周知されている。 

 

観点10-１-③ 教育研究活動等についての情報が公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻ではWebページをもっとも重要な情報発信源と位置づけ、その充実

に 取 り 組 ん で い る 。 農 学 部 Web ペ ー ジ の News & Topics

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp/index.html）では、タイムリーな情報発信を行っている。発信

される情報は、受験生向けのオープンキャンパス案内や入試情報、研究成果の受賞報告や新聞報道、

研究会情報など多岐にわたる。教員データベースの Web ページ（資料 10-１-③-１）では、各教員

の活動実績が定期的にアップロードされているほか、定期的に年報をまとめており、随時農学部Web

ページにおいて掲載している（資料10-１-③-２）。また、これとは別にオリジナルWebページをも

つ研究室もあり（資料10-１-③-３）、積極的な情報発信が行われている。 

 

資料10-１-③-１ 教員データベースのWebページ 

（https://tdb.shizuoka.ac.jp/RDB/public/Default.aspx?d=0007） 

資料10-１-③-２ 静岡大学農学部年報のWebページ 

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp） 

資料10-１-③-３ オリジナルWebページの例 

（http://www.agr.shizuoka.ac.jp/c/biochem/index.html） 

 

【分析結果とその根拠理由】 農学専攻では、Webページを重要な情報発信源と位置づけ、Webペー

ジを通じてタイムリーな情報発信に積極的に取組んでいる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 農学専攻では複数のメディアを通じて、農学専攻の目的、入学者受入方針、教育課

程の編成・実施方針及び学位授与方針を公表し、周知徹底に努めている。また、Web ページを通し

て教育・研究情報の発信に積極的に取組んでいる。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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基準11 研究活動の状況及び成果    

 

（１） 観点ごとの分析 

 

観点11-１-① 研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻は研究目的の実現を推進するため、修士課程には共生バイオサイエ

ンスコース、応用生物化学コース、環境森林科学コース、農業ビジネス起業人育成コースを置き、

博士課程である創造科学技術大学院及び岐阜大学連合農学研究科と連携する体制を取っている。ま

た研究推進のため、附属施設として３ヶ所のフィールドを有する附属地域フィールド科学教育研究

センターを置き、全学共同利用施設であるグリーン科学技術研究所研究支援室（ゲノム解析部及び

分子機能解析部）と連携する体制を取っている。 

 また農学専攻内に研究戦略推進室を設けて、学部をベースとした研究プロジェクトの立案、助成

金等公募情報の提供、研究支援体制の充実を図っている。また、イノベーション社会連携推進機構、

防災総合センター、及び静岡大学食品・生物産業創出拠点等の研究支援に関する全学組織と連携を

取る体制が整っている（資料11-１-①-１）。 

 その他、静岡県との間に「静岡県先端的農業推進協議会」を設置し、共同研究の推進と連携強化

の体制を整えている（資料11-１-①-２）。また、全学組織である防災総合センターには副担当教員

を、静岡大学食品・生物産業創出拠点には代表を本学部から出すなど、全学組織との連携を積極的

に推進している。 

 

資料11-１-①-１ 静岡大学食品・生物産業創出拠点関係資料 

資料11-１-①-２ 静岡県先端的農業推進協議会関係資料 

 

【分析結果とその根拠理由】 研究支援体制を強化する研究戦略推進室を専攻内に設置し、専攻内

の研究支援と全学組織との連携を強化することに努めている。創造科学技術大学院及び岐阜大学連

合農学研究科と教員が兼任する体制を取り、附属地域フィールド科学教育研究センター並びにグリ

ーン科学技術研究所研究支援室と連携できる体制を整えている。以上のことから、研究実施体制及

び支援・推進体制が適切に整備されており、機能していると判断する。 

 

 

観点11-１-② 研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 本学の中期目標並びに中期計画に掲げられた研究に関する目標を達成するた

めの措置に基づき、農学部・農学専攻の目標達成に向けた取組みを実施している。学部を中心とし

た公募型競争資金への申請に対し、研究戦略推進室と個別テーマの関係者が集まり、イノベーショ

ン社会連携推進機構の助言を得ながら研究プロジェクトの立案を行っている。また、研究戦略推進

室では、研究助成金等公募状況の提供、情報分析を行っている。 

 領域長裁量経費により行われる研究支援制度として、国際学会誌への投稿を支援する学術論文発

表支援経費、及びプロジェクト研究を推進するために設けられたプロジェクト研究推進費（資料11-

１-②-１）、学長裁量経費により行われる研究支援制度として若手教員研究支援（資料11-１-②-２）

がある。さらに、全学研究戦略室及び農学部研究戦略推進室が中心となり、科研費申請書のピアレ

ビューを行う科研費アドバイザー制度（資料 11-１-②-３）が制度化されており、アドバイザーと

して科研費審査の経験のある教員が参画している（資料11-１-②-４）。 

 具体的には、平成27～29年度の実績で、学術論文発表支援経費を30件（2,205千円）、若手教員

研究支援経費５件（3,800千円）、プロジェクト研究推進費５件（2,000千円）を支援した。さらに、

科研費アドバイザー制度を46名が利用し、そのうち15名の課題が採択された。 
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資料11-１-②-１ 領域長裁量経費「研究活性化経費」執行状況（平成27～29年度） 

資料11-１-②-２ 学長裁量経費「教育研究プロジェクト推進経費」（若手研究者支援経費）申

請一覧（平成27～29年度） 

資料11-１-②-３ 科研費アドバイザー制度使用状況（平成27～29年度） 

資料11-１-②-４ 科研費アドバイザーとなっている農学部教員一覧（平成27～29年度） 

 

【分析結果とその根拠】 公募型競争資金への申請については研究戦略推進室が中心となり、イノ

ベーション社会連携推進機構の助言を得て研究プロジェクトの立案を行っている。また、研究戦略

推進室で研究助成等の公募情報分析及び情報提供を行っている。学長裁量経費や領域長裁量経費に

より、「教育研究プロジェクト推進経費」及び「研究活性化経費」の支援を行っている。さらに、科

研費アドバイザー制度を46名が利用し（平成27～29年度）、そのうち15名の課題が採択された。 

 以上のことから、研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されていると判断する。 

 

 

観点11-１-③ 研究活動の質向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するための取

組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学では静岡大学評価規則に基づき、定められた教員の個人評価に関す

る実施要項に沿って、教員の個人評価を行っている。評価項目は、教育、研究、社会・国際貢献、

管理運営の４項目を対象領域とし、研究については数的実績に基づく自己点検評価を検証する方法

を取っている。また、研究業績や外部資金獲得状況等の情報については、全学の教員データベース

に登録されており、教員全体で共有できるシステムが確立されていると共に、大学外からも情報が

閲覧可能となっている。農学専攻では、全学の評価基準に沿った情報を提供することで、研究活動

の改善や質の向上に役立て、活性化を図っている。教員の研究活動状況については、研究戦略推進

室において検討を行っている。科研費を初めとする研究費申請のための学内講演会への参加を促し、

申請に当たっては、科研費については科研費アドバイザー制度を、他の研究費申請についてはイノ

ベーション社会連携推進機構のスタッフによる助言を受けることを制度化している。 

 また、隔年発行する農学部年報では、研究業績一覧を学部教員全員に配布し、活動状況の点検の

一助としている（前出資料10-１-③-２）。その他、科研費申請者一覧（資料11-１-③-１）などの

資料を作成し、学部における研究の質を点検する手法の一つとしている。 

 

資料11-１-③-１ 科学研究費申請者一覧（平成27～29年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 静岡大学では静岡大学評価規則にもとづき、定められた教員個人評

価に関する実施要項に沿って、教員の個人評価を行っている。農学専攻では、全学の評価基準に沿

った情報を提供することで、研究活動の改善・質の向上に役立て、活性化を図っている。教員の研

究活動状況については、研究戦略推進室において検討を行っている。 

 以上のことから、研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するためのシステムが適切に整備さ

れていると判断する。 

 

観点11-２-① 研究活動の実施状況から判断して、研究活動が活発に行われているか。 

 

【研究に係る状況】 平成29年度の状況を見ると、総説を含む学術論文は143報、学会発表は370

件、著書は20件であり、平成28年度よりもその数はいずれも増加している（資料11-２-①-１）。

学術論文については、一教員当たり年間 2.17 報発表している計算となる。また学術論文の 65％以

上が国際学術雑誌に発表されており、学会発表の約20％が国際学会での発表であり、研究成果の国

際的な情報発信が行われている。 

 平成29年度における科研費補助金の採択件数は52件であり、受け入れ金額は総額175,917千円
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である。採択研究種目の内訳は、基盤研究（A）２課題、基盤研究（B）12 課題、基盤研究（C）13

課題、若手研究（A）２課題、若手研究（B）５課題、挑戦的萌芽研究２課題、挑戦的研究（萌芽）

２課題、国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）１課題、新学術領域研究（研究領域提案型）

２課題が採択されており、国際レベルかつ先端的な研究を推進している（資料11-２-②-２）。なお、

平成29年度の科研費への申請率はほぼ100％である。 

 科研費以外の外部資金受け入れ状況は、平成29年度では受託研究が８件で30,939千円、共同研

究が17件で15,155千円、奨学寄附金受け入れが８件で4,275千円であり、合計が 50,369千円と

なっている（資料11-２-②-３）。共同研究の連携先は、主に静岡県内に拠点を持つ食品・農業・環

境関連企業などである。以上の平成 29 年度の科研費補助金を含めた研究資金の獲得総額は約

226,000千円に上る（資料11-２-②-４）。教員一人当たり約3,275千円になり、研究活動が活発に

行われていることを示している。 

 

資料11-２-①-１ 研究活動の実施状況（平成27～29年度） 

資料11-２-①-２ 科学研究費補助金の種目別採択件数及び補助金額（平成27～29年度） 

資料11-２-①-３ 外部資金受け入れ件数と受け入れ金額（平成27～29年度） 

資料11-２-①-４ 科学研究費と外部資金の獲得総額（平成27～29年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 教員の研究成果は、評価の高い国際専門学術誌に掲載されていると

共に、国内外での学会でも活発に発表されている。その業績は農学専攻で年報として取りまとめ、

学内外に公開している。競争的研究資金への応募も積極的であり、近隣地域の研究機関や企業との

共同研究において地域との連携を強化する研究も進めている。 

以上のことから、本学部・本専攻における研究活動は、活発に行われていると判断する。 

 

 

観点11-２-② 研究活動の成果の質を示す実績から判断して、研究の質が確保されているか。 

 

【研究に係る状況】 科研費補助金の採択件数の推移を見ると、平成27年度は37件採択であった

のに対して平成29年度は52件採択であり、採択件数は41％増であった。助成金額では平成27年

度は88,270千円であったのに対し、平成29年度では175,917千円であり、約100％増であった。

平成27～29年度の外部資金の受け入れは、受託研究等で約1.7～３億円、共同研究で約1.5～２億

円と高水準を保っている。 

 また、観点 11-２-①でも示したように、農学専攻における学術論文発表件数は平成 27～29 年度

の間で毎年度100報以上であり、平成29年度は143報で前年度よりも約21％増加している。学会

発表も平成27～29年度の間で毎年度300件以上である。特に、平成29年度の招待講演数は40件で

前年度の2.5倍であり、研究成果が外部から評価されていることを示している。 

 学会からの受賞件数は平成27～29年度の間に12件あり、日本農学賞、読売農学賞、植物化学調

節学会賞、日本木材学会賞、日本家禽学会賞、日本植物細胞分子生物学会奨励賞、日本農芸化学会

奨励賞、日本きのこ学会賞、日本草地学会賞など多岐にわたる学会で受賞している（資料11-２-②

-１）。 

 

資料11-２-②-１ 教員の学会での表彰一覧（平成27～29年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 科研費補助金の採択件数及び補助金額、競争的外部資金、学術論文

発表数、学会発表数、学会等からの受賞件数等から、研究の質が確保されていると判断する。 

 

 

観点11-２-③ 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価

等から判断して、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 
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【観点に係る状況】 国公立機関との共同研究・受託研究として、「研究成果最適展開支援プログラ

ム」や「海洋産業クラスター創造事業」などを行い、研究成果の社会への還元を試みている。また、

静岡県の生物産業を飛躍的に発展させるために、地域産業界と連携した静岡大学食品・生物産業創

出拠点において、生物機能を高度に利用した新技術・新分野創出のための基礎的・独創的な産官学

共同研究を推進している（前出資料11-１-①-１）。 

 研究の成果として、植物の耐熱性に関する研究の応用に向けてメニコン、新潟大学、三重大学と

「植物耐熱性向上資材研究開発コンソーシアム」を設立し、本部を静岡大学に設けて植物耐熱性向

上資材開発の研究を行っている（資料11-２-③-１）。焼津の温泉旅館「蓬莱荘」と共同で温泉を利

用した「温泉トマト」の生産を試みたり（資料11-２-③-２）、新日鉄住金エンジニアリングと共同

で清掃工場の家庭ごみからできるスラグから農業用肥料製造に成功したりしている（資料11-２-③

-３）。また、東海漬物と共同で新規乳酸菌の特許を取得し、その乳酸菌を配合したキムチ初の機能

性食品「植物性乳酸菌 匠乃キムチ」を商品化した（資料 11-２-③-４）。さらに、大学・国公立研

究所の研究者がバイオ研究の成果発表を行い、共同研究や技術移転などを促進させる場である

Biotechアカデミックフォーラムへ農学専攻から毎年教員を参加させており（資料11-２-③-５）、

研究成果を社会の発展につなげていく活動を積極的に行っている。市民向けには「グリーンサイエ

ンスカフェ」（資料11-２-③-６）を開催し、平成28年度から平成29年度にかけて５名の教員が研

究成果をわかりやすく解説する場を設けている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 国公立機関との共同研究・受託研究として幅広いテーマを取り上げ、

研究成果の社会への還元を試み、農学専攻における研究成果で特許を取得し、さらに実際に商品化

された例もある。一方、農学専攻における研究を国民に伝えるために様々な活動を行っており、社

会・経済・文化の発展に資する研究が行われていると判断する。 

 

資料11-２-③-１ 植物耐熱性向上資材研究開発コンソーシアム関係資料 

資料11-２-③-２ 温泉トマト生産関係資料 

資料11-２-③-３ 清掃工場の家庭ごみからできるスラグから農業用肥料製造関連資料 

資料11-２-③-４ 植物性乳酸菌 匠乃キムチ商品化プレスリリース 

資料11-２-③-５ Biotechアカデミックフォーラム参加教員一覧（平成27～29年度） 

資料11-２-③-６ グリーンサイエンスカフェ関係資料 

 

 

（２） 優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 競争的研究資金の中でも、学術上重要な基礎的研究遂行のための助成金である科学

研究費補助金については、獲得件数及び補助金総額が増加傾向にある。 

 

【改善を要する点】該当なし。 
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基準12 地域貢献活動の状況 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点12-１-① 大学・学部等の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい

計画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表・

周知されているか。 

 

【観点に係る状況】 静岡大学の中期目標（資料 12-１-①-１）において、社会連携に関する大学

の基本的な目標として「現代の諸課題に真摯に向き合い、地域社会と協働し、その繁栄に貢献する」

を掲げ、その中でも社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標としては

「地域における知の拠点として、教育・研究を基に地方公共団体、金融機関、近隣大学、産業界等

と協働し、地域社会の諸課題の解決及び地域を支える人材の育成等に貢献する」としている。中期

計画（資料12-１-①-２）においては、「社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に

関する目標を達成するための措置」として、①地方公共団体、金融機関等との包括連携協定に基づ

く事業を推進、②企業等との共同研究、技術移転等を推進、③大学に対する地域の多様な要望等の

把握・反映のための機能の強化、④学生及び地域住民を対象とした教育プログラムの構築、⑤産業

界と連携したグローバル人材教育システムのさらなる充実、⑥同窓会及び地域コミュニティとの連

携強化を具体的な計画として掲げている。また、学長による静岡大学の「地域志向大学」宣言がな

され（資料12-１-①-３）、地域を志向した大学改革を推進するための方針を示している。また、毎

年度の「業務実績報告書」の作成の折に、中期目標・中期計画を教職員に周知して取りまとめを行

っており、完成した報告書を大学のWebページ上で公開している（資料12-１-①-４）。 

 これらの大学の社会連携に対する目的・計画は、Webページ上（前出資料12-１-①-１～資料12-

１-①-４）でも公開されている。 

 

資料12-１-①-１ 国立大学法人静岡大学の中期目標 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/plan/index.html） 

資料12-１-①-２ 国立大学法人静岡大学の中期計画 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/vision/plan/index.html） 

資料12-１-①-３ 静岡大学の「地域志向大学」宣言 

(http://www.shizuoka.ac.jp/outline/pdf/manifesto.pdf） 

資料12-１-①-４ 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書 

（ http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/H30/201806_report

.pdf） 

 

【分析結果とその根拠理由】 地域貢献活動の目的に照らして、中期目標・計画及び｢地域志向大学｣

宣言において、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定められていると判断する。 

また、これらの目的と計画がWebページで適切に公表・周知されていると判断する。 

 

観点12-１-② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】  

①社会人のブラッシュアップ・ステップアップ： 

科目等履修生、市民開放授業として社会人の受入、社会ニーズに合った各種公開講座、講演会、

シンポジウムを開催し、社会人のブラッシュアップに貢献している（資料12-１-②-１～12-１-②-

２）。 

また、大学授業の市民開放事業は、毎年一定の利用者数があり、教育面での大学開放が地域社会

に定着しつつある。 
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②地域住民へのサービス： 

附属地域フィールド科学教育研究センターでは、持続型生態系部門（旧農場）施設を日常的に園

児・小中高生の自然観察、農業体験、職場体験学習の場として開放している。また、森林生態系部

門（旧演習林）施設では、園児・小中学生の自然観察、森林体験学習の場として開放している。水

圏生態系部門施設においても、小中高生の環境教育の場として開放しており、地域主催のイベント

時に一般公開を行っている（資料12-１-②-３）。これらのイベントは市民に好評で、数多く新聞に

取り上げられている（資料12-１-②-４）。 

 

③地域教育機関との連携： 

男女共同参画推進室の企画による「理系女子応援プログラム」において、平成28～30年度に静岡

県西遠女子学園高校における出前授業及び女子中学生、高校生を対象とした体験実験を行っている

（資料12-１-②-５）。県内のスーパー・サイエンス・ハイスクール事業指定校（静岡北高）と平成

19 年度より協力・連携して各種取組みを推進しており、平成 28 年度にも実施している（資料 12-

１-②-６）。また、県内公私立高校からの要請を受け、高校に出向いての出前授業・学部説明会を毎

年度10～11件実施している（資料12-１-②-７）。 

 

資料12-１-②-１ 社会人のブラッシュアップへの取組み 

資料12-１-②-２ 2017年度後学期静岡大学市民解放授業募集要項（抜粋） 

資料12-１-②-３ 地域フィールド科学教育研究センター各施設の利用件数、利用者数 

資料12-１-②-４ 新聞記事に見られる農学部の活動 

資料12-１-②-５ 中高生の進路選択に関する報告書（JST女子中高生の理系進路選択支援プロ

グラム 理系女子夢みっけ★応援プロジェクトinしずおか） 

資料12-１-②-６ スーパー・サイエンス・ハイスクールの報告書 

資料12-１-②-７ 静岡県内公私立高校への出前授業・学部説明会件数 

 

【分析結果とその根拠理由】 社会人のブラッシュアップに向けた取組み、園児・児童、小中高生

から一般市民向けの食・環境に関わる教育の推進、また、中等教育機関と連携した高校への出前講

義など、サイエンス教育の推進に積極的に取組んでいる。以上より、教育面における社会連携を積

極的に推進していると判断する。 

 

観点12-１-③ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が上がって

いるか。 

 

【観点に係る状況】 平成 29～30 年度に出前授業を行った静岡県立沼津西高等学校では、平成 30

年度の進路の手引きに前年度の出前授業を振り返った講義録を作成しており、生徒にとって出前授

業が大学での学びについて考えるきっかけとなり進学への意欲を引き出せたことが伺えた。 

 

資料12-１-③-１ 女子中高生の理系進路選択プログラムアンケート 

資料12-１-③-２ 静岡県立沼津西高等学校「進路の手引き」（抜粋） 

 

【分析結果とその根拠理由】 出前授業などの高大連携事業や、女子中高生の理系進路選択支援プ

ログラムでは、活動の実績及び活動への参加者等の満足度から判断して、活動の成果が上がってい

ると判断する。 

 

観点12-１-④ 改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 。 
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 JST 女子中高生の理系進路選択支援プログラムでは、実施後にアンケート調査を行い（前出資料

12-１-③-１）、実施の効果とその評価を行い報告書にまとめている（前出資料12-１-②-５）。 

 県内公私立高校への出前授業・学部説明会では、実施後に担当教員は報告書を作成し、授業内容、

生徒の反応、高校からの希望事項等をまとめて報告している（資料12-１-④-１）。 

  

資料12-１-④-１ 平成29年度出張授業実施報告書 

 

【分析結果とその根拠理由】 JST 女子中高生の理系進路選択支援プログラムでは、実施後に生徒

や保護者へのアンケート調査を行い、次年度の取組みへの参考としている。また、県内公私立高校

への出張授業では、担当教員は実施後に報告書をまとめていることから、改善への取組みが行われ

ていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 スーパー・サイエンス・ハイスクール、理系女子応援プログラム等の高大連携によ

る高校生の理科教育の推進を積極的に図っている。高校からの要望に沿った満足度の高い活動が行

われていた。 

 

【改善を要する点】該当なし。 
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基準13 国際化の状況  

 

（１）観点ごとの分析  

 

観点13-１-① 学部等の教育の国際化の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されている

か。 

 

【観点に係る状況】 本学は第三期中期目標・中期計画において、グローバル化に関する目標とし

て、以下の２つを掲げている。「グローバル化推進のための教育研究環境の整備を行い、アジアを

はじめとした国際社会で活躍できる人材育成や国際的研究の展開、国際貢献に積極的に取組む」、

「海外交流協定校等を中心とした国際ネットワークを構築するとともに、国際化のための環境整備

を行い、教育研究の交流を一層促進し、多文化が共生するグローバルキャンパスを実現する」（前

出資料12-１-①-１)。また、計画として「英語のみで修了できるコースの増設、国際共同教育プロ

グラム導入のための環境づくり」、「アジアブリッジプログラムの推進によるアジアを中心とした

企業の海外展開等を支える人材の育成」、「海外留学者数、及び外国人留学生数の増加」、「国際

教育研究プロジェクトの推進」、「海外交流協定校の増加」、「学生の居住環境整備・異文化交流

事業等の実施」などを挙げている（前出資料12-１-①-２）。また、研究においては、重点研究分野

「光応用・イメージング」「環境・エネルギーシステム」「グリーンバイオ科学」を中心に、海外

大学・研究機関等と協働した世界レベルの研究を推進し、世界的研究拠点の形成を目指すとことを

目標としており、その計画としては、国際的プロジェクト研究の推進、優秀な外国人研究者の確保

等により実施体制を整備するとともに、学内外の研究者交流を通して国際的に通用する研究人材を

育成することなどをあげている。上記の目標及びそのための計画は、大学のWebページ上に掲載され

ており、周知を図っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 第三期中期目標・計画において、国際交流活動の目的ならびに計画

が策定されており、計画に向けての具体的な戦略が定められていると判断する。ウェブサイトへの

掲載等により、広く周知されていると判断する。 

 

 

観点13-１-② 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 農学専攻においては、第三期中期計画を達成するために３人の外国人教員と

英語による講義が可能な海外での教育研究実績を有する多数の日本人教員が配置されている。英語

による教育の具体策として、修士課程において一部のコースでは、大学院英語教育強化策として修

士論文の英文概要作成を課している。また、「Professional Presentation in English」「English 

Thesis Writing」が単位化され、論文作成やプレゼンテーションにおける英語教育が進められてい

る（資料13-１-②-１～資料13-１-②-２）。本学学生の海外派遣及び留学生の受け入れを通して、

国際交流の機会を増加・充実させることを目的に、海外の８大学との単位互換を伴う部局間協定(資

料13-１-②-３）を結んでいる。また、ショートステイプログラムにより、平成28年度にはガジャマ

ダ大学、キングモンクット工科大学から４名、平成29年度にはボゴール農科大学、バンドン工科大

学、シーナカリンウィロート大学から３名の学生を２～４ヶ月受け入れた。さらに、修士課程での

科目となっている「Field Lecture in Temperate Forest Ecosystems around Mt. Fuji」では、ASEAN

諸国のガジャマダ大学、ボゴール農科大学、カセサート大学、プトラ大学、ベトナム林業大学を中

心に（南京林業大学、欧米諸国の大学を含む）毎年10名程度の学生を受け入れ、本学学生とともに

約１週間の野外実習プログラムを実施している（資料13-１-②-４）。総合科学技術研究科では10

月入学の外国人留学生英語コースにより、英語のみで修了できるコースを設けており、アジアブリ

ッジプログラムと連携して外国人留学生の増加に貢献している（資料13-１-②-５）。これにより、
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農学専攻の留学生在学者数は毎年30～40名である。 

 いずれのプログラム推進においても、海外派遣、受け入れにあたっては本学国際連携推進機構の

協力のもと、学生の宿舎確保・選択を行っている。このほか、本学と海外の大学間での国際シンポ

ジウム、国際会議等が開催されている（資料13-１-②-10～資料13-１-②-12）。 

また、留学生就職支援の制度を設け、卒業・修了後の支援をしている（http://scdp.shizuoka. 

ac.jp/、http://www.career.ipc.shizuoka.ac.jp/、資料13-１-②-13）。 

 

資料13-１-②-１ シラバス （Professional Presentation in English） 

資料13-１-②-２ シラバス （English Thesis Writing） 

資料13-１-②-３ 部局間協定による海外の協定校 

資料13-１-②-４ Field Lecture in Temperate Forest Ecosystems around Mt. Fuji報告書 

資料13-１-②-５ 2019年度10月入学外国人留学生英語コース特別入試募集要項（修士課程） 

資料13-１-②-６ 国際シンポジウム（平成28年度） 

資料13-１-②-７ 国際シンポジウム（平成29年度） 

資料13-１-②-８ インターアカデミア・アジア国際会議（平成30年度） 

資料13-１-②-９ 留学生就職支援プログラム  

 

【分析結果とその根拠理由】 教育面での国際交流について、短期留学生を含めて積極的に受け入

れており、逆に本学学生の派遣もカリキュラムに沿って実施されている。教育面での国際交流はき

わめて活発であると判断する。 

 

 

観点13-１-③ 活動の実績や学生の満足度から判断して、活動の成果が上がっているか 

 

【観点に係る状況】 受け入れ学生のアンケートから、ほとんどの受講学生は満足していた（資料

13-１-③-１）。派遣学生によるレポート（資料13-１-③-２）によれば、これらの海外経験に基づ

いて、勉学意欲の向上が見られている。 

 

資料13-１-③-１ SS学生アンケート  

資料13-１-③-２ SV学生アンケート  

 

【分析結果とその根拠理由】 上記アンケート結果から活動の成果は上がっていると判断した。 

 

 

観点13-１-④ 改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 外国人留学生を積極的に受け入れるアジアブリッジプログラム（学士プログ

ラム）、及び総合科学技術研究科での10月入学の外国人留学生英語コースの設置により、外国人留

学生数は増加している。外国人留学生の増加に伴い、主な住居として利用されてきた静岡国際交流

会館では十分な部屋数の確保が困難となってきている。これを受け、日本人学生も入居可能な新た

な国際寮の建設が検討されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 改善には経費を伴う事項もあり困難な面もあるが、外国人留学生だ

けでなく日本人学生も入居可能な国際寮建設の計画は、単に外国人留学生の宿舎確保にとどまらず、

学生間の自主的な異文化交流を推進することが期待されることから、その効果が大いに期待される。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 
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【優れた点】 実践英語コースのカリキュラム導入、公式Webの完全英語化、アジアブリッジプログ

ラムを中心とする外国人留学生英語コースの導入、海外派遣受け入れプログラムのカリキュラム化

など、本学の重点研究分野における国際化に向けて必要な措置が講じられている点は極めて優れて

いる。 

 

【改善を要する点】 該当なし。 
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